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巻
頭
の
こ
と
ば

日
本
大
学
通
信
教
育
部
長　

松
　
重
　
充
　
浩

日
本
大
学
通
信
教
育
部
『
研
究
紀
要
』
第
三
七
号
が
発
行
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
『
研
究
紀
要
』
は
、
法
学
部
、
文
理
学
部
、
経
済
学
部
、
商
学
部
の
通
信
教
育
課
程
か
ら
構
成
さ
れ
学
際
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
通
信
教
育
部

に
所
属
す
る
教
員
が
、
自
ら
の
研
究
成
果
を
発
表
す
る
、
年
刊
の
研
究
雑
誌
で
す
。
そ
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
単
に
日
々
の
研
究
成
果
を
発
表
す
る
と

い
う
だ
け
で
は
な
い
、
次
の
含
意
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
本
大
学
通
信
教
育
部
は
、
様
々
な
学
び
の
形
に
対
応
し
た
多
様
な
背
景
を
持
つ
学
生
が
集
う
高
等
研
究
・
教
育
機
関
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

場
に
所
属
す
る
教
員
が
自
ら
の
研
究
成
果
を
広
く
社
会
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
は
、「
教
育
の
質
」
の
前
提
と
な
る
「
研
究
の
質
」
を
開
示
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。
と
同
時
に
、
一
般
社
会
か
ら
言
わ
ば
「
閉
じ
た
」
研
究
集
団
内
に
止
ま
ら
な
い
、
現
代
社
会
が
直
面
す
る
多
様
な
課
題
の
解
決
に
向
け
て

の
一
助
と
な
り
得
る
研
究
成
果
を
社
会
還
元
す
る
と
い
う
、
研
究
機
関
と
し
て
の
社
会
的
責
務
を
遂
行
す
る
と
い
う
一
面
も
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

以
上
の
含
意
を
も
っ
て
今
回
刊
行
さ
れ
た
本
誌
で
は
、
論
文
五
編
と
研
究
ノ
ー
ト
一
編
、
報
告
一
編
、
研
究
動
向
一
編
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
文
理
学

部
関
係
で
は
鍋
本
由
徳
教
授
、
古
賀
徹
教
授
、
猪
野
恵
也
准
教
授
、
中
澤
瞳
准
教
授
、
近
藤
健
史
研
究
員
、
髙
綱
博
文
研
究
員
、
安
藤
史
帆
講
師
、
経
済

学
部
関
係
で
は
齊
藤
高
志
講
師
の
玉
稿
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
通
信
教
育
部
の
教
員
に
よ
る
、
学
際
的
な
職
場
で
鍛
え
ら
れ
た
問
題
意
識

の
下
で
追
究
さ
れ
た
論
文
は
、
幅
広
い
社
会
の
要
求
に
応
え
て
い
く
上
で
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

通
信
教
育
部
の
教
員
は
、
様
々
な
背
景
を
持
つ
学
生
の
多
様
な
要
請
に
対
応
し
て
、
昼
間
・
夜
間
、
週
末
や
連
休
、
夏
期
休
暇
な
ど
、
年
間
を
通
し
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て
、
添
削
指
導
、
対
面
授
業
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
な
ど
多
様
な
授
業
形
態
で
教
育
活
動
を
実
施
し
、
専
念
で
き
る
研
究
時
間
の
確
保
が
難
し
い
な
ど
の
厳

し
い
研
究
環
境
の
中
で
日
々
研
鑚
を
重
ね
て
お
り
ま
す
。
そ
の
制
約
の
中
で
、
こ
の
度
、
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
先
生
方
に
心
か
ら
敬
意
を
表
す

る
次
第
で
す
。

最
後
に
、
研
究
紀
要
の
編
集
作
業
に
ご
尽
力
頂
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
し
て
巻
頭
の
こ
と
ば
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
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１
．
は
じ
め
に

西
洋
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
伝
統
的
な
文
学
を
更
新
す
る
試
み
が
始
動
さ
れ

る
明
治
中
期
、
新
時
代
の
複
数
の
旗
手
に
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

日
本
古
来
の
伝
承
・
説
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
「
浦
島
太
郎
」
と
し
て
知

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
少
年
向
け
に
浦
島
譚
を
含
む
御
伽
草
子
説

話
を
再
話
し
た
文
学
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
巌
谷
小
波
「
日
本
昔
噺
」
叢

書
だ
が
、
浦
島
譚
は
、
そ
う
し
た
児
童
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
限
ら
ず
、
多

様
に
描
き
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た１

。

そ
の
ひ
と
つ
に
、
幸
田
露
伴
『
新
浦
島
』
が
あ
る
。『
新
浦
島
』
は
、

一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
一
月
三
日
か
ら
三
〇
日
に
か
け
て
新
聞
『
国
会
』

に
連
載
さ
れ
た
中
編
小
説
で
あ
る
。
本
作
は
、『
国
会
』
に
掲
載
さ
れ
た
あ
と
、

誤
字
誤
刻
な
ど
の
修
正
を
経
て
、
同
年
七
月
『
文
芸
倶
楽
部
』
に
再
録
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た２

。
大
幅
な
改
稿
が
施
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
二
つ
の
掲
載

メ
デ
ィ
ア
に
は
質
的
な
差
が
あ
る
。
初
出
紙
の
『
国
会
』
は
、
そ
の
「
序
」
に

お
い
て
、
主
筆
で
あ
る
末
広
鉄
腸
が
「
各
科
専
門
の
学
問
識
見
あ
る
を
要
す
」

と
そ
の
意
気
込
み
を
提
示
し
た
よ
う
に３

、
専
門
的
な
学
識
を
持
ち
、
経
済
的
に

豊
か
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
社
会
的
な
影
響
力
が
期
待
さ
れ
る
階
層
が
主
要
読
者
と

さ
れ
る
も
の
だ
っ
た４

。
そ
れ
に
対
し
、
再
録
さ
れ
る
『
文
芸
倶
楽
部
』
は
、
当

時
の
既
成
作
家
の
実
力
者
を
そ
ろ
え
、
よ
り
広
い
読
者
層
を
対
象
に
し
た
も
の

だ
っ
た５

。
つ
ま
り
、
後
に
な
っ
て
『
新
浦
島
』
は
、
政
治
的
知
見
や
学
識
豊
か

な
知
識
人
層
を
含
む
一
般
成
人
男
性
読
者
と
い
っ
た
よ
り
広
い
読
者
層
に
開
か

れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
だ
。

『
新
浦
島
』
の
主
人
公
は
、丹
後
国
天
橋
立
に
近
い
九
世
渡
と
い
う
里
で
代
々

漁
師
を
し
て
き
た
浦
島
家
を
出
自
と
す
る
、
古
典
伝
承
の
浦
島
太
郎
の
弟
か
ら

百
代
目
に
あ
た
る
浦
島
次
郎
で
あ
る
。
才
知
に
優
れ
、
学
問
に
精
進
す
る
た
め

故
郷
を
離
れ
た
次
郎
は
、
都
で
公
家
の
女
性
と
の
身
分
違
い
の
恋
や
遊
里
通
い

を
経
験
し
た
結
果
、俗
悪
な
社
会
の
風
潮
に
辟
易
し
て
故
郷
へ
と
戻
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、
玉
手
筥
と
譲
り
状
と
を
譲
り
渡
し
た
両
親
が
目
の
前
で
遺
体
を
残
さ

ず
昇
天
し
た
奇
妙
な
出
来
事
を
機
に
次
郎
は
、
仙
道
・
魔
道
を
修
め
る
べ
く
修

業
に
努
め
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
と
き
出
現
し
た
軍
荼
利
明
王
に
よ
っ
て
次
郎

そ
っ
く
り
の
同
須
と
い
う
眷
属
を
授
け
ら
れ
た
。
次
郎
は
、
同
須
の
魔
法
（
通

力
）
を
通
じ
て
、
ま
ず
中
国
に
渡
り
、
温
泉
に
入
浴
し
、
美
女
に
も
て
な
し
を

受
け
た
後
、
日
本
に
戻
っ
て
、
景
色
の
良
い
豪
華
な
宮
殿
で
美
男
美
女
に
囲
ま

れ
な
が
ら
酒
宴
を
催
し
た
。
し
か
し
、
同
須
が
劫
掠
、
誘
拐
を
行
な
っ
て
人
品

を
集
め
、
次
郎
の
命
令
に
応
じ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、
憤
っ
た
次
郎
は
す
べ

て
を
も
と
に
戻
す
よ
う
命
じ
て
、
も
と
の
あ
ば
ら
家
と
な
っ
た
我
が
家
に
戻
っ

て
暮
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
騒
動
は
い
っ
た
ん
落
ち
着
い
た
か
に
み
え

た
が
、
そ
こ
に
昔
馴
染
み
の
勇
菊
が
訪
ね
て
く
る
。
復
縁
を
迫
ら
れ
困
っ
た
次

明
治
の
浦
島
と
温
泉

―
―
幸
田
露
伴
『
新
浦
島
』
に
お
け
る
国
外
へ
の
想
像
力
を
め
ぐ
っ
て

安
藤
史
帆

〔
査
読
付
論
文
〕
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郎
は
再
び
同
須
を
召
喚
し
勇
菊
の
処
置
を
頼
む
が
、
勇
菊
は
同
須
に
よ
り
石
に

変
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
次
郎
は
勇
菊
を
も
と
に
戻
す
た
め
、
代
わ
り
に
自
分
が

化
石
に
な
る
こ
と
を
選
択
し
た
。三
年
の
期
限
を
設
け
化
石
に
な
っ
た
次
郎
を
、

同
須
が
謹
ん
で
見
守
っ
て
い
る
場
面
で
物
語
は
終
わ
る
。

古
典
の
浦
島
譚
を
ベ
ー
ス
に
書
き
換
え
ら
れ
た
本
作
に
お
い
て
見
逃
せ
な
い

の
は
、
龍
宮
／
蓬
莱
の
異
郷
訪
問
の
代
わ
り
に
、
中
国
に
あ
る
温
泉
訪
問
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
、
玉
手
筥
を
開
け
て
老
翁
に
な
る
代
わ
り
に
、
三
年
の
期
限

で
石
と
な
る
結
末
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
以
前
の
二
種
類
の
浦

島
譚
の
話
型
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
浦

島
（
子
）
譚
で
は
、
主
人
公
浦
島
子
が
、
女
に
変
身
し
た
亀
と
と
も
に
神
仙
の

理
想
郷
と
さ
れ
る
蓬
莱
山
へ
と
出
か
け
、
御
伽
草
子
な
ど
の
浦
島
（
太
郎
）
譚

で
は
、
主
人
公
浦
島
太
郎
が
、
亀
に
誘
わ
れ
て
乙
姫
の
い
る
龍
宮
城
へ
出
か
け

る
。
本
作
の
中
国
の
温
泉
地
は
、
亀
の
よ
う
な
誘
導
者
を
伴
い
訪
れ
る
場
で
あ

り
、
女
性
が
登
場
す
る
場
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
龍
宮
／
蓬
莱
の
代
替
地
と
い

え
る
の
だ
。

日
本
に
お
い
て
前
近
代
か
ら
厚
み
の
あ
る
歴
史
を
持
つ
温
泉
は
、
明
治
維
新

以
後
、
従
来
の
湯
治
文
化
を
引
き
継
ぐ
一
方
で
、
従
来
の
有
り
様
の
転
換
を
図

り
つ
つ６

、
代
表
的
な
旅
行
地
と
し
て
脚
光
を
浴
び
繁
栄
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
物
理
的
な
場
所
と
し
て
の
隆
盛
に
留
ま
ら
ず
、

文
学
な
ど
の
言
説
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
取
り
沙
汰
さ
れ
る
場
と
な
っ
て
い

た７

。
と
り
わ
け
、
明
治
の
な
か
で
も
日
清
戦
争
の
高
揚
期
に
お
い
て
発
表
さ
れ

た
『
新
浦
島
』
が
、
そ
の
よ
う
に
物
理
的
に
も
虚
構
的
に
も
再
構
築
さ
れ
る
温

泉
と
い
う
場
を
、龍
宮
や
蓬
莱
に
代
わ
る
地
と
し
て
中
国
と
い
う
場
に
設
定
し
、

新
し
い
浦
島
譚
を
紡
ぎ
出
し
て
い
る
と
い
う
の
は
見
逃
せ
な
い
。
新
奇
的
要
素

が
加
味
さ
れ
た
古
来
馴
染
み
深
い
文
化
・
伝
統
と
し
て
の
温
泉
を
用
い
て
、
古

典
・
伝
承
と
い
っ
た
旧
来
の
枠
組
み
を
刷
新
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
『
新

浦
島
』
を
読
み
直
す
こ
と
は
、
伝
統
的
側
面
を
一
部
保
持
し
な
が
ら
、
上
書
き

さ
れ
（
書
き
換
え
ら
れ
）、
新
た
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
近
代
の
温
泉
場
の
状
況

を
探
る
足
掛
か
り
に
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
帝
国
日
本
の
膨
張
な
い
し
植
民
地
主
義
の
始
ま
ろ
う
と
す

る
時
期
に
、
新
聞
メ
デ
ィ
ア
や
文
学
な
ど
を
通
じ
て
温
泉
と
い
う
場
に
関
す
る

想
像
力
が
育
ま
れ
た
経
緯
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
う
し
た
時
代
の
想
像

力
と
欲
望
を
露
呈
さ
せ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
幸
田
露
伴
『
新
浦
島
』
を
再
定
置

す
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
ず
、
二
節
で
は
、
同
時
代
の
浦
島
譚
と
い
う
古
典
の

再
話
の
状
況
を
整
理
し
、『
新
浦
島
』
の
古
典
の
再
構
築
の
問
題
を
同
時
代
の

戦
争
と
い
う
背
景
に
つ
な
ぎ
直
す
。
次
に
、
三
節
に
お
い
て
は
、
龍
宮
／
蓬
莱

に
代
わ
る
舞
台
と
し
て
中
国
の
温
泉
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同

時
代
の
国
内
外
の
政
治
・
社
会
的
文
脈
の
影
響
で
形
成
さ
れ
た
想
像
力
の
問
題

と
交
差
さ
せ
な
が
ら
考
え
直
す
。
そ
の
う
え
で
、
四
節
に
お
い
て
は
、
こ
こ
ま

で
の
試
み
と
か
か
わ
ら
せ
な
が
ら
、期
限
つ
き
の
「
今
」
に
留
ま
る
と
い
う
フ
ィ

ナ
ー
レ
の
限
界
と
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
稿
の
分
析
を
通
し
て
、
温
泉

と
い
う
場
が
植
民
地
主
義
と
結
託
し
な
が
ら
文
学
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い

た
一
つ
の
可
能
性
を
提
示
し
た
い
。

２
．『
新
浦
島
』
と
古
典
の
再
構
築

ま
ず
本
節
で
は
、
同
時
代
の
浦
島
譚
と
い
う
古
典
の
再
話
の
状
況
や
先
行
研

究
を
整
理
し
た
う
え
で
、『
新
浦
島
』
に
お
け
る
古
典
の
再
構
築
の
問
題
を
同

時
代
の
戦
争
と
い
う
背
景
に
つ
な
ぎ
直
す
。
な
お
、
以
降
、
本
稿
の
本
文
引
用

は
、
よ
り
広
い
読
者
層
を
対
象
に
し
て
い
る
と
い
う
点
に
加
え
、
最
終
形
態
で

あ
ろ
う
こ
と
を
仮
定
し
て
、『
文
芸
倶
楽
部
』掲
載
再
録
版
を
典
拠
と
し
、ブ
ロ
ッ
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ク
引
用
末
尾
の
括
弧
内
に
章
数
を
記
し
、
引
用
の
強
調
は
筆
者
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
本
作
発
表
の
一
八
九
五

（
明
治
二
八
）
年
の
前
後
に
、「
浦
島
太
郎
」
の
描
き
直
し
が
多
く
の
作
家
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
明
治
の
同
時
期
に
は
、
幸
田
露
伴
の
ほ
か
、
幸

堂
得
知
、
森
鷗
外
、
坪
内
逍
遥
、
島
崎
藤
村
と
い
っ
た
様
々
な
書
き
手
に
よ
っ

て
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
浦
島
譚
が
語
り
直
さ
れ
て
い
た８

。

こ
れ
ら
と
本
作
『
新
浦
島
』
の
関
係
に
つ
い
て
、
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
の
は
本
作
の
直
前
に
書
か
れ
た
幸
堂
得
知
と
森
鷗
外
の
作
で
あ
る
。
岡
保
生

は
「
平
板
そ
の
も
の
と
い
う
べ
き
得
知
作
の
破
天
荒
な
パ
ロ
デ
ィ
を
も
く
ろ
」

ん
だ
と
し
て
、
本
作
を
鷗
外
作
品
の
題
名
を
借
用
し
、
得
知
作
品
の
パ
ロ
デ
ィ

を
試
み
た
も
の
と
見
な
し
た９

。
岡
に
続
き
林
晃
平
も
、
得
知
の
浦
島
譚
が
、
特

に
本
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る10

。
ま
た
、
保

田
與
重
郎
は
、「
明
治
の
文
学
史
で
回
顧
さ
れ
る
三
人
の
何
ら
か
の
形
で
大
き

い
作
家
」（
露
伴
、
鷗
外
、
逍
遥
）
が
「
国
民
の
伝
説
人
物
」（
浦
島
太
郎
）
を

主
人
公
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
篇
の
作
品
を
書
い
た
こ
と
に
関
心
を
抱
い
て
い
る11

。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
当
時
、
現
在
よ
く
知
ら
れ
る
浦
島
譚

の
イ
メ
ー
ジ
が
統
一
・
定
着
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
作
品
か
ら
、
二
系
統
の

浦
島
イ
メ
ー
ジ
が
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
浦
島
説
話
の
原
型
は
、『
日

本
書
紀
』、『
万
葉
集
』、『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
に
遡
る
。
こ
れ
ら
は
、
中
国

の
神
仙
思
想
の
影
響
を
受
け
る
も
の
だ
。
主
人
公
浦
島
（
子
）
は
、
亀
を
釣
り

上
げ
る
。
そ
の
亀
が
女
性
に
変
身
し
、
主
人
公
は
そ
の
亀
（
女
性
）
と
結
婚
し

て
蓬
莱
山
に
向
か
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。一
方
で
、中
世
以
降
、『
御
伽
草
子
』、

『
謡
曲
浦
島
』
な
ど
、
浦
島
太
郎
が
龍
宮
城
に
訪
れ
玉
手
筥
を
開
け
て
年
老
い

る
と
い
う
現
在
よ
く
知
ら
れ
る
話
型
の
浦
島
譚
も
登
場
し
て
き
た
。
こ
う
し
た

二
系
統
の
浦
島
譚
が
、
後
者
の
浦
島
太
郎
譚
へ
と
一
般
化
さ
れ
る
の
は
、
巌
谷

小
波
が
そ
れ
に
基
づ
く
浦
島
太
郎
の
物
語
を
『
日
本
昔
噺
』（
一
八
九
四-

九
六

（
明
治
二
七-

二
九
）
年
、
博
文
館
）
で
提
出
し
、
さ
ら
に
国
語
教
科
書
に
採

用
さ
れ
て
以
後
の
こ
と
だ12

。し
た
が
っ
て
、小
波
作
品
の
影
響
下
で
浦
島
イ
メ
ー

ジ
が
統
一
さ
れ
る
以
前
に
登
場
し
た
明
治
期
の
浦
島
譚
は
、
蓬
莱
観
（
神
仙
思

想
）
に
基
づ
く
浦
島
子
譚
と
龍
宮
城
を
往
来
す
る
浦
島
太
郎
譚
の
二
系
統
双
方

の
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
作
に
つ
い
て
は
「
神
仙

世
界
」
へ
の
憧
憬
に
よ
っ
て
修
行
に
励
む
主
人
公
が
造
形
さ
れ
た
り
、
龍
宮
城

の
よ
う
な
屋
敷
で
宴
を
開
く
場
面
が
描
か
れ
た
り
す
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
ら

の
二
つ
の
浦
島
譚
の
要
素
が
垣
間
見
え
る
の
だ
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
明
治
の
新
浦
島
譚
頻
出
の
背
景
を
い
か
に
捉
え
た
ら
良
い

だ
ろ
う
か
。
保
田
が
指
摘
す
る
に
留
め
た
「
明
治
の
「
大
家
」
た
ち
が
同
じ
素

材
を
取
り
上
げ
た
」
背
景
に
つ
い
て
、
川
村
湊
は
、「
日
本
文
学
の
誕
生
期
」

に
明
治
の
文
学
者
た
ち
が
覚
え
た
浦
島
太
郎
に
対
す
る
共
感
を
挙
げ
る
。
一
方

で
は
現
実
世
界
を
生
き
、
他
方
で
は
幻
想
世
界
を
創
作
す
る
当
時
の
文
学
者
た

ち
は
、
現
実
と
虚
構
と
を
往
来
し
、
常
に
現
実
と
幻
想
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
対
峙
す

る
と
い
う
点
で
、
浦
島
太
郎
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
浦
島
的

存
在
を
主
人
公
と
す
る
創
作
が
繰
り
返
し
試
み
ら
れ
た
と
川
村
は
述
べ
る13

。

さ
ら
に
、
作
品
を
描
く
作
家
の
レ
ベ
ル
で
浦
島
譚
着
想
の
経
緯
を
明
治
と
い

う
時
代
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
分
析
す
る
ば
か
り
で
な
く
、『
新
浦
島
』
の
物
語

に
関
し
て
川
村
は
、
同
様
に
移
動
を
果
た
し
て
も
、
浦
島
譚
に
お
い
て
辿
り
着

い
た
「
神
仙
世
界
」
の
対
極
世
界
、
す
な
わ
ち
「
俗
世
間
」
を
主
人
公
が
往
還

す
る
物
語
と
し
て
『
新
浦
島
』
を
読
解
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
川
村
は
、
古

典
の
幻
想
譚
の
枠
組
み
を
借
り
た
と
し
て
も
、「〝
今
〟（
明
治
日
本
）
と
い
う

頽
落
し
た
時
代
」
の
「
現
実
世
界
の
重
力
（
自
然
主
義
＝
リ
ア
リ
ズ
ム
）」
の
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下
に
お
い
て
は
、「
古
代
的
な
想
像
力
」
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」

と
は
対
極
の「
俗
世
間
と
い
う
現
実
の
今
、こ
こ
に
あ
る
世
界
を
反
照
さ
せ
た
」、

「
虚
構
の
世
界
」
し
か
成
立
し
得
な
い
と
い
う
作
者
露
伴
の
批
判
的
視
線
を
感

取
す
る
の
だ14

。

ま
た
、
西
川
貴
子
は
、
明
治
二
〇
年
代
に
出
現
し
た
帰
郷
小
説
と
浦
島
伝
説

に
異
郷
訪
問
譚
と
い
う
共
通
点
を
見
出
し
、『
新
浦
島
』
を
異
郷
訪
問
譚
が
終

わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
物
語
だ
と
位
置
付
け
て
い
る15

。
立
身
出
世
を
目
指

し
て
街
へ
と
出
た
が
芽
を
出
せ
ず
に
故
郷
へ
帰
る
と
い
う
同
時
代
の
青
年
た
ち

に
と
っ
て
現
実
味
あ
る
展
開
を
持
つ
帰
郷
小
説
と
、
異
郷
に
行
っ
て
戻
っ
て
く

る
と
い
う
浦
島
譚
の
間
に
接
点
を
見
出
す
の
だ
。

同
時
代
の
明
治
の
作
家
た
ち
が
直
面
し
た
状
況
と
浦
島
太
郎
と
の
重
な
り
か

ら
浦
島
譚
頻
出
の
背
景
を
提
示
し
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
影
響
下
で
古
典
的
幻
想
世

界
に
達
し
得
な
い
「
俗
世
間
」
を
描
く
も
の
と
し
て
『
新
浦
島
』
を
解
釈
す
る

川
村
。
浦
島
と
い
う
異
郷
訪
問
譚
を
採
用
し
、
帰
郷
小
説
と
い
う
同
時
代
の
ス

タ
イ
ル
に
接
続
し
つ
つ
、
そ
の
「
あ
と
」
を
描
く
も
の
と
し
て
『
新
浦
島
』
を

読
解
す
る
西
川
。物
語
の
着
想
の
背
景
を
探
る
両
者
の
議
論
は
説
得
力
が
あ
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
も
同
時
代
へ
目
を
向
け
な
が
ら
、
作
家
や
ス
タ
イ
ル
の
限
定

的
文
脈
に
の
み
接
続
さ
れ
、
本
作
の
異
郷
性
の
立
ち
上
げ
と
同
時
代
の
政
治

的
・
社
会
的
状
況
と
の
か
か
わ
り
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
日
本

の
初
の
対
外
戦
争
で
あ
る
日
清
戦
争
終
結
の
年
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
着
目
し
た
と
き
、『
新
浦
島
』
は
、
日
清
戦
争
の
政
治
的
、
社
会

的
文
脈
に
お
い
て
見
直
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

確
か
に
、
幸
田
露
伴
の
当
時
の
日
記
や
紀
行
を
参
照
す
る
と
、
浦
島
に
ま
つ

わ
る
風
土
（
木
曽
の
寝
覚16

や
丹
波
の
九
世
渡
）
と
作
者
自
身
が
接
点
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
い
う
点
で
、
作
家
な
い
し
そ
の
小
説
ス
タ
イ
ル
の

問
題
に
限
定
し
て
異
郷
性
の
立
ち
上
げ
を
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
た
と
え
作
者
経
験
が
影
響
し
て
い
る
と
し
て
も
、
本
作
が
、
作
者
の

実
体
験
に
基
づ
く
実
世
界
の
情
報
の
再
配
置
を
介
し
て
、
古
典
や
伝
承
の
再
構

築
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
同
時
代
の
問
題
と
関
与
す
る
。

同
時
代
に
お
い
て
再
構
築
さ
れ
た
古
典
と
い
え
ば
、
果
敢
な
国
民
性
を
誇
り

日
本
国
家
を
象
徴
す
る
主
人
公
像
を
提
出
し
た
巌
谷
小
波
『
桃
太
郎
』

（
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
）
が
よ
く
知
ら
れ
る17

。
小
波
は
、
伝
承
の
物
語

に
あ
る
鬼
退
治
に
ひ
ね
り
を
加
え
、
鬼
を
「
皇
神
」
す
な
わ
ち
天
皇
の
教
え
に

背
く
も
の
と
し
、
桃
太
郎
に
よ
る
鬼
征
伐
を
、「
皇
国
」
を
安
泰
に
導
く
も
の

と
し
て
描
き
出
し
た18

。
鳥
越
信
に
よ
れ
ば
、
小
波
の
『
桃
太
郎
』
は
、「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
無
批
判
に
讃
美
す
る
「
皇
国
の
子
」
と
し
て
の
桃
太
郎
を
つ
く
り

あ
げ
る
出
発
点
と
な
り
、
そ
の
後
の
日
本
の
桃
太
郎
像
の
形
成
に
、
有
形
無
形

の
影
響
を
持
つ
に
い
た
っ
た19

」。

こ
の
『
桃
太
郎
』
の
よ
う
に
『
新
浦
島
』
は
、
戦
争
・
戦
闘
を
直
接
的
に
表

象
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
古
典
の
再
構
築
の
重
な
り
と
い
う
観
点
で
捉
え
直
し

て
み
た
と
き
、
同
様
の
空
気
感
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
次
節
で
は
、
こ
う
し
た
古
典
の
再
構
築
の
影
に
あ
る

戦
争
の
問
題
に
か
か
わ
ら
せ
な
が
ら
、『
新
浦
島
』
の
テ
ク
ス
ト
上
で
い
か
な

る
過
程
を
経
て
異
郷
性
が
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

３
．
龍
宮
／
蓬
莱
か
ら
温
泉
へ�

の
置
換
、�

幻
想
譚
の
な
か
の
現
実

前
節
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
る
の
は
、『
新
浦
島
』
が
、
古
典
の
再

構
築
の
試
み
と
し
て
あ
る
点
に
お
い
て
、
発
表
時
の
現
実
に
あ
る
戦
争
の
空
気

を
共
有
し
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
れ
で
は
、
本
作
が
、
龍
宮
／
蓬
莱
な
ど
の
幻
想
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的
異
境
へ
と
訪
問
し
、
三
百
年
や
永
遠
と
い
っ
た
幻
想
的
な
時
間
に
到
達
す
る

古
典
的
浦
島
譚
を
、
同
時
代
の
中
国
の
現
実
に
あ
る
温
泉
を
訪
問
し
、
三
年
の

期
限
つ
き
で
今
に
留
ま
る
物
語
へ
と
塗
り
替
え
て
い
る
こ
と
は
、
戦
争
の
問
題

に
い
か
に
繋
ぎ
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
実
態
あ
る
異
郷
と
し
て

突
出
し
て
現
実
味
を
帯
び
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ
る
本
作
の
温
泉
と
戦
争

と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
紀
行
文
の
流
行
と
当
時
の
新
聞
紙
上
を
賑
わ
せ
た

戦
地
報
告
記
事
に
お
け
る
温
泉
表
象
を
手
が
か
り
に
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず
、
温
泉
行
き
が
決
行
さ
れ
る
十
五
章
の
く
だ
り
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

軍
荼
利
明
王
（
毘
奈
耶
伽
天
）
を
呼
び
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
次
郎
は
、
そ
の

「
宝
剣
」
で
二
つ
に
切
り
分
け
ら
れ
、自
分
と
「
寸
分
違
は
ぬ
」
容
姿
の
「
同
須
」

と
い
う
分
身
を
授
け
ら
れ
る
。
次
郎
は
、
同
須
を
家
来
と
し
て
扱
い
、
同
須
が

持
つ
「
魔
族
の
通
力
（
つ
う
り
き
）」
に
よ
っ
て
、
自
身
の
願
い
を
叶
え
よ
う

と
し
て
い
く
。

さ
ら
ば
主
従
の
盃
せ
ん
に
汝
通
力
も
て
酒
肴
の
用
意
を
瞬
く
間
に
為
し
果

す
べ
し
、
ま
た
我
は
此
幾
日
の
間
身
心
い
た
く
疲
れ
た
れ
ば
但
馬
の
城
の

崎
乃
至
は
ま
た
伊
豆
の
熱
海
と
い
ふ
や
う
な
る
温
泉
に
一
ト
浴
し
て
元
気

を
復
し
、
其
後
快
く
一
杯
を
傾
け
汝
と
語
ら
ん
と
思
へ
ど
汝
の
通
力
に
て

此
事
叶
ふ
べ
き
か
如
何
と
云
ふ
に
、
同
須
は
満
面
笑
み
を
含
み
て
、
い
と

易
き
御
望
み
、
か
ゝ
る
事
は
仕
馴
れ
て
居
り
す
る
、
其
様
な
御
注
文
な
ら

ば
ま
だ
ま
だ
強
く
烈
し
き
御
望
み
に
て
も
仰
せ
ら
る
べ
し
、
然
ら
バ
有
馬

箱
根
道
後
伊
香
保
も
珍
し
か
ら
ず
熱
海
城
の
崎
も
古
め
か
し
け
れ
ば
唐
土

驪
山
の
温
泉
に
御
来
臨
あ
る
べ
し
（
中
略
）、
次
郎
悦
ん
で
驪
山
と
い
へ

ば
成
程
楊
貴
妃
が
玉
の
肌
を
洗
つ
た
古
蹟
、
こ
れ
も
頓
て
日
本
領
と
な
つ

て
矍
鑠
大
腎
ど
も
の
別
荘
が
立
列
ぶ
こ
と
で
あ
ら
う
（
十
五20

）

同
須
を
授
け
ら
れ
た
次
郎
が
最
初
に
下
し
た
願
い
は
、一
つ
は
温
泉
場
で「
一

浴
」
し
て
「
元
気
を
復
」
す
こ
と
、も
う
一
つ
は
「
酒
肴
の
用
意
」
を
し
て
、「
快

く
一
杯
を
傾
け
」
る
こ
と
だ
っ
た
。
同
須
は
そ
れ
に
応
え
、
疲
労
を
い
や
す
温

泉
場
へ
と
連
れ
て
行
き
、
荘
厳
な
屋
敷
で
の
酒
宴
を
開
か
せ
る
。
次
郎
は
「
い

た
く
疲
れ
」
た
身
心
を
、「
熱
海
城
崎
」
と
い
っ
た
日
本
国
内
の
有
名
な
「
温
泉
」

で
癒
そ
う
と
思
い
つ
く
が
、
同
須
は
「
其
様
な
御
注
文
な
ら
ば
ま
だ
ま
だ
強
く

烈
し
き
御
望
み
に
て
も
仰
せ
ら
る
べ
し
」
と
言
っ
て
、
有
馬
、
箱
根
、
道
後
、

伊
香
保
、熱
海
、城
崎
と
い
っ
た
名
高
い
国
内
の
温
泉
で
は
な
く
、「
唐
土
驪
山
」

へ
と
連
れ
て
行
く
。

驪
山
の
温
泉
と
は
、
白
居
易
の
『
長
恨
歌
』
の
一
節
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
る

「
驪
山
」
と
い
う
山
の
麓
に
あ
る
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
玄
宗
皇
帝
の
離

宮
（
別
荘
）
華
清
宮
の
温
泉
（
華
清
池
）
で
楊
貴
妃
が
湯
浴
み
を
す
る
場
と
し

て
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
「
楊
貴
妃
」
が
入
浴
し
た
と
さ
れ
る
中
国
の
温
泉
で

次
郎
は
、「
熱
か
ら
ず
微
温
か
ら
ぬ
霊
泉
」
に
浸
か
り
「
悠
々
寛
々
と
暖
ま
」
り
、

湯
槽
か
ら
出
る
と
、
美
女
四
人
に
取
り
囲
ま
れ
、「
心
を
乱
さ
ず
傲
然
と
し
て

四
人
の
女
に
垢
を
掻
か
せ
」、
風
呂
場
か
ら
出
る
と
、
服
を
着
せ
て
も
ら
う
な

ど
「
我
儘
」
し
放
題
で
あ
る
。

『
長
恨
歌
』
は
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
、
文
学
に
様
々
な
題
材
を
提
供
し

て
き
た
が
、『
新
浦
島
』
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
明
治
二
〇
年
代
の
作
家
た

ち
に
と
っ
て
典
拠
と
す
る
古
典
作
品
を
い
か
に
転
換
さ
せ
同
時
代
に
拓
く
か
が

創
作
の
一
つ
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
間
テ
ク
ス
ト
的
に
『
長
恨
歌
』、『
源
氏

物
語
』
や
和
歌
な
ど
の
古
典
を
利
用
し
な
が
ら
話
型
の
転
換
を
図
る
樋
口
一

葉21

、
井
原
西
鶴
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
新
し
い
創
作
に
取
り
組
ん
だ
尾
崎
紅
葉

や
幸
田
露
伴
は
そ
の
例
で
あ
り
、
多
様
な
古
典
を
通
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
と

い
え
る
。
な
お
、『
長
恨
歌
』
は
俳
諧
に
お
い
て
、
恋
愛
の
付
合
語
と
し
て
用
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い
ら
れ
て
お
り
、『
長
恨
歌
』
が
引
用
さ
れ
る
際
に
「
蓬
莱
」
と
い
う
詞
と
セ
ッ

ト
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
多
く22

、
本
作
の
中
国
驪
山
の
温
泉
は
そ
う
し
た
古
典

の
文
脈
に
依
拠
し
利
用
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
中
国
・
日
本
の
古
典
に
連
動
し
た
場
所
と
し
て
あ
る

に
留
ま
ら
ず
、『
新
浦
島
』
の
中
国
の
温
泉
の
場
面
に
は
、
戦
争
の
影
、
と
り

わ
け
植
民
地
主
義
の
影
が
さ
す
。
次
郎
の
服
を
脱
が
せ
、
垢
を
落
と
し
、
服
を

着
さ
せ
る
幾
人
も
の
女
た
ち
と
次
郎
の
間
に
は
、
被
支
配
と
支
配
の
関
係
が
見

出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
古
め
か
し
」
く
な
い
現
代
の
中
国
の
温
泉
に
い
る
女

性
た
ち
が
「
楊
貴
妃
」
に
類
す
る
古
典
的
な
唐
風
の
装
い
を
す
る
美
女
と
さ
れ
、

理
想
化
さ
れ
た
中
国
女
性
像
が
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
不
均

衡
な
力
関
係
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
降
で
は
、
古
典
の
異
郷
に
置
き
換

え
ら
れ
た
温
泉
で
の
場
面
に
つ
い
て
、
当
時
の
政
治
的
、
社
会
的
な
状
況
か
ら

検
討
し
直
し
て
み
よ
う
。

温
泉
が
龍
宮
／
蓬
莱
の
代
替
の
舞
台
と
し
て
採
用
さ
れ
る
要
因
を
時
代
的
背

景
に
探
っ
て
み
る
と
す
れ
ば
、大
き
く
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、

伝
統
的
な
紀
行
と
い
う
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
ス
タ
イ
ル
の
変
容
に
伴
い
、
取
り
込

ま
れ
る
温
泉
の
意
味
に
変
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
同
時
代

の
国
際
情
勢
の
な
か
で
、温
泉
と
い
う
場
に
新
た
な
役
割
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
、

こ
の
二
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
一
の
観
点
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
紀
行
文
芸
に
お
け
る
温
泉
舞
台

の
活
用
の
変
化
で
あ
る
。
明
治
以
前
よ
り
続
く
文
芸
の
伝
統
的
ジ
ャ
ン
ル
の
一

つ
で
あ
る
紀
行
は
、
明
治
二-

三
〇
年
代
に
も
大
流
行
し
、「
紀
行
文
の
時
代
」

と
い
う
べ
き
機
運
を
迎
え
て
い
た23

。
し
か
し
、
そ
の
時
代
の
紀
行
は
、
前
近
代

と
同
じ
く
旅
行
記
・
道
中
記
と
い
う
性
格
を
留
め
な
が
ら
、
新
し
い
方
法
で
表

現
さ
れ
る
も
の
へ
と
質
的
変
化
を
遂
げ
て
い
た
。
た
と
え
ば
出
口
智
之
は
、
こ

の
こ
ろ
書
か
れ
た
、
饗
庭
篁
村
の
紀
行
『
塩
原
入
浴
の
記
』（『
読
売
新
聞
』

一
八
八
八
年
六
月
一
四
日-

二
〇
日
）
を
参
照
し
て
こ
れ
ま
で
の
文
体
で
は
扱

い
に
く
か
っ
た
景
物
を
描
く
方
法
が
そ
の
な
か
に
胚
胎
し
て
い
た
と
み
て
い

る24

。『
塩
原
入
浴
の
記
』
が
「
塩
原
」
と
い
う
温
泉
を
扱
っ
た
と
い
う
点
に
着

目
し
て
み
れ
ば
、
従
来
の
温
泉
紀
行
文
と
同
様
に
地
誌
的
な
記
述
や
古
事
の
考

証
は
行
な
わ
れ
な
が
ら
、
道
中
や
浴
舎
の
景
物
を
作
中
に
顕
在
化
さ
せ
、
旅
先

で
の
行
動
や
感
慨
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て
み
せ
て
い
る
。明
治
に
お
い
て
も
、

前
近
代
に
引
き
続
い
て
代
表
的
な
旅
先
地
に
選
択
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
温
泉
は
、
古
い
表
現
方
法
か
ら
新
し
い
表
現
方
法
へ
の
転
換
を
よ
り
よ
く
映

し
出
す
場
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
流
行
し
て
い
た
紀
行
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
例
に
し
て
み

る
と
、
温
泉
と
い
う
舞
台
は
、
伝
統
あ
る
文
学
の
古
い
ス
タ
イ
ル
と
か
か
わ
り

う
る
場
所
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
表
現
実
践
の
場
所
に
も
な
り
得
た
。

伝
承
や
古
典
な
ど
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
を
引
き
込
む
『
新
浦
島
』
は
、
表
現
方

法
や
場
の
意
味
そ
の
も
の
が
変
容
し
つ
つ
あ
る
温
泉
と
い
う
舞
台
を
利
用
し
、

古
さ
か
ら
の
脱
却
が
図
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
に
、
温
泉
と
い
う
異
郷
設
定
と
そ
の
場
面
は
、
発
表
当
時
、
国

際
情
勢
を
受
け
て
、
温
泉
に
求
め
ら
れ
る
役
割
が
膨
張
し
て
い
た
こ
と
と
深
く

関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
先
の
引
用
文
に
お
い
て
、
同
須
は
次
郎
が
国
内

以
上
に
強
く
踏
破
し
た
い
と
願
う
地
と
し
て
中
国
の
温
泉
を
選
出
し
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
次
郎
は
ま
ず
「
悦
」
び
を
示
し
、「
驪
山
と
い
へ
ば
成
程
楊
貴
妃

が
玉
の
肌
を
洗
つ
た
古
蹟
」と
し
て
称
え
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
そ
の
温
泉
を
、

「
頓
て
（
や
が
て
）
日
本
領
」
と
な
っ
て
大
臣
た
ち
の
別
荘
が
立
ち
並
ぶ
地
と

評
す
る
。
初
出
発
表
時
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
の
一
月
は
日
本
の
勝
利

に
人
々
が
湧
い
た
日
清
戦
争
の
高
揚
期
で
あ
り
、『
文
芸
俱
楽
部
』
再
録
の
時
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期
は
日
清
戦
争
に
勝
利
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
決
着
が
つ
い
て
国
家
と
し
て
の

地
位
が
確
保
さ
れ
た
時
期
だ
っ
た
。
中
国
の
領
土
が
「
日
本
領
」
と
な
る
こ
と

を
想
定
し
、
対
外
進
出
の
証
と
し
て
「
温
泉
」
へ
と
導
く
こ
の
場
面
は
、
そ
の

影
響
を
如
実
に
表
出
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
は
日
清
戦
争
で
の
勝
利
に
浮

か
れ
、
中
国
へ
の
領
土
拡
大
を
期
待
す
る
同
時
代
の
日
本
の
動
向
が
反
映
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
の
だ
。

こ
の
国
家
を
挙
げ
て
の
戦
争
と
い
う
緊
急
事
態
に
際
し
て
、
温
泉
は
負
傷
兵

の
療
養
所
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
わ
け
だ
が25

、
海
外
出
兵
に

伴
い
発
見
さ
れ
る
未
知
の
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。
こ
こ
で

そ
の
状
況
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し
て
、
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
戦
争
勃

発
後
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
ま
で
の
戦
間
期
の
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の
状
況

と
そ
の
報
道
に
着
目
し
て
み
よ
う
。

山
本
武
利
が
「
日
清
戦
争
か
ら
は
ほ
ぼ
十
年
間
隔
で
大
小
の
戦
争
、
事
変
に

対
応
し
た
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
」
は
、「
戦
争
勃
発
と
な
る
と
、「
帝
国
」
へ
の
同

調
を
変
え
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に26

、
国
内
の
政
局
が
伊
藤
内
閣
の

戦
争
指
導
を
全
面
的
に
支
援
し
て
国
家
対
国
家
と
い
う
か
た
ち
で
開
始
さ
れ
た

日
清
戦
争
は
、
近
代
的
な
初
の
対
外
戦
争
で
あ
り
、
様
々
な
観
点
で
日
本
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
発
展
の
契
機
と
も
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、新
聞
紙
上
で
は
、

従
軍
記
者
に
よ
る
戦
況
が
報
道
さ
れ
、
義
勇
兵
士
や
銃
後
の
家
庭
を
題
材
に
し

た
小
説
が
連
載
さ
れ
、
新
聞
を
通
じ
て
日
本
国
内
で
戦
況
や
戦
争
に
対
す
る
認

識
が
共
有
さ
れ
る
。

そ
う
し
て
生
じ
た
の
が
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
唱
え
る
よ
う
な
状
況
だ
。
す
な

わ
ち
、
新
聞
や
書
籍
と
い
っ
た
出
版
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、
そ
れ
ま
で
時
空
間

的
に
独
立
し
て
い
た
国
内
の
各
地
方
の
人
々
が
、
あ
た
か
も
一
つ
の
問
題
関
心

を
共
有
す
る
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
国
民
国
家
と
し
て

の
統
一
に
繋
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る27

。

ま
た
、
こ
う
し
た
「
国
家
」
す
な
わ
ち
「
日
本
国
」
に
属
す
る
一
員
で
あ
る

こ
と
（「
国
民
」
で
あ
る
こ
と
）
が
強
く
認
識
さ
れ
る
な
か
で
、「
国
家
」
は
「
国

土
」
と
い
う
空
間
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
雑
誌
『
日
本
人
』
を
創
刊
し
、
国
粋
保
存
主
義
を

主
張
し
て
き
た
志
賀
重
昂
は
、一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
に
『
日
本
風
景
論
』

を
発
表
し
、
世
界
で
最
も
優
れ
た
も
の
と
し
て
日
本
の
風
景
を
挙
げ
、
そ
の
美

点
と
い
う
べ
き
特
質
を
述
べ
る
。
五
井
信
に
よ
れ
ば
、志
賀
の
『
日
本
風
景
論
』

や
内
村
鑑
三
『
地
理
学
考
』（
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
）
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
っ
た
こ
と
で
、
当
時
の
読
者
は
、
日
本
の
内
外
を
問
わ
ず
、
未
知
の
空
間

を
既
知
へ
と
代
え
る
こ
と
を
欲
望
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
応
え
る
か
の
よ

う
に
地
理
空
間
に
関
す
る
言
葉
が
文
学
・
文
芸
書
の
な
か
に
溢
れ
る
よ
う
に

な
っ
た28

。
木
村
洋
が
い
う
よ
う
に
、
当
時
流
行
し
た
志
賀
の
『
風
景
論
』
が
何

を
見
る
か
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
対
象
を
捉
え
る
か
と
い
う

見
方
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば29

、
旅
す
る
同
時
代
の
読
者
は
そ
れ

ま
で
と
は
異
な
る
見
方
や
価
値
尺
度
で
日
本
の
地
理
や
風
景
へ
と
向
き
合
う
こ

と
に
な
っ
た
は
ず
だ
。
柳
田
の
「
古
い
話
だ
が
私
は
日
清
戦
争
の
前
後
か
ら
、

ぽ
つ
〳
〵
と
旅
行
を
始
め
て
、明
治
大
正
の
境
頃
ま
で
よ
く
方
々
を
あ
る
い
た
。

（
中
略
）
全
体
に
あ
の
頃
は
読
書
生
は
た
い
て
い
同
時
に
旅
行
家
で
も
あ
つ
て
、

一
時
風
を
為
す
と
い
ふ
有
様
で
あ
つ
た
」
と
い
う
回
想
は
、
そ
の
当
時
の
状
況

を
よ
く
示
し
て
い
る
だ
ろ
う30

。
地
理
的
な
空
間
・
場
所
の
把
握
が
言
説
空
間
を

通
し
て
行
な
わ
れ
、帝
国
を
可
視
化
さ
せ
る
の
が
、日
清
戦
争
前
後
の
時
代
だ
っ

た
の
だ
。

そ
れ
で
は
、そ
の
戦
況
報
道
と
温
泉
と
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た
か
。

日
清
戦
争
時
に
戦
況
を
伝
え
る
記
事
、
あ
る
い
は
報
道
記
者
に
よ
る
戦
地
の
状
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況
を
伝
え
る
記
事
を
参
照
す
る
と
、
一
文
芸
の
な
か
で
発
展
と
変
化
を
遂
げ
て

い
た
紀
行
の
形
式
が
活
用
さ
れ
、
戦
地
で
の
温
泉
紀
行
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

入
清
し
た
日
本
軍
は
、
軍
司
令
部
を
「
温
泉
湯
（
お
ん
せ
ん
と
う
）」
と
い

う
場
に
置
い
た
た
め
に
、
戦
況
を
伝
え
る
記
事
に
お
い
て
も
「
温
泉
」
と
い
う

言
葉
が
散
見
さ
れ
る
が
、
特
派
員
に
よ
る
記
事
に
お
い
て
示
さ
れ
る
の
は
、
未

知
の
場
所
で
あ
る
中
国
の
温
泉
地
の
状
況
で
あ
る
。

五
龍
背
の
西
十
数
丁
の
処
に
一
民
家
あ
り
其
屋
後
の
田
畑
に
蒸
気
を
発
し

大
甕
二
三
箇
並
立
し
て
一
沐
浴
場
の
如
き
者
あ
り
此
民
舎
に
哨
兵
の
宿
舎

す
る
者
あ
り
た
れ
バ
就
て
其
故
問
ひ
し
に
是
れ
温
泉
に
し
て
客
月
我
隊
の

此
地
に
来
り
此
民
舎
に
宿
営
せ
し
時
田
畑
に
蒸
気
の
発
す
る
を
見
怪
み
て

土
を
掘
り
水
を
汲
み
て
試
む
れ
バ
間
違
も
な
く
透
明
な
る
湯
水
な
り
さ
て

ハ
是
れ
温
泉
な
り
積
日
の
垢
を
洗
ふ
べ
し
と
て
茲
に
沐
浴
場
設
け
た
り

（
中
略
）
余
も
空
し
く
看
過
す
る
に
忍
び
ず
即
ち
一
浴
し
て
積
垢
を
洗
滌

し
半
風
子
を
退
治
し
て
愉
快
を
感
じ
た
り31

横
澤
次
郎
と
い
う
特
派
員
は
、
日
本
軍
が
占
拠
し
た
鳳
凰
城
と
い
う
地
点
の

周
辺
を
遊
覧
し
、
沐
浴
場
を
発
見
し
て
い
る
。
そ
の
沐
浴
場
は
、
日
本
軍
が
駐

屯
し
た
際
に
、
地
面
の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
掘
り
起
こ
し
て
み
た
と
こ
ろ
温
泉
が

湧
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
外
へ
と
離
れ
な
が

ら
、
そ
こ
に
国
内
で
馴
染
み
あ
る
温
泉
を
発
見
し
、
さ
ら
に
開
拓
に
あ
た
っ
て

我
が
も
の
と
し
て
利
用
し
、「
愉
快
」を
感
じ
る
と
い
う
流
れ
が
見
受
け
ら
れ
る
。

日
本
軍
の
勝
利
が
確
実
と
な
っ
て
き
た
時
期
に
、
各
種
新
聞
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
日
本
軍
の
温
泉
発
掘
・
開
拓
を
伝
え
る
中
国
温
泉
紀
行
は
ほ
か
に
も

登
場
す
る
。
先
の
横
澤
の
紀
行
に
勝
る
体
験
と
し
て
語
ら
れ
る
「
入
清
日
記
」

と
題
す
朝
日
新
聞
の
記
事
の
ほ
か32

、
朝
日
新
聞
の
記
者
に
同
行
し
た
読
売
新
聞

の
特
派
員
の
温
泉
散
策
の
記
事
が
あ
り33

、
そ
の
場
の
挿
絵
な
ど
が
掲
示
さ
れ
視

覚
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た34

。

こ
れ
ら
の
新
聞
記
事
は
、
日
本
国
内
の
一
般
民
衆
に
対
し
て
、
未
だ
開
拓
さ

れ
な
い
新
開
地
を
身
近
な
温
泉
に
託
し
て
提
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
発
見

は
、「
且
支
那
人
ハ
温
泉
な
ど
い
へ
る
風
流
な
る
も
の
を
解
せ
ざ
る
と
見
え
此

温
泉
湯
と
て
土
人
は
浴
槽
を
造
り
て
澡
浴
の
便
に
供
す
る
に
も
あ
ら
ず
只
此
天

然
の
霊
泉
を
放
棄
し
て
顧
み
ざ
る
ハ
さ
て
も
〳
〵
む
さ
く
ろ
し
き
人
民35

」、「
支

那
人
ハ
斯
か
る
天
然
の
好
温
泉
を
有
し
な
が
ら
こ
れ
を
利
用
す
る
を
知
ら
ず
其

愚
笑
ふ
べ
し36

」
な
ど
の
感
慨
を
伴
っ
て
表
象
さ
れ
る
。
従
軍
紀
行
の
な
か
で
温

泉
は
、
戦
況
報
道
と
は
異
な
る
娯
楽
的
要
素
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
、
敵
国
に
対

す
る
侮
蔑
的
感
情
を
滑
り
込
ま
せ
る
場
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
事
実
は
、
当
時
、
温
泉
を
介
し
て
、
未
知
の
領
域
に
対
す
る
欲
望

が
育
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
日
清
戦
争
以
後
、
帝

国
日
本
は
朝
鮮
半
島
、
満
州
、
台
湾
に
お
い
て
温
泉
の
掘
削
と
開
拓
、
経
営
を

行
な
う
よ
う
に
な
る37

。
い
ち
は
や
く
、
こ
う
し
た
新
天
地
と
し
て
の
温
泉
を
取

り
込
む
『
新
浦
島
』
は
、
現
実
と
距
離
の
あ
る
物
語
に
見
え
る
が
、
実
は
、
領

土
拡
大
に
希
望
が
見
え
始
め
る
同
時
代
の
気
運
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
次
郎
や
同
須
は
、
志
賀
の
『
風
景
論
』
で
の
心
性
や
同
時
代
認
識
に

近
似
す
る
中
国
観
で
中
国
を
認
識
し
て
い
る38

。
植
民
者
が
、
中
国
の
未
踏
の
温

泉
地
に
お
い
て
〈
野
蛮
〉
を
発
見
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
文
明
人
と
し
て
の
立

場
を
確
保
し
、
そ
の
被
植
民
者
に
対
す
る
優
位
性
を
保
証
さ
れ
る
と
い
う
構
図

に
お
い
て
、
中
国
は
オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
も
の39

と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
だ
。
パ
ト

リ
シ
ア
・
シ
ー
ド
は
、
植
民
者
の
統
治
権
力
を
示
す
た
め
の
一
つ
の
施
策
と
し
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て
、
シ
ン
ボ
ル
を
創
造
す
る
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
た40

。
現
実
社
会
で
帝
国
日
本

を
形
成
す
る
た
め
に
中
国
が
記
号
化
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
温
泉
は
、
中

国
の
オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
記
号
化
に
貢
献
す
る
も
の
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
の
だ
。

本
作
に
お
い
て
は
、
現
実
的
で
は
な
い
瞬
時
の
移
動
、
具
体
的
で
あ
る
と
い
う

よ
り
抽
象
度
の
高
い
地
名
が
与
え
ら
れ
古
典
の
浦
島
譚
同
様
の
幻
想
性
が
担
保

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
温
泉
に
ま
つ
わ
る
政
治
的
文
脈
に
即
し
て
見
た
と

き
同
時
代
の
帝
国
主
義
的
拡
張
の
気
運
と
植
民
地
主
義
的
欲
望
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ41

。

本
節
の
分
析
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、『
新
浦
島
』
の
温
泉
が
、
第
一
に

伝
統
的
紀
行
ジ
ャ
ン
ル
で
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
「
温
泉
」
の
表
現
方
法
や
場

そ
の
も
の
の
意
味
の
変
化
を
活
用
し
、
従
来
の
浦
島
譚
に
は
な
い
新
た
な
要
素

を
加
味
し
、
召
喚
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
第
二
に
、
表
現
方
法
の
側
面
で

新
時
代
に
応
答
す
る
『
新
浦
島
』
は
、
日
清
戦
争
時
の
戦
地
報
道
記
事
の
温
泉

紀
行
の
な
か
に
表
出
さ
れ
る
植
民
地
主
義
の
欲
望
と
も
結
託
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
当
時
、
多
く
の
作
家
が
古
典
の
話
型
や
モ
チ
ー
フ
か
ら

の
転
換
を
図
り
近
代
小
説
へ
と
構
造
し
直
そ
う
と
し
た
な
か
で
、
中
国
や
日
本

な
ど
東
洋
の
古
典
・
伝
承
・
思
想
に
通
じ
て
い
た
露
伴
が
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い

て
龍
宮
／
蓬
莱
を
唐
土
の
温
泉
へ
と
仕
立
て
た
と
い
う
可
能
性
は
お
お
い
に
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
温
泉
が
国
際
情
勢
を
受
け
て
古
典
・
伝
承
よ
り
広
い
記
号

的
意
味
を
持
ち
始
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。
読
者
を
含

め
た
当
時
の
中
国
に
対
す
る
想
像
力
が
言
説
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
育
ま
れ
て
い

た
時
代
に
お
い
て
は
、
中
国
の
温
泉
は
伝
承
や
古
典
の
理
想
郷
に
留
ま
ら
な
い

欲
望
の
充
足
の
地
へ
と
膨
れ
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
当
時
の

温
泉
に
対
す
る
現
実
の
欲
望
、
あ
る
い
は
、
書
か
れ
た
言
葉
と
し
て
の
温
泉
に

掻
き
立
て
ら
れ
る
欲
望
を
形
象
化
し
た
の
が
、
こ
の
『
新
浦
島
』
の
龍
宮
／
蓬

莱
に
代
わ
る
温
泉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

４
．
期
限
つ
き
の
「
今
」
に
留
ま
る

こ
こ
ま
で
、
温
泉
を
介
し
て
同
時
代
の
欲
望
を
具
現
化
す
る
こ
と
で
新
し
い

浦
島
譚
が
誕
生
し
て
い
く
さ
ま
に
着
目
し
な
が
ら
『
新
浦
島
』
を
読
み
直
し
て

き
た
。
同
須
に
誘
わ
れ
突
如
出
現
し
た
流
入
者
で
あ
る
次
郎
が
当
然
の
よ
う
に

受
け
入
れ
ら
れ
、
丁
重
に
か
し
ず
か
れ
る
中
国
の
温
泉
地
は
、
確
か
に
同
時
代

の
植
民
地
主
義
の
欲
望
に
応
答
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

一
方
で
、
そ
の
場
で
の
出
来
事
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
次
郎
と
い
う
主
体

の
自
己
に
揺
ら
ぎ
を
生
じ
さ
せ
る
転
換
点
と
し
て
も
あ
る
。
本
節
で
は
、
そ
の

欲
望
や
幻
想
に
主
人
公
次
郎
が
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
、
決
着
を
つ
け
る
の
か
を

読
み
解
く
。
そ
の
う
え
で
、『
新
浦
島
』
に
お
け
る
、
植
民
地
主
義
が
始
動
す

る
時
代
の
主
体
の
揺
ら
ぎ
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
の
決
着
の
つ
け
方
と
し
て
の
石

化
の
関
係
が
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず
、
テ
ク
ス
ト
上
で
、
次
郎
に
起
き
た
自
己
の
揺
ら
ぎ
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
よ
う
。
次
郎
は
、
物
語
前
半
に
お
い
て
、
利
己
的
な
考
え
に
基
づ
い
て
不

平
・
不
満
は
漏
ら
す
も
の
の
、
自
身
の
置
か
れ
た
状
況
に
違
和
を
覚
え
ず
、
そ

れ
を
顧
み
る
こ
と
も
な
い
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
次
郎
は
、
同
須
に
誘
わ

れ
辿
り
着
い
た
異
国
の
温
泉
地
で
、
我
が
物
顔
で
美
女
た
ち
に
洗
体
し
て
も

ら
っ
た
り
、
衣
服
を
着
せ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
も
て
な
し
を
受
け
入
れ
る
段
階

に
お
い
て
は
、植
民
地
主
義
の
欲
望
に
従
順
な
主
体
と
し
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
う
し
た
次
郎
の
一
貫
し
た
姿
勢
は
、
物
語
後
半
、
中
国
の
温
泉
か
ら
の
帰
郷

に
際
す
る
行
動
を
契
機
に
揺
ら
ぎ
始
め
る
。
三
節
で
着
目
し
た
温
泉
場
か
ら
立

ち
去
る
場
面
に
お
い
て
、
温
泉
場
で
接
待
を
務
め
た
女
性
た
ち
は
次
の
よ
う
に
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縋
り
寄
っ
て
く
る
。

妾
等
を
連
行
き
玉
へ
、
唐
く
さ
き
名
に
媚
め
か
ぬ
此
の
風
俗
を
嫌
ひ
玉
は

ば
妾
が
名
ハ
妙
と
改
む
べ
し
妾
が
名
は
瑞
と
呼
ば
れ
て
申
さ
ん
、
衣
装
も

和
様
の
当
世
を
真
似
て
何
と
も
換
へ
果
て
ゝ
、
言
葉
も
軽
き
洒
落
と
や
ら

を
申
し
習
ひ
て
御
機
嫌
取
ら
ん
（
中
略
）
さ
れ
ど
心
の
こ
ゝ
に
あ
ら
ざ
る

次
郎
は
同
須
に
命
を
下
し
て
彼
の
甲
冑
せ
る
も
の
ど
も
に
両
女
を
酷
く
も

引
退
け
さ
せ
、
悲
声
を
背
後
に
車
を
早
め
て
九
世
渡
を
指
し
て
忙
さ
ぬ

（
十
七
）

温
泉
場
で
次
郎
を
も
て
な
し
た
女
性
た
ち
は
、
中
国
の
温
泉
か
ら
日
本
に
帰

ろ
う
と
す
る
次
郎
に
縋
り
寄
っ
て
自
分
た
ち
を
日
本
に
連
れ
て
帰
る
よ
う
懇
願

す
る
。「
唐
く
さ
き
名
」
と
「
風
俗
」
を
厭
う
な
ら
ば
、
名
や
衣
装
を
「
和
様

の
当
世
」
風
に
改
め
る
ば
か
り
で
な
く
、「
言
葉
」
も
変
え
る
と
ま
で
言
っ
て

縋
り
つ
く
彼
女
ら
は
、
言
葉
の
上
で
植
民
地
主
義
の
幻
想
を
次
郎
に
提
示
し
て

み
せ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
、
突
き
つ
け

ら
れ
た
そ
の
幻
想
を
、次
郎
が
拒
否
し
て
い
る
こ
と
だ
。
次
郎
が
こ
の
場
で「
酷

く
」
も
「
両
女
」
を
拒
否
す
る
の
は
、
直
前
の
、
男
性
に
奉
仕
さ
せ
ら
れ
る
女

性
に
よ
る
、
異
文
化
・
異
言
語
の
矯
正
の
語
り
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
文
化
・
言

語
に
お
け
る
抑
圧
的
な
支
配
と
従
属
の
関
係
に
あ
る
歪
み
と
と
も
に
、
そ
こ
に

身
を
委
ね
て
き
た
自
己
の
矛
盾
に
対
峙
す
る
契
機
を
も
た
ら
す
か
ら
だ
。
そ
の

幻
想
の
歪
み
を
垣
間
見
た
か
ら
こ
そ
、
次
郎
は
そ
の
現
実
を
逃
避
す
る
か
の
よ

う
に
、同
須
に
命
じ
て
彼
女
ら
を
「
甲
冑
せ
る
も
の
ど
も
」
を
使
っ
て
「
酷
く
」

「
引
退
け
」
さ
せ
、「
悲
声
を
背
後
に
車
を
早
め
」、
急
い
で
立
ち
去
ろ
う
と
す

る
の
だ
。

こ
こ
で
、
そ
の
自
己
へ
の
対
峙
が
一
旦
、
拒
否
さ
れ
先
送
り
さ
れ
、
日
本
国

内
へ
と
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
転
機
と
し
て
次
郎
は
、
懺
悔
し
、

自
省
し
、
た
く
さ
ん
の
犠
牲
を
払
っ
て
で
も
自
分
の
願
い
を
叶
え
よ
う
と
す
る

分
身
的
存
在
の
同
須
に
反
論
す
る
よ
う
に
な
る
。

我
が
過
ち
を
我
と
責
む
る
よ
り
他
は
無
く
投
首
し
て
心
中
深
く
悔
ゆ
る
の

み
、
我
が
た
め
幾
千
の
人
の
悩
み
て
如
何
に
悲
み
悶
ゆ
ら
ん
と
お
も
ふ
に

つ
け
て
の
懺
悔
涙
（
十
八
）

次
に
、
帰
郷
し
た
次
郎
が
懺
悔
を
語
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
次
郎
の
た
め
に

開
か
れ
た
宴
の
品
々
や
宮
殿
、
給
仕
た
ち
が
同
須
の
略
奪
や
欺
き
に
よ
っ
て
多

大
な
る
犠
牲
を
払
い
な
が
ら
整
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
だ
っ
た
。

ま
た
、
勇
菊
の
石
化
に
際
し
、
石
化
に
よ
っ
て
勇
菊
の
「
意
思
」
や
「
知
覚
」

を
奪
う
こ
と
は
、
た
と
え
何
年
で
あ
っ
て
も
「
良
心
」
が
許
さ
な
い
と
す
る
次

郎
は
、
自
身
の
「
良
心
」
に
立
ち
返
る
契
機
を
得
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
次
郎
の
自
己
も
揺
ら
ぎ
と
と
も
に
重
要
に
な
っ
て
く
る

の
が
、
そ
の
揺
ら
ぎ
を
回
避
し
、
そ
れ
に
向
き
合
う
こ
と
を
先
送
り
に
し
続
け

る
次
郎
の
身
振
り
で
あ
る
。
多
大
な
る
犠
牲
に
対
す
る
反
省
を
口
に
し
た
後
で

次
郎
は
、
同
須
に
「
此
奴
等
を
魔
風
を
も
て
疾
く
吹
き
飛
ば
」
さ
せ
、
そ
れ
を

な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
元
の
質
素
な
生
活
に
戻
る
こ
と
で
解
決
を
図
ろ
う
と
す

る
。
勇
菊
の
石
化
へ
反
駁
し
た
後
、
魔
法
を
解
か
れ
た
「
往
時
（
む
か
し
）
の

馴
染
」
の
遊
女
勇
菊
に
向
き
合
う
間
も
な
く
勇
菊
の
代
わ
り
に
石
に
な
り
代
わ

る
と
い
う
身
振
り
も
ま
た
、
自
己
が
帰
属
し
て
き
た
現
実
の
回
避
の
方
法
と

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
異
郷
温
泉
訪
問
を
介
し
て
生
じ
て
き
た
、
自
己
の
揺
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ら
ぎ
、
そ
し
て
、
そ
の
対
峙
の
拒
否
と
先
送
り
が
、
そ
れ
以
後
、
繰
り
返
さ
れ

る
こ
と
で
物
語
は
収
束
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
揺
ら
ぎ
と
先
送
り
を
同
時
代
の
文
脈
に
結
び
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
前
者

は
、
国
民
一
丸
と
な
っ
て
称
揚
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
清
戦
争
勝
利
の
気
運
が

も
た
ら
す
植
民
地
主
義
の
現
実
に
直
面
し
た
個
人
の
一
つ
の
反
応
で
あ
り
、
戸

惑
い
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
、
後
者
に

は
、
そ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
た
一
個
人
の
、
自
己
の
揺
ら
ぎ
に
対
す
る
解
決

の
仕
方
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

（
次
郎
を
安
置
し
た
―
―
筆
者
注
）
次
郎
が
家
は
同
須
が
魔
力
も
て
復
び

世
の
人
の
眼
に
は
映
ら
ず
な
り
果
て
た
り
、
同
須
は
謹
ん
で
守
り
居
り
、

次
郎
は
今
に
化
石
し
ま
ゝ
静
に
生
死
の
外
に
在
り
と
ぞ
。（
二
十
二
）

最
終
的
に
次
郎
は
、「
今
」
と
い
う
時
間
に
留
ま
っ
て
「
化
石
」
と
な
る
こ

と
を
選
択
し
た
。
中
国
の
温
泉
の
美
女
た
ち
、
諸
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
曰
く
つ

き
の
人
々
、
勇
菊
を
拒
否
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
次
郎
は
、
石
と
な
っ
て
「
世
の

人
の
眼
に
は
映
ら
」
な
い
よ
う
透
明
化
さ
れ
世
間
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
の

だ
。
す
な
わ
ち
、「
今
」
に
留
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
彼
ら
と
の
出
会

い
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
、
物
理
的
に
自
身
の
姿
を
消
し
去
っ
て
、
時
間
的
、

空
間
的
に
彼
ら
と
、
ひ
い
て
は
、
自
分
自
身
や
そ
れ
が
帰
属
し
て
き
た
社
会
と

距
離
を
取
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
植
民
地
主
義
が
本
格
的
に
動
き
始
め
る
日
清
戦
争
終
結
の『
新
浦
島
』

発
表
時
は
、
そ
の
破
綻
も
含
め
た
全
貌
を
つ
か
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
代

だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
置
か
れ
た
次
郎
は
、
植
民
地
主
義
に
あ
る
歪
み

を
感
知
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
擁
護
し
戦
争
遂
行
す
る
日
本
と
い
う
帝
国
に
加
担

す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
真
っ
向
か
ら
抵
抗
す
る
こ
と
も
選
択
し
な
い

立
場
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。植
民
地
主
義
と
連
動
し
な
が
ら
距
離
を
取
り
つ
つ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
の
解
決
を
先
送
り
す
る
と
い
う
決
着
の
つ
け
方
は
、

そ
れ
が
始
動
し
た
ば
か
り
で
、
い
ま
だ
植
民
地
主
義
の
全
貌
が
掴
み
取
れ
な
い

状
況
で
の
、
一
個
人
の
解
決
の
仕
方
を
映
し
出
す
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。こ

の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、『
新
浦
島
』
が
古
典
的
幻
想
世
界
と
は
対
極
に

あ
る
「
俗
世
間
」
を
往
還
す
る
物
語
と
し
た
川
村
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。

し
か
し
、
本
稿
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
る
の
は
、『
新
浦
島
』
が
、
川
村
が
言

う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
近
代
と
い
う
時
代
と
い
う
よ
り
か
は
、よ
り
限
定
的
な
、

植
民
地
主
義
の
始
動
す
る
時
代
の
現
実
世
界
の
宙
吊
り
の
問
題
を
提
示
し
て
い

る
こ
と
だ
。

ま
た
、
先
の
西
川
の
議
論
に
お
い
て
、
次
郎
が
化
石
と
な
る
こ
と
は
、「
戯

論
空
語
」
と
い
う
自
身
の
価
値
観
に
捉
わ
れ
続
け
た
次
郎
の
「
そ
の
場
か
ら
逃

げ
る
」
と
い
う
決
着
だ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
同
時
代
の
日
清
戦
争
、
と
り
わ
け

そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
植
民
地
主
義
に
繋
げ
読
み
直
し
た
と
き
、
よ
り
広
い
文

脈
に
開
か
れ
た
決
着
の
つ
け
方
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
こ
に
は
、
空
間
的
、
時
間
的
に
構
造
化
さ
れ
た
植
民
地
主
義
の
幻
想
に
対
峙

し
た
主
体
の
揺
ら
ぎ
と
戸
惑
い
、
そ
れ
ら
の
解
決
の
方
法
と
し
て
の
先
送
り
の

身
振
り
が
相
対
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

５
．
結
論

明
治
中
期
、
日
本
古
典
・
伝
承
の
一
つ
で
あ
る
浦
島
太
郎
の
物
語
が
多
く
の

作
家
に
よ
っ
て
語
り
直
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
幸
田
露
伴

『
新
浦
島
』
が
あ
る
。
本
作
は
、
同
じ
く
浦
島
譚
を
描
い
た
鷗
外
作
や
得
知
作
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と
の
連
関
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
り
、
同
時
代
の
文
芸
の
動
き
と
の
連
動
に
言

及
さ
れ
た
り
し
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
浦
島
と
い
う
異
郷
訪
問
譚
の
話
型
に
お

い
て
重
要
な
場
を
な
す
龍
宮
／
蓬
莱
と
い
っ
た
場
が
、「
温
泉
」
へ
と
す
り
替

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
分
析
を
行
な
っ
た
。

ま
ず
、『
新
浦
島
』
が
、
古
典
・
伝
承
の
虚
構
性
を
利
用
す
る
に
留
ま
ら
ず

現
実
的
な
場
所
性
に
触
発
さ
れ
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
導
き
出
し
た
。

な
か
で
も
温
泉
と
い
う
場
所
は
、
当
時
の
新
し
い
「
紀
行
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル

に
採
用
さ
れ
た
場
で
あ
り
、
新
開
地
中
国
へ
の
想
像
力
と
植
民
者
の
欲
望
を
形

象
化
し
う
る
場
で
あ
っ
た
た
め
に
、
龍
宮
／
蓬
莱
に
代
わ
る
場
と
し
て
召
喚
さ

れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

後
者
の
よ
う
な
想
像
力
と
結
託
す
る
温
泉
を
介
し
て
表
出
さ
れ
る
の
は
、
植

民
地
主
義
的
志
向
で
あ
る
。
新
し
い
時
代
を
生
き
る
主
人
公
次
郎
は
、
様
々
な

新
し
い
可
能
性
や
契
機
を
得
な
が
ら
自
分
そ
っ
く
り
の
同
須
と
衝
突
す
る
こ
と

に
よ
り
自
己
分
裂
と
で
も
い
え
よ
う
状
況
に
陥
る
の
だ
が
、
そ
の
歪
み
を
回
避

し
、
異
文
化
に
属
す
る
者
た
ち
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
植
民
地
主
義
の
認
識
を

引
き
受
け
て
い
る
。
国
土
や
領
土
の
拡
張
に
伴
い
、
自
己
分
裂
す
る
主
体
を
、

決
着
の
つ
け
ら
れ
な
い
宙
づ
り
状
態
へ
と
導
い
て
し
ま
う
『
新
浦
島
』
に
は
、

同
時
代
の
対
外
戦
争
を
踏
ま
え
沸
き
起
こ
っ
た
社
会
的
高
揚
感
と
動
揺
が
描
き

込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
新
浦
島
』
は
、
温
泉
の
多
層
的
な
歴
史
性
と
新
進
性
を
利
用
し
、
新
し
い

時
代
の
感
性
や
欲
望
と
連
動
す
る
物
語
の
現
場
を
作
り
出
し
て
い
た
。し
か
し
、

そ
う
し
た
新
し
さ
、
な
い
し
近
代
性
を
取
り
込
も
う
と
す
る
こ
と
で
、
植
民
地

主
義
と
い
う
近
代
的
な
歪
み
を
招
き
入
れ
て
し
ま
っ
て
も
い
る
。『
新
浦
島
』

に
は
、
日
清
戦
争
の
勝
利
に
沸
く
な
か
で
植
民
地
主
義
的
幻
想
に
応
答
し
扇
動

さ
れ
る
心
性
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
そ
の
欲
望
や
幻
想
に
対
峙
し
た

主
体
の
揺
ら
ぎ
と
戸
惑
い
、
そ
れ
ら
の
解
決
の
方
法
と
し
て
の
先
送
り
の
身
振

り
が
相
対
化
さ
れ
、
そ
の
矛
盾
と
綻
び
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

植
民
地
化
さ
れ
た
他
者
の
抑
圧
と
犠
牲
を
も
と
に
、
日
本
国
内
の
日
常
的
な

場
に
お
い
て
発
散
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
暴
力
的
な
欲
求
の
充
足
が
行
な
わ

れ
る
現
場
と
し
て
温
泉
を
表
象
す
る
『
新
浦
島
』。
そ
れ
を
通
し
て
、
膨
張
を

果
た
し
つ
つ
あ
る
日
本
帝
国
主
義
と
温
泉
空
間
の
あ
い
だ
の
共
犯
関
係
を
読
み

解
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
他
方
で
、
主
人
公
が
日
常
的
に
は
出
会
う
は
ず

の
な
い
他
者
と
の
接
触
が
も
た
ら
さ
れ
、
主
人
公
の
自
己
を
揺
る
が
せ
る
契
機

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
点
で
温
泉
の
表
象
空
間
に
は
可
能
性
が
開
か
れ
て
い

る
。
今
後
は
、
文
学
の
温
泉
表
象
に
着
目
し
な
が
ら
日
本
文
学
史
の
間
隙
を
照

射
す
る
と
同
時
に
、
昨
今
の
経
済
効
果
が
奨
励
さ
れ
る
時
代
に
お
い
て
一
方
的

に
「
魅
力
的42

」
と
行
政
に
押
し
出
さ
れ
る
温
泉
と
い
う
場
の
歴
史
的
淵
源
を
探

り
な
お
す
こ
と
を
目
指
し
た
い43

。

注１　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
新
浦
島
』
以
外
に
、
明
治
の
新
浦
島
譚
と
し
て
、

森
鷗
外
『
新
浦
島
』〔
原
題
「
新
世
界
の
浦
島
」『
少
年
園
』
一
八
八
九
（
明

治
二
二
）
年
五-

八
月
〕
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
七
月
、幸
堂
得
知
『
浦

島
次
郎
蓬
莱
噺
』
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
、島
崎
藤
村
「
浦
島
」〔
詩
〕『
落

海
集
』
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
八
月
、森
鷗
外
『
玉
匳
両
浦
嶋
』〔
戯
曲
〕

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
一
二
月
、
坪
内
逍
遥
『
新
曲
浦
島
』（
長
唄
）

一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
文
学
や
文
芸
の
領
域

外
に
お
い
て
も
、
山
本
芳
翠
『
浦
島
』
一
八
九
三-

一
八
九
五
（
明
治
二
六

-

二
八
）
年
、月
岡
芳
年
「
浦
島
之
子
帰
国
従
竜
宮
城
之
図
」
一
八
八
四
（
明

治
一
七
）
年
な
ど
に
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
。
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２　

露
伴
は
、『
国
会
』
に
「
新
浦
島
」
を
連
載
し
た
の
ち
、
誤
字
や
誤
刻
が

多
く「
読
者
に
謝
す
る
言
葉
無
し
」と
述
べ
て
い
た（「
新
浦
島
後
記
」『
国
会
』

一
八
九
五
年
一
月
三
〇
日
）。
そ
の
た
め
、『
文
芸
倶
楽
部
』
で
の
再
録
の
際

は
、
内
容
的
な
大
き
な
加
筆
や
修
正
を
施
さ
な
い
一
方
で
、
誤
字
誤
刻
等
の

修
正
を
行
な
っ
た
。

３　

末
広
鉄
腸
（
重
恭
）「「
国
会
」
発
行
の
趣
意
」『
国
会
』
創
刊
号
、

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
一
一
月
二
五
日
。

４　

馬
場
美
佳
「
幸
田
露
伴
「
五
重
塔
」
と
読
者
と
し
て
の
政
事
家
た
ち
―
―

新
聞
『
国
会
』
と
シ
カ
ゴ
万
博
」
筑
波
大
学
大
学
院
『
文
藝
言
語
研
究
』

八
三
、二
〇
二
三
年
三
月
、
二
七-
五
〇
頁
。

５　

岡
保
生
「
文
芸
倶
楽
部
」（
一
九
七
七
記
）『
日
本
近
代
文
学
大
辞
典
』『
日

本
近
代
文
学
大
事
典
』W

eb

版
近
代
文
学
館
（Japan K

now
ledge

）、
日

本
近
代
文
学
館
・
八
木
書
店
、
二
〇
一
一
年https://japanknow

ledge-

com
.utokyo.idm

.oclc.org/lib/display/?lid=
522103000001344

（
二
〇
二
三
年
一
〇
月
二
八
日
最
終
閲
覧
）。

６　

そ
の
変
容
は
大
き
く
三
つ
の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に

統
治
権
力
の
有
り
様
が
大
き
く
変
容
し
た
こ
と
、
第
二
に
西
洋
科
学
的
に
温

泉
の
効
能
、
医
療
効
果
が
再
検
証
さ
れ
、
実
証
的
な
知
に
よ
り
担
保
さ
れ
る

場
に
な
っ
た
こ
と
（
日
本
温
泉
文
化
研
究
会
『
温
泉
学
Ⅱ 

湯
治
の
文
化
誌
』

岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）、
第
三
に
移
動
手
段
、
交
通
網
が
整
備
さ
れ
比

較
的
容
易
に
訪
問
可
能
な
場
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
山
村
順
次
『
観
光
地

域
論 

地
域
形
成
と
環
境
保
全
』
古
今
書
院
、
一
九
九
〇
年
、
関
戸
明
子
『
近

代
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
温
泉
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）。

７　

後
述
す
る
紀
行
や
日
記
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
加
え
、
小
説
の
舞
台
と
し
て

も
採
用
さ
れ
て
い
た
。
本
作
以
前
、
あ
る
い
は
同
時
期
に
温
泉
を
舞
台
に
採

用
す
る
小
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
温
泉
場
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
―
―
末
広
鉄

腸
『
政
治
小
説 

雪
中
梅
』
と
箱
根
」（『
言
語
情
報
科
学
』（
二
〇
）、

二
〇
二
二
年
一
月
、
八
九-

一
〇
五
頁
）、「
書
き
換
え
ら
れ
る
〈
生
〉、
書

き
換
え
ら
れ
ざ
る
〈
生
〉
―
―
幸
田
露
伴
『
縁
外
縁
』
に
お
け
る
温
泉
を
め

ぐ
っ
て
」（『
論
樹
』（
三
二
）
論
樹
の
会
、二
〇
二
三
年
三
月
、一-

二
七
頁
）、

「
川
上
眉
山
「
書
記
官
」
の
温
泉
場
―
―
余
暇
空
間
に
交
錯
す
る
力
学
」（『
論

樹
』（
三
一
）
論
樹
の
会
、
二
〇
二
二
年
三
月
、
一-

一
六
頁
）、「
江
見
水
蔭

『
女
房
殺
し
』
に
お
け
る
軍
事
の
影
―
―
逗
子
と
箱
根
に
着
目
し
て
」（『
言

語
情
報
科
学
』（
二
一
）、
二
〇
二
三
年
一
月
、
八
九-

一
〇
五
頁
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

８　

注
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

９　

岡
保
生
「
幸
田
露
伴
『
新
浦
島
』
―
―
幻
妖
」『
解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
七
三
年
二
月
、
一
一
〇-

一
一
一
頁
。

10　

林
晃
平
『
浦
島
伝
説
の
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
年
、
四
一
二-

四
一
三
頁
。

11　

保
田
與
重
郎
「
仙
人
記
録
」（『
民
族
と
文
芸
』
ぐ
ろ
り
あ
・
そ
さ
え
て
、

一
九
四
一
年
）『
保
田
與
重
郎
全
集
』
八
、
講
談
社
、
一
九
八
六
年
、

四
四
五
頁
。

12　

三
浦
佑
之
『
浦
島
太
郎
の
文
学
史
―
―
恋
愛
小
説
の
発
生
』
五
柳
書
院
、

一
九
九
〇
年
。

13　

川
村
湊
「
明
治
の
神
仙
世
界
」『
言
霊
と
界
』
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
、

一
七
八-
一
九
八
頁
。

14　

川
村
、
前
掲
書
。

15　

西
川
貴
子
「
明
治
の
浦
島
物
語
―
―
幸
田
露
伴
「
新
浦
島
」
試
論
」『
同

志
社
国
文
学
』
七
八
、
同
志
社
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
九
一
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-

一
〇
三
頁
。

16　

木
曽
に
は
、
龍
宮
城
か
ら
帰
っ
た
浦
島
が
諸
国
を
行
脚
す
る
な
か
で
身
の

置
き
場
と
し
た
と
い
う
伝
承
が
残
る
「
寝
覚
ノ
床
」
が
あ
り
、
前
近
代
か
ら

知
ら
れ
る
景
勝
地
で
あ
っ
た
。『
新
浦
島
』
を
書
く
以
前
の
一
八
九
〇
（
明

治
二
三
）
年
に
露
伴
は
、
こ
の
「
寝
覚
ノ
床
」
を
訪
れ
て
い
る
（
幸
田
露
伴

「
乗
興
記
」〔『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
五
月
一
八
日-

六
月
五
日
〕『
露
伴
全
集
』
一
四
、岩
波
書
店
、一
九
七
八
年
）、饗
庭
篁
村
「
木

曾
道
中
記
」〔『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
五
月
三
日-

七
月
三
日
〕
福
田
清
人
編
『
明
治
文
学
全
集
九
四　

明
治
紀
行
文
学
集
』
筑

摩
書
房
、
一
九
七
四
年
）。
こ
の
「
寝
覚
」
は
露
伴
の
初
期
作
の
な
か
に
も

描
か
れ
た
（
幸
田
露
伴
『
露
伴
全
集
』
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
。）。

ま
た
、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
に
は
、
浦
島
譚
の
伝
承
が
残
り
、
本
作

の
舞
台
で
も
あ
る
丹
波
の
国
水
の
江
付
近
に
訪
れ
て
い
る
（
幸
田
露
伴
「
易

心
後
語
」〔
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
七
月
〕『
露
伴
全
集
』
一
四
、
岩
波

書
店
、
一
九
七
八
年
）。

17　

滑
川
道
夫
『
桃
太
郎
像
の
変
容
』
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
、
ジ
ョ
ン
・

Ｗ
・
ダ
ワ
ー
『
容
赦
な
き
戦
争
―
―
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
人
種
差
別
』
藤

本
一
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
、
加
原
奈
穂
子
「
昔
話
の
主
人
公
か
ら
国

家
の
象
徴
へ
―
―
「
桃
太
郎
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
形
成
」『
東
京
藝
術
大
学
音

楽
学
部
紀
要
』（
三
六
）、
二
〇
一
〇
年
、
五
一-

七
二
頁
、
首
藤
美
香
子
「
昔

話
「
桃
太
郎
」
の
再
話
に
お
け
る
表
象
戦
略
―
―
講
談
社
の
絵
本
か
ら
占
領

期
の
絵
本
ま
で
」『
白
梅
学
園
大
学
・
短
期
大
学
紀
要
』
五
二
、二
〇
一
六
年
、

一-

二
〇
頁
。

18　

巌
谷
小
波「
桃
太
郎
」『
日
本
昔
噺（
東
洋
文
庫
六
九
二
）』上
田
信
道
校
訂
、

平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
九-

二
〇
頁
。

19　

鳥
越
信
『
桃
太
郎
の
運
命
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
一
六
頁
。

20　

引
用
の
強
調
は
筆
者
に
よ
る
。

21　

王
朝
物
語
の
転
換
が
試
み
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、「
や
み
ざ
く
ら
」が
あ
る
。

ま
た
、『
た
け
く
ら
べ
』
で
は
玄
宗
皇
帝
か
ら
寵
愛
を
受
け
た
「
楊
貴
妃
」

さ
な
が
ら
の
美
貌
を
持
つ
少
女
と
し
て
美
登
利
が
登
場
し
、『
十
三
夜
』
で

お
関
は
、
光
源
氏
を
待
つ
紫
の
上
の
待
ち
姿
を
自
身
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

22　

塚
越
義
幸
「
芭
蕉
俳
諧
と
楊
貴
妃
」
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
日
本
文

化
学
科
『
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
日
本
文
化
研
究
』（
一
）、
二
〇
一
六

年
三
月
、
三
五-

四
八
頁
。

23　

藤
田
叙
子
「
紀
行
文
の
時
代
（
一
）
―
―
田
山
花
袋
と
柳
田
国
男
」『
三

田
国
文
』
三
、
慶
應
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
室
、
一
九
八
五
年
三
月
、
三
三

-

三
八
頁
。

24　

出
口
智
之
「
近
代
紀
行
の
出
発
と
風
景
へ
の
眼
差
し
―
―
東
京
を
描
い
た

紀
行
を
視
座
と
し
て
」『
文
学
』
一
七
（
六
）、
二
〇
一
六
年
一
一-

一
二
月
、

六
四
頁
。

25　

日
清
・
日
露
戦
争
に
際
し
て
、
東
京
に
置
か
れ
た
軍
の
予
備
病
院
の
分
院

的
位
置
づ
け
が
日
本
各
地
の
温
泉
地
・
温
泉
宿
に
付
与
さ
れ
た
。そ
れ
に
よ
っ

て
、
傷
病
兵
の
転
地
療
養
所
と
し
て
の
役
割
を
温
泉
地
は
担
う
よ
う
に
な
る

（『
東
京
陸
軍
予
備
病
院
衛
生
業
務
報
告 

後
』
東
京
陸
軍
予
備
病
院
、

一
八
九
九
年
二
月
、
七
四
五
頁
、
七
五
五-

八
一
四
頁
）。
以
後
、
昭
和
初

頭
に
か
け
て
「
温
泉
は
戦
時
に
於
て
は
、
傷
病
兵
の
後
療
法
と
し
て
、
偉
大

な
効
果
を
発
揮
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
緊
要
な
こ
と

は
、
予
め
温
泉
利
用
に
よ
つ
て
、
充
分
に
体
力
を
増
強
し
て
、
戦
場
に
於
け

る
活
動
力
の
増
加
と
、
罹
病
の
予
防
に
資
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
」（
西
川
義
方「
軍
陣
と
温
泉
利
用
」『
温
泉
』一
九
三
七
年
一
〇
月
号
、
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一
二
頁
）
と
い
う
価
値
観
が
伝
播
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

26　

山
本
武
利
「「
帝
国
」
を
担
い
だ
メ
デ
ィ
ア
」
山
本
武
利
編
『「
帝
国
」
日

本
の
学
知
四 

メ
デ
ィ
ア
の
中
の
「
帝
国
」』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
。

27　

 
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
定
本　

想
像
の
共
同
体
―
―
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
』
白
石
隆
、
白
石
さ
や
か
訳
、
書
籍
工
房
早
山
、

二
〇
〇
七
年
。

28　

五
井
信
「
書
を
持
て
、
旅
に
出
よ
う
―
―
明
治
三
〇
年
代
の
旅
と
〈
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
〉〈
紀
行
文
〉」『
日
本
近
代
文
学
』
六
三
、
日
本
近
代
文
学
会
、

二
〇
〇
〇
年
、
三
二
頁
。

29　

木
村
洋
「
第
六
章　

移
譲
さ
れ
る
風
景
論
」『
変
革
す
る
文
体
―
―
も
う

一
つ
の
明
治
文
学
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
、
一
八
八
頁
。

30　

柳
田
国
男
「
旅
行
の
進
歩
及
び
退
歩
」〔
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
二
月

四
日
〕『
柳
田
国
男
全
集
』
二
五
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
一
〇
九-

一
二
〇
頁
。

31　

横
澤
次
郎
「
従
軍
記
（
第
十
三
）
鳳
凰
城
遊
覧
」『
朝
日
新
聞
』

一
八
九
四
年
一
二
月
四
日
、
東
京
朝
刊
五
頁
。

32　

天
野
皎
「
入
清
日
記
」『
朝
日
新
聞
』
一
八
九
五
年
二
月
二
六
日
、
東
京

朝
刊
四
頁
。

33　

越
智
修
吉
「
第
二
従
軍
紀
行　

十
三
日
「
温
泉
湯
」
の
温
泉
に
浴
す
」『
読

売
新
聞
』
一
八
九
五
年
二
月
二
五
日
。

34　
「
温
泉
湯
の
雪
＝
絵
」『
読
売
新
聞
』
一
八
九
五
年
二
月
二
三
日
。

35　

天
野
、
前
掲
注
三
一
。

36　

越
智
、
前
掲
注
三
二
。

37　

瀧
下
彩
子
「
戦
前
期
満
洲
の
三
大
温
泉
―
―
旅
行
案
内
に
見
る
旅
館
施
設

等
の
変
遷
」『
近
代
中
国
研
究
彙
報
』
三
五
、
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、

一
一
五-

一
七
七
頁
。

38　

次
郎
や
同
須
は
温
泉
を
媒
介
に
中
国
よ
り
優
位
に
日
本
を
位
置
づ
け
る
が
、

例
え
ば
『
日
本
風
景
論
』
一
の
所
論
（
二
）
の
「
美
の
「
日
本
の
春
」」
に

お
い
て
志
賀
も
、
日
本
と
中
国
の
桜
、
鷺
を
比
較
し
て
日
本
の
方
が
優
れ
て

い
る
と
す
る
（
志
賀
重
昂
著
（
近
藤
信
行
校
訂
）『
日
本
風
景
論
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
一
年
、
一
八-

二
二
頁
）。
藤
田
昌
志
は
、
こ
う
し
た
国
粋
主
義
的

な
志
賀
の
中
国
像
を
踏
ま
え
、
批
評
家
た
ち
の
中
国
論
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
が
（
藤
田
昌
志
『
明
治
・
大
正
の
日
中
文
化
論
』
三
重
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
一
年
、
一
八
一-

一
九
一
頁
）、
当
時
、
近
代
国
家
と
し
て
の
「
日
本
」

を
統
一
す
る
た
め
に
、
中
国
を
含
む
外
国
認
識
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

39　

エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
板
垣
雄
三
・
杉

田
英
明
監
修
、
今
沢
紀
子
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
。

40　

Seed, Patricia, Cerem
onies of Possession in E

urope’s Conquest 

of the N
ew

 W
orld. 1492-1640, Cam

bridge U
niversity Press, 

Cam
bridge, 1995.

41　

文
化
人
類
学
者
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ァ
ビ
ア
ン
は
、
西
洋
の
人
類
学
者
や
植

民
地
管
理
者
と
先
住
民
の
共
存
性
の
問
題
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
し
た

『
時
間
と
他
者
』
に
お
い
て
、
被
支
配
者
側
は
、
支
配
者
側
に
よ
っ
て
、
同

じ
時
間
軸
を
共
有
で
き
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
他
者
化
さ
れ
て

い
く
と
し
た
（F

abian, Johannes, T
im

e and the O
ther: H

ow
 

A
nthropology M

akes Its O
bject. C

olum
bia U

niversity Press, 

1983

）。
先
に
示
し
た
、
古
風
な
唐
風
美
人
と
し
て
温
泉
の
女
性
た
ち
を
理

想
化
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
同
時
代
の
中
国
の
否
定
を
象
徴
す
る
植
民
地

主
義
的
な
行
為
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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42　
「
温
泉
文
化
の
ユ
ネ
ス
コ
登
録
を
応
援　

22
年
は
「
需
要
回
復
へ
大
き
な

転
換
点
」（
観
光
庁
長
官
会
見
）」『
旬
刊
旅
行
新
聞
』
二
〇
二
二
年
一
二
月

二
二
日　

https://w
w

w
.ryoko-net.co.jp/?p=113000

（
二
〇
二
三
年

一
〇
月
二
七
日
最
終
閲
覧
）。こ
の
ほ
か
に
、三
六
都
道
府
県
が
参
画
す
る「
温

泉
文
化
」
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
を
応
援
す
る
知
事
の
会
「
設
立
趣

意
書
」
を
参
照
（「
温
泉
文
化
」
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
全
国
推
進
協
議

会
事
務
局
「
設
立
趣
意
書
」https://onsen-culture.jp/docum

ent.pdf

（
二
〇
二
三
年
一
〇
月
二
七
日
最
終
閲
覧
））。

43　

な
お
、
本
稿
は
、
第
三
六
回
樋
口
一
葉
研
究
会
例
会
（
於
駒
沢
大
学
）
で

の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
会
場
内
外
で
貴
重
な
ご
意
見
を
下

さ
っ
た
方
々
に
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
る
。
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考
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Ｗ
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〇
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史
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。
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史
帆
「
温
泉
場
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
―
―
末
広
鉄
腸
『
政
治
小
説 

雪
中
梅
』

と
箱
根
」『
言
語
情
報
科
学
』（
二
〇
）、
二
〇
二
二
年
一
月
、
八
九-

一
〇
五
頁
。

安
藤
史
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史
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史
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縁
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イ
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新
聞

『
国
会
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と
シ
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筑
波
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大
学
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〇
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〇
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田
叙
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三
、
慶
應
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塾
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学
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文
学
研
究
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、
一
九
八
五
年
三
月
、
三
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三
八
頁
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〔
そ
の
ほ
か
〕

天
野
皎
「
入
清
日
記
」『
朝
日
新
聞
』
一
八
九
五
年
二
月
二
六
日
、
東
京
朝
刊

四
頁
。

岡
保
生
「
文
芸
倶
楽
部
」（
一
九
七
七
記
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日
本
近
代
文
学
大
辞
典
』『
日
本
近

代
文
学
大
事
典
』W

eb
版
近
代
文
学
館
（Japan K

now
ledge

）、
日
本
近
代
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文
学
館
・
八
木
書
店
、
二
〇
一
一
年　

https://japanknow
ledge-com

.

utokyo.idm
.oclc.org/lib/display/?lid=522103000001344

（
二
〇
二
三
年

一
〇
月
二
八
日
最
終
閲
覧
）。

越
智
修
吉
「
第
二
従
軍
紀
行　

十
三
日
「
温
泉
湯
」
の
温
泉
に
浴
す
」『
読
売

新
聞
』
一
八
九
五
年
二
月
二
五
日
。

「
温
泉
文
化
」
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
を
応
援
す
る
知
事
の
会
「
設
立

趣
意
書
」「
温
泉
文
化
」
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
全
国
推
進
協
議
会
事
務
局

　

https://onsen-culture.jp/docum
ent.pdf

（
二
〇
二
三
年
一
〇
月
二
七

日
最
終
閲
覧
）。

馬
場
遥
「
温
泉
文
化
の
ユ
ネ
ス
コ
登
録
を
応
援　

22
年
は
「
需
要
回
復
へ
大
き

な
転
換
点
」（
観
光
庁
長
官
会
見
）」『
旬
刊
旅
行
新
聞
』
二
〇
二
二
年
一
二
月

二
二
日　

https://w
w

w
.ryoko-net.co.jp/?p=113000

（
二
〇
二
三
年
一
〇

月
二
七
日
最
終
閲
覧
）。

横
澤
次
郎
「
従
軍
記
（
第
十
三
）
鳳
凰
城
遊
覧
」『
朝
日
新
聞
』
一
八
九
四
年

一
二
月
四
日
、
東
京
朝
刊
五
頁
。

無
署
名
「
温
泉
湯
の
雪
＝
絵
」『
読
売
新
聞
』
一
八
九
五
年
二
月
二
三
日
。

 

（
受
領
日
：
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

受
理
日
：
令
和
六
年
一
月
二
十
四
日

）
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は
じ
め
に

三
木
露
風
は
、修
道
院
で
先
生
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
北
原
白
秋
と
並
ん
で「
白

露
時
代
」
を
築
い
た
象
徴
詩
人
露
風
は
、
中
央
詩
壇
を
離
れ
「
祈
り
・
働
け
」

を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
北
海
道
当
別
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
で
生
活
し
た
。
い
ろ
い

ろ
な
意
味
で
大
き
く
変
化
し
た
環
境
の
中
で
、
若
い
祈
祷
士
志
願
者
の
講
師
と

し
て
新
た
な
道
を
歩
ん
だ
の
で
あ
る
。

露
風
の
講
師
生
活
は
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
五
月
に
赴
任
し
大
正
一
三

（
一
九
二
四
）
年
六
月
に
辞
任
し
て
帰
京
す
る
ま
で
、
三
二
歳
か
ら
三
六
歳
ま

で
の
四
年
間
で
あ
る
。
二
年
目
の
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
四
月
に
は
夫
人

と
共
に
受
洗
し
三
木
パ
ウ
ロ
の
洗
礼
名
と
な
る
。
一
日
の
生
活
は
、
修
道
院
の

坂
下
に
あ
っ
た
教
師
館
か
ら
修
道
院
に
通
い
、
授
業
は
午
前
中
だ
け
で
午
後
は

瞑
想
・
思
索
・
作
詩
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
修
道
院
時
代
を
『
修
道
院
雑
筆
』（
大
正
一
四
年
・
一
九
二
五
年
）、『
修

道
院
生
活
』（
大
正
一
五
年
・
一
九
二
六
年
）、
論
集
『
神
へ
の
道
』（
大
正
一
五

年
）、
自
叙
伝
『
我
が
歩
め
る
道
』（
昭
和
三
年
・
一
九
二
八
年
）
な
ど
で
伝
え
、

作
品
を
『
修
道
院
詩
集
第
一
巻　

信
仰
の
曙
』（
大
正
一
一
年
・
一
九
二
二
年
）、

『
ト
ラ
ピ
ス
ト
歌
集
』（
大
正
一
五
年
）、『
修
道
院
詩
集
第
二
巻　

神
と
人
』（
大

正
一
五
年
）
に
ま
と
め
て
い
る
。

露
風
研
究
史
に
お
け
る
修
道
院
時
代
に
つ
い
て
は
、
修
道
院
生
活
や
作
品
の

研
究
が
中
心
で
あ
り
、「
講
師
」
と
し
て
修
道
院
に
勤
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

教
育
的
な
実
態
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
要
因
の
一

つ
は
、露
風
が
残
し
た「
講
師
の
仕
事
」に
関
す
る
も
の
が
少
な
い
こ
と
に
あ
る
。

本
稿
は
、
露
風
研
究
史
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
、
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
修
道

院
生
活
の
中
で
露
風
先
生
と
し
て
故
郷
や
親
元
を
離
れ
た
少
年
た
ち
に
ど
う
接

し
た
の
か
、
何
を
教
え
た
の
か
に
つ
い
て
、
教
え
子
の
視
点
か
ら
究
明
を
試
み

た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
露
風
が
添
削
し
た
生
徒
の
作
文
ノ
ー
ト
、
教
え

子
の
神
父
が
残
し
た
資
料
、
周
辺
の
子
ど
も
が
演
じ
た
「
降
誕
祭
」
劇
の
台
本

な
ど
未
公
開
資
料
を
紹
介
し
つ
つ
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
講
師
生

活
が
修
道
院
時
代
の
童
謡
の
多
作
や
童
謡
「
赤
蜻
蛉
」
の
作
詞
の
基
底
に
関
わ

る
と
も
思
わ
れ
る
。

一
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
と
教
育
的
環
境

（
１
）
修
道
院
の
略
史
と
修
道
士
の
生
活

ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
の
歴
史
は
、
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
四
月
に
函
館

教
区
が
発
足
し
て
間
も
な
い
頃
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
・
ベ
ル
リ
オ
ズ
初
代
司
教

が
布
教
の
た
め
渡
島
上
磯
郡
方
面
を
訪
れ
現
在
の
修
道
院
が
建
っ
て
い
る
土
地

を
見
て
、
こ
の
地
に
修
道
院
を
建
て
た
い
と
思
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い

う
。
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
一
〇
月
に
Ｄ
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ァ
ー
ヴ
ル

三
木
露
風
と
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院

―
露
風
先
生
と
教
え
子
た
ち
―

近
藤
健
史

〔
論
　
　
　
文
〕
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は
、
修
道
者
九
名
（
司
祭
二
名
、
助
祭
一
名
な
ど
）
を
連
れ
て
来
日
。
一
一
月

二
一
日
に
創
立
修
道
院
開
院
式
が
行
わ
れ
、
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
フ
ラ

ン
ス
国
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
ブ
リ
ッ
ク
ベ
ッ
ク
修
道
院
の
副
院
長
で
あ
っ
た

ジ
ュ
ラ
ー
ル
・
プ
ゥ
イ
エ
師
が
修
道
院
長
と
し
て
着
任
し
た
。

そ
の
後
、
修
道
院
長
は
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
に
帰
化
し
て
岡
田
普
理

衛
と
な
っ
た
。
帰
化
す
る
ま
で
の
略
歴
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
が
、
露
風
の

残
し
た
『
ノ
ー
ト
３
２
』
に
記
し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
旧
名
フ
ラ
ン
ソ

ア
ー
・
フ
リ
エ
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
年
一
一
月
一
四
日
生
、
明
治
一
二

（
一
八
七
九
）
年
八
月
仏
蘭
西
國
カ
ル
ア
ド
ズ
県
ウ
エ
リ
エ
ル
セ
ッ
ク
中
学
校

全
科
卒
業
、
明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年
六
月
同
県
ソ
メ
ル
ユ
神
学
校
卒
業
、

明
治
一
六
年
七
月
同
国
マ
ン
シ
ュ
県
プ
リ
ッ
ク
ベ
ッ
ク
大
修
道
院
に
入
り
修
道

士
と
な
る
。
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
一
月
二
七
日
本
邦
に
渡
来
し
北
海
道

渡
島
国
上
磯
郡
石
別
村
字
石
倉
野
番
外
地
に
寄
留
し
た
と
あ
る注

１

。

修
道
士
は
、
白
色
衣
を
着
た
祈
祷
修
士
と
褐
色
衣
を
着
た
助
修
士
の
二
つ
に

大
別
さ
れ
る
。
そ
の
修
道
士
に
は
、
志
願
者
、
修
練
者
、
修
道
士
の
三
階
段
が

あ
る
。
志
願
者
は
中
年
者
や
教
育
が
あ
る
者
で
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
て
も

二
・
三
年
は
志
願
者
で
過
ご
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ト
ラ
ピ
ス
ト
は
世
俗
を
離
れ
て
修
道
す
る
。
そ
の
業
務
は
祈
祷
と
労
働
と
研

学
で
あ
り
日
課
も
こ
の
三
つ
に
分
か
れ
る
。
そ
こ
で
の
生
活
は
、
各
々
す
べ
て

を
分
担
し
、
各
部
署
で
修
道
士
自
身
が
働
く
。
起
床
は
午
前
二
時
、
た
だ
ち
に

聖
堂
で
祈
り
、
そ
の
後
は
黙
想
で
聖
書
や
修
養
の
良
い
書
物
を
読
む
こ
と
も
認

め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ミ
サ
聖
祭
が
二
、三
回
あ
る
。
朝
の
祈
祷
後
に
朝
食
、

日
の
出
と
共
に
助
修
士
は
働
き
に
出
て
祈
祷
士
は
研
学
に
入
る
。
研
学
は
七
時

三
〇
分
か
ら
始
ま
り
一
〇
時
ま
た
は
一
一
時
半
ま
で
、
午
後
は
祈
祷
士
も
主
と

し
て
労
働
に
出
る
。
就
眠
は
夏
午
後
八
時
、
冬
は
午
後
七
時
、
夏
は
昼
に
一
時

間
ほ
ど
睡
眠
が
あ
る注

２

。

（
２
）
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
附
属
孤
児
院
と
小
学
校

明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
、
渡
島
国
亀
田
郡
上
湯
ノ
川
村
に
ア
レ
キ
サ
ン

ド
ル
・
ベ
ル
リ
オ
ズ
函
館
司
教
に
よ
り
孤
児
院
が
設
立
さ
れ
た
。
明
治
二
九

（
一
八
九
六
）
年
に
上
磯
郡
茂
別
村
ノ
内
石
別
村
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
移

さ
れ
て
修
道
院
附
属
孤
児
院
と
な
り
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
学
園
と
呼
ば
れ
た
。
管
掌

者
は
岡
田
普
理
衛
修
道
院
長
の
代
理
人
な
ら
び
に
名
義
人
の
佐
藤
忍
が
務
め
て

い
る
。

修
道
院
創
設
の
頃
は
、
付
近
に
小
学
校
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
ト
ラ
ピ
ス
ト

修
道
院
は
地
方
教
育
の
充
実
の
た
め
に
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
に
私
立
野

上
尋
常
小
学
校
を
敷
地
内
に
設
立
し
た
。
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
三
月

二
九
日
に
修
道
院
が
火
災
に
遭
い
建
物
を
焼
失
し
た
た
め
四
月
一
八
日
に
休
業
。

孤
児
院
に
修
道
院
が
移
転
。
そ
の
た
め
校
舎
老
朽
化
に
よ
り
現
渡
島
当
別
駅
前

に
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
か
ら
新
築
移
転
し
て
い
た
当
別
尋
常
小
学
校
に

収
容
児
童
を
通
学
さ
せ
た
。
そ
の
小
学
校
は
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
に
石

別
尋
常
小
学
校
と
改
称
さ
れ
、
当
時
の
在
籍
児
童
数
は
一
〇
八
名
で
あ
っ
た
。

孤
児
院
の
方
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
ま
で
継
続
（
延
べ
二
九
二
〇
人
が
養

育
）
さ
せ
た
が
、
野
上
尋
常
小
学
校
は
明
治
三
五
、六
年
頃
三
〇
余
名
も
い
た

収
容
児
童
も
し
だ
い
に
減
少
し
て
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
に
三
一
年
の
幕

を
閉
じ
て
い
る
。

（
３
）
当
別
教
会
の
信
者
が
語
る
ト
ラ
ピ
ス
ト
学
園
（
修
道
院
附
属
孤
児
院
）

ト
ラ
ピ
ス
ト
学
園
創
設
期
の
様
子
に
つ
い
て
、
修
道
院
の
坂
下
に
あ
る
当
別

教
会
（
聖
ル
タ
教
会
）
の
信
者
が
伝
え
て
い
る
。
歴
史
と
環
境
を
知
る
貴
重
な
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資
料
で
あ
る
た
め
全
文
を
紹
介
す
る注

３

。

「
揺
籃
（
ゆ
り
か
ご
）」

今
の
グ
ラ
ン
ド
の
あ
る
敷
地
に
学
園
と
呼
ば
れ
る
建
物
が
あ
っ
た
。
道

路
と
は
直
角
に
長
さ
６
０
Ｍ
、
幅
１
０
Ｍ
の
細
長
い
木
造
の
建
物
で
、
つ

く
り
は
学
校
な
ど
の
造
り
に
似
て
、
全
面
に
端
か
ら
端
ま
で
長
い
廊
下
が

あ
り
、
廊
下
に
面
し
て
い
く
つ
か
の
教
室
が
し
き
ら
れ
て
い
た
。
道
路
に

面
し
た
右
端
に
は
教
師
や
世
話
人
た
ち
と
そ
の
家
族
の
た
め
の
部
屋
も
も

う
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
建
物
は
函
館
教
区
長
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
司
教
が
ト

ラ
ピ
ス
ト
を
こ
の
地
に
招
致
し
た
時
、
修
道
院
の
仮
住
居
と
と
も
に
建
て

て
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
函
館
教
区
で
経
営
し
て
い
た
〝
湯
ノ

川
孤
児
院
〟
を
こ
こ
に
移
し
て
ト
ラ
ピ
ス
ト
に
そ
の
経
営
を
委
せ
る
た
め

で
あ
っ
た
。

こ
の
建
物
の
中
に
は
こ
ざ
っ
ぱ
り
し
た
小
聖
堂
も
あ
り
、
は
じ
め
の
こ

ろ
の
信
者
た
ち
は
こ
こ
で
祈
り
も
し
、
日
曜
日
に
は
ミ
サ
に
も
あ
ず
か
っ

た
。
ミ
サ
の
た
め
に
は
必
要
に
応
じ
て
修
道
院
か
ら
司
祭
が
お
り
て
き
て

世
話
を
し
て
く
れ
た
。
ミ
サ
だ
け
で
は
な
く
孤
児
た
ち
の
世
話
も
、
教
師

や
世
話
人
た
ち
に
だ
け
委
せ
て
お
か
ず
修
道
士
が
お
り
て
き
て
一
緒
に
世

話
を
し
た
。

明
治
２
９
年
１
０
月
２
８
日
、
い
よ
い
よ
９
名
か
ら
な
る
ト
ラ
ピ
ス
ト

た
ち
が
来
朝
し
創
立
の
第
一
歩
を
し
る
し
た
。
翌
明
治
３
０
年
に
は
そ
れ

ま
で
シ
ス
タ
ー
た
ち
の
世
話
を
う
け
て
い
た
湯
ノ
川
孤
児
院
の
児
童
た
ち

３
６
名
が
当
別
に
移
さ
れ
て
、
孤
児
た
ち
は
こ
の
学
園
で
新
し
い
経
営
者

と
世
話
人
た
ち
の
世
話
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
名
前
も
〝
ト
ラ
ピ
ス
ト

学
園
〟
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

草
わ
け
の
こ
ろ
の
信
者
に
は
こ
の
学
園
の
子
ど
も
た
ち
と
、
ト
ラ
ピ
ス

ト
を
慕
っ
て
隣
村
の
木
古
内
や
知
内
方
面
の
開
拓
地
か
ら
移
り
住
ん
で
き

た
中
か
ら
多
く
出
た
。
修
道
院
の
仮
住
居
が
火
災
に
あ
っ
た
年
の
前
年
す

な
わ
ち
明
治
３
５
年
に
受
洗
者
の
数
は
５
２
名
で
、
１
年
に
１
０
名
の
割

合
で
信
者
が
ふ
え
て
い
る
。

二
、
露
風
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
へ
の
道

（
１
）
露
風
が
語
る
講
師
に
な
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
（
動
機
・
事
情
）

露
風
が
着
任
し
た
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
頃
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
は
、

修
道
士
が
六
〇
人
余
り
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
に
付
属
し
た
信
者
が
家
族
と
共
に

一
五
〇
人
程
い
た
と
い
う
。

露
風
は
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
後
、
一
〇
月

に
親
戚
・
知
友
の
見
舞
い
に
上
京
、
二
二
日
に
大
阪
玉
造
教
会
を
訪
問
、
翌
日

教
会
で
講
師
赴
任
の
動
機
・
事
情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
講
演
し
て
い
る
。
取

材
し
た
雑
誌
記
者
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
資
料
と
し
て
貴
重
な
た
め
関

係
す
る
部
分
を
紹
介
す
る注

４

。

「
大
正
一
二
年
一
〇
月
二
三
日
、
大
阪
玉
造
教
会
に
て
、『
三
木
露
風
氏
の

講
演
』」

私
が
北
海
道
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
国
文
学
の
師
と
し
て
這
入
り
ま

し
た
の
は
丁
度
四
年
前
で
あ
り
ま
し
た
が
教
理
を
解
し
て
真
の
信
仰
生
活

に
入
る
ま
で
に
は
余
程
年
月
を
経
ま
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
私
は
恰
も
迷

へ
る
羊
の
如
く
頻
り
と
道
を
求
め
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
大
正
四
年
八

月
に
初
め
て
北
海
道
の
地
を
踏
み
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
を
訪
ひ
ま
し
て
、

其
の
修
院
生
活
に
就
き
感
じ
た
こ
と
を
綴
つ
て
十
月
に
『
良
心
』
と
云
う
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ふ
題
の
詩
集
を
出
し
ま
し
た
。
私
は
当
時
心
に
非
常
に
不
満
を
抱
い
て
居

ま
し
て
唯
単
に
享
楽
的
文
藝
に
満
足
し
得
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
て
自
然
を
友
と
し
、
社
会
を
敵
と
し
て
居
た
（
イ
ブ
セ
ン
の
『
社
会

の
敵
』
の
様
に
）

当
時
東
京
郊
外
池
袋
草
庵
の
限
り
な
き
孤
独
生
活
の
内
に
限
り
な
き
喜

び
も
あ
り
ま
し
た
が
、
北
海
道
に
行
き
ま
し
て
か
ら
と
言
ふ
も
の
は
全
く

私
は
精
神
上
に
一
新
紀
元
を
画
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
帰
京
後
に
修
院
長

プ
リ
エ
師
は
丁
重
な
賀
状
を
下
さ
い
ま
し
た
の
で
、
私
も
御
返
事
を
差
上

げ
ま
す
と
誠
に
有
難
い
御
言
葉
を
戴
い
た
の
で
す

そ
れ
は
私
の
詩
集
『
良
心
』
は
永
久
に
修
道
院
に
残
し
、
又
仏
、
伊
両

国
に
も
送
つ
た
と
言
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
其
翌
々
年
に
も
行
き
ま
し
た

が
、
大
正
八
年
の
夏
、
突
然
私
は
帰
郷
を
思
切
つ
て
再
び
北
海
道
へ
と
東

京
を
離
れ
ま
し
た
。
途
中
の
山
水
風
景
の
美
に
酔
は
さ
れ
、
芭
蕉
の
跡
を

慕
ひ
つ
ゝ
終
に
ト
ラ
ピ
ス
ト
に
着
き
ま
し
た
。
恰
も
箒
を
手
に
し
て
ゐ
た

一
修
道
士
は
抱
か
ん
ば
か
り
に
さ
れ
ま
し
た
。
続
て
副
院
長
も
ゐ
ら
つ
し

や
い
ま
し
て
誠
に
懇
に
御
待
遇
下
さ
い
ま
し
た
。
間
も
無
く
、
唯
今
修
院

に
国
文
学
の
良
師
が
居
な
い
か
ら
是
非
一
つ
や
つ
て
貰
ひ
た
い
と
切
に
御

頼
み
が
あ
り
ま
し
た
。
余
り
突
然
な
の
に
驚
き
ま
し
た
が
、
唯
今
の
処
で

は
忙
し
く
も
あ
り
ま
す
か
ら
何
卒
考
へ
さ
し
て
頂
き
た
い
と
申
上
げ
ま
し

た
が
、
然
し
私
の
心
に
は
東
京
と
云
ふ
も
の
に
未
練
が
あ
り
ま
し
た
。
ト

ラ
ピ
ス
ト
に
半
永
住
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
と
喜
ば
し
い
こ
と
も
あ
り
ま

せ
う
が
、
又
一
面
に
は
悲
し
い
こ
と
も
あ
る
で
せ
う
。
こ
ん
な
色
々
な
思

が
乱
れ
る
様
に
浮
ん
で
参
り
ま
す
。
修
院
生
活
は
か
ね
て
の
希
望
で
も
あ

り
、
沼
津
の
ピ
リ
ン
師
に
初
め
て
話
を
聞
い
て
十
四
年
前
か
ら
知
つ
て
ゐ

た
ト
ラ
ピ
ス
ト
に
半
永
住
す
る
に
は
喜
び
も
悲
し
み
も
あ
る
。
即
座
に
応

じ
兼
ね
て
ゐ
る
所
に
修
士
等
は
仲
々
許
し
て
く
れ
さ
う
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
仕
方
が
有
り
ま
せ
ん
。
兎
角
茲
二
三
日
間
教
へ
さ
し
て
い
た
ゞ
き
ま

せ
う二

三
日
も
過
ぎ
ま
し
た
所
が
院
長
は
せ
め
て
夏
中
で
も
教
へ
て
く
れ
と

切
望
さ
れ
ま
す
。
此
時
初
め
て
私
も
決
心
を
固
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ

う
し
て
直
ち
に
其
由
院
長
に
伝
へ
ま
す
と
非
常
に
御
喜
び
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
故
郷
に
病
ん
で
居
り
ま
す
父
を
見
舞
ひ
又
帝
都
に
残
し
て
置
い
た

色
々
な
仕
事
の
整
理
の
た
め
一
応
帰
京
い
た
し
ま
し
た
。
事
の
成
行
き
を

妻
に
話
し
ま
す
と
、
全
く
の
不
賛
成
で
も
な
い
が
、
東
京
生
ま
れ
で
地
方

を
知
ら
ぬ
彼
女
は
悲
し
ん
で
を
り
ま
し
た
。
然
し
夫
れ
よ
り
も
友
人
及
び

社
会
の
反
対
は
実
に
甚
い
も
の
で
、
何
故
北
海
道
の
様
な
田
舎
下
だ
り
ま

で
し
て
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
東
京
の
方
が
良
い
で
は
な
い
か
、

今
一
度
思
直
し
て
く
れ
。
こ
ん
な
種
類
の
運
動
は
ま
す
〳
〵
多
か
つ
た
の

で
す
が
、
既
に
私
の
心
は
東
京
を
離
れ
切
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然

し
あ
ち
こ
ち
の
別
宴
は
誠
に
涙
ぐ
ま
し
い
思
ひ
が
致
し
ま
す
。
例
へ
ば
日

本
作
曲
協
会
の
土
方
伯
爵
邸
の
別
宴
の
席
上
、
私
の
文
藝
上
の
兄
弟
で
あ

り
ま
す
山
田
耕
作
は
、
今
迄
社
会
の
種
々
な
出
来
事
に
対
し
て
無
関
心
で

あ
る
と
言
ふ
こ
と
は
良
い
、
色
々
と
干
渉
し
て
世
の
中
の
事
を
考
へ
る
も

の
ぢ
や
な
い
と
の
み
思
ひ
込
ん
で
居
た
が
、
今
親
友
三
木
露
風
が
此
の
問

題
に
遭
遇
し
、
全
く
無
関
心
で
居
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
私
等
は
唯
今
で

は
一
日
も
早
く
氏
が
帰
京
せ
ら
る
ゝ
様
に
御
願
ひ
い
た
し
た
い
。
即
ち
こ

の
会
は
こ
れ
か
ら
引
留
会
に
替
へ
よ
う
ぢ
や
な
い
か
、と
云
い
ひ
ま
し
た
。

又
、
或
る
大
学
の
教
授
は
、
妻
に
露
風
氏
一
人
丈
北
海
道
に
行
つ
て
貰
つ

て
貴
女
は
東
京
に
御
残
り
に
な
つ
た
ら
如
何
で
せ
う
と
笑
ひ
な
が
ら
申
し

ま
し
た
。
妻
は
ト
ラ
ピ
ス
ト
に
参
り
ま
す
と
私
が
何
時
も
御
腹
を
悪
く
い
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た
し
ま
す
か
ら
、
私
は
台
所
の
世
話
を
す
る
為
に
参
り
ま
す
と
答
へ
た
と

言
ふ
こ
と
で
御
座
い
ま
す
。

迷
え
る
羊
の
如
く
道
を
求
め
て
い
た
露
風
に
対
し
、
修
道
院
側
は
露
風
の
招

聘
に
つ
い
て
二
つ
の
目
的
が
あ
っ
た
。
修
道
院
創
立
史
を
ま
と
め
た
高
島
源
一

郎
神
父
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る注

５

。

修
道
院
で
は
祈
祷
士
志
願
者
の
教
育
が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は

そ
の
当
時
、
ほ
と
ん
ど
全
部
が
小
学
校
を
終
わ
っ
た
だ
け
で
入
会
し
、
中

等
教
育
は
院
内
で
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
臨
時
に
教
師
を
頼
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、定
ま
っ
た
教
師
、

こ
と
に
国
語
、
国
文
の
よ
う
な
大
切
な
科
目
の
教
師
が
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
三
木
露
風
が
ト
ラ
ピ
ス
ト
を
慕
っ
て
来
院
す
る
の
を
見
て
、一
つ
に
は
、

こ
の
優
れ
た
詩
人
を
信
者
に
す
る
こ
と
の
布
教
上
大
き
な
影
響
が
あ
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
て
、
露
風
を
講
師
に
招
い
て
は
と
の
意
見
が
生
じ
、
相
談

の
結
果
こ
れ
を
露
風
に
申
し
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。
露
風
は
こ
れ
を
承
諾

し
、
こ
こ
に
大
正
九
年
か
ら
満
四
ヶ
年
の
当
別
滞
在
、
修
道
院
の
講
師
と

し
て
勤
め
る
こ
と
が
き
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

右
に
よ
る
と
「
講
師
」
就
任
は
、信
仰
の
道
を
求
め
て
い
た
露
風
と
、国
語
・

国
文
の
教
師
を
必
要
と
し
、
布
教
の
た
め
に
著
名
な
詩
人
を
信
者
に
迎
え
た
い

と
す
る
修
道
院
の
願
い
が
か
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
露
風
の
修
道
院
行
き
に
対

し
友
人
・
知
人
の
反
対
も
あ
っ
た
が
、
露
風
の
神
を
求
め
る
精
神
が
勝
り
決
断

し
た
の
で
あ
る
。

赴
任
前
の
露
風
は
『
寂
し
き
曙
』（
明
治
四
三
年
・
一
九
一
〇
年
）
頃
か
ら

意
識
し
て
象
徴
詩
を
め
ざ
し
、
懐
疑
、
悔
恨
、
苦
悩
の
淵
に
沈
ん
で
い
た
。
ま

た
こ
の
頃
の
露
風
は
信
仰
へ
の
希
求
と
苦
悩
が
あ
り
「
恰
も
迷
え
る
羊
の
如
く

頻
り
と
道
を
求
め
て
ゐ
た
」
と
い
う
。
具
体
的
に
は
、明
治
四
四
（
一
九
一
一
）

年
か
ら
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
を
「
陥
没
の
時
代
」
と
呼
び
、「
懐
疑
」
を

抱
え
漂
泊
の
旅
を
し
て
い
た
。
そ
の
求
道
生
活
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る注

６

。

『
白
き
手
の
猟
人
』
を
出
す
ま
で
の
、
三
年
と
い
ふ
も
の
は
、
私
に
と
っ

て
は
、
陥
没
の
時
代
で
あ
っ
た
。
私
は
、
そ
の
あ
い
だ
、
東
北
の
湖
畔
に

居
た
り
、
東
海
道
を
旅
行
し
て
ゐ
た
り
、
又
、
京
都
に
居
た
り
し
て
暮
し

て
ゐ
た
。

そ
の
頃
、
私
は
、
非
常
な
懐
疑
に
落
ち
て
ゐ
た
の
で
、
詩
も
殆
ど
遠
ざ

か
つ
た
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
。
沼
津
で
公
教
会
へ
毎
日
行
つ
て
、
暮
し
て

ゐ
た
こ
と
や
、
京
都
で
の
参
禅
生
活
な
ど
は
、
私
に
と
つ
て
は
、
寔
に
意

味
深
い
記
憶
で
あ
る
。

ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
へ
の
道
の
第
一
歩
は
、
そ
の
旅
の
途
中
に
あ
っ
た注

７

。

二
十
四
五
歳
の
此
、予
は
苦
が
い
懐
疑
と
共
に
さ
す
ら
ふ
て
居
つ
た
が
、

其
頃
ふ
と
足
を
と
ゞ
め
た
東
海
道
の
或
町
で
独
逸
人
の
宣
教
師
ピ
リ
ン
、

傳
道
師
水
田
爲
一
の
兩
氏
と
知
合
ひ
に
な
り
教
會
に
行
つ
た
り
又
基
督
教

の
書
籍
を
讀
ん
だ
り
し
た
。
ト
ラ
ピ
ス
ト
に
關
す
る
知
識
は
其
時
初
め
て

得
た
の
で
、
予
は
然
う
い
ふ
折
柄
是
非
共
脩
道
士
と
な
ら
う
と
思
ひ
き
は

め
た
の
で
あ
つ
た
。
爾
來
志
を
果
さ
ず
に
數
年
を
經
た
。
今
日
予
は
教
會

を
離
れ
て
は
ゐ
る
が
神
を
求
む
る
精
神
は
別
様
の
意
味
で
自
分
の
内
に
燃

え
て
ゐ
る
。
其
故
に
予
は
屢
々
反
省
し
、
反
省
の
度
び
に
脩
道
生
活
を
思
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つ
た
。
ト
ラ
ピ
ス
ト
脩
道
院
は
、
か
く
し
て
夢
寢
に
も
忘
る
ゝ
こ
と
が
能

な
か
つ
た
。
今
年
予
は
壮
大
な
る
彼
地
を
訪
ふ
た
。

さ
ら
に
文
学
的
な
「
懐
疑
」
に
は
「
当
時
私
は
心
に
非
常
に
不
満
を
抱
い
て

居
り
ま
し
て
、
唯
単
に
享
楽
的
文
藝
に
満
足
し
得
な
か
つ
た
」、
そ
し
て
「
自

然
を
友
と
し
、社
会
を
敵
と
し
て
居
た
（
イ
プ
セ
ン
の
『
社
会
の
敵
』
の
様
に
）」

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
「
享
楽
的
文
藝
」
と
は
、蒲
原
有
明
に
始
ま
り
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）

年
に
刊
行
さ
れ
官
能
的
退
廃
的
詩
風
の
代
表
と
な
っ
た
北
原
白
秋
の『
邪
宗
門
』

か
ら
詩
壇
が
官
能
享
楽
主
義
の
時
代
に
な
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
露

風
の
西
欧
の
象
徴
詩
の
影
響
を
受
け
、
観
念
的
思
想
的
な
詩
風
と
は
異
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。

ま
た
『
社
会
の
敵
』
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
劇
作
家
イ
プ
セ
ン
の
戯
曲
『
人
民

の
敵
』（
一
八
八
二
年
）
が
原
作
で
あ
る
。『
人
形
の
家
』（
一
八
七
九
年
）
と
『
幽

霊
』（
一
八
八
一
年
）
へ
の
保
守
派
か
ら
の
非
難
に
対
し
て
、
革
新
的
思
想
と

は
何
か
と
答
え
た
作
品
と
い
わ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
明
治
三
四（
一
九
〇
一
）

年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
こ
の
劇
の
翻
案
が
森
晋
太
郎
記
者
に
よ
り
『
時
事

新
報
』
に
連
載
、
九
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
イ
プ
セ
ン
の
『
人
民
の
敵
』
を

『
社
会
の
敵
』
の
題
名
で
最
初
に
翻
訳
し
た
の
は
高
安
月
郊
で
、
明
治
三
八

（
一
九
〇
五
）
年
一
〇
月
に
『
人
形
の
家
』
の
翻
訳
と
合
わ
せ
て
『
イ
プ
セ
ン

作
社
会
劇
』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る注

８

。
原
作
に
は
町
に
不
都
合
な
真
実
で

あ
る
環
境
汚
染
を
告
発
す
る
主
人
公
、
守
る
べ
き
正
義
を
掲
げ
る
個
人
を
抑
圧

す
る
多
数
派
の
暴
力
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
正
義
感
は
、
民
衆
に
と
っ
て
は

敵
で
し
か
な
く
、
主
人
公
と
そ
の
家
族
は
し
だ
い
に
孤
立
し
て
行
く
と
い
う
ス

ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
頃
よ
り
露
風
と
北
原
白
秋
が
詩
壇
の
中
心
に
な

り
始
め
る
と
二
つ
の
派
閥
が
生
じ
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
に
お
け
る
批
判

文
の
や
り
と
り
か
ら
始
ま
っ
た
後
輩
た
ち
の
反
目
は
神
秘
主
義
と
象
徴
主
義
に

関
す
る
詩
壇
論
争
へ
と
発
展
し
た
。
露
風
の
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
以
降
は
、

露
風
の
主
宰
す
る
「
未
来
社
」
の
党
派
的
一
派
と
北
原
白
秋
ら
の
「
ス
バ
ル
」

派
と
対
立
し
て
詩
壇
を
二
分
す
る
辛
い
時
期
で
あ
っ
た
。
大
正
六
年
に
は
萩
原

朔
太
郎
が
「
三
木
露
風
一
派
を
放
追
せ
よ
」
を
発
表
し
て
批
判
し
た
。
露
風
は

フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
の
影
響
を
受
け
、
芭
蕉
や
能
に
影
響
さ
れ
た
独
自
の
象
徴
詩

を
掲
げ
批
判
さ
れ
た
こ
と
か
ら
『
社
会
の
敵
』
に
共
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
、　
露
風
先
生
と
教
え
子
・
祈
祷
士
志
願
者

（
１
）
修
道
院
の
祈
祷
修
道
士
志
願
者

露
風
が
講
師
と
し
て
祈
祷
士
志
願
者
に
教
え
た
の
は
、
普
通
学
の
国
語
関
連

で
あ
る
。
普
通
学
は
中
等
程
度
の
五
か
年
で
、
中
学
校
と
同
じ
く
国
語
、
漢
文
、

数
学
、
歴
史
、
地
理
、
博
物
、
作
文
、
習
字
等
を
学
習
、
外
国
語
は
ラ
テ
ン
語

を
学
ん
で
い
た
。
規
定
の
学
を
終
え
る
ま
で
に
九
年
を
要
し
、
普
通
学
か
ら
後

の
期
間
は
哲
学
と
神
学
を
学
ぶ
。
そ
し
て
徳
行
の
あ
る
者
が
司
祭
に
採
り
あ
げ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
生
徒
は
、
一
番
多
い
時
で
二
〇
名
ほ
ど
が
い
て
、
ほ
と
ん

ど
が
尋
常
小
学
校
六
年
を
終
え
た
少
年
た
ち
で
あ
っ
た
。

『
新
詩
会
』
の
同
人
で
詩
人
百
田
宗
治
は
、
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
二

月
頃
に
修
道
院
の
露
風
を
訪
ね
「
玄
関
の
土
間
の
壁
に
学
校
の
時
間
割
表
が
貼

り
つ
け
て
あ
っ
た
と
覚
え
て
ゐ
る
。
そ
の
時
間
割
表
に
は
就
寝
、
國
語
、
算
術

な
ど
と
い
ふ
文
字
が
あ
っ
て
、
私
は
三
木
さ
ん
は
こ
ゝ
で
は
小
學
校
の
先
生
な

の
だ
な
と
思
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る注

９

。

そ
の
授
業
に
つ
い
て
高
島
源
一
郎
神
父
は
「
露
風
の
講
義
は
主
に
国
文
学
、
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文
法
、
作
文
等
で
、
始
め
と
り
つ
き
難
く
感
じ
た
生
徒
た
ち
も
、
す
ぐ
に
馴
れ

て
、
わ
が
国
一
流
の
詩
人
か
ら
授
業
を
受
け
る
の
を
密
か
に
誇
り
と
し
て
い 

た
」
と
記
し注1

注

、
生
徒
に
対
し
て
は
「
常
に
親
切
で
、
稚
拙
な
作
文
や
作
詩
の
添

削
に
は
丁
寧
懇
切
、
一
々
評
を
添
え
、
励
ま
し
の
言
葉
を
記
し
た
」
と
伝
え
て

い
る注注

注

。

（
２
）
露
風
先
生
の
作
文
指
導

そ
の
露
風
先
生
の
指
導
し
た
「
ノ
ー
ト
」
が
未
公
開
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
。

生
徒
た
ち
の
祈
祷
志
願
室
で
書
い
た
作
文
や
詩
に
は
、
露
風
の
親
切
・
丁
寧
な

添
削
指
導
や
評
、
評
価
が
記
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
作
品
の
中
か
ら
次
の
作
品

三
篇
と
評
三
篇
を
紹
介
す
る注1

注

。

①　

優
秀　

詩
「
暗
き
淵
よ
り
」

底
な
き
淵
よ
り
啼
く
黒
き
鳥
／
其
の
舌
は
し
ぶ
り
／
灰
色
の
悲
哀
に
満
ち

た
る
声
も
て
／
池
の
ほ
と
り
に
救
い
を
呼
ぶ

暫
し
の
の
ち
に
／
ま
が
つ
み
の
炎
を
負
ひ
て
出
で
来
る
も
の
あ
り
／
さ
き

の
も
の
の
口
に
焔
を
ふ
き
か
く
／
し
か
も
あ
ら
ぬ
声
も
て
救
を
求
む
呼
ぶ

救
ひ
の
手
は
彼
れ
を
掩
ひ
ぬ
／
ま
が
つ
み
の
も
の
光
に
恐
れ
て
／
底
無
き

淵
へ
と
転
び
行
く
。

一
讀
深
い
悲
哀
を
感
じ
る
、
表
現
は
一
句
一
句
に
暗
示
の
效マ

マ

果
を
も
つ
て

ム
ダ
が
少
し
も
な
く
優
れ
て
ゐ
る
／
ま
た
此
詩
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
立
派
な

象
徴
詩
で
あ
る

一
九
二
二
年
五
月
廿
三
日
／
三
木

②　

甲　

作
文
「
愛
」　

露
風
の
添
削
箇
所
の
（　

）
印
は
挿
入
、〈　

〉
印

は
訂
正
を
示
す

愛
と
云
ふ
言
（
葉
）
程
卋
に
平
凡
な
言
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
！
が
愛
（
他

的
）
行
為
程
人
に
好
ま
れ
、
人
を
喜
〈
喜
→
歡
〉
ば
せ
る
も
の
も
恐
ら
く

見
付
〈
付
→
得
〉
ら
（
れマ

なマ

）
な
い
で
あ
ら
う
。
卋
の
（
多
く
の
）
人
（
々
）

は
愛
す
る
必
ず
愛
す
る
（
で
あ
ら
う
が
）
然
し
其
の
愛
は
凡
〈
凡
→
總
〉

て
純
な
も
の
と
は
云
ひ
得
な
い
、
却
っ
て
隠
れ
た
る
一
種
の
〈
一
種
の
→

削
除
〉利
己
心
で〈
で
→
の
〉（
一
種
で
）は
あ
る
ま
い
か
、其
の
證
據（
に
）

は
殆
ど
毎
日
（
の
如
く
）
社
會
の
（
生
活
）
の
中
に
見
る
事
（
が
→
を
）

出
来
（
得
）
る
で
あ
ら
う
。

（
以
下
略
）。 

（
一
九
二
三
年
）
一
二
月
一
八
日

主
觀
の
み
に
と
ら
は
れ
た
の
趣
き
あ
り
、
口
語
體
と
記
事
文
體
の
合
作

の
感
あ
り
、
文
を
作な

す
時
は
、
そ
の
中
心
を
如
何
に
な
す
か
を
構
想
す

べ
し
。
然
し
面
白
き
文
で
す

③　

秀
逸　
　

詩
「
雪
の
朝
」

（
一
） 

我
知
ら
ず
／
窓
越
し
に
見
れ
ば
／
新
し
き
卋
界
を
わ
れ
は
見
る
／

丸
山
の
峯
は
白
く
／
麓
は
う
す
白
く
木
ま
ば
ら
な
り
／
枯
木
に
そ

よ
ぐ
音ね

は
／
こ
れ
冬
の
祈
り
の
聲
な
り

（
二
） 

一
陣
の
凩
／
麓
を
襲
へ
ば
／
落
葉
は
白
き
雪
相
ま
ち
て
／
走
る
彼

等
〈
等
→
処
〉
の
卋
界
に
／
若
干
の
落
葉
／
わ
が
窓
に
さ
さ
や
く

／
心
あ
せ
り
ぬ
／
こ
れ
彼
れ
と
吾
れ
の
名
残
り
な
り
。

（
三
） 
窓
を
打
開
け
て
見
れ
ば
／
彼
等
〈
等
→
処
〉
の
峯
に
は
孤
松
秀
で

／
し
づ
か
屋
の
峰
よ
り
／
出
で
立
つ
煙
／
松
の
縁
り
に
懸
り
て
／

密
の
物
か
は
し
。
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此
詩
は
よ
く
う
た
は
れ
て
あ
る
。
景
情
も
よ
く
あ
ら
は
れ
言
葉
に
も
冗

が
な
い
。「
枯
木
に
そ
よ
ぐ
音
は
こ
れ
冬
の
祈
り
な
り
」
な
ど
ほ
ん
と

う
に
善
い
。
三
木

露
風
先
生
は
、
国
語
と
し
て
の
文
章
指
導
だ
け
で
な
く
象
徴
詩
人
や
カ
ト

リ
ッ
ク
的
な
視
点
か
ら
指
導
し
て
い
る
。
ま
た
次
の
例
の
よ
う
に
「
大
き
な
自

然
の
中
に
神
を
想
い
神
に
拠
っ
て
生
活
す
る
こ
と
よ
ろ
こ
ん
だ注1

注

」
露
風
ら
し
い

評
（
④
）
や
そ
の
文
学
の
愛
好
者
で
姻
戚
関
係
に
あ
る
国
木
田
独
歩
の
影
響
を

指
摘
す
る
な
ど
の
専
門
的
な
評
（
⑤
）、
信
仰
に
お
け
る
魂
の
成
長
を
褒
め
、

励
ま
し
の
言
葉
（
⑥
）
を
添
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
丁
寧
に
添
削
し
た
ノ
ー
ト

は
一
〇
日
ほ
ど
で
返
却
し
て
い
た
。

④　

甲
ノ
上　

作
文
「
春
の
一
日
」（
大
正
一
一
年
五
月
四
日
、
野
辺
に
佇

ん
で
書
す
）
の
評

感
興
の
満
ち
溢
れ
た
文
に
し
て
神
の
美
を
高
調
せ
る
も
の
、最
近
の
傑
作
。

一
九
二
二
、五
月
十
六
日　

三
木
パ
ウ
ロ
。

⑤　

詩
「
罪
な
き
も
の
ゝ
涙
」（
大
正
一
二
年
二
月
二
四
日
作
）
の
評

独
歩
の
文
の
影
響
を
受
け
た
よ
う
な
節
も
あ
る
が
、
そ
の
思
想
は
独
特
の

物
で
あ
る
。
深
さ
と
淋
し
さ
が
と
も
な
っ
て
ゐ
る
。
又
文
體
も
大
分
よ
く

な
っ
て
来
た
。
三
月
二
日　
　

三
木
パ
ウ
ロ

⑥　

詩
「
イ
エ
ズ
ス
ゲ
ツ
マ
ニ
の
園
に
入
り
て
悲
し
み
給
ふ
」（
同
年
三
月

一
五
日
作
）
の
評

よ
く
此
詩
を
書
い
た
、
私
は
君
が
こ
れ
ほ
ど
に
魂
を
成
長
せ
し
め
、
又
、

文
體
を
学
ん
で
ゐ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
、
最
も
深
い
喜
び
を
君
に
贈
る

　

三
木
パ
ウ
ロ

こ
の
よ
う
な
懇
切
丁
寧
な
指
導
は
、『
秀
才
文
壇
』（
明
治
四
四
年
）、『
文
章

世
界
』（
大
正
二
年
）、『
中
央
文
学
』（
大
正
五
年
）
な
ど
の
詩
選
者
や
『
こ
ど

も
雑
誌
』（
大
正
八
年
）の
童
謡
選
者
な
ど
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

四
、
露
風
先
生
と
教
え
子
・
山
野
末
市
神
父

な
か
夫
人
が
露
風
の
教
え
子
で
あ
る
山
野
末
市
神
父
に
宛
て
た
未
公
開
書
簡

が
あ
る
。
露
風
と
山
野
神
父
の
関
係
を
知
る
資
料
と
し
て
二
通
ほ
ど
紹
介
す
る注1

注

。

（
１
）
露
風
の
た
め
に
山
野
神
父
に
追
悼
ミ
サ
を
依
頼
す
る
な
か
夫
人

拝
啓

本
年
は
暖
冬
の
気
候
不
順
の
折
柄
お
障
り
も
な
き
御
事
と
存
じ
上
げ
ま
す
、

私
は
こ
の
頃
丈
夫
に
な
り
ま
し
て
忙
し
く
過
し
て
居
り
ま
す
。

さ
て
露
風
が
亡
く
な
り
ま
し
て
早
く
も
四
年
に
な
ろ
う
と
し
て
居
り
ま
す
、

い
つ
も
私
の
心
に
か
ゝ
る
の
は
存
命
中
気
の
強
い
人
で
し
た
の
で
霊
は
ど

う
し
て
居
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
す
、
そ
れ
で
お
願
ひ
が
あ
り
ま
す
御
都
合

が
出
来
ま
す
な
れ
ば
今
月
二
十
九
日
に
御
ミ
サ
を
露
風
の
霊
の
為
に
上
げ

て
頂
き
た
く
思
ひ
ま
す
。
ど
ん
な
に
か
喜
ぶ
で
せ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
重

ね
て
お
願
い
申
上
げ
ま
す
。
／
モ
ニ
カ　

三
木
な
か

ラ
フ
ァ
エ
ル　

山
野
末
市
神
父
様

祈
祷
修
道
士
志
願
者
の
教
え
子
の
中
に
、ラ
フ
ァ
エ
ル
山
野
末
市
神
父
が
い
る
。

山
野
神
父
は
長
崎
市
平
戸
出
身
で
男
六
人
女
六
人
の
一
二
人
兄
妹
の
下
か
ら
三

番
目
で
、父
祖
代
々
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
、叔
父
叔
母
は
修
道
士
と
い
う
環
境
で
育
っ

た
。
小
学
校
を
出
て
す
ぐ
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
四
月
中
旬
に
修
道
院
に
入
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り
、
露
風
に
は
同
年
五
月
下
旬
か
ら
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
六
月
、
露
風

退
任
ま
で
の
四
年
一
か
月
ほ
ど
教
わ
っ
た
。
随
筆
に
「
Ｙ
少
年
」
と
し
て
登
場

す
る
山
野
少
年
は
、
露
風
シ
ェ
ン
シ
ェ
イ
と
呼
び
生
涯
慕
っ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
書
簡
は
露
風
の
命
日
（
昭
和
三
九
年
一
二
月
二
九
日
）
の
一
二
月
二
九

日
に
追
悼
ミ
サ
を
依
頼
し
た
も
の
で
、
現
金
書
留
封
筒
で
送
ら
れ
て
い
る
。
消

印
は
切
手
収
集
の
た
め
切
り
取
っ
て
あ
り
不
明
で
あ
る
が
、
露
風
死
去
の
四
年

後
の
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
に
書
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
２
）
な
か
夫
人
が
伝
え
る
講
師
期
間
延
長
（
二
年
か
ら
四
年
）
の
理
由
と
教

え
子
の
こ
と

山
野
神
父
は
、
昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
五
月
三
〇
日
の
露
風
詩
碑
の
建

立
に
も
尽
力
し
た
。
そ
の
式
典
の
後
、
な
か
夫
人
が
山
野
末
市
神
父
に
宛
て
た

九
月
初
旬
頃
の
書
簡
が
残
っ
て
い
る
。未
公
開
資
料
の
た
め
全
文
を
紹
介
す
る
。

御
手
紙
に
写
真
、
ア
ル
バ
ム
を
お
受
け
致
し
ま
し
た
。

一
ヶ
年
以
上
も
な
に
か
と
お
気
を
つ
か
は
れ
、除
幕
式
も
す
ま
さ
れ
、が
っ

か
り
さ
れ
て
お
體
に
お
障
り
が
な
け
れ
ば
よ
い
が
と
心
配
致
し
て
居
り
ま

し
た
。
お
手
紙
の
御
様
子
で
は
御
元
気
そ
う
で
安
心
い
た
し
ま
し
た
。

最
初
に
百
万
円
と
言
ふ
予
定
を
見
て
安
部
さ
ん
が
な
か
〳
〵
寄
付
は
集
ら

な
い
も
の
も
っ
と
小
さ
く
し
て
は
ど
う
か
し
ら
な
ど
ゝ
話
し
て
居
り
ま
し

た
。

予
想
外
に
多
く
集
ま
り
造
園
費
、
維
持
費
に
ま
で
残
る
と
は
皆
様
の
御
厚

志
を
難
有
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
詩
碑
の
前
の
広
場
は
陽
当
り
も
よ
く
芝

を
植
え
た
ら
と
思
っ
て
居
り
ま
し
た
ら
す
で
に
黒
土
を
置
き
種
を
蒔
き
芽

を
ふ
き
青
く
な
っ
た
と
の
こ
と
私
の
思
っ
て
居
り
ま
し
た
こ
と
が
出
来
て

池
も
出
来
た
と
の
由
美
し
い
公
園
に
な
る
こ
と
ゝ
思
い
ま
す
。
た
の
し
い

想
い
で
す
。

昔
の
事
に
な
り
ま
す
が
大
正
九
年
四
月
に
修
道
院
を
お
訪
ね
し
て
其
時
に

院
長
様
か
ら
一
年
か
ら
二
年
来
て
く
れ
な
い
か
と
の
お
話
で
お
断
り
し
か

ね
て
お
受
け
し
て
東
京
に
直
ぐ
帰
り
仕
事
を
か
た
づ
け
五
月
の
初
め
に
引

越
し
て
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
年
過
ぎ
ま
し
た
時
露
風
に
私
は
申
し

ま
し
た
二
年
過
ぎ
た
の
で
東
京
へ
帰
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と　

そ
の

時
露
風
は
申
し
ま
す
の
に
『
自
分
が
今
東
京
に
帰
っ
て
替
り
の
人
が
来
て

く
れ
る
の
な
れ
ば
い
ゝ
け
れ
ど
替
り
の
人
を
捜
す
の
は
無
理
だ
そ
う
す
れ

ば
小
さ
い
組
の
人
は
半
端
人
間
に
な
っ
て
し
ま
ふ
院
長
様
が
も
う
帰
れ
と

い
ふ
ま
で
ミ
ッ
チ
リ
と
教
へ
込
ま
な
け
れ
ば
だ
め
だ
』
と　

そ
れ
か
ら
は

な
ほ
厳
し
い
教
へ
方
を
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が　

そ
れ
は
意
地
悪
や
責

め
る
気
持
ち
で
厳
し
く
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

賢
い
神
父
様
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
こ
そ
厳
し
か
っ
た
こ
と
を
恨
み
に
も

思
は
ず
か
へ
っ
て
厳
し
か
っ
た
先
生
へ
の
恩
返
し
と
お
っ
し
や
っ
て
立
派

な
詩
碑
を
立
て
頂
き
露
風
の
真
意
を
解
っ
て
頂
き
満
足
し
て
喜
ん
で
い
る

こ
と
ゝ
思
い
ま
す

ア
ル
バ
ム
の
う
し
ろ
か
ら
四
頁
の
詩
碑
の
前
の
神
父
様
お
一
人
の
写
真
を

見
て
居
り
ま
す
と
形
な
き
形
と
声
な
き
声
が
神
父
様
の
前
に
漂
ふ
て
居
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
、
露
風
の
声
が
「
よ
く
立
派
に
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
」

と
ほ
ゝ
笑
み
な
が
ら
見
つ
め
て
い
ま
す
、

あ
の
写
真
を
見
て
居
り
ま
す
と
霊
感
を
お
ぼ
へ
ま
す
、
け
れ
ど
淋
し
く
は

な
く
嬉
し
い
様
で
す
。

秋
も
日
増
し
に
近
づ
き
野
の
取
入
な
ど
で
御
多
忙
に
な
る
事
と
思
は
れ
ま

す
。
御
身
御
大
切
に
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こ
の
夏
は
こ
と
に
暑
う
ご
ざ
い
ま
し
た
が
こ
の
二
三
日
雨
な
ど
で
涼
し
く

ほ
っ
と
致
し
て
居
り
ま
す
、
こ
の
頃
少
し
腰
が
曲
っ
た
よ
う
で
す
が
気
持

は
元
気
で
居
り
ま
す
。

ア
ル
バ
ム
難
有
う
ご
ざ
い
ま
し
た
御
礼
申
上
げ
ま
す
。
／
か
し
こ
／
三
木

な
か山

野
神
父
様

詩
碑
建
立
に
尽
力
し
た
教
え
子
山
野
神
父
へ
の
感
謝
、
建
立
ま
で
の
事
情
や

公
園
の
様
子
、
な
か
夫
人
の
人
柄
が
伝
わ
る
手
紙
で
あ
る
。
こ
の
資
料
的
価
値

は
、
露
風
の
講
師
就
任
期
間
が
二
年
か
ら
四
年
に
延
長
し
た
理
由
を
「
小
さ
い

組
の
人
は
半
端
人
間
に
な
っ
て
し
ま
ふ
」と
記
し
、教
育
的
な
配
慮
か
ら
で
あ
っ

た
と
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
詩
碑
を
見
つ
め
る
山
野

神
父
」
の
写
真
（
現
『
ト
ラ
ピ
ス
ト
男
子
修
道
院
写
真
集
』
集
録
、
一
九
七
九

年
）
を
目
に
し
た
な
か
夫
人
が
、
山
野
神
父
の
前
に
露
風
の
「
立
派
に
な
っ
た

と
喜
ぶ
声
と
微
笑
む
顔
」
が
漂
い
「
淋
し
く
は
な
く
嬉
し
い
」
よ
う
だ
と
、
教

え
子
山
野
少
年
と
の
親
密
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

そ
の
後
も
な
か
夫
人
と
山
野
神
父
の
交
流
は
続
き
、「
拝
復
／
御
手
紙
と
写

真
と
新
聞
と
を
難
有
く
頂
き
ま
し
た
」（
昭
和
四
七
年
三
月
五
日
・
一
九
七
一
年
）

と
い
う
夫
人
の
書
簡
も
残
っ
て
い
る
（
夫
人
は
昭
和
四
九
年
四
月
没
）。

（
３
）
教
え
子
ラ
フ
ァ
エ
ル
山
野
末
市
神
父
の
語
る
三
木
露
風
先
生

山
野
神
父
（
七
五
歳
）
は
、帰
天
す
る
一
か
月
前
の
昭
和
五
七
（
一
九
八
二
）

年
四
月
に
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
お
け
る
対
談
で
露
風
先
生
と
の
思
い
出
を

語
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
講
師
と
し
て
招
聘
す
る
た
め
に
副
院
長
が
上
京
し
た

こ
と
や
授
業
は
国
定
教
科
書
を
使
用
し
た
こ
と
、
露
風
先
生
に
気
に
入
ら
れ
て

養
子
に
誘
わ
れ
た
こ
と
な
ど
の
新
事
実
が
あ
る
。
ま
た
生
徒
が
自
宅
を
訪
ね
る

と
喜
ん
だ
こ
と
、
洗
礼
式
に
生
徒
一
同
声
を
張
り
上
げ
て
聖
歌
を
歌
っ
た
こ
と

な
ど
懐
か
し
い
思
い
出
を
伝
え
る
。
残
念
な
が
ら
神
父
の
作
文
ノ
ー
ト
は
現
存

し
な
い
。
対
談
は
長
文
の
た
め
簡
略
化
し
て
紹
介
す
る注1

注

。

（
原
文
を
応
答
形
式
に
簡
略
化
、〈
聞
き
手
の
質
問
〉
→
「
山
野
神
父
の
答
え
」）

「
特
別
対
談　

ラ
フ
ァ
エ
ル
山
野
師
に
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
語
っ
て
も
ら
う
三

木
露
風
の
こ
と
な
ど
」（
聞
き
手
パ
ウ
ロ
高
橋
重
幸
、
文
責
ペ
ル
ク
マ
ン

ス
小
山
昭
）

〈
露
風
の
風
采
〉
→
「
そ
れ
ほ
ど
目
立
つ
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
背
丈

も
私
と
同
じ
位
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
三
木
先
生

が
ト
ラ
ピ
ス
ト
に
い
ら
し
た
と
き
は
、
私
は
満
十
二
歳
の

少
年
で
し
た
。
四
年
と
一
ヶ
月
習
い
ま
し
た
か
ら
、
私
が

一
番
長
い
わ
け
で
す
。」

〈
露
風
の
話
し
方
〉
→
「
し
ゃ
し
ゃ
―
よ
ど
み
な
く
―
話
し
ま
し
た
。
詩
人
だ

か
ら
詩
を
朗
読
す
る
よ
う
な
調
子
で
話
す
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
特
に
象
徴
詩
な
ど
、
格
別
な
も
の
で
す
か
ら
、

日
常
の
話
し
方
は
普
通
の
人
と
同
じ
で
し
た
。」

〈
な
ぜ
修
道
院
へ
〉
→
「
Ｒ
・
ド
ン
・
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
切
な
る
要
請
に
よ
り
ま

す
。
副
院
長
自
ら
上
京
、
直
接
会
っ
て
、
ド
ン
・
ジ
ェ
ラ

ル
ド
の
意
向
を
伝
え
ま
し
た
。
し
か
し
簡
単
に
求
め
に
応

じ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。《
牧
神
会
》
の
同
人
誌
を

も
り
立
て
て
行
こ
う
と
の
意
気
込
み
に
燃
え
て
い
ま
し
た
。

雑
誌
の
仕
事
を
な
げ
う
っ
て
行
け
る
か
、
と
言
う
こ
と
で

し
た
が
、
ド
ン
・
ジ
ェ
ラ
ル
ド
も
負
け
て
は
い
ま
せ
ん
。

― 30 ―

T-02_近藤健史（021-040）.indd   30T-02_近藤健史（021-040）.indd   30 2024/02/29   8:43:162024/02/29   8:43:16



雑
誌
の
こ
と
は
ト
ラ
ピ
ス
ト
に
来
て
か
ら
で
も
な
ん
と
か

な
る
か
ら
、
と
も
か
く
来
て
ほ
し
い
、
と
の
強
い
勧
め
に

逆
ら
う
こ
と
が
で
き
ず
、
来
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
直

ぐ
に
応
じ
き
れ
な
い
個
人
的
な
理
由
も
あ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
幸
い
《
塾
》
み
た
い
な
も
の
を
開
い
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
来
れ
た
の
で
し
ょ
う
。」

〈
教
え
た
経
験
〉
→
「《
詩
》
に
つ
い
て
は
権
威
を
も
っ
て
教
え
て
い
た
よ
う

で
す
。」

〈
就
任
の
決
心
〉
→
「
Ｒ
・
ド
ン
・
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
人
柄
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
。

と
こ
と
ん
ま
で
《
ひ
と
》
を
信
用
す
る
、
そ
の
態
度
に
心

打
た
れ
た
よ
う
で
す
。夏
だ
け
で
い
い
か
ら
と
言
っ
た
ら
、

い
や
、
今
年
の
夏
は
よ
く
て
も
来
年
の
夏
は
ど
う
な
る
か

わ
か
ら
な
い
、
覚
悟
を
決
め
た
以
上
、
家
内
と
一
緒
に
行

き
、住
み
込
み
で
教
え
る
、と
ハ
ッ
キ
リ
し
た
態
度
で
や
っ

て
来
ら
れ
ま
し
た
。
引
き
受
け
た
仕
事
の
何
倍
か
の
仕
事

を
さ
れ
た
の
は
事
実
で
す
。
先
生
が
い
ら
し
た
正
確
な
年

と
月
は
、
大
正
九
年
五
月
下
旬
で
し
た
。
私
は
ひ
と
月
前

の
四
月
中
旬
入
会
し
ま
し
た
。」

〈
田
舎
に
よ
く
来
た
〉→「
幸
い
子
ど
も
の
な
い
夫
婦
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。」

〈
月
謝
は
い
く
ら
〉
→
「
七
十
円
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
の
当
時
、
小

学
校
校
長
で
も
、
そ
ん
な
に
も
ら
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。」

〈
同
級
は
野
田
師
〉
→
「
い
や
、
違
い
ま
す
。
上
の
組
で
し
た
。
私
の
同
級
生

は
コ
ロ
ン
パ
ノ
師
で
、そ
れ
に
辞
め
て
帰
っ
た
《
ヒ
ラ
タ
》

と
《
タ
ニ
グ
チ
》
の
二
人
で
し
た
。」

〈
国
語
の
授
業
〉
→
「
た
い
て
い
午
前
中
で
し
た
。
毎
年
、
生
徒
の
数
が
増
え

て
行
き
ま
し
た
が
、
こ
と
さ
ら
学
年
別
に
し
ま
せ
ん
で
し

た
。」

〈
教
科
書
〉
→
「
ち
ゃ
ん
と
国
定
教
科
書
を
使
用
し
ま
し
た
。」

〈
初
め
か
ら
四
年
契
約
〉
→
「
い
や
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
徒
に
は
極

秘
で
し
た
が
、
最
初
は
二
年
契
約
で
し
た
。
そ
れ
が
結
局

四
年
に
な
り
ま
し
た
。」

〈
露
風
の
洗
礼
〉
→
「
大
正
十
一
年
の
復
活
祭
に
。
下
の
お
み
堂
で
、
ド
ン
・

ジ
ェ
ラ
ル
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
で
し
た
。
生
徒
一
同
、
声

を
張
り
上
げ
て
グ
レ
ゴ
リ
ア
ン
聖
歌
を
歌
っ
た
日
の
こ
と

を
、
今
で
も
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
い
ま
す
。」

〈
北
原
白
秋
訪
問
〉
→
「
残
念
な
が
ら
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。」

〈
露
風
の
洗
礼
名
〉
→
「
ポ
ー
ロ
で
し
た
。」

〈
露
風
の
堅
信
〉
→
「
同
日
、
ド
ン
・
ジ
ェ
ラ
ル
ド
が
司
教
の
許
可
を
も
ら
っ

て
授
け
ま
し
た
。」

〈
ト
ラ
ピ
ス
ト
を
語
ら
ぬ
理
由
〉
→
「
ト
ラ
ピ
ス
ト
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
自

分
に
と
っ
て
不
適
格
と
の
信
念
の
た
め
だ
と
思
い
ま
す
。」

〈
露
風
と
の
別
れ
〉
→
「
そ
れ
が
残
念
な
が
ら
、
別
れ
る
淚
も
何
も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
生
徒
が
知
ら
な
い
う
ち
に
、
先
生
は
も
う
帰

途
に
つ
い
て
い
ま
し
た
。」

〈
そ
の
理
由
〉
→
「
そ
れ
は
先
生
が
精
神
的
に
疲
れ
て
い
た
た
め
で
、
今
で
言

う
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
か
か
っ
て
い
た
た
め
で
す
。〔
筆
者
注
・

大
正
十
二
年
関
東
大
震
災
の
見
舞
い
に
上
京
、
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
は
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
と
思
わ
れ
る
。〕
そ
の
た
め
会
わ
な

い
方
が
お
互
い
の
た
め
と
思
っ
て
、
ド
ン
・
ジ
ェ
ラ
ル
ド
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は
黙
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。［
筆
者
注
・
そ
の
頃
で
は
な

い
か
と
思
う
。
正
義
感
に
燃
え
た
三
木
露
風
が
、
村
の
青

年
を
な
ぐ
っ
た
の
は
―
子
供
の
頃
、
耳
に
し
た
話
―
］
生

徒
一
同
、な
ぜ
知
ら
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
と
、ド
ン
・

ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
所
に
押
し
か
け
た
こ
と
も
、
今
は
懐
か
し

い
思
い
出
で
す
。」

〈
信
者
露
風
〉
→
「
模
範
的
で
、
三
木
に
会
い
た
け
れ
ば
、
下
の
教
会
に
行
け
、

と
《
こ
と
わ
ざ
》
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
く
ら
い
、
日
曜
祭

日
に
は
欠
か
さ
ず
ミ
サ
に
あ
ず
か
っ
て
い
ま
し
た
。」

〈
詩
人
ら
し
さ
〉
→
「
雲
雀
の
巣
を
踏
み
つ
け
、
い
た
く
心
を
痛
め
た
、
あ
の

姿
で
す
。」

〈
露
風
宅
訪
問
〉
→
「
毎
日
曜
日
と
言
っ
て
よ
い
く
ら
い
、
晩
課
後
、
生
徒
た

ち
み
ん
な
で
訪
ね
ま
し
た
。
私
た
ち
が
行
く
と
、
先
生
は

奥
さ
ん
に
、
息
子
ど
も
が
来
た
ぞ
、
と
よ
く
言
っ
た
も
の

で
す
。」

〈
当
時
の
生
徒
数
〉
→
「
一
番
多
い
時
は
二
十
名
い
ま
し
た
。
ヒ
エ
ロ
ニ
モ
と

言
う
の
も
い
ま
し
た
が
、
戦
後
、
長
い
間
、
佐
世
保
の
市

会
議
員
を
つ
と
め
た
彼
が
そ
う
で
す
。
思
い
だ
し
ま
す
。

三
木
家
の
あ
っ
た
あ
た
り
一
面
唐
松
の
林
で
あ
っ
た
こ
と

を
。
そ
れ
か
ら
、
今
ト
ラ
ピ
ス
ト
公
園
と
な
っ
て
い
る
下

の
松
林
を
、
先
生
は
よ
く
散
歩
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て

奥
さ
ん
が
、
春
は
山
菜
、
秋
は
き
の
こ
を
と
っ
て
い
た
の

も
、
下
の
松
林
で
す
。」［
筆
者
注
・
三
木
夫
人
の
当
別
在

住
の
頃
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
、
現
在
、
青
森
藤
老
人

ホ
ー
ム
に
い
る
加
賀
谷
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
ぐ
ら
い
で
す
。

そ
の
た
め
で
し
ょ
う
、
三
木
露
風
の
碑
が
建
っ
た
と
き
、

老
夫
婦
の
そ
ば
に
加
賀
谷
た
つ
さ
ん
が
立
ち
ま
し
た
。
三

木
夫
人
は
と
て
も
美
し
い
か
た
で
し
た
、
と
よ
く
話
し
て

い
ま
し
た
。
筆
者
も
、
何
か
の
教
会
行
事
の
写
真
の
中
に

写
っ
て
い
る
お
姿
を
拝
見
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。］

〈
赤
ト
ン
ボ
・
野
バ
ラ
〉
→
「
聖
者
偉
人
の
生
地
争
い
と
同
じ
で
、
そ
う
い
う

事
を
主
張
し
た
が
ら
な
い
ト
ラ
ピ
ス
ト
は
忘
れ
ら
れ
、
生

ま
れ
故
郷
の
作
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
有
本
芳
水
氏
が

ま
と
め
た
三
木
露
風
全
集
第
三
巻
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ

の
事
が
ち
ゃ
ん
と
よ
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。（
セ
バ
ス
チ
ァ

ノ
翁
曰
く
、
三
木
露
風
の
《
野
バ
ラ
》
は
、
大
正
の
末
期

ま
で
、
丸
山
の
ス
ロ
ー
プ
一
面
に
咲
き
競
っ
て
い
た
《
ハ

マ
ナ
ス
》
の
こ
と
を
指
し
、今
で
も
少
々
残
っ
て
い
る
と
。

ち
な
み
に
『
賢
き
の
ば
ら
』
は
大
正
十
一
年
刊
行
の
『
信

仰
の
曙
』、『
赤
と
ん
ぼ
』
は
同
十
年
の
『
真
珠
島
』
に
発

表
さ
れ
た
。）」

〈
露
風
歌
集
九
千
円
〉
→
「
あ
れ
に
は
む
し
ろ
《
和
歌
》
が
多
い
の
に
、
そ
ん

な
に
す
る
ん
で
す
か
。」

〈
そ
の
後
の
文
通
〉
→
「
二
、三
回
あ
り
ま
し
た
。
差
し
上
げ
た
手
紙
に
は
必

ず
返
事
が
き
ま
し
た
。」

〈
露
風
か
ら
の
手
紙
〉
→
「
残
念
な
が
ら
紛
失
し
ま
し
た
。」

〈
添
削
し
た
も
の
〉
→
「
い
や
、
全
部
と
っ
て
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
大
分
の
分

院
に
お
い
て
あ
り
ま
す
。」

〈
養
子
に
誘
わ
れ
た
〉
→
「
そ
う
言
え
ば
、
と
て
も
真
面
目
な
顔
で
、
両
親
は

健
在
か
。
ハ
イ
、
元
気
で
す
、
と
答
え
る
と
、
先
ず
両
親
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の
所
に
帰
り
な
さ
い
、
そ
れ
か
ら
私
の
所
の
養
子
に
な
っ

て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。」

〈
そ
の
返
事
〉
→
「
一
度
養
子
に
は
い
れ
ば
も
う
出
れ
な
く
な
る
、と
よ
く
解
っ

て
い
た
の
で
、
決
し
て
頭
を
た
て
に
振
り
ま
せ
ん
で
し

た
。」

〈
習
っ
た
の
は
大
正
九
年
五
月

か
ら
大
正
十
三
年
か
〉
→
「
ハ
イ
、
そ
う
で
す
。」

〈
二
五
周
年
記
念
祭
〉
→
「
ハ
イ
、
そ
う
で
す
。
下
の
聖
堂
の
そ
ば
に
、
ト
ラ

ピ
ス
ト
創
立
二
十
五
年
の
記
念
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
が
、

あ
れ
を
建
て
る
た
め
、三
木
先
生
は
色
々
運
動
し
ま
し
た
。

あ
の
字
は
先
生
の
字
で
は
な
く
、
長
い
間
函
館
市
の
教
育

長
を
勤
め
、
一
期
だ
け
市
長
に
な
っ
た
《
斎
藤
与
一
郎
》

さ
ん
が
書
い
た
も
の
で
す
。［
筆
者
注
・
右
の
斎
藤
氏
は

健
在
で
、
昨
年
（
一
九
八
一
年
）
ひ
さ
び
さ
に
本
院
を
訪

ね
ま
し
た
。
九
十
幾
歳
と
思
い
ま
す
。］
石
は
こ
の
山
の

石
で
す
。」

五
、
露
風
先
生
と
修
道
院
周
辺
の
子
ど
も
た
ち

（
１
）
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
周
辺
の
人
々
と
の
交
流

露
風
は
、
修
道
院
内
や
教
会
関
係
者
だ
け
で
な
く
地
域
の
人
々
と
の
交
流
も

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
土
地
の
子
ど
も
た
ち
を
集
め
て
文
学
塾
を
開
い
た
こ
と
が

あ
る
。
だ
が
学
問
や
詩
を
作
る
風
潮
な
ど
受
け
入
れ
ら
れ
る
土
地
柄
で
な
い
こ

と
と
、
イ
カ
や
イ
ワ
シ
の
大
漁
が
続
き
多
忙
で
好
景
気
に
沸
い
て
い
る
時
で

あ
っ
た
た
め
二
、三
日
で
閉
じ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る注1

注

。
ま
た
露
風
は
大
正

一
〇
（
一
九
二
一
）
年
九
月
三
一
日
に
現
在
の
当
別
駅
前
に
あ
っ
た
当
別
尋
常

小
学
校
（
四
学
級
児
童
二
六
六
名
）
で
子
ど
も
た
ち
に
講
話
を
し
た
と
い
う注1

注

。

露
風
は
赴
任
し
た
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
一
二
月
、
初
め
て
目
に
し
た
修

道
院
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
雰
囲
気
や
修
道
院
坂
下
の
教
会
で
行
わ
れ
た
信
者
た
ち

の
聖
劇
に
つ
い
て
弟
子
の
竹
内
勝
太
郎
に
伝
え
て
い
る注1

注

。

大
正
九
年
一
二
月
二
四
日
、「
基
督
降
誕
祭
の
夜
」
竹
内
勝
太
郎
宛
三
木

操
書
簡

今
日
は
実
に
静
か
な
ク
リ
ス
マ
ス
だ
。
時
恰
も
満
月
で
、
降
り
積
つ
た

静
粛
な
雪
の
上
に
輝
い
て
居
る
。
上
の
聖
堂
に
は
鐘
が
鳴
つ
て
ゐ
る
。
又

下
の
信
者
の
会
堂
で
は
、
晩
の
六
時
か
ら
青
年
会
有
志
の
聖
劇
を
余
興
に

催
し
て
居
る
の
で
、
子
供
や
女
の
集
つ
て
ゐ
る
声
が
聞
こ
え
る
。
／
今
夜

の
弥
撒
は
十
二
時
を
過
ぎ
て
か
ら
始
ま
る
、
そ
の
弥
撒
に
は
自
分
も
列
し

た
い
と
思
つ
て
居
る
。
今
年
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
の
降
誕
祭
に
会
す
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
自
分
な
が
ら
思
ひ
が
け
ぬ
こ
と
で
も
あ
つ
た
。

（
２
）
随
筆
「
ト
ラ
ピ
ス
ト
の
ク
リ
ス
マ
ス
」
と
戯
曲
「
御
降
誕
祭
の
夜
」（
大

正
一
二
年
冬
）

ト
ラ
ピ
ス
ト
の
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
修
道
士
は
餅
を
作
り
信
者
た
ち
は
赤
飯
を

用
意
し
、
一
緒
に
余
興
を
楽
し
み
、
夜
が
更
け
て
聖
堂
で
お
祈
り
を
す
る
。

着
任
し
て
三
年
目
の
露
風
は
、
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
に
戯
曲
「
御
降

誕
祭
の
夜
」
を
書
き
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
に
信
者
の
子
ど
も
一
〇
人
ほ
ど
に
聖

書
に
基
づ
く
本
格
的
な
聖
劇
を
演
じ
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に

『
ノ
ー
ト
６
』
に
記
し
て
い
る注1

注

。
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一
九
二
三
年
の
冬
に
、
私
は
「
御
降
誕
祭
の
夜
」
と
云
ふ
劇
を
書
き
ま

し
た
。
そ
れ
は
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
居
た
時
作
つ
た
の
で
し
た
。
私
は
、

其
れ
を
書
き
了
り
ま
し
て
か
ら
、
私
の
家
に
来
訪
さ
れ
た
Ｋ
神
父
に
見
せ

る
と
、
Ｋ
神
父
は
、「
こ
れ
は
可
い
で
す
ね
。」
と
言
つ
て
又
考
へ
て
「
御

降
誕
の
時
の
有
様
に
何
処
か
ら
見
て
も
合
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。」と
云
つ
た
。

私
は
、
此
劇
を
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
周
囲
に
居

る
信
者
の
子
供
等
に
演
じ
さ
せ
て
見
よ
う
と
思
ひ
ま
し
た
。
さ
う
し
て
子

供
等
の
中
か
ら
十
人
程
選
ん
で
、
こ
れ
を
集
め
て
、
稽
古
を
さ
せ
る
事
に

し
ま
し
た
。

天
使
が
二
人
出
て
来
た
り
、
博
士
が
三
人
出
て
来
た
り
、
羊
飼
が
話
を

し
た
り
、
羊
が
陰
で
鳴
い
た
り
し
ま
し
た
。
羊
の
聲
は
、
動
物
の
聲
を
真

似
る
事
の
上
手
な
青
年
が
、
出
し
た
り
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

修
道
士
の
方
で
は
餅
を
拵
へ
、
修
道
院
で
働
い
て
ゐ
ま
す
信
者
等
は
、

赤
の
飯
を
焚
い
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
を
祝
ひ
ま
し
た
。

楽
し
い
ク
リ
ス
マ
ス
が
来
ま
し
た
。
此
日
を
待
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
修
道

士
等
も
信
者
等
も
―
。
冬
が
来
て
、
他
人
も
自
分
も
、
楽
し
い
心
地
で
、

其
日
を
待
ち
望
む
の
で
あ
り
ま
し
た
。（
中
略
）
お
祈
り
が
始
ま
る
ま
で
、

信
者
た
ち
等
は
、
余
興
を
観
ま
す
。
孤
児
院
の
建
物
の
一
つ
の
室
で
、
演

出
さ
れ
る
伎
を
大
勢
集
つ
て
観
ま
す
。
又
、
芝
居
ば
か
り
で
な
く
、
子
供

等
の
唱
歌
や
、
対
話
や
、
本
の
朗
読
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
人
々
は
座
つ
て

ゐ
る
者
が
あ
り
、
腰
か
け
て
ゐ
る
者
が
あ
り
、
大
人
と
子
供
と
交
つ
て
、

静
か
に
観
て
い
ま
す
。（
中
略
）
や
が
て
、
夜
の
十
一
時
四
十
分
ぐ
ら
ゐ

に
な
り
ま
し
た
の
で
、
余
興
が
済
ん
で
、
其
所
か
ら
人
々
が
出
て
、
雪
の

上
を
歩
い
て
、
お
祈
り
を
す
る
為
に
、
聖
堂
に
入
り
ま
す
。

（
３
）
未
公
開
資
料
・「
御
誕
生
の
夜
」
の
台
本
（
草
稿
）

露
風
が
ク
リ
ス
マ
ス
に
信
者
の
子
ど
も
た
ち
に
演
じ
さ
せ
た
「
御
降
誕
祭
の

夜
」
と
思
わ
れ
る
「
御
誕
生
の
夜
」
と
題
す
る
台
本
（
草
稿
）
が
残
っ
て
い
た
。

そ
の
台
本
に
は
「
聖
霊
学
院
が
／
降
誕
祭
の
夜
上
演
」
と
メ
モ
が
あ
る
。
上
演

の
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
署
名
「
露
風
」
を
「
羅
風
」
と
訂
正
し
た
痕
跡
が
あ

る
こ
と
か
ら
雅
号
「
羅
風
」
を
使
用
し
た
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
春
頃
か

ら
「
露
風
」
に
戻
し
た
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
の
秋
頃
ま
で
の
間
、
つ
ま

り
大
正
一
三
、一
四
年
の
い
ず
れ
か
の
一
二
月
と
推
定
さ
れ
る
。
上
演
し
た
聖

霊
学
院
は
、
秋
田
市
に
あ
る
現
在
の
聖
霊
学
園
と
思
わ
れ
る
。
秋
田
県
秋
田
市

に
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
聖
霊
奉
侍
布
教
修
道
女
会
本
部

か
ら
派
遣
さ
れ
た
五
人
の
修
道
女
が
幼
稚
園
を
開
設
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、

聖
霊
学
院
女
子
職
業
学
校
を
経
て
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
一
二
月
に
聖
霊

女
学
院
（
当
時
各
学
年
二
学
級
編
成
、定
員
五
〇
〇
名
）
と
改
称
し
た
カ
ト
リ
ッ

ク
の
学
院
、
現
在
の
聖
霊
学
園
で
あ
る
。

露
風
と
秋
田
市
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
つ
な
が
り
は
深
い
。
例
え
ば
東
北

巡
講
の
旅
の
終
わ
り
に
訪
問
す
る
旨
を
伝
え
る
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
五
月

の
「
天
主
堂
教
区
長
ラ
イ
ネ
ル
ス
博
士
閣
下
宛
」（
秋
田
市
古
川
堀
反
町
二
二
）

の
書
簡
（
控
え
）
に
「
秋
田
市
に
ラ
イ
ネ
ル
ス
教
区
長
閣
下
を
お
た
づ
ね
い
た

す
の
は
今
月
末
ご
ろ
に
な
る
だ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
」
と
あ
り
、
二
人
は
六
月
六

日
に
秋
田
城
址
公
園
を
散
歩
し
て
い
る
。
ま
た
露
風
と
聖
霊
学
院
の
交
流
も
あ

り
、
女
子
職
業
学
校
（
大
正
四
年
私
立
聖
霊
学
院
女
子
職
業
学
校
に
改
称
）
時

代
の
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
と
聖
霊
女
学
院
時
代
の
大
正
一
五
年
の
講
演

（「
文
学
と
宗
教
」）
に
訪
れ
て
い
る11

注

。
学
園
で
長
く
続
く
幼
稚
園
の
聖
劇
、
高

校
の
ク
リ
ス
マ
ス
会
み
言
葉
の
祭
儀
に
露
風
の
聖
劇
の
影
響
も
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
ク
リ
ス
マ
ス
劇
の
台
本
は
未
公
開
で
あ
っ
た
た
め
全
文
を
紹
介
す
る1注

注

。
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「
御
誕
生
の
夜
」　
（
相
馬
屋
製
二
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
一
六
枚
右
紐
綴
じ
）

一
幕人

物

羊
飼　

五
人
／
天
使　

二
人
／
博
士
（
賢
候
）
三
人
／　

序
詞
一
人

序
詞
は
御
誕
生
の
次
第
を
読
む　

な
る
べ
く
聖
書
に
あ
る
言
を
朗
読
す
る

　

見
物
の
前
で
幕
の
外
に
立
っ
て
／（
幕
の
無
い
所
は
適
宜
前
方
に
出
て
）

舞
台

銀
紙
を
以
て
星
の
貼
ら
れ
た
る
背
景
／
そ
の
下
方
遥
に
森
の
如
き
も
の
見
ゆ

／
幕
開
け
ば
牧
羊
者
五
人
、
思
ひ
〳
〵
の
形
し
て
居
る
。
／
牧
羊
者
の
服
装

　

縄
の
帯
を
締
む
、
手
に
あ
ま
り
長
か
ら
ぬ
杖
を
持
つ　

焚
火
を
し
て
語
り

居
る
体
。

序
詞
ノ
順
序

三
段
に
分
つ
／
一
、ヨ
ゼ
フ
と
マ
リ
ア
と
の
婚
姻
及
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
／
二
、

博
士
等
の
参
拝
／
三
、
羊
飼
等
告
を
蒙
る
。
／
以
上
聖
書
よ
り
引
用
／
マ
テ

オ
自
第
一
章
十
八
節
至
第
二
章
十
二
節
／
ル
カ
自
第
二
章
八
節
至
二
十
一
節

序
詞
に
つ
い
て

序
詞
は
上
演
の
初
め
に
皆
の
前
で
御
降
誕
の
次
第
を
述
べ
る
が
、
戸
書
き
に

も
し
た
や
う
に
、
な
る
べ
く
聖
書
を
朗
読
す
る
方
が
善
い
。
そ
の
聖
書
の
読

む
箇
所
は
左
の
頁
で
す
。
／
マ
テ
オ　

自
第
一
章
十
八
節
至
第
二
章
十
二
節

／
（
及
）
ル
カ
自
第
二
章
八
節
至
二
十
一
節

一
幕　

御
誕
生
の
夜
（
聖
霊
学
院
が
／
降
誕
祭
の
夜
上
演
）

三
木
羅
風
（
※
露
と
書
き
、
消
し
て
羅
と
あ
る
）

羊
飼
ノ
一　
　

な
ん
と
い
ふ
暗
い
晩
だ
ら
う

羊
飼
ノ
二　
　

星
が
見
え
る
よ

羊
飼
ノ
一　
　

あ
あ
、
あ
の
、
ま
た
ゝ
き
は
、
何
と
い
ふ
美
し
さ
だ
ら
う

羊
飼
ノ
二　
　

け
れ
ど
も
今
夜
は
何
か
有
り
そ
う
な
晩
だ
な

羊
飼
ノ
一　
　
（
黙
）

羊
飼
ノ
三　
　

 

ま
だ
も
う
一
つ
の
星
が
見
え
る
が
、
あ
れ
は
何
と
云
ふ
光
を

放
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
な
あ
。

羊
飼
ノ
四　
　

あ
あ
、
あ
れ
〳
〵
あ
そ
こ
に
誰
か
来
た
や
う
だ
ぞ

羊
飼
ノ
一　
　

ほ
ん
と
う
に
誰
か
来
た
よ
う
だ
／

此
時
天
使
ふ
た
り
入
来
る
／
天
使
白
い
衣
装
を
付
け
て

舞
ふ
／
天
使
は
星
の
冠
を
冠
り
て
出
づ
／
羊
飼
等
五
人

の
者
驚
き
て
見
る
其
一
人
進
み
出
で
て
問
ふ

羊
飼　
　
　

あ
な
た
は
何
処
か
ら
来
ら
れ
ま
し
た
の
で
御
座
い
ま
す
か

天
使　
　
　

 （
冠
を
ぬ
ぎ
て
手
に
持
ち
言
ふ
に
は
）
／
そ
な
た
等
の
た
め
に

お
告
げ
を
蒙
む
ら
せ
よ
う
と
私
達
は
天
か
ら
来
た

羊
飼
ノ
三　
　

そ
れ
な
ら
あ
な
た
は
天
の
お
使
で
御
座
い
ま
す
か

天
使　
　

さ
う
だ
。
私
た
ち
は
天
の
使
だ
。

羊
飼
す
べ
て　

さ
う
で
御
座
い
ま
す
か
（
と
一
同
驚
く
）

第
二
齣　

独
白
の
場

天
使
が
言
ふ
に
は

甲
天
使　
　

 

こ
ゝ
ら
あ
た
り
に
お
生
ま
れ
に
な
る
筈
だ
が
、
は
て
ど
の
辺
で

あ
ら
う
か

乙
天
使　
　

キ
リ
ス
ト
の
御
誕
生
の
所
は
何
の
辺
で
あ
ら
う

羊
飼
ま
か
り
出
て
云
ふ
に
は

何
と
エ
ン
ゼ
ル
様　

天
使
様
方
が
こ
ゝ
へ
お
い
で
に
な
っ
た
の
は
何
か
不
思

議
な
こ
と
を
御
覧
に
な
る
た
め
、
お
下
り
で
ご
ざ
い
ま
す
る
か
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天
使
こ
の
時
応
へ
て
言
ふ
に
は

羊
飼
の
人
の
子
よ　

わ
た
く
し
ら
は
天
の
神
様
が
こ
ゝ
ら
あ
た
り
に
御
降
誕

な
さ
る
の
を
お
前
た
ち
に
報
せ
た
い
と
思
う
て
そ
の
た
め
に
来
ま
し
た
の
で

あ
る
。

羊
飼
が
云
ふ
に
は

何
と
其
の
や
う
な
こ
と
が
あ
る
の
で
御
座
い
ま
す
る
か
。
は
い
。
は
い
。
左

様
で
ご
ざ
い
ま
す
る
か
。

天
使
告
げ
て
言
ふ
に
は

羊
飼
の
人
の
子
よ
。
そ
な
た
は
早
く
厩
の
中
の
秣
の
桶
に
お
産
れ
に
な
っ
た

天
主
の
御
子
キ
リ
ス
ト
を
見
に
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
ま

た
元
の
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
羊
の
番
を
し
な
さ
い
。
と

（
上
部
ト
書
き
に
「
壮
厳
に
な
る
べ
く
天
使
揃
っ
て
言
ふ
べ
し
」
と
書
き

消
す
）

第
三
齣歌あ

ゝ
よ
い
星
の
夜
だ
／
キ
リ
ス
ト
の
お
う
ま
れ
の
晩
だ
／
さ
あ
、
早
く
、

早
く
、
早
く
。

急
い
で
行
か
う
（
上
部
の
ト
書
き
に
「
こ
れ
は
唄
な
る
も
詞
に
し
て
用
ひ

る
も
可
」）

天
使
は
消
え
て
帰
る
／
賢
候
が
一
人
先
き
に
出
る

賢
候
の
姿　

 

髭
を
生
や
し
て
眉
毛
を
濃
く
帽
子
を
被
り
目
に
く
ま
ど
り
を
し

た
背
の
高
い
人
（
上
部
ト
書
に
「
賢
候
ハ
一
人
丈
ハ
先
生
に
し

た
し
｟
上
演
心
得
｠」）

私
が
今
見
た
い
と
思
う
の
は
キ
リ
ス
ト
の
御
降
誕
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
人

の
贖
の
た
め
に
世
に
生
れ
ら
れ
た
其
の
方
を
見
た
い
と
思
ふ
。
ま
だ
こ
ゝ
ら

あ
た
り
に
お
生
ま
れ
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
る
。

別
の
博
士
二
人
が
出
る

此
時
歌
が
き
こ
え
る
、
其
歌

遠
い
砂
漠
を
／
は
る
〴
〵
越
え
て
／
駱
駝
に
積
ん
だ
／
贈
物
。

賢
候
二
人
急
ぎ
足
で
歩
み
出
て

二
人
或
は
一
人　
　

 

や
あ
や
あ
、
先
き
な
る
博
士
。
何
と
此
辺
に
基
督
が
生

れ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
如
何
し
た
も
の
や

ら
ま
だ
見
え
ぬ
。
何
と
博
士
は
見
ま
し
た
か
の
。

前
な
る
博
士　
　

 

い
や
い
や
、
ま
だ
見
な
い
て
。
何
と
静
な
晩
で
は
御
座
ら

ん
か
。

後
の
賢
候　
　

さ
う
だ
。
さ
う
だ
。

羊
の
啼
く
声
聞
ゆ

賢
候
ノ
Ａ　
　

 

あ
ゝ
、
あ
れ
は
羊
の
聲
で
は
な
い
か
。
あ
の
聲
を
聞
く
時
に

は
、
ど
う
や
ら
御
降
誕
に
近
い
気
が
す
る
ぞ
。

賢
候
ノ
Ｃ　
　

さ
う
だ
。（
と
賢
候
は
考
え
る
）

羊
の
啼
く
声
が
又
す
る
／
其
時
羊
飼
が
歩
る
い
て
出
る

羊
飼
ノ
一　
　

や
あ
、
あ
な
た
方
は
何
処
か
ら
御
座
ら
っ
し
ゃ
た
か
。

賢
候
ノ
Ａ　
　

あ
ゝ
私
た
ち
は
遠
く
の
東
邦
か
ら
来
ま
し
た

羊
飼
ノ
二　
　

 

も
し
や
貴
方
が
た
は
キ
リ
ス
ト
を
見
に
来
ら
れ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
も
し
さ
う
な
ら
、あ
の
彼
処
の
村
に
近
い
家
が
、

さ
う
で
御
座
い
ま
す
る
ぢ
や
。

賢
候
三
人　
　

 
は
ゝ
あ
。
そ
れ
は
よ
く
知
っ
て
御
座
ら
っ
し
や
る
。
ど
う
し

て
か
？

羊
飼
の
五　
　

そ
れ
は
天
か
ら
下
り
ら
れ
た
神
様
の
使
か
ら
聴
き
ま
し
た
。
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賢
候
ノ
一
人　
　

ナ
ニ
、
神
様
の
使
か
ら
聞
か
れ
た
か
。

羊
飼
ノ
五　
　

左
様
で
御
座
い
ま
す
。

賢
候
ノ
Ｂ　
　

そ
れ
は
不
思
議
な
事
が
あ
る
も
の
だ
。

ま
た
も
う
一
人
の
賢
候
が
云
ふ
に
は

第
一
の
博
士　
　

不
思
議
、
不
思
議
、
不
思
議
！

『
さ
あ
、
さ
あ
、
皆
さ
ん
』
／
と
羊
飼
が
云
っ
た

さ
あ
さ
あ
皆
さ
ん
、
行
か
う
で
は
御
座
り
ま
せ
ぬ
か

賢
候
三
人
早
足
に
な
る

此
時
歌
の
聲
が
聞
え
る
（
上
部
の
ト
書
に
「
早
足
の
や
う
に
歌
ふ
方
が
い
ゝ
」）

イ
エ
ズ
ス
の
キ
リ
ス
ト
が
、
／
お
生
ま
れ
の
、
そ
の
時
は
／
今
な
る
ぞ
、

今
な
る
ぞ
／
あ
ふ
げ
、
人
々
、
あ
ふ
げ
よ
も
ろ
び
と
。
／
新
し
み
神
を
、

あ
ふ
ぎ
ま
つ
れ
よ
。

終

六
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
時
代
の
露
風
と
童
謡
運
動

露
風
と
童
謡
の
関
わ
り
は
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
赴
任
す
る
前
の
大
正
七

（
一
九
一
八
）
年
児
童
文
芸
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
の
童
謡
復
興
期
頃
か
ら
で
あ
る
。

露
風
の
童
謡
に
対
す
る
興
味
と
関
心
は
、
大
正
期
の
童
謡
運
動
で
活
躍
し
た
北

原
白
秋
、
西
条
八
十
、
野
口
雨
情
ほ
ど
で
は
な
い
が
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ

た
。
童
謡
を
創
作
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
募
集
童
謡
の
選
者
、
童
謡
普
及
の
講

演
、
童
謡
詩
人
会
の
組
織
、
日
本
童
謡
協
会
の
設
立
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。

童
謡
の
創
作
は
、
大
正
七
年
七
月
に
創
刊
さ
れ
た
童
謡
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
の

八
月
号
に
「
毛
蟲
採
」
を
掲
載
し
た
時
か
ら
始
ま
る
。
修
道
院
に
着
任
し
た
大

正
九
年
（
一
九
二
〇
）
年
五
月
頃
よ
り
『
良
友
』
や
『
少
年
倶
楽
部
』
な
ど
の

子
ど
も
向
け
の
雑
誌
に
童
謡
を
寄
稿
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
五
月
『
樫

の
實
』
に
寄
稿
し
て
か
ら
は
毎
月
同
誌
に
童
謡
の
寄
稿
を
続
け
、
八
月
に
「
赤

蜻
蛉
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
後
も
童
謡
集
『
真
珠
島
』（
大
正
一
〇
年
）、『
お

日
さ
ま
（
大
正
一
五
年
）、『
小
鳥
の
友
』（
大
正
一
五
年
）
な
ど
を
刊
行
し
て

い
る
。

ま
た
童
謡
選
者
と
し
て
は
、
例
え
ば
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
七
月
創
刊
の

『
こ
ど
も
の
雑
誌
』（
創
刊
号
の
み
「
こ
ど
も
世
界
」）
の
選
者
と
な
り
、九
月
（
一

巻
三
号
）
の
「
第
一
回
の
募
集
童
謡
に
就
て
」
か
ら
翌
大
正
九
（
一
九
二
〇
）

年
の
修
道
院
に
着
任
し
た
七
月
「
募
集
童
謡
を
見
て
」
ま
で
募
集
童
謡
の
評
や

動
向
に
つ
い
て
連
載
し
て
い
る
。

さ
ら
に
修
道
院
に
着
任
後
は
、
函
館
市
に
お
け
る
童
話
児
童
劇
の
講
演
・
指

導
に
出
か
け
て
い
る
。
例
え
ば
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
四
月
二
二
日
に
函

館
の
童
謡
童
話
劇
（
函
館
毎
日
新
聞
社
主
催
、
函
館
教
育
会
、
函
館
区
内
各
小

学
校
、
童
謡
童
話
劇
大
会
賛
助
）
に
お
い
て
、
指
導
と
講
演
を
し
て
い
る
。
露

風
は
函
館
講
演
の
直
前
の
四
月
一
六
日
に
洗
礼
を
受
け
る
ま
で
信
者
と
し
て
の

信
念
が
充
分
で
な
い
の
に
人
前
に
立
て
な
い
と
思
い
講
演
を
し
な
か
っ
た
と
い

う
。
洗
礼
後
に
自
信
が
で
き
た
露
風
は
、
感
冒
か
ら
肺
炎
を
併
発
し
て
病
床
に

臥
せ
っ
て
い
た
が
「
自
分
の
や
っ
て
い
る
仕
事
と
直
接
の
関
係
も
有
る
の
だ
か

ら
」
と
講
演
依
頼
を
快
く
引
き
受
け
「
十
字
架
を
負
っ
て
壇
上
に
立
つ
」
と
意

気
込
み
、
子
ど
も
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
る11

注

。

天
国
は
子
供
の
物
で
ご
ざ
い
ま
す
な
ん
じ
ら
子
供
の
如
く
な
る
に
あ
ら
ざ

れ
ば
天
国
に
入
る
能
わ
ず
と
い
ふ
尊
い
聖
言
も
あ
り
ま
す
、
ま
た
子
供
は

天
使
の
象
徴
と
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
神
の
使
い
の
象
ど
り
に
な
つ
て
を
り

ま
す
、
何
人
も
羽
の
生
へ
た
嬰
児
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
今
日
わ
れ
ゝ

が
取
り
遣
り
し
て
ゐ
る
普
通
の
言
葉
ほ
ど
に
わ
か
り
ま
す
、
子
供
の
魂
は
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汚
れ
て
を
り
ま
せ
ん
汚
れ
な
い
魂
は
ま
こ
と
が
宿
り
ま
す
、
信
や
望
や
愛

の
諸
徳
を
子
供
は
天
真
の
ま
ゝ
に
表
し
ま
す
。

そ
の
「
子
供
は
天
子
で
あ
る
」
と
い
う
児
童
観
に
よ
る
童
心
の
世
界
は
、
露

風
の
第
一
童
謡
集『
真
珠
島
』（
大
正
一
〇
年
）に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

収
録
作
品
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
六
月
か
ら
同
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
八

月
ま
で
の
修
道
院
時
代
三
年
間
の
作
七
五
篇
で
あ
る
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
童

謡
の
特
色
は
、「
幼
年
時
代
の
体
験
と
故
郷
の
風
土
山
川
を
慕
う
心
を
、
日
本

の
山
村
に
特
有
な
素
朴
な
風
景
に
セ
ン
チ
メ
ン
ト
感
情
を
織
り
こ
ん
で
歌
い
だ

し
て
い
る
こ
と
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る11

注

。

こ
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
お
い
て
作
詩
し
た
母
を
慕
う
孤
独
な
少
年
の
淋

し
さ
を
う
た
っ
た
「
赤
蜻
蛉
」、
故
郷
を
追
慕
し
た
「
初
夏
」
な
ど
の
発
想
の

基
底
に
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
の
大
自
然
の
環
境
の
中
で
、
故
郷
や
親
元
を
離
れ
た
修

道
士
志
願
者
の
少
年
や
附
属
孤
児
院
の
子
ど
も
た
ち
、
さ
ら
に
は
地
域
の
子
ど

も
た
ち
と
触
れ
合
っ
た
こ
と
も
関
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
露
風
の
『
ノ
ー
ト
２
０
』
に
あ
る
よ
う
に
、
童
謡
運
動
に
お
け
る
函
館

市
内
の
小
学
生
た
ち
と
交
流
も
看
過
で
き
な
い11

注

。

『
函
館
の
小
学
生
』
は
、函
館
市
の
住
吉
小
学
校
よ
り
発
行
す
。
露
風
は
、

同
市
の
弥
生
小
学
校
に
て
、
童
謡
に
就
て
の
話
を
し
、
且
つ
又
、
同
市
の

女
子
小
学
校
に
て
、
童
謡
を
述
べ
た
り
。
函
館
師
範
学
校
に
て
あ
り
た
る

夏
期
大
学
の
講
師
な
り
し
こ
と
あ
り
。『
函
館
小
学
生
』
の
同
号
に
は
、

露
風
の
選
に
か
ゝ
は
る
児
童
作
品
の
入
選
童
謡
を
掲
載
せ
り
。
函
館
新
聞

の
毎
月
募
集
の
一
般
童
謡
の
選
者
は
露
風
。
函
館
教
育
会
と
函
館
毎
日
新

聞
社
と
の
共
同
の
歓
迎
会
に
出
席
せ
り
。

露
風
の
童
謡
に
関
す
る
見
解
や
主
張
は
、
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
一
一

月
の
雑
誌
『
童
謡
』
九
号
（
日
本
児
童
協
会
）
に
寄
稿
し
た
「
童
謡
と
教
育
」

が
注
目
さ
れ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
露
風
の
童
謡
運
動
は
地
味
な
活
動
で

あ
る
た
め
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
着
任
し
て
か
ら
も
続

け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

修
道
院
で
の
露
風
の
一
日
は
、
祈
り
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
午
前
中
は
授
業
、

午
後
は
瞑
想
、
思
索
、
作
詩
、
霊
的
読
書
・
研
究
で
あ
っ
た
。
露
風
先
生
は
、

授
業
で
修
道
士
志
願
者
の
少
年
た
ち
の
詩
や
作
文
に
信
仰
に
基
づ
く
丁
寧
な
添

削
指
導
を
行
っ
た
。露
風
の
自
宅
を
訪
れ
た
少
年
た
ち
に
息
子
の
如
く
に
接
し
、

教
え
子
の
Ｙ
少
年
は
神
父
と
な
り
生
涯
慕
っ
た
。
ま
た
付
属
の
孤
児
院
の
子
ど

も
た
ち
や
地
域
の
信
者
た
ち
の
子
ど
も
、
さ
ら
に
は
函
館
市
内
の
小
学
生
た
ち

と
も
交
流
を
深
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

露
風
の
童
謡
に
は
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
時
代
の
子
ど
も
た
ち
や
親
し
く
し
て
い
た

タ
ル
シ
ス
助
修
士
の
神
に
お
け
る
童
心
に
触
発
さ
れ
た「
子
ど
も
に
帰
っ
た
心
」

が
あ
る
。

修
道
院
を
訪
問
し
て
「
精
神
的
に
一
新
紀
元
を
画
し
た
」
と
言
っ
た
露
風
は
、

四
年
間
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
生
活
を
終
え
て
東
京
に
戻
る
。
し
か
し
再
び
詩

壇
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
露
風
は
「
大
正
十
五
年
で
第
一
線
を

退
い
た
」、「
宗
教
詩
人
と
な
り
作
の
魅
力
に
乏
し
い
」、「
忘
れ
ら
れ
た
詩
人
」

な
ど
の
評
価
を
与
え
ら
れ
た
。
だ
が
修
道
院
か
ら
新
た
な
時
代
を
歩
み
始
め
、

そ
の
後
四
十
年
間
創
作
し
続
け
た
露
風
の
真
の
価
値
は
別
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。

露
風
は
、ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
お
い
て
「
行
住
詩
録
」
と
し
て
の
「
短
唱
」

を
多
く
作
る
こ
と
に
関
し
て
「
こ
の
頃
の
す
さ
び
」
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
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る11
注

。
心
に
も
な
い
詩
を
作
つ
て
あ
ざ
む
く
よ
り
は
、
心
ば
か
り
、
獨
り
樂
し
む

の
は
宜
い
。
昔
稽
康
が
「
山
澤
に
遊
ん
で
魚
鳥
を
觀
る
」
と
言
つ
た
心
こ

そ
、
い
つ
の
世
ま
で
も
失
ひ
た
く
な
い
も
の
だ
。

稽
康
は
、
嵆
康
と
い
い
魏
晉
時
代
に
お
け
る
竹
林
の
七
賢
人
の
一
人
で
、
俗

人
に
接
し
俗
事
に
携
わ
る
こ
と
を
嫌
忌
し
名
利
や
政
治
的
な
場
を
避
け
た
と
い

わ
れ
る
。
こ
の
「
山
澤
に
遊
ん
で
魚
鳥
を
觀
る
」
は
、『
文
選
』
や
『
枕
草
子
』

に
も
引
か
れ
て
い
て
い
る
こ
と
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

大
自
然
に
囲
ま
れ
た
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
で
世
俗
と
の
隔
離
、
沈
黙
、
観
想

生
活
を
過
ご
し
、「
天
使
の
こ
こ
ろ
」
の
子
ど
も
た
ち
と
接
し
た
露
風
は
、
こ

の
言
葉
に
共
感
し
た
こ
と
か
ら
三
鷹
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

謝
辞

本
研
究
は
、
令
和
五
年
度
の
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
２
０
Ｋ
０
０
２
９
７
の

助
成
を
受
け
た
「
三
木
露
風
の
未
公
開
資
料
の
公
開
・
整
理
及
び
基
礎
的
研
究
」

に
よ
る
。
研
究
に
あ
た
り
ご
協
力
を
得
た
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
、
北
斗
市
郷
土

資
料
館
、
童
謡
の
里
龍
野
文
化
振
興
財
団
「
霞
城
館
」、
三
鷹
市
ス
ポ
ー
ツ
と

文
化
部
芸
術
文
化
課
、
学
校
法
人
聖
霊
学
園
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

注

（
１
）
三
木
露
風
直
筆
『
ノ
ー
ト
３
２　

美
学
草
案
（
一
九
二
一
年
九
月
よ
り

ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
て
）』
霞
城
館
所
蔵

（
２
）
三
木
露
風
「
修
道
院
の
生
活
の
組
織
」「
ト
ラ
ピ
ス
ト
の
業
務
」「
北
海

道
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
の
略
歴
」『
修
道
院
生
活
』
新
潮
社
、
大
正

一
五
（
一
九
二
六
）
年
。『
当
別
ト
ラ
ピ
ス
ト
百
年 

一
八
九
六-

一
九
九
六
』、
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
編

（
３
）
三
省
（
ミ
カ
エ
ル
）「
聖
リ
タ
・
当
別
教
会
略
史
」『
丘
』
当
別
教
会
編

（
４
）（「
三
木
露
風
氏
の
講
演
」『
公
教
家
庭
の
友
』
第
四
八
号
、天
主
公
教
会
、

大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
一
二
月
二
三
日
、
二
三-

二
五
頁

（
５
）
高
島
源
一
郎
『
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
創
立
史
』
手
稿
本
、
ト
ラ
ピ
ス
ト

修
道
院
所
蔵
、
三
七
九
頁

（
６
）
三
木
露
風
「
我
が
美
感
の
径
路
」『
美
学
草
案
』
大
阪
毎
日
新
聞
社
、

東
京
日
々
新
聞
社
、
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
、
二
五
頁

（
７
）三
木
露
風
、跋
文「
良
心
の
後
に
」『
良
心
』白
日
社
、大
正
四（
一
九
一
五
）

年
、
一
六
六-

一
六
七
頁

（
８
）
毛
利
三
彌
「
イ
プ
セ
ン
作
『
人
民
の
敵
―
異
文
化
社
会
学
的
視
点
―
』」

『
成
城
文
藝
』
二
四
〇
号
、
平
成
二
九
（
二
〇
一
七
）
年
六
月

（
９
） 

百
田
宗
治「
三
木
露
風
」『
現
代
詩
』臼
井
書
房
、昭
和
二
三（
一
九
四
八
）

年
、
四
二
頁

（
10
）
注
５
に
同
じ
、
三
八
四
頁

（
11
）
注
５
に
同
じ
、
三
九
二
頁

（
12
）
未
公
開
資
料
『
三
木
露
風
添
削
作
文
帳
』
北
斗
市
郷
土
資
料
館
所
蔵

（
13
）
注
７
に
同
じ
、
一
六
七
頁

（
14
）
未
公
開
資
料
、
な
か
夫
人
か
ら
山
野
末
市
神
父
宛
書
簡
、
ト
ラ
ピ
ス
ト

修
道
院
所
蔵

（
15
）
ト
ラ
ピ
ス
ト
内
雑
誌
『
鐘
楼
』
九
号
、
昭
和
五
七
（
一
九
八
二
）
年
四

月
、
七-
一
一
頁

（
16
）「
三
木
露
風
の
文
学
塾
跡
」『
上
磯
町
歴
史
散
歩
』上
磯
地
方
史
研
究
会
編
、
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昭
和
六
一
（
一
九
八
六
）
年
、
五
四
頁

（
17
）
大
井
洋
一
「
三
木
露
風
が
愛
し
た
当
別
」
平
成
元
年
度
研
究
誌
『
磯
路
』

第
二
〇
号
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
三
月
、
四
五
頁

（
18
）
富
士
正
晴
『
竹
内
勝
太
郎
の
形
成
―
手
紙
を
読
む
』
未
来
社
、
昭
和

五
二
（
一
九
七
七
）
年
、
一
〇
四
頁

（
19
）
三
木
露
風
直
筆
「
ト
ラ
ピ
ス
ト
の
ク
リ
ス
マ
ス
」『
ノ
ー
ト
６
』
霞
城

館
所
蔵

（
20
）
三
木
露
風
直
筆
『
ノ
ー
ト
２
４　

書
簡
』
霞
城
館
所
蔵
。『
山
崎
新
聞
』、

昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
七
月
六
日
。『
秋
田
魁
新
報
』
大
正
一
五

（
一
九
二
六
）
年
六
月
七
日
。「
秋
田
山
形
新
潟
巡
講
記
㈡
」『
小
羊
』

昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
一
二
月

（
21
）
未
公
開
資
料
、
三
木
露
風
、
戯
曲
「
御
誕
生
の
夜
」、
三
鷹
市
所
蔵

（
22
）「
子
供
の
意
義
と
会
の
目
的
と
に
就
て
」『
函
館
毎
日
新
聞
』
大
正
一
一

（
一
九
二
二
）
年
四
月
二
四
日

（
23
）
滝
澤
典
子
「
三
木
露
風
の
童
謡
の
日
本
的
と
西
欧
的
傾
向
」『
日
本
歌

謡
研
究
』
第
一
六
号
、
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）
年
三
月
、
二
一-

二
二
頁

（
24
）
三
木
露
風
直
筆
『
ノ
ー
ト
２
０
』
霞
城
館
所
蔵
。
雑
誌
『
函
館
の
小
学

生
』
は
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
七
月
に
函
館
教
育
会
が
編
集
、

小
学
生
の
読
み
物
と
し
て
創
刊
し
、
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年

一
二
月
に
廃
刊
。
よ
っ
て
講
演
等
は
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
七

月
か
ら
修
道
院
を
辞
す
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
六
月
の
間
か
。

（
25
）
三
木
露
風
「
ト
ラ
ピ
ス
ト
よ
り
」『
修
道
院
雑
筆
』
新
潮
社
、
大
正

一
四
（
一
九
二
五
）
年
、
一
六-

一
八
頁

参
考
文
献

藤
田
圭
雄
『
日
本
童
謡
史
』
あ
か
ね
書
房
、
昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年

安
部
宙
之
介『
三
木
露
風
研
究
』日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、昭
和
五
八（
一
九
七
八
）

年安
部
宙
之
介『
続
三
木
露
風
研
究
』日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、昭
和
五
八（
一
九
七
八
）

年弥
吉
管
一
『
日
本
童
謡
詩
教
育
の
歴
史
的
研
究　

第
二
巻
』
溪
水
社
、
平
成
元

（
一
九
八
九
）
年

『
学
園
史
―
光
の
ま
な
び
や
―
』
聖
霊
学
園
編
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年

森
田
実
歳
『
三
木
露
風
研
究
―
象
徴
と
宗
教
―
』
明
治
書
院
、
平
成
一
一

（
一
九
九
九
）
年

『
光
の
子
～
聖
霊
学
園
一
〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
～
』
学
校
法
人
聖
霊
学
園
、
平
成

二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
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日本大学通信教育部『研究紀要』投稿要項 
 

 
 

 
 日本大学通信教育部は，所属する専任教職員等の研究成果を発表することを目的として，

日本大学通信教育部『研究紀要』（以下「紀要」という）を刊行する。紀要を編集・刊行す

るために必要な事項を以下に規定する。 
 
１ 投稿資格 
① 日本大学通信教育部に在職する者（非常勤講師を含む）。ただし，非常勤講師が第一

著者として投稿する場合は，本通信教育部の専任教職員の推薦を得ること。 
② その他，編集委員長が適当と認めた者 
２ 投稿原稿       

 未刊行のもの。他の学会誌などに投稿していないものに限る。他所での口頭発表をベー

スにしている場合は，その旨論文に記載する。 
３ 投稿原稿の種類       
投稿原稿の種類は，次のいずれかとする。      
① 査読付論文〔Research Articles (refereed)〕      
② 自由投稿論文〔Research Articles〕      
③ 研究ノート〔Research Notes〕       
④ 資料〔Materials〕       
⑤ 翻訳〔Translations〕       
⑥ 報告〔Reports〕       
⑦ 書評〔Reviews〕       
⑧ その他編集委員会が認めたもの       

４ 執筆要領       
 別に定める。       

５ 投稿申請期間及び投稿先       
① 投稿原稿は，期限を設けず，随時受け付ける。ただし，査読付論文については，原則

として，10 月末日を提出締切日とする。また，同一投稿者による投稿は，原則として
当該年度で２回に限る。       
② 投稿先は，研究事務課及び編集委員とする。     

６ 査読付論文に対する審査  
① 原稿の受付       
受付日は，原稿が研究事務課に提出された日とする。     

平成２９年 ９ 月１３日制定 

平成３０年 ４ 月 １ 日施行 

令和  ２年 ９月 ２３日改正 
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（３） 査読付論文：欧文（日本語以外） 
（４） 自由投稿論文：人文科学系 
（５） 自由投稿論文：社会科学系 
（６） 自由投稿論文：欧文（日本語以外） 
（７） 研究ノート：人文科学系 
（８） 研究ノート：社会科学系 
（９） 研究ノート：欧文（日本語以外） 
（10） 上記（１）から（９）以外は，その都度，編集委員会が決定する。  
② 資格による順番 

  （１） 専任教員の資格順（教授，准教授，専任講師，助教等） 
 （２） 兼担教員の資格順（教授，准教授，専任講師，助教等） 
 （３） 非常勤講師（本務校がある場合は，本務校の資格順 
    同資格の場合，又は，本務校がない場合は，氏名の五十音順） 
 （４） （１）～（３）に当てはまらない場合は，その都度，編集委員会が決定する。 
10 刊行期日 

 原則として，年１回，毎年３月末日に刊行する。なお，冊子に収録される原稿は，当該

年度１月末日までに完成した原稿を対象とする。      
11 著作権 
投稿者は，採用原稿における著作権のうち，複製権，翻訳・翻案権，公衆送信・伝達権

について，日本大学通信教育部に帰属し，学内外に公開することを了承する。  
12 公開・配布 
 日本大学通信教育部ＷＥＢサイトにおける公開に加え，冊子での配布を行う。 
13 別刷り部数       
発刊に伴う別刷りは，１論文につき５０部までは，日本大学通信教育部が執筆者に配 

布する。５１部以上については，執筆者の個人負担とする。    
14 掲載の取り消し 
掲載後，著作権の侵害，捏造，改ざん，剽窃，盗用又は二重投稿等の不正が判明した場

合は，掲載取り消し等の措置をとることができる。 
15 発行者 
紀要の発行者は，日本大学通信教育部長とする。     

16 英文表記       
紀要の英文表記は，JOURNAL OF DISTANCE LEARNING DIVISION，NIHON 

UNIVERSITYとする。       
        
  附  則       
 この要項は，令和２年９月２３日から施行する。 

 
② 原稿に対する審査       
 原稿の審査は，別に定める。       
③ 掲載の可否       
掲載の可否は，編集委員会が査読結果報告に基づき，決定する。条件付で掲載を可とす

る場合には，査読者から必要な修正が指示されるので，投稿者は，定められた改訂期限内

に編集委員会へ改訂原稿を送付しなければならない。その際，改訂箇所を明示したリスト

を同封すること。なお，改訂原稿についても同一の査読者が再査読を行うものとし，改訂

原稿受付後，掲載の可否を原則として１か月以内に投稿者へ再通知する。   
④ 投稿原稿の種類の変更       
 査読判定で投稿原稿に対する種類の変更を求められた場合は，編集委員会と執筆者で

協議し，決定する。       
⑤ 投稿辞退       
条件付で掲載が可となった場合には，投稿者は，投稿を辞退することができる。この場

合，投稿者は，その旨を通知後２週間以内に，文書にて編集委員会へ連絡しなければなら

ない。       
⑥ 査読付論文の受理       
 編集委員会が，掲載を可と決定した日を受理日とする。     
⑦ ＷＥＢサイトへの掲載       
 受理された原稿は，原則として２週間以内にＰＤＦ化し，日本大学通信教育部ＷＥＢサ

イトに掲載する。なお，ＷＥＢ掲載日を発行日とする。     
７ 査読付論文以外の原稿に対する審査       
① 受付日は，原稿が研究事務課に提出された日とする。投稿原稿は，編集委員会が審査

の上，掲載の可否を決定し，投稿者に連絡する。連絡を受けた投稿者は，その日から原則

として２週間以内にＰＤＦ化し，日本大学通信教育部ＷＥＢサイトに掲載する。なお，Ｗ

ＥＢ掲載日を発行日とする。       
② 編集委員は，投稿者に対し修正を求めることができる。   
８ 編 集       
通信教育部研究所運営委員会を編集委員会とし，日本大学通信教育部長を編集委員長

とする。編集委員長は，編集委員会委員の中より当該年度刊行に主として携わる主たる編

集委員を複数人指名する。       
９ 掲載順       
掲載順は次のとおりとする。 
① 原稿の種類による順番 
（１） 査読付論文：人文科学系 
（２） 査読付論文：社会科学系 
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（３） 査読付論文：欧文（日本語以外） 
（４） 自由投稿論文：人文科学系 
（５） 自由投稿論文：社会科学系 
（６） 自由投稿論文：欧文（日本語以外） 
（７） 研究ノート：人文科学系 
（８） 研究ノート：社会科学系 
（９） 研究ノート：欧文（日本語以外） 
（10） 上記（１）から（９）以外は，その都度，編集委員会が決定する。  
② 資格による順番 

  （１） 専任教員の資格順（教授，准教授，専任講師，助教等） 
 （２） 兼担教員の資格順（教授，准教授，専任講師，助教等） 
 （３） 非常勤講師（本務校がある場合は，本務校の資格順 
    同資格の場合，又は，本務校がない場合は，氏名の五十音順） 
 （４） （１）～（３）に当てはまらない場合は，その都度，編集委員会が決定する。 
10 刊行期日 

 原則として，年１回，毎年３月末日に刊行する。なお，冊子に収録される原稿は，当該

年度１月末日までに完成した原稿を対象とする。      
11 著作権 
投稿者は，採用原稿における著作権のうち，複製権，翻訳・翻案権，公衆送信・伝達権

について，日本大学通信教育部に帰属し，学内外に公開することを了承する。  
12 公開・配布 
 日本大学通信教育部ＷＥＢサイトにおける公開に加え，冊子での配布を行う。 
13 別刷り部数       
発刊に伴う別刷りは，１論文につき５０部までは，日本大学通信教育部が執筆者に配 

布する。５１部以上については，執筆者の個人負担とする。    
14 掲載の取り消し 
掲載後，著作権の侵害，捏造，改ざん，剽窃，盗用又は二重投稿等の不正が判明した場

合は，掲載取り消し等の措置をとることができる。 
15 発行者 
紀要の発行者は，日本大学通信教育部長とする。     

16 英文表記       
紀要の英文表記は，JOURNAL OF DISTANCE LEARNING DIVISION，NIHON 

UNIVERSITYとする。       
        
  附  則       
 この要項は，令和２年９月２３日から施行する。 

 
② 原稿に対する審査       
 原稿の審査は，別に定める。       
③ 掲載の可否       
掲載の可否は，編集委員会が査読結果報告に基づき，決定する。条件付で掲載を可とす

る場合には，査読者から必要な修正が指示されるので，投稿者は，定められた改訂期限内

に編集委員会へ改訂原稿を送付しなければならない。その際，改訂箇所を明示したリスト

を同封すること。なお，改訂原稿についても同一の査読者が再査読を行うものとし，改訂

原稿受付後，掲載の可否を原則として１か月以内に投稿者へ再通知する。   
④ 投稿原稿の種類の変更       
 査読判定で投稿原稿に対する種類の変更を求められた場合は，編集委員会と執筆者で

協議し，決定する。       
⑤ 投稿辞退       
条件付で掲載が可となった場合には，投稿者は，投稿を辞退することができる。この場

合，投稿者は，その旨を通知後２週間以内に，文書にて編集委員会へ連絡しなければなら

ない。       
⑥ 査読付論文の受理       
 編集委員会が，掲載を可と決定した日を受理日とする。     
⑦ ＷＥＢサイトへの掲載       
 受理された原稿は，原則として２週間以内にＰＤＦ化し，日本大学通信教育部ＷＥＢサ

イトに掲載する。なお，ＷＥＢ掲載日を発行日とする。     
７ 査読付論文以外の原稿に対する審査       
① 受付日は，原稿が研究事務課に提出された日とする。投稿原稿は，編集委員会が審査

の上，掲載の可否を決定し，投稿者に連絡する。連絡を受けた投稿者は，その日から原則

として２週間以内にＰＤＦ化し，日本大学通信教育部ＷＥＢサイトに掲載する。なお，Ｗ

ＥＢ掲載日を発行日とする。       
② 編集委員は，投稿者に対し修正を求めることができる。   
８ 編 集       
通信教育部研究所運営委員会を編集委員会とし，日本大学通信教育部長を編集委員長

とする。編集委員長は，編集委員会委員の中より当該年度刊行に主として携わる主たる編

集委員を複数人指名する。       
９ 掲載順       
掲載順は次のとおりとする。 
① 原稿の種類による順番 
（１） 査読付論文：人文科学系 
（２） 査読付論文：社会科学系 
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日本大学通信教育部『研究紀要』執筆要領 
 

（令和２年９月２３日担当会議改正） 

 
 「日本大学通信教育部『研究紀要』投稿要項」に基づき，『研究紀要』に投稿する原稿は，

以下の要領によって執筆するものとする。 
 
１ 原稿の執筆は，原則としてパソコンのワープロソフト等を用い，原稿をプリントアウト

したもの２部と電子データ化した原稿を研究事務課及び編集委員に提出すること。 
なお，原稿枚数と文字数の目安は以下のとおりとする。 
 

項目 枚 数 文字数 

「査読付論文」  人文科学系 20枚 30,000字 

「査読付論文」   社会科学系 20枚 30,000字 

「査読付論文」   欧文 20枚 12,000語 

「自由投稿論文」 人文科学系 20枚 30,000宇 

「自由投稿論文」 社会科学系 20枚 30,000宇 

「自由投稿論文」 欧文 20枚 12,000語 

「研究ノート」 12枚 18,000字 

「資料」 10枚 15,000字 

「翻訳」  10枚 15,000字 

「報告」  10枚 15,000字 

「書評」  10枚 15,000字 

「その他」 （編集委員会が認めたもの） 10枚 15,000字 

 
２ 原稿の作成や注・引用の文献の表記の扱いについては次の通りとする。 
① 論文等の体裁としては，表題，著者名，本文，謝辞（必要な場合のみ），注，参考文

献の順で記述する。尚，注の表記は「注」とし「註」は用いない。 
 ② 年表記は西暦とし，必要に応じ元号を（ ）で記載することを原則とする。 
③ 注は脚注ではなく，後注（本文の最後に一括）とし，本文中の注は（ ）で上付，通

し番号とする。なお，内容の補足的な説明をする場合の注ではなく，記述内容に関する

引用注記の表記方法は以下の参考文献の表記に従い，引用した頁数を加えたものとす
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る。 
④ 参考文献は論文末（後注の次）に【参考文献】とし，日本語文献，外国語文献，電子

資料等その他の順に記し，それぞれ著者の五十音順，アルファベット順に記載する。 
(1) 単行本の場合は，著者名，発行年，表題，発行所の順で記す。単行本が欧文書きの
場合は，表題を斜体とする。 
(2) 雑誌論文は，著者名，発行年，表題，雑誌名，巻号，頁の順で記す。表題，書名，
及び雑誌名等は略記しない。雑誌が欧文書きの場合は，雑誌名を斜体とする。 
(3) 同著者の同年発行のものは，発行年の後に a，bと記す。また，著者が複数の場合，
日本語文献は著者名を中黒（・）でつなげ，欧文書きの場合，著者が二人の際は andで
つなげ，三人以上の場合はコンマ（，）で区切り，最後は andでつなぐ。 
⑤ 見出し（番号）表記は原則として次の順とする。 
１．→ 1-1．→ (1) → A 
⑥ 図表の体裁  

(1) 図表は上記の原稿の分量にふくまれるものとする。なお，グラフを Excel 等のソ
フトで作成している場合は，そのグラフの作成に使った元データも添付する。また，図

版の場合はなるべく鮮明なものを別に添付する。  
(2) 図表のタイトルは図と表を分けて，図１，表１のように記載することを原則とす
る。  
(3) 図表の下には，参考文献表記にしたがって，出所を明記する。自身で作成の場合
は，筆者作成と記す。 

 
３ 投稿後の訂正は誤字脱字に限り，原則として内容の変更は認めない。 
４ 不明な点については研究事務課に問い合わせること。 
 
附   則 

この要領は，令和２年９月２３日から施行する。 
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る。 
④ 参考文献は論文末（後注の次）に【参考文献】とし，日本語文献，外国語文献，電子

資料等その他の順に記し，それぞれ著者の五十音順，アルファベット順に記載する。 
(1) 単行本の場合は，著者名，発行年，表題，発行所の順で記す。単行本が欧文書きの
場合は，表題を斜体とする。 
(2) 雑誌論文は，著者名，発行年，表題，雑誌名，巻号，頁の順で記す。表題，書名，
及び雑誌名等は略記しない。雑誌が欧文書きの場合は，雑誌名を斜体とする。 
(3) 同著者の同年発行のものは，発行年の後に a，bと記す。また，著者が複数の場合，
日本語文献は著者名を中黒（・）でつなげ，欧文書きの場合，著者が二人の際は andで
つなげ，三人以上の場合はコンマ（，）で区切り，最後は andでつなぐ。 
⑤ 見出し（番号）表記は原則として次の順とする。 
１．→ 1-1．→ (1) → A 
⑥ 図表の体裁  

(1) 図表は上記の原稿の分量にふくまれるものとする。なお，グラフを Excel 等のソ
フトで作成している場合は，そのグラフの作成に使った元データも添付する。また，図

版の場合はなるべく鮮明なものを別に添付する。  
(2) 図表のタイトルは図と表を分けて，図１，表１のように記載することを原則とす
る。  
(3) 図表の下には，参考文献表記にしたがって，出所を明記する。自身で作成の場合
は，筆者作成と記す。 

 
３ 投稿後の訂正は誤字脱字に限り，原則として内容の変更は認めない。 
４ 不明な点については研究事務課に問い合わせること。 
 
附   則 

この要領は，令和２年９月２３日から施行する。 
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Ulysses（1922）第 9 挿話の一考察
―Shakespeare 論と Stephen Dedalus の立ち位置について―

猪 野 恵 也

はじめに

James Joyce（1822-1941）の Ulysses（1922）の第 9 挿話は、ゴーマン = ギルバー

ト計画表によると、Homer の Odyssey に倣って “Scylla and Charybdis” と呼ばれて

いる。時は 1904 年 6 月 16 日の午後 2 時、場面は Dublin の Kildare Street に面した

National Library である。ここで Stephen Dedalus は独自の Shakespeare 論を披露し

ている。Shakespeare 論を披露しながら、Stephen は芸術家としての自分の立ち位置

に辿り着いている。Ulysses のテーマの一つとして Stephen と Leopold Bloom の出会

いが挙げられる。Stephen には親友がおらず、家族とも疎遠であり、母の死に思い悩

んでいる。明確に描かれてはいないが、市井の人 Bloom に助けられ、彼と出会うこ

とで Stephen は芸術家として成熟するはずだと読者は想像してしまう。本稿では

Ulysses の前半部の最後である第 9 挿話に焦点を当て、Bloom と出会う前の Stephen

の立ち位置を論じる。Bloom との出会いの前に彼を受け入れる Stephen の心持の程

度を一部であっても確認したい。物語論の枠組を今後援用して Ulysses を読み、

Bloom との出会いに豊かな意味づけを試みるためのいわばスプリングボードとして

本稿を位置づけたいのである。

本稿ではまず Shakespeare 論の聞き手たちと Stephen の対立を明らかにする。次

に両者の Plato と Aristotle のそれぞれの理解度を探り、Stephen の Aristotle 支持に

ついて言及する。そして、Stephen の独白の特徴を挙げる。最後に第 9 挿話を差配し

ている存在は Joyce や語り手ではなく、「アレンジャー」（arranger）であるという考

えを基にして、Shakespeare 論を通して達した Stephen の結論すなわち彼の立ち位置

を考察する。

1. Stephen の Shakespeare 論の聞き手たちと Stephen の対立の構図

まず、Ulysses の読者の義務として、National Library に辿り着くまでの Stephen

の足跡を追っておこう。Ulysses のテクストの空白部は読者が補わなければならない。

Stephen は Buck Mulligan と共に暮らす Sandycove の Martello Tower を去り、

Dalkey の私立学校で臨時教師の仕事をし、その後、Sandymount Strand をぶらついた。

ここまでが第 1 挿話から第 3 挿話の内容であり、大体午前 8 時から始まり、午前 11

〔査読付論文〕
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時から午前 12 時前までの出来事である。それぞれの場面は Dublin 市の郊外である。

Glasnevin Cemetery に向かう会葬馬車から Bloom は Dublin 市内の Watery Lane で

Stephen を見かける（6.38-44）。（1）午前 11 時を少し過ぎたところである。Stephen は

12 時半に Sackville Street の近くにある The Ship という酒場で Buck Mulligan と落

ち合う約束をしていたが、気が向かなかったのか、College Green から彼に断りの電

報を送った。

午前 11 時過ぎに Stephen は Bloom たちによって目撃され、それから午後 2 時まで

の間、Dublin 市内での Stephen の行動は明確ではない。第 4 挿話から第 8 挿話まで

Bloomの行動に焦点が当てられているからである。ただしNational Libraryに行く前、

学校長 Deasy からその日貰った給料で酒を飲んだと Stephen は独白している。第 7

挿話の場面は中央郵便局近くの新聞社で、午前 12 時から始まる。最後、Stephen は

その場に居合わせた連中と Mooney’s という酒場へ行ってしまう。第 9 挿話の

Stephen の独白はおそらくそのことに言及している。（2）

なぜ Stephen は Mooney’s からわざわざ National Library へと向かったのか。一つ

は口蹄疫に関する Deasy の手紙を Shakespeare 論の聞き手の一人（A.E.）に手渡す

ためである。もう一つは自説の Shakespeare 論を提示することで文学者としての自

分を売り込むためである。A.E. はみずからが編集者となって、若い詩人たちの詩を

集めて詩集を出版する予定であるが、Stephen には寄稿の呼びかけをしていない。さ

らに、この日、大物作家 George Moore の家で文学者を集めて夜会が催されるが、こ

の夜会に Stephen は呼ばれていない。仲間外れにされた Stephen がルサンチマン的

感情を抱いていることは否定できない。このような事情が Shakespeare 論の提示の

理由として考えられる。

Stephen の Shakespeare 論の聞き手たちは図書館長の Thomas William Lyster

（1855-1922）、William Kirkpatrick Magee の筆名である John Eglinton（1868-1961）、

George Russell の筆名である A.E.（1867-1935）、図書館員の Richard Best（1872-1959）、

Buck Mulligan である。Mulligan 以外、皆実在の人物である（Mulligan のモデルは

Oliver St John Gogarty（1878-1957）が定説である）。

Lyster は詩集の編集をしたり、Heinrich Düntzer（1813-1901）による著作を英訳し、

Life of Goethe（1883）として上梓した。Eglinton は文芸雑誌 Dana を創刊し、Dana

はアイルランド文芸復興運動に寄与した。自身も随筆家、批評家であり、W.B.Yeats

（1865-1939）からの評価も高く、Irish Literary Portraits（1935）などの著書がある。

Best は Marie-Henri d’Arbois de Joubainville（1827-1910）の Le Cycle Mythologique 

Irandais Et La Mythologie Celtic を英訳し、The Irish Mythological Cycle and Celtic 

Mythology（1903）と題して出版した。彼はまた、Walter Pater と Oscar Wilde の熱

烈な読者でもある。Mulligan のモデルの Gogarty は Trinity College の医学生であり
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ながら、当時の Dublin の文壇などの様子を描いた As I Was Going Down Sackville 

Street（1937）などの著作がある。A.E. はアイルランド文芸復興運動の中心人物の一

人であり、神秘主義者、神智学者、詩人、政治運動家と彼の活動は多方面に渡り、ア

イルランド文芸復興運動における大物である。こうしてみると、Stephen は錚々たる

文学者たちの目の前で Shakespeare 論を披露していることになる。

第 9 挿話が “Scylla and Charybdis” と呼ばれていることを鑑みれば、この挿話の特

徴は単純な二項対立である。リナティ計画表の「象徴」の欄に二項対立の一つとして

Plato と Aristotle が挙げられている。Stephen は Aristotle を支持しており、彼以外は

Platoを支持している。両者は対立しているのだ。Mulliganは途中から登場するが（9.482）、

どちらかの陣営に味方するというよりも道化師役といっていい。両者の対話は少し入

り組んでいるので、両者の言い分をまとめ、二項対立の構図を描いてみたい。

Lyster の Hamlet についての解釈は Wilhelm Meister’s Apprenticeship and Travels

（1796）の解釈を基にしている。Lyster は、“A hesitating soul taking arms against a 

sea of troubles, torn by conflicting doubts, as one sees in real life.”（9.3-4）と述べて

いて、悩める Hamlet 王子像を描いており、Shakespeare の実人生に触れていない。

Lyster は図書館長としての仕事のため、Stephen が話している最中この場を出たり

入ったりする。

A.E. も芸術作品と芸術家の私生活は別物であり、両者の関係は切り離すべきだと

はっきり述べている。

― All these questions are purely academic, Russell oracled out of his shadow. I 

mean, whether Hamlet is Shakespeare or James I or Essex. Clergymen’s 

discussions of the historicity of Jesus. Art has to reveal to us ideas, formless 

spiritual essences. The supreme question about a work of art is out of how 

deep a life does it spring. The painting of Gustave Moreau is the painting of 

ideas. The deepest poetry of Shelley, the words of Hamlet bring our minds into 

contact with the eternal wisdom, Plato’s world of ideas. All the rest is the 

speculation of schoolboys for schoolboys. （9.46-53）

文学や芸術に対する A.E. の考え方はこの発言に集約されている。「ハムレットの言葉

によって、我々の精神は永遠の英知に触れるのだ。つまりプラトンのイデアの世界だ。

残り全ては学生のための学生の空論だ」と「神託」している。A.E. は芸術作品を読

んだり、観たりすることによって「イデア」に触れることを重視している。“oracle”

は本来、名詞であり、動詞としての用法はない。“oracled” と動詞化されており、そ

れゆえ、“oracled” という言葉が目立つ。動詞化された “oracled” は権威のある断言と
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して読める。A.E. は自分の見解を改めるつもりはない。しかも、所用があるとはいえ、

A.E. は途中でこの場から退席してしまう（9.325）。

Best は途中から議論に参加する（9.73）。表立って Stephen を攻撃していないが、

Eglinton の顔色を常に伺っている。自身の発言を Eglinton が訂正すると反論せず、

また Eglinton は Best を味方にしている（9.618）。Best は、“ ― But Hamlet is so 

personal, isn’t it? Mr Best pleaded. I mean, a kind of private paper, don’t you know, 

of his private life.”（9.362-63）と発言していて、Hamlet を Hamlet 王子の個人的な記

録だと読んでいる。Best も Shakespeare の実人生に触れようとしない。Oscar Wilde

の The Portrait of Mr.W.H.（1889）が話題になると、“Of course it’s all paradox, 

don’t you know, Hughes and hews and hues, the colour, but it’s so typical the way 

he［Wilde］works it out. It’s the very essence of Wilde, don’t you know.”（9.527-30）

と Best は述べている。Wilde の “essence” が “paradox” というのは浅薄な理解だが、

結局 Wilde の “essence” すなわち「イデア」に言及している。

Eglinton はあらかじめ Stephen の Shakespeare 論を Mulligan から聞かされており

（9.369-71）、Stephen の解釈に反対の立場をとっている。Eglinton は Stephen を最後

まで詰問している。例えば、Eglinton は次のような発言をしている。

― The bard’s fellowcountrymen, John Eglinton answered, are rather tired 

perhaps of our brilliancies of theorizing. I hear that an actress played Hamlet 

for the fourhundredandeighth time last night in Dublin. Vining held that the 

prince was a woman. Has no-one made him out to be an Irishman? Judge 

Barton, I believe, is searching for some clues.（9.516-20）

アメリカの作家 Edward Payson Vining（1847-1920）の説を Eglinton は引用して、

Hamlet 王子は女性であるとしている。また、アイルランドの判事で Shakespeare 愛

好家の Sir Dunbar Plunket Barton（1853-1937）は Hamlet 王子がアイルランド人で

あるという説を唱えている。（3）Eglinton は Barton の説にも言及している。Hamlet 王

子は女性である、いやそうではなく、アイルランド人であるという推測は知的遊戯で

あるが、いずれにせよ、Shakespeare の実人生に踏み込んでいない。

他方、Stephen によると、Hamlet には Shakespeare の実人生が反映されていると

いう。Stephen は主に George Brandes などの著作を基にしている。Claudius によっ

て暗殺された Hamlet 先王が Shakespeare 自身であり、Hamlet 王子に生後 11 日で死

去した息子の Hamnet Shakespeare を重ねている。そうすると、Claudius と再婚し

た王妃 Gertrude は妻の Anne Shakespeare（Hathaway）ということになる。

Shakespeare が 18 歳の時、26 歳の Anne Hathaway に誘惑され、彼は性的劣等感に
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人生の後半まで苦しむ。Anne の誘惑は長編詩 Venus and Adonis に描かれていると

いう（9.258-60）。Anne の誘惑であるから、Anne が Shakespeare に覆いかぶさった。

文字通り、年上の Anne が上で青年 Shakespeare が下の関係である。

さらに Stephen は続ける。Shakespeare が London で活躍している頃、Stratford

に残った妻の Anne は Shakespeare の弟の一人 Richard と不義を犯し、Shakespeare

は性的劣等感に加えて裏切りという心の傷を負ってしまった。Shakespeare は実人生

を反映させて弟の名前を使い、Richard III をものした。だが、孫娘の誕生によって

Shakespeare は苦悩から解放される。Pericles の Marina、The Tempest の Miranda、

The Winter’s Tale の Perdita について Stephen は次のように解釈している。

― Marina, Stephen said, a child of storm, Miranda, a wonder, Perdita, that 

which was lost. What was lost is given back to him: his daughter’s child. My 

dearest wife, Pericles says, was like this maid. Will any man love the daughter if 

he has not loved the mother?

― The art of being a grandfather, Mr Best gan murmur. L’art d’être grandp. . . . 

― Will he not see reborn in her, with the memory of his own youth added, 

another image?（9.421-28）

正確にいえば、Pericles は娘のことを言っているのだが、Stephen は Miranda、

Perdita、Marina を Shakespeare の孫娘と見なしている。苦悩からの解放というのは

失ったものを取り戻したので、Anne から受けた心の傷が癒えたということである。

つまり、自分の生まれ変わりに傷つく前の自分を見出したということである。それに

加えて、狡猾ではない純粋無垢の女性を Shakespeare は孫娘の姿の中に見出したの

かもしれない。（4）

A.E. や Eglinton たちの文学観とは、Shakespeare の戯曲は戯曲中の言葉が全てで

あり、その言葉を通して「イデア」に触れることを目指し、これが文学の唯一の読み

方としている。対照的に、Stephen は「イデア」を否定し、Shakespeare の戯曲に

Shakespeare の実人生を読み込もうとしている。以上のように二つの文学観の対立と

いう単純な構図を描くことが可能である。

2. 第 9 挿話の Plato と Stephen の Aristotle

A.E. を筆頭に Shakespeare 論の聞き手たちは Plato を支持している。（5）しかし、

Plato の哲学の深奥を理解することは並大抵なことではない。彼らの Plato の哲学に

対する理解はどの程度のものなのだろうか。
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Lyster の Hamlet 王子に対する解釈は、Wilhelm Meister’s Apprenticeship and 

Travels（1796）に求められることはすでに述べた。Lyster の Hamlet 王子像とは「気

高いが軟弱で思い悩む青年」という Wilhelm が思い描く青年である。（6）「気高いが軟

弱で思い悩む青年」という紋切型の Hamlet 像がさらに強化された時代はイギリス・

ロマン主義時代である。（7）

ここで Lyster の抱く Hamlet 王子像を引き合いに出したのは、彼が Eglinton 側に

与しており、Shakespeare 論の聞き手たちの主張を象徴しているからである。Hamlet

王子像を通して「気高いが軟弱で思い悩む青年」というイギリス・ロマン主義時代に

固定されたイメージを引きずったまま、常套句的なHamlet王子像というHamletの「イ

デア」が透けて見えるのである。

第 9 挿話においてアイルランド文芸復興運動に関連する人物たちの名前などがしば

しば見られる。第 9 挿話の登場人物たち以外のそれらをごく一部だが順番に挙げてみ

たい。W.B.Yeats を示す “WB”（9.28）、“Dunlop, Judge”（9.65）は共に神智学者である。

“H. P. B”（9.71）は大物の神智学者 Helena Petrovna Blavatsky（1831-1891）の略称

である。“Hyde’s Lovesongs of Connacht”（9.95）の Douglas Hyde（1860-1949）、

George Moore（1852-1933）を示す “Moore’s”（9.274）、“Piper is coming”（9.274）の

“Piper” はゲール語愛好家で神智学者の William J. Stanton Pyper（1868-1941）である。

“Did you hear Miss Mitchell’s joke about Moore and Martyn?”（9.306-07）の中の

“Martyn” は Edward Martyn（1859-1923）を指している。“Dr Sigerson”（9.309）、“O’Neill 

Russell”（9.311）、“James Stephens”（9.312）、“Synge”（9.322）の名前が登場する。“that 

old hake Gregory”（9.1158-59）の “Gregory” は女性大物作家 Lady Gregory（1852-1932）

である。

一部であってもこれらの名前を挙げた理由は、アイルランド文芸復興運動が第 9 挿

話の背景になっているからである。アイルランド文芸復興運動には様々な相があり、

一義的に定義づけることは不可能である。しかし、以上挙げてみた名前に限定すれば、

神智学者、ゲール語愛好家、アイリッシュ・ナショナリストという最大公約数的な共

通項が見られる。第 9 挿話の中で特に A.E. はアイルランド文芸復興運動の代表格で

ある。

A.E. は本名の George Russell としてアイルランド文芸復興運動についてみずから

の見解を述べている。

― People do not know how dangerous lovesongs can be, the auric egg of 

Russell warned occultly. The movements which work revolutions in the world 

are born out of the dreams and visions in a peasant’s heart on the hillside. For 

them the earth is not an exploitable ground but the living mother. The rarefied 
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air of the academy and the arena produce the sixshilling novel, the musichall 

song. France produces the finest flower of corruption in Mallarmé but the desir-

able life is revealed only to the poor of heart, the life of Homer’s Phaeacians.

（9.103-10）

A.E. という仮面をつけていない Russell は本音を述べていると読める。Russell は「世

界の中で革命を起こす運動は、丘の中腹にいる貧しい農民の心の中の夢と幻想から生

まれる」、農民にとって土地は「生ける母」であるとしている。「望ましい生活は貧し

い人々の心の中にだけ明らかになる、つまりホメロスのパイエケス人の生活だ」とも

Russell は述べている。ここで Russell は農民を過大に美化し、理想化している。

Russell は望ましい生活を Odyssey の「パイエケス人の生活」に求めているが、それ

は現実世界に存在しない世界である。Russell の思想とは貧しい農民を過大評価し、

彼らの見た夢や幻想を美化したり、理想化して文学運動の革命を起こすことである。

自国の独自性を主張するため、自国の昔の文学を掘り起こす文学運動はありきたり

な発想であり、偏狭なナショナリズムに堕する。Russell の思想は単なる郷愁である。

Russell すなわち A.E. はアイルランド文芸復興運動の代表格なのだから、彼以外の人

物の見解も A.E. のそれと同じということになる。それゆえ、Ulysses 第 9 挿話におけ

るアイルランド文芸復興運動は一面的、批判的に描かれている。

聞き手たちの Plato の哲学の理解も同じく浅薄である。Ulysses において Plato に関

連する言葉がどのくらいの頻度で登場するのかここで簡単に眺めておきたい。“Plato”

は第 9 挿話で 1 回、“Platonic” は第 9 挿話と第 16 挿話で 1 回ずつ見られるが、第 16

挿話の“Platonic”はPlatoの哲学との関連はない。“Plato’s”は第9挿話で3回登場する。（8）

次に「イデア」はどうだろうか。“Idea” は第 8 挿話、第 11 挿話で 1 回ずつ見られるが、

Plato の哲学とは無関係である。“idea” は煩雑になるので、挿話の数は省略するが 55

回である。しかし、全て Plato との関連はない。

“ideas” は第 9 挿話では 3 回、他の挿話では 6 回見られる。（9）“Plato” と Plato の「イ

デア」は第 9 挿話以外ほぼ言及されてない。それゆえ、Plato の哲学の概念は A.E. の

「神託」が全てであり、浅薄で通俗的な概念である。そもそも、第 9 挿話において

Plato の全著作のうち一冊すら誰も言及しない、あるいは言及されないのは一体どう

いう訳なのだろうか。

その一方、Stephen は A.E. や Eglinton の言い分に反論している。Stephen の拠り

所は Aristotle である。では、Stephen は Aristotle の哲学をどのように考え、吸収し

たのか。理解度の深さはどの程度なのだろうか。

Stephen は Aristotle を唐突に思い出してはいない。第 2 挿話で Stephen は Dalkey

の学校で熱意なく授業をしている間、パリの Bibliotheque Sainte-Genevieve での読書
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を思い出している。

It must be a movement then, an actuality of the possible as possible. 

Aristotle’s phrase formed itself within the gabbled verses and floated out into 

the studious silence of the library of Saint Genevieve where he had read, 

sheltered from the sin of Paris, night by night. . . . The soul is in a manner all 

that is: the soul is the form of forms. Tranquility sudden, vast, candescent: form 

of forms.（2.67-76）

Stephen は パ リ 時 代 か ら Aristotle を 熱 心 に 読 ん で い た の だ。“It must be a 

movement then, an actuality of the possible as possible.” は Aristotle の Metaphysics

からの一節である。“the soul is the form of forms.” は On the Soul からである。（10）

Stephen にとって、「可能なものとしての可能態の現実態」、「魂は複数の形相の内の

最終的な形相である」、これら一連の Aristotle の一節が彼の印象に残ったのである。

第 3 挿話でも Stephen は Aristotle 内的独白において想起している。第 3 挿話の冒

頭は次の通り。

Ineluctable modality of the visible: at least that if no more, thought through 

my eyes. Signatures of all things I am here to read, seaspawn and seawrack, 

the nearing tide, that rusty boot. Snotgreen, bluesilver, rust: coloured signs. 

Limits of the diaphane.（3.1-4）

“Ineluctable modality of the visible: at least that if no more, thought through my 

eyes.” は On the Soul から思惟された句である。“Limit of the diaphane.” は Of Sense 

and the Sensible からの抜粋を変化させた句である。「目に見えるものの避けようのな

い様態、ほかになくても少なくともそれだ、ぼくの両目を通した思考」、「透明なもの

の限界」というこれらの句は Stephen の印象に残った句である。（11）Stephen は仏訳を

通して Aristotle を読んだが、そうであっても、Stephen なりの理解を考慮すべきで

ある。（12）

Stephen の思策を整理すると、「可能態と現実態」、「現実態」に類似する「数ある

形相の中の最終的な形相」、「知覚」（「透明なものの限界」）とこれらの 3 つに集中し

ている。Stephen は、「現実態」、「形相」、「知覚」に重きを置くようになった。要は、

Stephen は現実を見ようとしているのだ。例えば、“Hold to the now, the here, 

through which all future plunges to the past.”（9.89）という Stephen の独白は「今」、

「ここ」つまり現実を重視せよと自分に言い聞かせている。A.E. たちは「イデア」の
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概念を矮小化している。その浅薄さを Stephen は見抜き、彼にとって A.E. たちの「イ

デア」の概念は常套句的である。

だが、Stephen はかつてイデアの概念に似ている “epiphanies” を記録することが芸

術家の務めであるとかつて信じていた。（13）第 3 挿話で Stephen は “epiphanies” につい

て思い出している。

Remember your epiphanies written on green oval leaves, deeply deep, copies to 

be sent if you died to all the great libraries of the world, including Alexandria? 

Someone was to read them there after a few thousand years, a mahamanvan-

tara. Pico della Mirandola like. （3.141-44）

“my epiphanies” ではなく、“your epiphanies” となっているのは自分を客観視してい

るからである。Stephen は、“epiphanies” を神智学と関連する “mahamanvantara”、

カバラ神秘主義者の “Pico della Mirandola” とからめて思い出している。神智学や神

秘主義に反発しているのだから、Stephen は “epiphanies” を信じることがもはや出来

ない。以前書き溜めた “epiphanies” は未来永劫誰も読まないだろうと自身の芸術観に

対して不満を表明し、“epiphanies” という芸術観から Stephen は脱しようとしている。

Stephen は別の芸術観を探ろうとして、Plato ではなく、Aristotle を一旦選択したのだ。

リアリストとしての Stephen の第一歩は第 7 挿話の彼の独白に見られる。“Dublin. 

I have much, much to learn.”（7.915）とやや唐突に Stephen は想起する。Stephen

は居合わせた MacHugh という男に 2 人の貧しい老婆の話をする。2 人の老婆は

Fumbally’s lane というスラム街に 50 年近く住み、Nelson’s pillar から Dublin の眺望

を見学しようと思い立つ。Nelson’s pillar の螺旋階段を昇るが途中で疲れたので動く

ことができず、その場でプラムを食べ、柵の間から種を吐き出すという空しい内容で

ある。この話を A Pisgah Sight of Palestine or The Parable of The Plums（7.1057-58）

と Stephen は題名にしている。

Moses はピスガ山から約束の地に入ろうとしたが果たせなかった。また、2 人の老

婆は Dublin の眺望を眺めることなく、柵の間からプラムの種を吐き出すだけである。

「出エジプト記」の Moses と 2 人の老婆の行動はどちらも成就しない行為である。

Dublin を舞台にして、現実に存在しそうな 2 人の老婆の行為に Moses を重ね、不成

就というテーマに奥行きを与えるような書法は Stephen の新しい芸術観を基にした

文学的戦略の萌芽とみなせる。
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3. Stephen の Shakespeare 論のテーマと独白の特徴

なぜ Stephen は Aristotle に与したのだろうか。Stephen は聞き手たちの Plato 観

やみずからの “epiphanies” への傾倒に反発し、別の芸術観を探っているからである。

その一方、死の床で跪いて祈りを捧げてほしいという母の最期の願いを拒否し、母の

死という厳しい現実を突きつけられている。その結果、Stephen は罪悪感に苛まれて

いる。母の死は 1903 年 6 月のことであり、およそ 1 年前のことである。第 15 挿話で

母の幻影に恐怖を感じた Stephen は娼家のシャンデリアを杖でたたき壊すぐらいな

ので（15.4242-45）、未だに母の死という現実に直面し、呻吟している。ここで人生と

芸術というテーマに辿り着く。

実際、Stephen の Shakespeare 論のテーマは「人生と芸術の関係がこの挿話のテー

マである」（“the relationship between life and art is the theme of the episode.”）と

Robert H. Bell は述べている。（14）パリにいた Stephen は母危篤の電報を受け取り、急

遽Dublinに戻って来た。そもそも、パリへと赴いた理由は芸術家になるためであった。

帰国後、今、Stephen は人生と芸術の関係について考えることは避けられない。それ

ゆえ、Bell の指摘は妥当である。Stephen が独自の Shakespeare 論を提示しても、聞

き手たちが自分たちの芸術観を変えることはない。Stephen はそのことをよく分かっ

ている。それでも彼らに挑む Stephen の態度は彼の独白に見られる。

そこで、Stephen の独白の特徴を一部であっても探ってみたい。まず、“Smile. 

Smile Cranly’s smile.”（9.21）とあるように、Stephen は演者を意識している。

Stephen の独白において演者の所作を頻繁に見出すことができる。

Stephen は神智学者 Blavatsky をからかっている。Blavatsky が “elemental” を誰も

いない所で発揮している瞬間、Mrs Cooper Oakley なる女性がその瞬間を垣間見た。

見られた時の Blavatsky の反応を Stephen は想像している。

O, fie! Out on’t! Pfuiteufel! You naughtn’t to look, missus, so you naughtn’t when 

a lady’s ashowing of her elemental. （9.72-73）

まるで自分の裸を覗かれたのに気がついたような反応である。Stephen は Blavatsky

の正体が俗物であるかのようにからかっている。

Stephen の独白はからかいだけにとどまらない。A.E. が中心の詩集の出版が楽しみ

だと Lyster が述べる。A.E. は Stephen を仲間外れにしている。その直後、Stephen

の独白は Aristotle に言及する。
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Stephen looked down on a wide headless caubeen, hung on his ashplanthandle 

over his knee. My casque and sword. Touch lightly with two index fingers. 

Aristotle’s experiment. One or two? Necessity is that in virtue of which it is 

impossible that one can be otherwise. Argal, one hat is one hat.（9.295-99）

Stephen は Aristotle を支持することによって、Eglinton や A.E. たちよりも自分が正

しいと固く信じようとしている。“My casque and sword.” は Stephen の理論武装の

比喩である。

Shakespeare 論の提示の際、Stephen は自分を鼓舞している。顕著なのは次の独白

である。

Where is your brother? Apothecariess’ hall. My whetstone. Him, then Cranly, 

Mulligan: now these. Speech, speech. But act. Act speech. They mock to try 

you.  Act. Be acted on.（9.977-79）

聞き手たちが自分の “My whetstone” と見なして、Stephen は自分を鼓舞している。

そればかりか、“Act. Be acted on.” とあるように、自分の Shakespeare 論について意

識的であり、聞き手たちを故意に刺激して反応させようとしている。自分は演者であ

り、演じることで聞き手たちを挑発し、彼らを自分の挑発に乗らせようとしている。

Stephen にとって聞き手たちは自分を文学者として磨いてくれる “My whetstone” だ

からである。

次に Stephen は自分とは何かについて考えている。第 9 挿話の後半で Stephen は

最終的な自己のイメージに辿りついている。

Fabulous artificer. The hawklike man. You flew. Whereto? Newhaven-Dieppe, 

steerage passenger. Paris and back. Lapwing. Icarus. Pater, ait. Seabedabbled, 

fallen, weltering. Lapwing you are. Lapwing be.（9.952-54）

ここでも Stephen は自分のことを客観視して、“You” と自分に呼びかけている。芸術

家になるべく高揚感に浸っていた過去の自分のイメージが “Icarus” であると振り返る

が、今の自分を “Lapwing” だと捉えている。しかも「タゲリになれ」（“Lapwing be.”）

と自分に言い聞かせている。“Lapwing” には様々なアリュージョンがあるが、Hamlet

の “Lapwing” と Ovidius の Metamorphoses の “Lapwing” に言及したい。

Hamlet の第 5 幕第 2 場で Claudius の使者 Osric が登場し、Hamlet 王子に Laertes

と剣での手合わせを要請する。Osric が退場した後、Horatio は “The lapwing runs 
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away with the shell on his head”（5.2.183）と彼のことを評している。“Lapwing” は

ここでは「愚かなやつ」の意味が込められている。（15）

Metamorphoses の Daedalus が、空から落下して死亡した息子の Icarus を埋葬して

いる間、lapwing がその様子を見ていた。その lapwing は喝采でもしているかのよう

にさえずり、翼を振っていた。この lapwing は Daedalus の罪と関係がある。

Daedalus の妹は 12 歳の息子を Daedalus に弟子入りさせた。その少年の才能を妬ん

だ Daedalus は彼をアクロポリスの丘から突き落とした。しかも、あやまって落ちた

と Daedalus は嘘をついた。だが、Minerva が落下するその少年を救い、彼を

lapwing に変身させた。以降、lapwing は高い所からの落下を怖がり、地面を這いつ

くばるのみである。Daedalus への恨みを抱き、鳥であるのに空を飛べないのは屈辱

である。ゆえに、息子を失った Daedalus を見てあざ笑っているのである。

Stephen は自分の愚かさを認識しているだけではなく、かつての自分のイメージで

ある Daedalus と Icarus を嘲笑している。Stephen は lapwing に対する Daedalus の

罪も分かっている。Stephen は経験によって視野が広がり、Daedalus と lapwing の

因果関係が見えるようになった。これまで見えなかった自己のイメージを今は正確に

捉えているのだ。

Stephen の独白において、自分自身が演じること、からかい、Aristotle に与する

こと、自身への鼓舞、そして新しい自己イメージを見出すことができる。これらの態

度、特に “Lapwing” の自己イメージは A Portrait of the Artist as a Young Man（1916）

の Stephen には見られなかった自己イメージである。しかし、Stephen は自己イメー

ジを捉えただけでは止まらない。Stephen は芸術家になるためにさらにその先を行く

はずである。

4. 第 9 挿話の「アレンジャー」と Stephen の結論

Joyce は 1912 年 11 月から 1913 年の 2 月にかけて Trieste の Universita Populare

で “Amleto di G. Shakespeare” という題目で 12 回の講義を行った。Stephen の

Shakespeare 論はこれらの講義に基づいて組み立てられている。Joyce は、George 

Brandes（1842-1927）の William Shakespeare: A Critical Study（1898）、Frank 

Harris（1855-1931）の The Man Shakespeare and His Tragic Life-Story（1909）、

Sidney Lee（1859-1926）の A Life of William Shakespeare（1898）を主に参照して

いる。講義のための原稿は残されていない。ただし、“Quaderno di Calligrafia di 

Shakespeare” と題されたノートと 60 のとじていないメモが残っている。（16）これらの

ノートの内容は Shakespeare と同時代の London の街の様子、舞台の観客の描写など

が主であり、Joyce が当時の状況を丹念に精査しようとしていたことが伺われる。（17）
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William M Schutte は Stephen の Shakespeare 論と Brandes、Harris、Lee のそれ

ぞれの著作を丁寧に比較し、Shakespeare 論の出典を示している。例えば、“ ― A 

child, a girl, placed in his arms, Marina”（9.406）と Stephen は述べている。この発

言について Brandes の著作の中の二箇所が出典として挙げられている。（18）また、“He

［Shakespeare］goes back, weary of the creation he has piled up to hide him from 

himself, an old dog licking an old sore.”（9.474-76）と Stephen は述べている。これは

Harris の著作の中の二箇所が出典であるとされている。（19） Stephen は Shakespeare の

伝記的要素をそれぞれの出典から取り入れている。Joyce はみずからの Shakespeare

論を Stephen の Shakespeare 論に落とし込んだのである。

そればかりか、Joyce の戦略なのだろうか、“Mr Brandes”（9.418）、“Mr Sidney 

Lee”（9.419）、“Mr Frank Harris”（9.440）の名前が第 9 挿話のテクストに顔を出し

ている。Brandes に言及している人物は Stephen である。Lee、Harris に言及してい

る人物はそれぞれ Eglinton、Lyster である。Stephen 以外は実在の人物である。

Stephen の Shakespeare 論は Joyce の Shakespeare 論でもある。Brandes、Harris、

Lee の名前をテクストに登場させている存在は Joyce なのか語り手なのか断定できな

い。作者と語り手の区別は曖昧である。

Vike Martina Plock は、第 9 挿話において Hamlet の翻案が演じられていると控え

めだが大胆な指摘をしている。（20）実際、第 9 挿話は劇形式になっている。登場人物

たちはこの場を出たり入ったりする。これは舞台上の役者の入退場を想起させる。

Mulligan が登場すると、“Entr’acte”（9.484）と Stephen は独白する。Mulligan の登

場後、第 9 挿話の書法が急激に変化していく。“Entr’acte” は語り手による書法の変

化の合図の声としても読める。

作者と語り手の関係や問題を暫定的であっても解決するために、「アレンジャー」

（arranger）という概念を取り入れたい。David Hayman によれば、「アレンジャー」

とは作者でもなく語り手でもない。テクストを大胆に差配する人物または存在であ

る。（21）「アレンジャー」という概念は、作者や語り手の概念よりも一歩進んだ考え方

である。第 9 挿話の書法は変化してゆくが、「アレンジャー」の行為によるものであ

ることを考慮すれば、書法が変化していくことに納得がいく。「アレンジャー」によ

るテクストの差配の例を挙げたい。

第 9 挿話は「物事の途中」（“in medias res”）から始まっている。物事の途中から始

まることによって、物事や出来事が段々と明らかになっていく。第 9 挿話の書き出し

は次の通り。

Urbane, to comfort them, the quaker librarian purred:

― And we have, have we not, those priceless pages of Wilhelm Meister. A 
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great poet on a great brother poet. A hesitating soul taking arms against a sea 

of troubles, torn by conflicting doubts, as one sees in real life.

He came a step a sinkapace forward on neatsleather creaking and a step 

backward a sinkapace on the solemn floor. （9.1-6）

物事の途中から始まっているので、“to comfort them” の代名詞が誰を指しているの

かこの時点では分からない。“the quaker librarian”がなぜ彼らをなだめるのだろうか。

“the quaker librarian” は Lyster のことであるが、なぜ名前ではなく、“the quaker 

librarian” とわざわざ名付けられているのだろうか。“a sinkapace forward on 

neatsleather” の “a sinkapace” は Twelfth Night が出典であり、“neatsleather” は

Julius Caesarからの出典である。（22）なぜShakespeareの戯曲の一節が引用されるのか。

“the solemn floor” となっている理由は場の雰囲気が悪いということを反映している

のだろうか。“the quaker librarian” が重々しい雰囲気をなだめるために軽いステップ

を踏んだのだろうか。それとも “the quaker librarian” の滑稽な動きを表すためなの

だろうか。「アレンジャー」によるテクストの差配は、様々な文学的効果をいざなう。

「アレンジャー」は知覚にも訴えてくる。Best が手を使って、宙に文字を書く場面

がある。

Hamlet

ou

Le Distrait

Pîece de Shakespeare （9.118-21）

Best はフランスの田舎町で Hamlet が上演される時の広告の出され方を示している。

ここでは Best の手の動きが正確に再現されている。Best は黙ったまま手で宙に文字

を書いている可能性もある。このようにテクストを見ないとわからない場合がある。

知覚に訴えている最大の例が 490 行目直後のネウマ譜である。「アレンジャー」は自

在にテクストを差配するのだから、語り手というより、「アレンジャー」による技法

といった方がなぜ書法が急激に変化していくのか合点がいく。

「アレンジャー」は直接話法までも操る。以下は Best の発言である。

― But Hamlet is so personal, isn’t it? Mr Best pleaded. I mean, a kind of private 

paper, don’t you know, of his private life. I mean, I don’t care a button, don’t you 

know, who is killed or who is guilty. . . . （9.362-64）
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“don’t you know” は Best の口癖である。Best のこの口癖は常に再現されている

（9.112-16 など）。

「アレンジャー」による技法やその効果は様々だが、第9挿話に限れば「アレンジャー」

は Stephen に肩入れしている。自己イメージが “Lapwing” だと捉えた後、Stephen は

一気に Shakespeare 論を結論づけていく。なかでも重要なのは Shakespeare が最期

を迎えるために帰郷をする件である。Stephen はその帰郷を例によって Hamlet の墓

堀人たちと Prospero とからめて語っている。「アレンジャー」は Stephen が言いた

いことを素直に表現している。「アレンジャー」を念頭に置くと Stephen の発言には

偽りがないと見なせる。

He［Shakespeare］found in the world without as actual what was in his world 

within as possible. Maeterlinck says: If Socrates leave his house today he will 

find the sage seated on his doorstep. If Judas go forth tonight it is to Judas his 

steps will tend. Every life is many days, day after day. We walk through 

ourselves, meeting robbers, ghosts, giants, old men, young men, wives, widows, 

brothers-in-love, but always meeting ourselves. （9.1041-46）

「現実態」（“actual”）、「可能態」（“possible”）とあるが、これは Aristotle の哲学か

ら示唆を得た用語である。Stephen は Shakespeare のことを言っているのだが、実は

自分のことを言っているのだ。Stephen は経験を積み、読書をし、様々な人物に会っ

てきた。Stephen の結論とは、それぞれの人物に「可能態」の中の「現実態」を見る

ことである。すなわち、そうであったかもしれない自分を Stephen は見出そうとし

ているのだ。

日々、他者（現実態）の中に自分自身（可能態）を見るのだと認識する Stephen

は他者に学ぶことに気がついた。Bloom と出会い、市井の人を自分の事として実感

することで Stephen は芸術家として成熟するはずである。Ulysses の中で市井の人

Bloom は微に入り細に入り描かれており、市井の人にも豊かな物語を見出すことが

できる。Bloom に Stephen が目を向ければ、学ぶべき物語が多くある。ただし、「ア

レンジャー」は Stephen と Bloom の出会いの効果を示唆程度にとどめている。第 17

挿話の 91 組の教理問答は、Bloom と Stephen が偶然少しの間出会ったところで二人

の物語が急激に変化するものではないと当たり前のことを伝えている。

今の所、Stephen は “Lapwing” の自己イメージに辿りついた。だが、“Lapwing” の

自己イメージは決して悪くはない。Stephen は Daedalus の罪の経緯を視野に入れた

からである。かといって、“the mole on my right breast”（9.378）は一生残るのだか

ら自分自身を見失ってはいない。自身を見失わず、他者に可能態の中の現実態を見る。

― 15 ―

Y-01_猪野恵也（001-020）.indd   15Y-01_猪野恵也（001-020）.indd   15 2024/02/29   8:44:192024/02/29   8:44:19



これが今の Stephen の立ち位置である。

Bloom はハンガリー系ユダヤ人であり、父親はトリカブトを飲んで自殺した。

Bloom はプロテスタントとカトリックの洗礼を受け、職を転々とした後、今は広告

取りの仕事をしている。15 歳の娘の Milly は Mullingar で写真屋の見習いをしていて、

Bannon という男と交際している。息子の Rudy は生後 11 日後に死亡した。目下の所、

Bloom は妻 Molly の不貞に悩んでいる。市井の人でも物語は必ずあるのだ。可能態

としての Stephen は、Bloom の物語を芸術として昇華できるはずである。Stephen が

成熟した芸術家になるため、Bloom に出会う準備は整った。

おわりに

Stephen は Shakespeare 論を提示し終わった後、Mulligan と共に National Library

を去ろうとする。Shakespeare 論を話し終えた Stephen の心持は静かである。第 9 挿

話は Cymbeline の占い師の台詞の一部で終わっている。第 5 幕第 5 場からである。

Laud we the gods

And let our crooked smokes climb to their nostrils

From our bless’d altars.（9.1223-25）

Hamlet では事の顛末を伝えるよう、Horatio に託して Hamlet は死んでいく。

Hamlet は Fortinbras を中心とした物語として続く。だが、Cymbeline では、Queen

にそそのかされた Cymbeline はローマ軍と戦い、勝利する。Queen の悪事もつまび

らかになる。Posthumus と Imogen は当初の希望通り結婚し、行方知れずだと思われ

ていた Guiderius と Arviagus は正式な王子として認められる。Cymbeline では秩序

の世界が最終的に成立しているのでその続きを想像しにくい。ゆえに、第 9 挿話以降

も Stephen は登場するものの、Stephen の出番は第 9 挿話で一応終わりである。

だが、「アレンジャー」の手は込んでいる。Bloom が Stephen と Mulligan の間を

通り抜けるのだ。Stephen はその時クリームフルーツを差し出す男の夢を思い出す。

Stephen は昨夜その夢を見た。Bloom も同じような夢を昨夜見たのだ（13.1240-41; 

14.408-09）。この偶然の一致は「アレンジャー」の計算によるものと考えるしかない。

読み手は必然的に Stephen と Bloom の出会いとつながりを考えざるを得ない。

第 3 挿話の最後に Stephen は誰かがいるのではないかと後ろを振り向く。誰かと

は Bloom であることは自明である。Telemachia の部は第 3 挿話で終結し、第 4 挿話

からOdysseyの部が始まり、Bloomが登場するからである。第4挿話でBloomはバター

で焼いた豚の腎臓をおいしそうに食べる。しかも、特に腎臓の尿のにおいが Bloom
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の食欲をそそっている。（23）Stephen と比べると、食べるという行為が目立ち、いわば

肉体的である。つまり、思考と肉体が対照的に表象されている。

第 10 挿話では 19 の断片によって Dublin の人々の様子を一気に眺めることが可能

であり、Stephen と Bloom は Dublin の眺望の一部となっている。ゴーマン = ギルバー

ト計画表での第 10 挿話の「器管」は「血液」である。第 8 挿話は午後 1 時ごろから

2 時までで、Bloom は Davy Byrne’s に入り、落ち着いた雰囲気の中でグラスワイン

とチーズサンドイッチを昼食として食べる。計画表での第 8 挿話の「器管」は「食道」

である。これら二つの挿話の「器官」は、間に挟まれた第 9 挿話の「器管」の「脳」

とは対照的である。「食道」、「脳」、「血液」を相補的に組み合わせて Ulysses を読む

行為は、Stephen と Bloom を結びつける読みとして魅力的であり、むしろそう読む

べきであると読者は要請されているのだ。

注

（1） James Joyce, Ulysses （Edited by Hans Walter Gabler and Wolfhand Steppe and Claus 
Melchior, Random House, 1986）。Ulysses のテクストはこの版を用いる。括弧内に挿話
数と行数を記す。日本語訳は筆者によるものだが、丸谷才一・永川玲二・高松雄一訳
を適宜参照した。

（2） その独白は次の通り。“Three drams of usquebaugh you drank with Dan Deasy’s 
ducats” （9.533-34）。

（3） Slote の Annotations（387）による。
（4） その直後の Stephen の独白は次の通り。“Do you know what you are talking about?  

Love, yes. Word known to all men.”（9.429-30）。「愛」は Anne や孫娘への Shakespeare
の愛かもしれないし、性的劣等感を克服した結果、女性に対する愛かもしれない。

（5） “ ― Upon my word it makes my blood boil to hear anyone compare Aristotle with 
Plato.”（9. 80-81）と Eglinton は述べており、彼は相当の Plato 支持者である。

（6） 『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代』の第 4 巻第 13 章で Wilhelm は Hamlet 王子像
を描写している。この描写のために、「徳高き Hamlet」、「復讐ができない優柔不断な
Hamlet」、「常に悩む Hamlet」というイメージが長きに渡って人口に膾炙してしまった。

（7） 河合は、William Hazlitt と Samuel Taylor Coleridge などの Hamlet 王子についての解
釈やイメージを紹介している（32-39）。

（8） See Steppe 197.
（9） See Steppe 127.
（10） See Gifford 44-45.
（11） See Gifford 32.
（12） Slote の Annotations によると、Joyce は J. Barthélemy-Saint-Hilaire（1805-1895）の

Aristotle の仏訳の一部を英訳したことがある（37）。
（13） 周知の通り、Stephen Hero において Stephen は epiphany とは何かを説明している。“By 

an epiphany he meant a sudden spiritual manifestation, whether in the vulgarity of 
speech or of gesture or in a memorable phase of the mind itself. He believed that it 
was for the man of letters to record these epiphanies with extreme care, seeing that 
they themselves are the most delicate and evanescent of moments.”（216）。“a sudden 
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spiritual manifestation” はイデアの概念に類似している。
（14） See Robert 179. SloteもJoyce/Shakespeareの中で次のように同様の指摘をしている。“For 

Stephen, art is not an abstracted idealism, but rather is inseparable from its material 
circumstances.”（129）。

（15） Slote の Annotations（419）によると、lapwing は愚かさと結びついている。
（16） See Quillian 7.
（17） See Quillian 17-63.
（18） See Shutte 160.
（19） See Shutte 164.
（20） Vike Martina Plock の指摘は次の通り。“Meanwhile, the abundance of these theatrical 

elements and references in “Scylla and Charybdis” invites speculation on what is 
actually performed in the library. My suggestion would be that what we see （or read）
is a version of Shakespeare’s Hamlet drama.”（98）。

（21） David Hayman の指摘は次の通り。“I use the term arranger to designate a figure or a 
presence that can be identified neither with the author nor with his narrators, but 
that exercise an increasing degree of overt control over increasingly challenging 
materials.”（84）。結城は「アレンジャー」の概念を採用して Ulysses の文体を説明して
いる。Ulysses のテクストを分析する際に有効な概念なので、筆者も「アレンジャー」
という考え方を導入したい。

（22） See Gifford 193.
（23） Bloom は、妻 Molly の秘部の尿と秘部へのオーラル・セックスをここで想起している

と桃尾は説得力のある、そして鋭い読みをしている。いかにもBloomらしい発想であり、
深い読みが可能になるので筆者はこの読みを支持したい。そうすると、第 4 挿話は肉
体的な世界の展開の始まりとしてふさわしい。

参考文献

Bell, Robert H. Jocoserious Joyce: The Fate of Folly in Ulysses. UP of Florida, 1991.
Gifford, Don, and Robert J. Seidman. Ulysses Annotated: Notes for James Joyce’s Ulysses. 2nd 

ed., U of California P, 1988.
Gilbert, Stuart. James Joyce’s Ulysses. Vintage Books, 1930.
Gunn, Ian, et al. James Joyce’s Dublin: A topographical guide to the Dublin of Ulysses. 

Thames and Hudson, 1975.
Hayman, David. Ulysses: The Mechanics of Meaning. A new edition, revised and expanded. 

The U of Wisconsin P, 1970.
Joyce, James. A Portrait of the Artist as a Young Man. Edited by Richard Ellmann.  

Jonathan Cape, 1968.
――― , Stephen Hero. Edited by Theodore Spencer and John J. Slocum and Herbert 

Cahoon. Jonathan Cape, 1944.
――― . Ulysses. Edited by Hans Walter Gabler and Wolfhand Steppe and Claus Melchior, 

Random House, 1986.
Quillian, William H. “Shakespeare in Trieste: Joyce’s 1912 Hamlet Lectures.” James Joyce 

Quarterly, vol. 12, no. 1/2, Fall 1974/Winter 1975, pp. 7-63.
Raleigh, John Henry. The Chronicle of Leopold and Molly Bloom: Ulysse as Narrative.  U of 

California P, 1977.
Schutte, William M. Joyce and Shakespeare: A Study in the meaning of Ulysses.  Yale UP, 

― 18 ―

Y-01_猪野恵也（001-020）.indd   18Y-01_猪野恵也（001-020）.indd   18 2024/02/29   8:44:192024/02/29   8:44:19



1957.
Shakespeare, William. Cymbeline. Edited by J. M. Nosworthy. The Arden Shakespeare, 

Third Series, Routledge, 1955.
――― . Hamlet. Edited by Harold Jenkins, The Arden Shakespeare, Third Series, 

Routledge, 1982.
Slote, Sam. “Loving the Alien: Egoism, Empathy, Alterity, and Shakespear Bloom and 

Stephen’s Aesthetics.” Joyce/Shakespeare, Edited by Laura Plaschiar, Syracuse UP, 
2015, pp. 128-39.

――― . Marc A. Mamigonian, and John Turner. Annotations to James Joyce’s Ulysses.  
Oxford UP, 2022.

Steppe, Wolfhard, and Hans Walter Gabler. A Handlist to James Joyce’s Ulysses: A Complete 
Alphabetical Index to the Critical Reading Text. Garland Publishing,  1986.

オウィディウス『変身物語（上）（下）』中村義也訳、岩波書店、1981 年。
河合祥一郎『謎解き『ハムレット』名作のあかし』ちくま学芸文庫、2000 年。
ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）』丸谷才一・永川玲二・高松雄一訳、集

英社、1996 年。
J. W. ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代（上）（中）（下）』山崎章甫訳、岩波書店、

2000 年。
桃尾美佳「第四挿話と腎臓を食らう男」『ジョイスの挑戦―『ユリシーズ』に嵌る方法―』、

金井義彦・吉川信・横内一雄編、2022 年、112-133。
結城英雄『『ユリシーズ』の謎を歩く』集英社、1999 年。

 （受領日：令和５年10月17日
受理日：令和６年１月24日）

― 19 ―

Y-01_猪野恵也（001-020）.indd   19Y-01_猪野恵也（001-020）.indd   19 2024/02/29   8:44:192024/02/29   8:44:19



はじめに

本稿は、2021（令和 3）年 8 月に教育職員免許法施行規則等の一部改正によって新設・

必修とされた教職課程の授業科目「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の

授業実践に関する記録・整理とその評価を行おうとするものである。この新設科目に

関する授業デザインと対面授業（面接型の授業）及びハイブリッド形式の授業内容・

方法の設定については、すでに 2023 年 3 月に拙稿（1）で論じている。本稿では同授業

科目をフルオンデマンド形式で行う際に何に気をつけるべきか、どうすれば本来の目

的を達成できるのかという構成について論じていくことになる。

しかし、本稿の射程はもう少し広げていくことになる。そもそも「対面授業（面接

型）」「ハイブリッド授業」「オンデマンド授業」等が「教育の理論及び方法」論であり、

それらの学習方法に「情報通信技術を活用」することが求められて導入されたのが新

設科目「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」である。つまり同授業科目の

みでなく、他の各授業を前掲の「教育の理論及び方法」論（オンデマンド授業等）で

実践するときの効果や授業構成を含むことにもなる。コロナ禍において急速にオンラ

イン学習が進んだのは中学・高校だけではなく大学も同様であり、さらにいえばその

中でもっとも「オンライン授業による代替」が長引いたのは大学であった。ポストコ

ロナ期となって、対面授業中心のコロナ以前のやり方に戻るのか、それとも GIGA ス

クール構想との兼ね合いで、ある程度オンライン化など情報機器の活用を加えていく

のか、大学はいま大きな分岐点にある。小・中・高等学校現場での教育実践（ICT

機器の活用推進）に資する人材育成のために大学における同授業科目「情報通信技術

を活用した教育の理論及び方法」が新設・必修となったという関係性になる。

本稿では「オンデマンド授業」を対象としていくので、「どの程度までオンライン

化を残すのか／残していいのか」、そのためには「どんなことが必要となるのか」に

ついて考察していくことになる（2）。

1．新しい「メディアを利用して行う授業」の扱いについて

筆者の勤務校（通信教育部）は通信制大学（4 年制大学の通信教育課程）であり、

「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」
の授業実践と課題

古 賀 　 徹

〔論　　　文〕
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そもそも「メディア授業」（メディアを利用して行う授業）が「面接授業」と同等（代

わるもの）として認められていて、本学では 2004（平成 16）年度から開講してきて

いる（3）。通学制の大学については、単位修得に含めることのできる「メディア授業」

の単位数が大学設置基準に定められていて、通信制大学については大学通信教育設置

基準が定められている。4 年制大学の通信制では面接授業（いわゆる「スクーリング」）

単位を 30 単位分修得することが求められているが、これは卒業単位のうちの約 4 分

の 1（1 年間分）となる。通信制といえどもこの時間数を通学しての学修が求められ

ているということになるが、十分な指導を併せ行うものと認められれば「メディア授

業」でこのすべてに換えることができるようになっている。“ 大学に通わないでもす

べての単位が取れる ” という e ラーニング系の大学（4）も近年増えてきている。

1-1　「メディア授業」を推進する基準はどのように設定できるのか
いわゆる「メディア告示」では、次のように示されている（5）（下線はその後の説明

のために筆者が付した）。「通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディ

アを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に扱うもの

で、次に掲げるいずれかの要件を満たし、大学において、大学設置基準第 25 条第 1

項に規定する面接授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。」として、

以下の要件が示されている。

一　同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、

研究室又はこれらに準ずる場所（大学設置基準第 31 条第 1 項の規定により単位を

授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。以下

次号において「教室等以外の場所」という。）において履修させるもの

二　毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等

に対面することにより、又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の

終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問

回答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当

該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの

下線を付した箇所のうち、まず告示文章で「メディアを活用し、面接授業に相当す

る教育効果をもつ」ものをメディア授業として認めるとされている。本学の「メディ

ア授業」も、作成の際にこれを授業コンテンツ作成者に示し、授業構成に反映させる

ことを依頼している。さらに撮影業者とも連携して、動画の作成（撮影及び編集）と

課題の設問（提出システム）、掲示板の設置、その他（例えば「自己チェック」の小

テスト入力システム等）の設定を行っている。そして 2ヶ月半（9 週強）の学修期間

を設定し、その中で数回ごとのテスト期間等の設定（単元毎の構成）を実施している。
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続く、要件の項目のうち、「一」は「同時」「双方向」で教室外とつなぐという意味

で「テレビ会議システム」等を使っての “ 同時双方向型オンライン授業 ” が示されて

いる。2020 年以降のコロナ禍における「オンライン授業」として急速に拡大した「web

会議システム」（6）を使ったものがこれに当たる。

「オンデマンド」形式や本学の「メディア授業」は「同時双方向」型ではない。イ

ンターネット上で動画・音声及び教材を配信する方式である。これは「二」に記され

た「教員」が「授業の終了後」（動画や教材の展開後）にインターネット上の仕組み

を活かして「指導を併せ行う」ことで、授業として認められているということになる。

また「学生等の意見の交換の機会」として掲示板のようなものを設定している。繰り

返しになるが、本学「メディア授業」は、作成時にコンテンツ作成者（教員）と契約

を結び、撮影業者と連携して、動画、課題提出システム、掲示板、自己チェック・シ

ステム等の設定を行っている。その上で「シーケンス」として学修期間（2ヶ月半）

を設定して提供している。なお、学部教育（通信制大学）については、1981（昭和

56）年に定められた大学通信教育設置基準（昭和五十六年十月二十九日文部省令第

三十三号）があり（7）、単位修得を「印刷教材等による授業」、「放送授業」、「面接授業」、

「メディアを利用して行う授業」のいずれか、または併用により行うこととしている。

「印刷教材等による授業」「放送授業」の実施に当たっては、添削等による指導を併せ

行うこととし、「面接授業」「メディア授業」は大学設置基準第二十一条第二項各号の

定めるところとするとして、単位認定の学修範囲・時間が定められていた。当たり前

の話であるが通信制大学においても、通学制の大学と同様の学修レベルが求められ、

この基準に則った教育方法・内容を提供することが求められている。“ 大学に通わな

いでもすべての単位が取れる ” という e ラーニング系の大学（いわゆる「インターネッ

ト大学」）の増加のように規制緩和がみられ、校舎等の施設の弾力化を認める動きも

進んできているが、そこでも「教育効果を高めるための措置」が必要で、「個々の学

生の総合的な能力や学習効果を確認すべきと考えられる場面においては、教員と学生

本人の一対一のやりとりが可能となる同時双方向の手段を適切に導入すること」が求

められている（8）。この点については「通信制大学」が正規の大学教育として認知度を

広げていくために、また低レベルのものとして誤解されることのないようにと考えら

れ、公益財団法人私立大学通信教育協会において「メディアを利用して行う授業に関

するガイドライン」が設定されている（9）。

以上のように本学「メディア授業」は、大学設置基準・大学通信教育設置基準、加

盟している協会で設定しているガイドラインに即した設計と設定のもと実施されてい

る。
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1-2　「メディア授業」と「オンデマンド授業」は同一のものと評価できるのか
「メディアを利用して行う授業」のうち、本学の「メディア授業」は同時双方向型

ではなく、リアルタイムではない「非同時－双方向」となる。これは「オンデマンド

型授業」と同義となる。発信する側（教員や教材提示者）と受講（受信）する側とが

同じ時間に学習空間に存在しているというしばりがないため、「いつでも、どこでも、

自分のペースで学ぶことができる」という便利さが売りということになる。

結論を先にいえば、「メディア授業」と「オンデマンド授業」が同一のものである

とするのならば、1-1 で論じた基準のもと設定され、運用されているということになる。

もっと具体的にいえば、1-1 の基準・水準で行われている「オンデマンド授業」は本

学では「メディア授業」であるとして、正式な授業として設営することができるとい

うことになる。同じように各大学が、それぞれ大学設置基準等に従ってメディア授業

のガイドラインを設定し、シンプルにいえば「責任をもった運用」（10）をしていけばよ

いということになる。

しかし、実際には様々な問題が生じている。そのきっかけとなったのは「コロナ禍

での急速なオンライン授業の普及」だと考えている。2020 年度からの急速な普及（現

場での対応や努力）によって「学びを止めない」（11）ことには各学校が大きく貢献（12）

してきた。その一連の流れに、すでに以前より構想されていた GIGA スクール構想

につながるもの（e-Japan 戦略、IT 新改革戦略、フューチャースクール推進事業）（13）

等がここで重なり、前倒しの形で「1 人 1 台の端末」環境が整備されることとなった。

再三の繰り返しになるが、そこで教員養成課程に組み込まれることとなったのが「情

報通信技術を活用した教育の理論及び方法」である。この科目増設の負担や必要な支

援については、すでに拙稿で論じている（14）ので本稿では省略する。ここで取り上げ

ておきたいのは、「コロナ禍での急速なオンライン授業の普及」が通学制大学で進ん

だために、新たに生じた問題である。まず、急速に進んだ「オンライン授業」により、

大学での学修が変わったこと。当時は「大学が通信教育のようになった」と揶揄され、

通学できないことの不利益や不満の声が報じられることもあった。「密を避ける」「不

要不急の外出自粛」との社会的な圧力を受けて、もっともオンライン化が進んだ機関

の一つが大学であった。

これによって通信制大学と通学制大学の差が小さくなった。通学を常態としない通

信教育課程の大学にとっては、ニーズも生まれ、また従来からあった科目修得試験と

いった通信学修の仕組みや「メディア授業」らが即時に対応することができてプラス

の面も大きかった（マイナスが生じにくかった）と思われる。ただし、通信制大学に

も「スクーリング」（対面授業＝面接授業）は求められている。「e ラーニング系の大学」

以外の通信制大学ではスクーリング時に同じ問題が生じる。そのスクーリングの代替

が求められたのである。ここでいう「スクーリングの代替」は、通学制大学でいえば
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「オンラインコンテンツ」もしくは「web 会議システム等を使った授業の実施」とい

うことになる。ここが「大学が通信教育のようになった」といわれる部分である。通

信制大学でも「スクーリングの代替」が必要となった。もちろん無理にスクーリング

を開講せず、「通信学修」（在宅でのレポート及び科目修得試験）に振り替えるという

対応もできたが、卒業に必要なスクーリング単位（最低 30 単位等）への対応や、同

じ通信制大学とはいっても「スクーリングの充実」を特色とする大学もある。本学は

まさに、そこがセールスポイントの一つとなっているが、そういう通信制大学では「ス

クーリングの代替」としてオンライン授業を進めていくこととなった。あるものは同

時双方向型のオンライン授業で開講し、あるものはオンデマンド授業コンテンツを作

成して、受講できるようにする。そのように「学びを止めない」学生への支援の観点

から、また授業担当者（スクーリング担当教員）の担当コマ数という考えもあってか、

オンライン授業への振り替えが実現されていった。

ここで問題が生じた。従来からの「メディア授業」とは別に「メディアを利用して

行う授業」として「同時双方向型のオンライン授業」と「オンデマンド授業」が並立

したのである。とくに混乱するのが「メディア授業」と「オンデマンド授業」である。

本稿では「オンデマンド型授業」として両者は同義となると記していた。しかし、そ

れが同一のものとして評価されるには、1-1 で論じた基準のもと設定され、運用され

ているという前提においてである。しかし、この当初において、両者は同一の基準で

運用されていなかった。「メディア授業」はすでに記したように業者が撮影・編集し、

授業担当者（教員）とは契約書を交わし、著作権や帰属権の問題を大学側に置き、そ

して LMS（学習管理システム）上で運用している。修正や改編に手間がかかるなど

の限界も含んでいるが、設置基準やガイドラインに対応するためにこのような形態と

なっている。「オンデマンド授業」は法人全体でのオンライン学修対策として構想さ

れたため、Google Classroom という簡易で市販の LMS を使い、そこで動画コンテン

ツや教材、課題設定やその提出物の管理を行うこととなった。多くの担当教員が自身

でオンデマンド教材を撮影・作成し、教材として編集してアップロードする。そこで

教材と提出物の管理を行うという形をとることとなった。

「メディア授業」は大学が管理できるし、教材作成に関わることもできるし、契約

も交わしている。しかし、「オンデマンド授業」は教員個人が行い、教員が管理し、

教員が終わりまで運営する。単純にいえば、1-1 で論じた基準を満たしたものとして

いるのか、教員以外の目を通すことをしていない。

これは「授業の代替」であるから当然のことでもある。当時は「学びを止めない」

ために、代替が進められた。それが数年継続されてきた。通常の授業で「授業参観制

度」のようなものを使わない限り、授業は教員と受講する学生の間にだけ存在する。

それと同じだとはいえる。しかし、ここで次の問題が生じた。それは、コロナ禍が終
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わった後も、このような形態で続けてよいのかという「学修の質」の問題である。

1-3　「授業の代替」としてのオンデマンド授業は、そのときの「代替」でしかない
筆者勤務校では、1-1 に則った「メディア授業」と 1-2 で記したように対面授業の

代替としての「オンデマンド授業」とが並立することとなった。それでは、この「オ

ンデマンド授業」とは「メディア授業」とすることはできないのか。結論からいえば

「できない」ということになる。「メディアを利用して行う授業」ではあるが、1-1 で

記した要件を（すべての教員が行うすべての授業で）満たされていると保証すること

ができないからだ。意識の高い教員というよりも、何が必要とされるかを知っていて、

あるいは考えた教員は1-1の要件をクリアしているかもしれない。しかし1-1は体系的・

組織的に、つまり大学としてそれが管理できていなくてはならない。個人差があるの

では組織的な管理とはいえない（15）。

つまり、この当時の「オンデマンド授業」はあくまでも「対面授業の代替として」

の意味しかもたない。しかし、受講している学生にはそれはわからない。だから、次

の問題が生じてくる。「もっとオンデマンド授業を増やしてほしい」という便利な点

を評価する学生と、「オンデマンド教材を一度つくればあとはそのまま流せば授業が

動く」ことを（おそらく）益と考える教員もいるということである。そして、

Society 5.0 への進展やオンライン化をさらに進めていきたい政府や経済界団体の思い

もあって、この方向性は継続されていくことになるはずである。

しかし、教育の質（学修の質）の面で文部科学省はそこに警鐘を鳴らしている。

1-4　文部科学省の通知文書をみる
2021（令和 3）年 4 月 2 日付「大学等における遠隔授業の取扱いについて（周知）」（3

文科高第 9 号）（16）において、「大学等における遠隔授業の実施に当たり、60 単位の上

限への算入に関する考え方の明確化や、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い特例的

な措置として認められていた弾力的な運用について、今後、感染症や災害の発生時等

の非常時においても同様に認められる」と通知されている。つまり、この後も活用可

能だと述べられている。「令和 2 年度の学校運営に当たり、新型コロナウィルス感染

症の拡大防止のための対策を講じつつ、学生の学修機会を確保するための様々な工夫

等を講じていただいており、改めて感謝申し上げます」とあるように、現場での対応

への謝意から始まるこの通知文は、2020（令和 2）年 12 月 22 日の規制改革推進会議「当

面の規制改革の実施状況」で「災害を含めた非常時に、対面授業に相当する効果が得

られるとされる状況であれば、オンラインを活用した教育を実施した場合に、特例の

授業として認めるとされたことや、デジタル時代にふさわしい仕組みとして、教育現

場における ICT を活用した新たな取組が学生の希望等に応じた形で行われるよう、
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その内容の一層の充実のための具体的な検討を行い、令和 2 年度中に政府として取り

まとめることとされたことを踏まえ、このたび、大学等における遠隔授業の取扱いを

整理」したので通知するとされていた。

具体的には、次のようなことが記されている。「遠隔授業の実施に関する取扱い」

として通学制の大学では、60 単位と上限が設定されているが、その一部として「い

わゆる同時性又は即応性を持つ双方向性（対話性）を有し、面接授業に相当する教育

効果を有すると認められる遠隔授業を実施する授業時数が半数を超えない範囲で行わ

れる授業科目については、面接授業の授業科目として取り扱い、上記上限の算定に含

める必要はない」ということ。また、「通信教育を行う大学・学部においては、大学

通信教育設置基準第 6 条の規定により、同令第 3 条第 1 項で定める大学設置基準第

25 条第 2 項の規定による遠隔授業によって実施する授業科目で修得した単位のみの

卒業も認められること。」「なお、通信教育を行う大学以外の大学は、学生がキャンパ

スに来て学ぶことを前提とした学校であり、各大学は、学生に寄り添った対応を講じ、

学生が安心し、十分納得した形で学修できる環境を確保することが重要であること。」

（下線は筆者が付す）というものである。

下線部のように、「同時双方向」か、そうでなくても「即応性」（対話性）をもつこ

とで「面接授業に相当する」とできる。しかし、通信制大学以外がこのまま “ 通信制

大学のような状態 ” と揶揄される状況は、通学を希望する学生のためにも避けてくれ

ということに読める。

通学制なので、例えば学部などが 90 分×全 15 回の授業回の一部を（半数を超えな

い 5 回ほど等）変えることができるようになるとも読めるが、これについては 2020（令

和 2）年 5 月 22 日「Q ＆ A」（17）でコマ数（授業回数）を減らすことは規定していな

いと述べられている。「Q ＆ A」の問 2 では「「10 週又は 15 週の期間について弾力的

に取り扱って差し支えない」とあるが、例えば、本来 15 コマの授業を 13 コマにし 2

コマ分の授業時間数を削ることを許容する趣旨か。」との問いがあった。しかし「減

らす」のではなく「代替して行う」のであれば可能と考えられる（18）。ただし下線部

のような質を実現するために LMS などの活用が求められるし、いわゆる「課題学習」

（課題を出題して、学生がそれに応え提出するだけのもの）だと批判される可能性が

ある。そもそも「授業時間」を減らすのではなく「往復」を含めた双方向性を必要と

するのであり、逆に対面時以上に「対話性」が求められて時間を使う可能性もある。「相

当する教育効果」のある場合にこれを行うのだという位置付けになる。

通信制大学については「遠隔授業によって実施する授業科目で習得した単位のみの

卒業も認められる」ことが確認されている。ということは、そもそもオンデマンド講

義を「遠隔授業」（メディア授業）とすれば、卒業単位に含むべきスクーリング問題

はクリアできる。しかし、その「オンデマンド授業」は「対面授業の代替」であって
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1-1を満たす「メディア授業」にすぐに結びつくものではない。ここが大きな困難となっ

た。取りやすい、便利なものを志向する学生もいる。しかし、それは「授業の代替」

として、この時期に限定されたものであり、通学制の「授業の代替」からきたもので

あるゆえに、通信のメディア授業とは結びつかない。しかし、オンデマンド動画で「い

つでも、どこでも、自分のペースで」という点では共通しているので、学生にはその

存在意義（スクーリングの代替としての存在という意味）まではわからない。そして、

一部の教員も「メディア授業と遜色がない」むしろ「即時性や改編が楽なのでさらに

有益だ」と考えている。おまけに一度作成すれば、それを流すことで授業とすること

ができるという「代替」として考える人間もおそらくいる。

しかし、これは「教育機関」として高等教育の「授業」、単位として考えるべき問

題なのである。スクーリング（対面授業）へのニーズをどのように考えるのか、これ

までの通信教育課程からどのような方向に変わっていくのか。それによって何がどの

ように変化するのかを考えていく必要がある。

1-5　その他の留意点（「Q＆A」に示された事例や応答）
（1）学修支援の体制

2021（令和 3）年 5 月 14 日「Q ＆ A」では（前年度より）「教員が自宅から遠隔授

業を行う場合を含め、遠隔授業の実施に当たっては、教員個人（非常勤講師を含む。）

に過度の負担を強いることのないよう、大学等の設備を最大限活用すること（大学等

における機器の使用や教員への機材の貸出し等）や、情報基盤センター等の遠隔授業

推進組織等によるサポートなど、各大学等の状況に応じた取組をお願いします」と記

されている。

この当時において、授業担当教員にオンライン教育での実施をお願いしながらも、

そのサポートが必ずしも十分ではなかったというケースもみられた。本学では「講堂

での録画」や「Google Classroom の作成」支援などを教務課スタッフが実施してきた。

前者は「黒板の前で授業する姿」を講堂内のカメラで撮影して録画し、授業動画とし

て作成するというものである。PC や ICT 機器の活用に不慣れな教員であっても、そ

の「スクーリングの代替となる動画」を作成できるように支援を行っていた。後者も

LMS として使用するものへのアップロードや設題のスケジュール管理まで手伝うと

いうものまであった。つまり、デジタル化・オンライン化に即時に対応できない教員

に対しては出来る限りの支援をしていたということにもなる。この担当となった事務

職員はとてもたいへんで、当時はオンライン・在宅ワークが奨励され、教室に集合し

ての授業が止まったのにもかかわらず、仕事量（しかも従来にはない作業）が増える

こととなった。

しかし全体的にどのぐらいの分量であったのか、またどのぐらい、何が支援できる
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のかといった情報は十分に伝わっていたのか。あるいは大学内でその実態は情報共有

されていたのか。体系的・組織的に行うのが大学での教育なのだとしたら、「○○セ

ンター」として部署をつくり情報を集中するなどで対応するべきではなかったか等も

考えられる。

（2）ハイブリッド授業を進める際に
1-4 の通知にあったように ICT 化推進もあり、通学制ではハイブリッド化（導入）

が柔軟に進んでいくことが予想される。この「ハイブリッド授業」にも様々なタイプ

がある。いち早く「反転授業」を取り入れたことで有名な早稲田大学では、例えば偶

数回・奇数回で分けて、片方をオンデマンド（インプット）とし、一方を対面演習（ア

ウトプット）とする形式の授業もあるようである。なぜ、早稲田大学型ハイブリッド

は大丈夫なのか。表現を変えれば「認められているのか」ということには根拠がある。

それは 2001（平成 13）年文部科学省告示第 51 号 2 号で定めている要件を満たしてい

るためと考えられる。オンデマンドと面接授業が交互にと授業設計され（半分以上の

担保）、講義以外に「授業外学修時間」も設定されている。ここではオンデマンドが「実

質的に授業外学修時間」の代替になってはいけないとされている。

筆者の経験で恐縮であるが、桜美林大学では 2021・22 年度と「ハイブリッド授業」

を担当した。そこでは外付け web カメラとマイクがセットになったものに三脚を付

けて全教室に配備していて、私は教室で「出席している学生」を相手に板書やスライ

ドを使って授業をする。それがやむを得ない理由により「教室外部でインターネット

を通して受講する学生」相手にも Zoom で配信され、黒板はカメラから、スライド時

には「Zoom 共有」にと操作することで行っている。サテライト授業にも似ているが、

Moodle という LMS を通して様々なアクションが可能であることと、それ（LMS を

全授業で使用すること）が義務づけられている点では異なる（19）。

この桜美林大学型ハイブリッドについても、2021年のQ＆A問9に合致している（20）。

この形式のものもハイブリッド授業として認められている。ちなみに、「双方向性」「対

面に代替する」「回数の限度」というしばりを考えると、サテライト授業で「授業単

位を認める」というやり方も、かなり荒いものであると考えられる。大規模大学の “ マ

ス授業 ” 等と揶揄される問題とも関わってくるが、このオンデマンド授業をめぐる問

題から「大学での学修とは何か」を考えていくヒントをいくつか得ることができる。

以上、ハイブリッド授業としての他大学の実践は、文科省のルールを確認して進め

ている。これも体系的・組織的な運用ということにつながってくる。

（3）オンデマンド授業に移行するために何をするべきか
「面接授業に相当する教育効果」のために、何をしなければいけないのか。文科省
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Q ＆ A には次の 4 点が記されている（21）。

（1）授業担当教員の各授業の指導計画（シラバス等）の下に実施されていること
（2）授業担当教員が，オンライン上での出席管理や，確認的な課題の提出などにより，
当該授業の実施状況を十分に把握していること

（3）学生一人一人へ確実に情報を伝達する手段や，学生からの相談に速やかに応じる体
制が確保されていること

（4）大学として，どの授業科目が遠隔授業で実施されているかなど，個々の授業の実施
状況について把握していること

（1）への対応として、通常の授業（対面）、それをオンデマンドに変更した際もそ

のシラバスを作成するということになる。（2）については、これをどのように学務側

が管理できているのか。もしくは担当講師に指導や要請しているのかという点が肝要

になる。（3）は、それが十分であったか（十分になったか）を確認されているか。授

業には LMS 上にまだまだ遅れて参加してくる学生がいる。ポータルサイトに注意事

項として掲載するだけで十分なのか。ガイダンス、オリエンテーションなどは十分で

きているのかということを留意する必要がある。（4）のシンプルなことができている

かも大切である。学生が理解しやすい提示になっているか。スクーリングの時間割や

スケジュール面での配置（「対面」「オンデマンド」の位置づけなど）はいまのままで

よいのか。

以上の（1）から（4）を注意事項として取り入れながら、本学では 2023（令和 5）

年に新しい「メディアを利用して行う授業に関するガイドライン」を作成した。

2．�「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」�
オンデマンド授業の設定と実践

以降は、2023（令和 5）年秋期に、オンデマンド授業として「情報通信技術を活用

した教育の理論及び方法」を作成し展開したので、その実践記録を紹介しながら、教

育方法論上の評価を試みたい。本稿の冒頭にすでに記したように、同授業科目は

2021（令和 3）年度の法改正によって新設・必修とされた。昨年度は講義形式やハイ

ブリッド形式で授業を実施した。2023 年度には、全面「オンデマンド授業」として

これを実施する（22）こととした。

この「オンデマンド授業」は「メディア授業」と同様に、「メディアを利用して行

う授業」として体系的・組織的な運用に耐えるものとして設定することとした。その

ためには、「メディア告示」等を参照し、毎回の授業実施ごとの対面に代わるものを

どれだけ準備・再現することができるか、その授業回の終了後に、LMS 等を使って

設問への回答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うことができるかと

いうことと、授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているものをつくる

必要がある。
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まず、多くの書籍・図書類を確認（23）し、どのような内容で構成するかを練った。

次の表 1 はその授業準備の過程で読んだ雑誌論文に記されていたデータ（24）である。

表1　オンライン授業の良かった点と改善点（上位4項目）／早稲田大学での調査
オンライン授業の良い点
①自宅で学習できる 76.4%
②自分のペースで学習できる 70.3%
③通 学時間を学習に有効 

活用できる 57.0% 
④復習が何度でもできる  48.4%

オンライン授業の改善点
①課題が多い 63.0% 
②目 や耳、肩など身体的な疲れを 

より感じる 61.8% 
③友 だちと一緒に学べず 

孤立感を感じる 58.1% 
④課 題提出ができているのか 

不安だった 52.9%
（森田裕介 2021 ＠『大学教育と情報』）

上の表のアンケート結果は、おそらく多くの大学でも共通するものではないか。良

かった点（メリット）としてあげられたものは、「学びを止めない」ことが実現され

ていたということだけであり、残念ながら「教育の質が良かった」ということではな

い。そして改善点（デメリット）には、心身両面の負担と、孤独感・不安ということ

が示されていた。こういうアンケート結果をみて、なぜ一部の教員は「メディア授業

と遜色がない」むしろ「即時性や改編が楽なのでさらに有益だ」と考えることができ

るのか。そこで、“ 一度作成すれば、それを流すことで授業とすることができる ” と

考える人間もいるのだとしたら、それは現状を冷静にみる目がないのか、あるいはそ

もそも授業とは「自分が話す／学生がそれをきく」と考えているのではないかと疑っ

てしまう。

筆者が今回のオンデマンド授業でとくに意識したのは、表 1 の「オンライン授業の

改善点」①③④である。授業は 2023 年 11 月 13 日（月）からスタートして 11 月 19

日（日）までの 1 週間が開講期間。「令和 5 年度東京スクーリング（11 月期）」で授

業科目名は「教育の方法・技術論／教育方法・ICT 活用論」である。受講者数は 75

人であった。

表中の「③友だちと一緒に学べず、孤独感を感じる」ことへの対策、そして 1-1 の「設

問回答、添削指導、質疑応答等による十分な指導」と「授業に関する学生等の意見の

交換の機会」が確保されるようにするために、以下の方法をとった。

前提として、受講者が「いつでも、どこでも、自分のペースで」学ぶ仕組みなので、

前述のことを達成するのが難しい。動画コンテンツや教材、課題の提出は Google 

Classroom で行われる。

その「ストリーム」という書き込み欄を「掲示板」に見立てて、授業期間内に定期

的な「メッセージの書き込み」（発信）を実施した。書き込む時間については “ フィ

クション ” として「学校の時間」を意識してもらうためと書いてから、必ず毎朝 7 時
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半から 8 時過ぎころ、そして午前中終了の「昼休み時」もしくは「放課後」として

15 時以降、遅くても 17 時までに書くようにした。夜半や早朝には書かないという宣

言も記しておいた。その書き込みの日時と「タイトル」のみを以下に記す。

2023年11/10朝「来週からはじまります」→11/12「プリントをアップしておきました」「フィ
クション」→ 11/13「スタート」→「放課後」→ 11/14「遠距離教育」（図絵）→「71 人が
アクセス」→ 11/15「3 日目、アンケート結果（科目）」→「アンケート結果（思想）」
→ 11/15「宿題の ICT ノート」→「放課後」→ 11/16「授業日ですが同時に履修している
人もいます」→「74 人になりました」→ 11/17「アンケート：科目、思想、ICT 関連用語、
使用機器」→「アンケートをなぜとるのか？」→「放課後」→ 11/18「コメントを返すの
はなぜ？」→「とりあえず受けているだけでいいのか？」→ 11/19「最終日です」「シラバ
スの中身」→「順番通りに受けてといった意味」→ 11/19「授業評価アンケートのお願い」

分量（文字数）は、A4 に一枚程度のコラムのようなものをイメージしている。こ

こに書き込むと「メール」として登録した G メール宛に配信される。そのため、頻

繁に書き込まない（回数は多いと思うが）、学校の活動時間内に限るという「フィクショ

ン」の設定をまず書き込んでいる。

以上が、教員からの授業以外の発信である。学校に行けば教員が誰かと何かを話し

ている。それを見聞きしているというフィクションだと説明している。

次に、学生には「ストリーム」へは書き込まないことと（今回は）してみた。上述

のようにメールが全員に配信されることと、適切でない書き込みがあり得ることも含

み置いて、このようにした。それでは学生の意見が拾えないのではないかということ

に対して、「限定コメント」や「メール」で受け付けていた。

そして、設題回答・添削指導については、その課題に意識的にコメントを付して「イ

ンタラクション」をもつようにした。また、受講者には順番通りに「1 のコンテンツ

から学んでいってほしい」と指示をした。その回ごとに課題の提出や、簡単なコメン

トを記す欄を設定し、またアンケート回収も行った。その点では、「①課題が多い」

と批判を受けるおそれもある構成であった。しかし、その動画を本当に十分に視聴し

ているのか、数回の視聴をしたあとに、とりまとめの課題に取り組むなどの場合、「い

つでも、どこでも、自分のペースで」といっても端折ることや、動画の早送り・飛ば

し等もあり得る。「学生を信じていない」のではなく、通常の授業でも一回ごとのリ

アクション・コメントを記してもらうことはあるので、そういうコメントの記し方の

指導も加えた上で、この「すべての回の回答」欄を設けることとした（25）。

全 15 回分の課題への回答者数を示す。

授業→「1 回目の授業（皆さんへの質問）」→ 73 人提出
授業→「2 回目の課題（書き込み）」→ 69 人提出＋ 2 ＝計 71 人が回答
授業→「3 回目（アンケート）」→ 69 人＋ 3 ＝ 71 人が回答
授業→「4 回目（コメントとアンケート）」→ 66 人提出＋ 5 ＝ 71 人が回答
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授業→「5 回目のコメント欄」→ 66 人提出＋ 3 ＝ 69 人が回答
授業→「6 回目のコメント欄」→ 66 人提出＋ 2 ＝ 68 人が回答
授業→「9 回目のコメント欄」→ 65 人提出＋ 3 ＝ 68 人が回答
授業→「10 回目の課題（ミニレポート）」→ 63 人提出＋ 2 ＝ 65 人が回答
授業→「11 回目の課題：コメント」→ 64 人提出＋ 2 ＝ 66 人が回答
授業→「12 回目の課題（チェックシート）」→ 63 人提出＋ 3 ＝ 66 人が回答
授業→「13 回目のコメント欄」→ 63 人提出＋ 2 ＝ 65 人が回答
授業→「14 回目の課題」→ 62 人提出＋ 3 ＝ 65 人が回答
授業→「15 回目（最終課題）」→ 66 人＋ 2 ＝ 68 人が回答
＊ Classroom 内の登録メンバーは 75 人。

次に教員から学生への、課題へコメントを書き加えて返した時間を記すと以下の表

2 の通りである。課題 1（授業回 1）のみを記す。

表2　【課題1】に対する受講者の課題提出時間と教員からのコメント記入時刻
提出された時間 →コメント記入 提出された時間 →コメント記入
11/13　8:52 → 11/13　15:01 11/14　0:27 → 11/15　5:37
11/13　9:05 → 11/13　15:10 11/14　0:33 → 11/14　16:04
11/13　9:32 → 11/13　15:12 11/14　0:44 → 11/14　15:46
11/13　9:46 → 11/13　15:18 11/14　3:46 → 11/14　16:16
11/13　10:19 → 11/13　15:25 11/14　7:46 → 11/14　16:11
11/13　10:41 → 11/13　15:16 11/14　9:32 → 11/14　15:41
11/13　11:13 → 11/13　15:13 11/14　11:08 → 11/14　16:06
11/13　11:15 → 11/13　15:06 11/14　11:11 → 11/14　15:37
11/13　11:22 → 11/13　15:07 11/14　11:13 → 11/14　16:19
11/13　12:52 → 11/13　15:22 11/14　16:38 → 11/15　6:19
11/13　12:57 → 11/13　15:27 11/14　21:15 → 11/15　6:26
11/13　14:41 → 11/13　15:03 11/14　21:30 → 11/15　5:32
11/13　14:42 → 11/13　15:21 11/15　0:38 → 11/15　6:11
11/13　16:19 → 11/13　16:44 11/15　1:41 → 11/15　6:04
11/13　16:25 → 11/13　16:50 11/15　3:46 → 11/15　5:47
11/13　16:32 → 11/13　16:39 11/15　11:39 → 11/15　17:42
11/13　16:40 → 11/13　16:47 11/15　12:49 → 11/15　17:39
11/13　16:47 → 11/13　16:53 11/15　15:24 → 11/15　17:37
11/13　17:36 → 11/14　15:59 11/15　18:25 → 11/16　16:24
11/13　18:23 → 11/15　5:40 11/15　18:52 → 11/16　16:29
11/13　18:54 → 11/14　16:15 11/15　21:56 → 11/16　16:27
11/13　19:21 → 11/14　15:38 11/15　22:46 → 11/16　16:22
11/13　19:23 → 11/14　15:43 11/16　0:11 → 11/16　16:18
11/13　20:48 → 11/14　15:53 11/16　17:02 → 11/16　17:40
11/13　20:57 → 11/15　5:55 11/16　17:05 → 11/16　17:44
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11/13　21:00 → 11/14　15:34 11/17　18:39 → 11/18　12:44
11/13　21:18 → 11/14　16:02 11/18　1:18 → 11/18　12:40
11/13　21:35 → 11/14　15:51 11/18　14:26 → 11/18　15:17
11/13　21:45 → 11/14　16:00 11/18　16:42 → 11/18　20:00
11/13　22:01 → 11/15　5:43 11/18　21:47 → 11/19　10:37
11/13　22:17 → 11/14　15:56 11/19　14:37 → 11/17　13:45
11/13　22:24 → 11/15　5:58 11/19　19:25 → 11/16　17:46
11/13　22:42 → 11/14　16:13 11/19　19:36 → 11/20　13:25
11/13　23:19 → 11/14　15:48 11/19　21:17 → 11/20　13:31
11/14　15:02 → 11/14　16:18 履歴未記載 → 11/17　13:40
11/14　15:39 → 11/15　6:23 履歴未記載 → 11/17　13:42
11/14　16:23 → 11/15　6:08

1 回目に答えてくれた 73 名全員にコメントを記している。これが添削やインタラ

クションに当たる。70 人以上への回答であるが、それでもなるべく平常の時間内に

書き込むこととしている。もちろん、こちらの書き込みに対して、さらに返信があり、

複数回の往復をすることもある。ここには課題 1 への書き込み（返信）のみを記して

おいた。

例として、【課題 1】での設題（3 つ）を記しておく。

【1】次の用語を知っていますか？ 説明することはできますか？

① GIGA スクール構想 ② Society 5.0 ③デジタルトランスフォーメーション ④

StuDX Style ⑤ビッグデータ ⑥クラウド ⑦ LMS ⑧ Google Classroom ⑨スタ

ディ・ログ

【2】 皆さんが取得する免許（教科）を教えてください。（例：中学校・社会、高校・

地歴）

【3】 「主体的・対話的で深い学び」という学習観について、いま自分が理解している

ことをイメージとして紹介してください。

課題 1【3】への解答に対する教員からのコメント一部を参照として示しておく。

●「（3）ですが、「生徒が主体性を発揮しながら学びに取り組む」ための教員による「指
導法」とはどういうものなのか。具体的に考えてみましょう。なぜならそれを皆さんが
行います。そして、それを「クラス」という集団を相手にやることになります。やれる
のでしょうか？ やれなかったら、それはどう評価されることになるのか。自分でそれら
をできるようになりましょう。」
●「（3）の論述、素晴らしい構成だと思います。まず 2 段落までに記された理解は正し
いと思います。指導要領もみられているということですが、ちゃんと読み取っている。
その後に具体的な事例やパラフレーズ（解釈）が展開される。考えてみれば、この展開
自体が「主体的に学び、他者とのインタラクション（読まれることを意識された説明）で、
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その結果「こういうことだ」と自分の深化にもつながっている。そう考えるとオンデマ
ンドやオンライン教材でも、大人や意識があれば、そしてその人が自らもつ資質や技能
をつかっていけばできるのだなと・・・思いました。でも、私たち大人でも、それぞれ
個人の違いはありますので、そこがまた課題にはなってきますよね。私自身、こうした
皆さんとのやりとりで、いろいろ学ばせていただいております。」
●「（3）ですが、最初の文が「主体的な学び」ですかね。次の文が「対話的な学び」に
あたります。でも「深い学び」という 3 つの学びなのですね。前者と後者の「学び」が
深い学びにならなくてはいけないということと、さらには「知識・技能を習得する活動
も大切で、それをして使わせる協働学習もとりいれることで、つかえる学力としていく。
その結果、学びに興味をもつし、自分で問題発見・解決のできる力になりますよね」と
いうことです。そして、そういう学びをつくりだすのが私たち教員ということです。と
てもレベルの高いお話しです。」
●「（3）について「英語」科で記していただきました。たしかに基礎の文法や単語（語彙）
らが「知識・技能」ですので、それを使いこなす（英語だとペアもシャドウイング他も
ありますよね）結果として、海外にまでひらかれていくというのはありますよね。」
●「「自分の意見や疑問などを考える力」という表現の箇所は、少しだけ難しいですよね。

「自分の意見をまとめて表現できる」ことと「疑問を持って問題解決にいどむこと」など、
言い換えることもできます。いろいろ（まさに）自分の考えを表現する工夫をしていき
ましょう。」
●「イメージに記されたこと、あっていると思います。ただ、「読点（、）」を加えて、文
を分けてみると、さらに伝わりやすいものとなります。「句点（。）」を加えて、複数の文
に分けて、書いてみると、さらに具体的な説明文になると思います。」
●「（3）はうまく説明されていると思います。学習指導要領には（あ）その授業範囲内
における知識・技能、（い）その知識・技能をつかって思考・判断・表現させることとい
うレベルまで（実は）示されています。」
●「（3）の「主体的」「対話的」は言い表されていると思います。「深い学び」もそのとお
りとも言えますが、しかし物事の本質や思考力は「主体的」「対話的」とは別（の要素）
なのかという疑問も感じられます。また「資質能力を身につけ」というものも、「どうい
う資質能力なのか」ということを示されると具体的なものになってきます。」
●「（3）ですが、では、どのようにすれば「生徒が自分で課題を見つけて解決する」のか。
それがちゃんと「学力」や「いきる力」とでもいえるものになるのか？ 教員はそのため
にどのようなことができるのか？ を考えてみましょう。考えないと教員がいなくてもで
きる（生徒だけいればいい）ということにもなってしまいます。なるべく具体的な伝え
方を意識してみましょう。」
●「「生徒に能動的に、学んだ知識を使うことを学ぶ力の中に身につけさせること」とい
う文章表現がまず（やや）わかりにくいです。「生徒に対して、学んだ知識を使うという
能動的な学習をさせることを通して、学び方・考え方を身につけさせる」という感じで
すよね。そして実際には「深い学び」というものがまだ記されていません。社会のねら
いとされている方針なので、まず最終的には理解しておきましょう。それから自身の学
習観を相対化していってください。」
●「私たち大人・社会人は自ら調べ、自ら理解しようとしますよね。それでも与えられ
たルーティンが多いかもしれなくて、新しい創造が少ないかもしれない。そんなイノベー
ションみたいな能力というか社会にしていくためにも、子ども時代から「自ら学ぶ能力」
をというのかもしれませんよね。」
●「（3）も、とても具体的に記していただきました。たしかにそういうものが足りないし、
身につけるべきだと考えられて、今回の学習指導要領に記された方針となっています。
ただ、1980 年代後半ぐらいから、この方針は継続していて、なかなか達成されないままに、
若干の形式上の変化もしてきています。それは情報技術の進展などさらなる進化や変化
に対応すべきと考えられてきたからですね。問題なのは、こういう変化の経緯がわから
ないままに進められていくと、スパゲッティのようにこんがらがって、何が本質だかわ
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からなくなることです。すると現場で疲弊する人もでてくる。うまくいかないというマ
インドも拡がる。社会変革の課題が、この教育にもでてきているのだと思います。」

設題【3】へのコメントを表 2 の時間内に記したということになる。設題【1】【2】

はアンケートに当たり、その後に集計してストリームで「クラス作り」のために発信

していく。

3．まとめ（ねらいは達成されたのか）

本授業のねらいは「オンデマンド授業」を「メディア活用授業のガイドライン」に

即したものとするために、そして対面授業と同等のものであるために、何ができるの

かと考えて、「インタラクション」（発信や応答、課題の添削や回答）を意識してみた。

自身の授業に対する受講者からのポジティブな回答（コメント：授業評価アンケー

トの自由記述など）を並べるのは気が引けるので、一部のみ紹介させていただく。

「オンデマンドで顔の見えない授業のため、都度感想やアンケートで学生の傾向把

握に努めていた。」「コメントや返信をすることで、生徒のやる気を向上させた。」「ス

トリーム上でのフィードバックや課題に対する助言により学びが深まるとともに、モ

チベーションを高めることができた。」「オンデマンドとは思えないくらい距離が近く

感じました。それは毎日のように先生からのメールが届きどのように進めていけばよ

いのかよくわかりました。一方通行ではなく、毎日のメールを読むと、対面授業のよ

うに先生のお顔も浮かんでとても一方通行のオンデマンドの様に思えませんでした。」

「最後までお言葉を 1 人 1 人に頂けて恐縮致します。75 名のオンデマンドと言う形態

ですので、普通なら一方通行の配信のみで承知でしたが、このように繋がって授業に

参加しているのが感じられ本当に嬉しいです。そしてオンデマンドであってもこのよ

うな形で生徒に直接コミュニケーションが取れ一方通行ではない形を体感し先生の指

導にとても感心し、また自身も今後の勉強にもなりました。」「課題や問題を提出させ

るだけでなく、アンケート形式の問いも様々ありました。これは、一方的に指導をす

るだけでなく、教員が学生側の考えや立場を汲み取ろうと、相互的な関係をつくろう

とする姿勢を感じました。同様に、自己紹介や出身地域に関するウェブマッピング作

成においても、ウェブマッピングという技法を紹介・実践させるだけでなく、教員が

学生のことを知ろう、とする姿勢を感じました。将来自分が教員になった場合も、生

徒と信頼関係を築いていく上で「生徒を知る・声を聴く」ことを、大事にしていこう

と思います。」「私が思う先生の「ねらい」とは、「オンデマンドにおいて、対面授業

と同等、またそれ以上に学生の学習意欲を引き出させる」だと考えます。」

教員の今回の対応（コメント書き込み等）をどう思ったかといった誘導的な設題は

していないのに、以上のような回答があったということは、強調せずとも意図はある
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程度伝わっていた（読み取っていただけた）といえるのではないか。

以上のインタラクションを実現するためには、通常の「対面授業」以上に時間を費

やすことが必要となったのも事実である（26）。オンデマンド授業では、「動画を作成して、

アップロードしたら授業は終わり」とすることもたしかにできる。しかし、それは

1-1 やガイドラインに則しているといえるのだろうか。また、通常の対面授業よりも

教員に手間がかかる（負担が多い）のだとすると、授業を担当してくれる教員がいな

くなるのではないか等の課題は残されている。しかし「メディア授業と遜色のない」

ものを「一度作成すれば、それを流すことで授業とすることができる」とするために

は、1-1 等に沿う形でインタラクションを加えることである。そう考えれば、丁寧な

リアクションのある授業という、通常の対面授業でも行っていることと同様にできる

のではないか。作成しながらの初期には厳しい面もあるが、そのように考えながら設

計していき、必要な支援もあればいいと考えている。

注記

（1） 拙稿「「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の指導方法と課題」日本大学通
信教育部『研究紀要』第 36 号、2023 年 3 月、1～13 ページ。

（2） 筆者の勤務校（通信教育部）でも FD 専門委員会等での協議を経て「メディアを利用し
て行う授業に関するガイドライン」を作成した。

（3） 現在（2024 年）の時点で約 90 講座を開講している。
（4） オンラインスクーリングのみで卒業を目指すことのできる大学として検索するといく

つかヒットする。産業能率大学、東京未来大学、北海道情報大学、八洲学園大学、大
手前大学、近畿大学、日本福祉大学、人間総合科学大学人間科学部、サイバー大学、
武蔵野大学等である。

（5） 大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業
等について定める件（平成十三年文部科学省告示第五十一号（2001 年））【最終改正：
平成十九年七月三十一日文部科学省告示第百十四号・2007 年】

（6） 本学では Zoom や Google Meet や Microsoft Teams を使って実施していた。
（7） 最終改正は 2014 年「平成二十六年三月二十五日文部科学省令第十号」。
（8） 2014 年「大学通信教育設置基準の一部を改正する省令等の施行について」（平成二十六

年三月二十五日・二十五文科高第九百八十七号文部科学省高等教育局長通知）。
（9） 公益財団法人私立大学通信教育協会（2016（平成 28）年 4 月 1 日制定。2023（令和 5）

年 3 月 22 日改正）。https://www.uce.or.jp/wp/wp-content/uploads/media_guidelines.
pdf

（10） 学校教育には責任が問われるので、設置者が限定されている。教育基本法の第 6 条に
は「教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な
教育が組織的に行われなければならない」と記されている。この学習者に応じた「体
系的な教育が組織的に」行われているかが問われていくことになる。大学についても
国立大学法人法や私立学校法で組織（役員・理事会・評議会等）や経営財務管理まで
規定され、また制度として報告や自己点検評価、外務評価の仕組み等が定められている。
教育機関として「体系的な教育が組織的に」行われているかが問われている。

（11） 「学びを止めない！　これからの遠隔・オンライン教育」（令和 2 年度　遠隔教育システ
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ムの効果的な活用に関する実証）。https://www.mext.go.jp/content/20210226-mxt_
jogai02-000010043_003.pdf

（12） 例えば文部科学省 HP 上のニュース（「今日の出来事」）「OECD 生徒の学習到達度調査
（PISA）の結果公表に合わせた国際イベントに盛山大臣が登壇」（2023 年 12 月 5 日）に
は、PISA2022 の結果、日本は「新型コロナウィルス感染症の流行に関連する混乱を乗
り切り、不利な状況でも学習が継続できるように、より良く準備された「レジリエン
トな」国」と評価を受けていた。

（13） 2001 年の「e-Japan 戦略」、2006 年「IT 新改革戦略」、2011 年以降（2013 年まで）の「フュー
チャースクール推進事業（総務省）」「学びのイノベーション事業」等。

（14） 前掲拙稿（2023 年）。文房具としての期待感と歴史的経緯から考察した問題点を指摘し
ておいた。

（15） もちろんこの場合の「個人差」とは授業担当教員の個性ではなく、1-1 への対応という
対比しての評価となる。

（16） 「大学等における遠隔授業の取扱いについて（周知）」（3 文科高第 9 号［発信者名：文
部科学省高等教育局長　伯井美徳］）。

 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/mext_00027.html
（17） 文部科学省高等教育局大学振興課「学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係る Q

＆ A 等の送付について（5 月 22 日時点）」。https://www.mext.go.jp/content/20200525-
mxt_kouhou01-000004520_2.pdf

（18） 2021（令和 3）年 5 月 14 日「Q ＆ A」にも同様の件の応答がある。大学設置基準第
二十三条の「十週又は十五週」の期間の視点での議論もある。https://www.mext.
go.jp/content/20210514-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

（19） サテライト授業は、ある教室で授業をする姿を他の教室にも配信する形式といえるが、
LMS 等を介していないし、授業もきいているだけになりやすい。

（20） 注 18 と同じ「Q ＆ A」（別紙 1）の問 9。
（21） 2020（令和 2）年 5 月 22 日「Q ＆ A」の 12～13 ページ。
（22） もちろん従前の講義形式での授業やハイブリッド形式の授業も複数開講している。
（23） 2020 年以降の図書では、稲垣忠・佐藤和紀『ICT 活用の理論と実践』（北大路書店、

2021 年）、高橋参吉（編著）『教職・情報機器の操作』（コロナ社、2021 年）、堀田龍也（編
著）『PC1 人 1 台次代の間違えない学校 ICT』（小学館、2020 年）、石井順治『続・「対話
的学び」をつくる～聴き合いと ICT の往還が生む豊かな授業』（ぎょうせい、2021 年）、
岸田典子・鈴木有香『オンライン授業のための Zoom レッスン』（実教出版、2021 年）、
渡部信一『AI データ次代の「教育」戦略』（大修館書店、2021 年）等。

（24） 森田裕介「ポストコロナを見据えた大学授業のデジタル変革」私立大学情報教育協会『大
学教育と情報』2021 年度 No.1（2021（令和 3）年）5～9 ページ。表は 5 ページ。

（25） 75 名の履修者中、最終課題の時点で 68 名になっていたのは、このような構造を負担に
感じた学生がいたのかもしれない。しかしあくまでも対面授業と同等と考え、ミニッ
ツペーパー的なものと考えていた。

（26） たしかに対面授業では 90 分間の時間内で完結させることもできる。しかし学生の提出
物や質問への回答を準備する授業（教員）もいる。筆者が学部助手時代、図書館コー
スの専任教員は毎週毎回（多人数の）学生へ答えやコメントを記入してペーパーを返
却していて、さらには学生からの信頼度も高い人物であった。
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1. はじめに

2019 年末に世界的に流行した COVID-19（通称：コロナ）は新型の感染症という

特性から、予防対策が不十分な状況に加え、効果的な治療薬もなく、感染後短期間で

死亡者が多数出た。各国政府が取った対策は、ロックダウンなど、人と人の接触を極

力少なくする一方、手洗い、うがい、マスク着用といった感染防止対策であった。こ

れらの対策は多くの国で実行された。ワクチンの開発と国民への接種促進によって発

症患者が減るまで対策事業は続き、例えば日本では 2023 年の春までおよそ 3 年間実

施された。人々の接触を極力減らす対策は、経済活動にも様々な影響を及ぼした。特

に観光業では、観光は「不要不急の外出」に当たるとされ、感染防止対策の一環とし

て観光の消費が押さえられ、需要が消滅した。それまで急成長する兆しを見せていた

産業の需要が急速に減ることは、経済学的な需給現象では説明が困難であり、やはり、

人命尊重を優先事項とする感染対策による減少と言わざるを得ない。事実、感染状況

が下火になることで、徐々に観光需要は回復し始めている。

本論では、第 2 章で観光産業の事業構造と経済学的な特性を確認する。基本的には

サービス産業として、財の貯蔵ができないものの、お土産物産業などの周辺産業を巻

き込み、製造業や農林水産業など様々な産業の成長の起爆財としての役割も果たすこ

とを示す。第 3 章では、コロナ禍によって観光需要等に生じた影響を統計データによ

り確認する。第 4 章では、アフターコロナを見据えて観光産業について考察した先行

研究を確認する。第 5 章では、それらを踏まえ、日本の地方の観光産業の今後の活性

化の方向性について考察する。もとより観光産業は地域特性が強く出る産業であり、

具体的な対策は地域ごとに検討することを要するが、本論では人口が比較的に少なく

産業振興に課題を抱えている小規模の自治体・地域でも取り組みが可能と思われる施

策例を検討し、ネットワーク型産業形成による活性化策を考察する。

2. 観光産業の事業構造と経済学的な特性

観光産業は、観光客が顧客として観光地に足を運び、現地で提供される様々なサー

ビス商品を消費するサービス産業である。それゆえに需要される観光商品は貯蔵され

アフターコロナを見据えた観光産業活性化に
関する一考察

齋 藤 高 志

〔論　　　文〕

― 39 ―

Y-03_齋藤高志（039-066）.indd   39Y-03_齋藤高志（039-066）.indd   39 2024/02/29   8:47:312024/02/29   8:47:31



ることがなく、需給調整には対応しにくい。一方、観光で消費される商品には、食事

やお土産物品として購入される製品も含まれるため、関連産業と合わせた事業はサー

ビス業だけでなく、第 1 次産業と第 2 次産業も含めた複合的な産業といえる。まずそ

の事業構造について確認する。

2.1　事業構造
観光行動は、観光地で観光客が行う様々な活動に加え、旅行前の準備から観光終了

後の振り返り行動まで含まれる。観光地は、日常の生活圏とは異なる地域に赴くこと

であるため、下調べから始めるのが一般的である。また旅行中の観光に伴う活動は多

岐にわたっており、夕日や夜空を眺めるといった経済活動とは直結しない活動も含ま

れる。しかし自然景観に接するにしても、移動手段や見学場所の確保、撮影や記念品

の販売など、様々な事業を創出することができる。このように観光を産業活動として

とらえた場合、需要者である観光客がレジャーやビジネスなど様々な目的で日常の生

活圏を離れ、様々な経験を通じて営む活動が経済的な付加価値を生んでいるといえる。

さらに、観光客は対象となる観光地の域外から訪れて活動を行うため、観光地にとっ

ては、地域外から財を流入させる効果をもつ。この結果、図 1 の通り地域内に付加価

値（財）を持ち込み、地域内経済循環を生じさせる。観光産業での域外市場は、観光

サービス産業に加え、多くの関連産業の需要も喚起する。例えば、観光客の移動手段

となる地域内外の交通機関、レジャーや文化財鑑賞などの様々な体験メニューの提供

である。体験メニューは地元の自然景観を生かした天然資源活用型だけではなく、コ

ンテンツ産業の見本市的な開発も期待され、キャラクターグッズなどの関連商品もお

土産品として販売される。宿泊施設においても温泉や食事といった滞在メニューのみ

だけではなく、周辺施設の案内やお土産品の案内などコンシェルジュ的な機能を発揮

することで需要を喚起することができる。地域で暮らす方々が利用する飲食店やスー

パーマーケットは基本的に域内市場ではあるが、観光客の利用を喚起することで飲食

やお土産物の需要を高めることができる。また、地域内の観光事業とその関連産業の

事業活動を支える電気、ガス、上下水道、道路整備、学校、病院といった公共サービ

スは基盤部門から供給されるが、基盤部門であっても有名性の高い学校（海外の有名

校と提携した進学校など）や高度な医療サービスを提供する病院（高度医療による治

療やリハビリなど比較的長期間の滞在を必要とする医療サービスほど観光利用に合い

やすい）は地域外から人を呼び込み、域外市場部門としての機能を発揮することもあ

る。このように、観光産業を分析するにあたっては、地域経済循環の中で経済活動を

行う観光客の需要分析と地域内で観光客を受け入れ様々なサービスを提供する供給分

析の 2 方向からの分析が必要である。
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図1　観光産業が形成する地域経済循環モデル図１ 観光産業が形成する地域経済循環モデル

観光の需要要因
観光は、人々が日常生活から離脱し、生活圏とは別の地域で観光関連商品を購入する消費

行動である。観光消費は一定の期間をかけて様々な観光関連商品に対して行われるため、経
済活動の要因も複合的になる。需要側の要因としては、次の 点が挙げられる。
（１）予算

観光の消費活動は、準備段階から滞在費用、帰宅後の振り返りまで含め、ある程度の期
間日常の生活費とは別の支出が必要となる。例えば、事前準備段階では、ガイドブック、
携行する衣料やかばん、スーツケースなどが購入される。滞在期間中は、交通費、宿泊費、
食費のほか、現地で体験する様々な体験メニューに要する費用、お土産や記念品の購入費
など様々な支出がなされる。帰宅後、観光地の良い思い出を持った場合は、近くの物産展
などで当該観光地の特産品の購入が行なわれるし、ＥＣサイトでも継続的に購入される
こともある。このように観光客の関心が観光地と良い関係を形成できた時、持続的な消費
活動を喚起することがある。支出金額は、観光客の所得水準によって変わる面はあるが、
日常の支出行動のように必需品でないことや購入機会が限られることなどから高めの支
出を誘発することもある。特に、観光地の平均所得水準よりも高い収入を得ている地域か
ら来る観光客（いわゆる富裕層）が観光客となった場合、高付加価値の観光商品にも販売
機会が生じる可能性が生じる。需要者の支出可能金額（予算）が多様（低価格から高価格
まで）であることから、観光商品も多様に供給できる可能性を有する。

（２）時間
観光商品の消費には、サービスを体験するだけの時間が必要である。日帰り旅行より宿

泊旅行の方が長い。また観光関連メニューが多数になる場合（食事、買い物、観光施設見
学など）や複数観光地を周遊する場合（近隣地域から複数地方、複数国の場合まである）

観光客

域外市場

（滞在メニュー）

域内市場

（生活消費）

基盤部門

（都市生活サービス）

訪問・活動

地地域域内内経経済済循循環環

需要 供給

出所：筆者作成。 出所：筆者作成。

2.2　観光の需要要因
観光は、人々が日常生活から離脱し、生活圏とは別の地域で観光関連商品を購入す

る消費行動である。観光消費は一定の期間をかけて様々な観光関連商品に対して行わ

れるため、経済活動の要因も複合的になる。需要側の要因としては、次の 5 点が挙げ

られる。

（1）予算
観光の消費活動は、準備段階から滞在費用、帰宅後の振り返りまで含め、ある程度

の期間日常の生活費とは別の支出が必要となる。例えば、事前準備段階では、ガイド

ブック、携行する衣料やかばん、スーツケースなどが購入される。滞在期間中は、交

通費、宿泊費、食費のほか、現地で体験する様々な体験メニューに要する費用、お土

産や記念品の購入費など様々な支出がなされる。帰宅後、観光地の良い思い出を持っ

た場合は、近くの物産展などで当該観光地の特産品の購入が行なわれるし、EC サイ

トでも継続的に購入されることもある。このように観光客の関心が観光地と良い関係

を形成できた時、持続的な消費活動を喚起することがある。支出金額は、観光客の所

得水準によって変わる面はあるが、日常の支出行動のように必需品でないことや購入

機会が限られることなどから高めの支出を誘発することもある。特に、観光地の平均

所得水準よりも高い収入を得ている地域から来る観光客（いわゆる富裕層）が観光客

となった場合、高付加価値の観光商品にも販売機会が生じる可能性が生じる。需要者

の支出可能金額（予算）が多様（低価格から高価格まで）であることから、観光商品

も多様に供給できる可能性を有する。

（2）時間
観光商品の消費には、サービスを体験するだけの時間が必要である。日帰り旅行よ
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り宿泊旅行の方が長い。また観光関連メニューが多数になる場合（食事、買い物、観

光施設見学など）や複数観光地を周遊する場合（近隣地域から複数地方、複数国の場

合まである）には所用総時間数は増える。一般的には、国内旅行と比べ海外旅行の場

合は、国境を超える移動時間が増えるだけでなく、訪問機会が限られることから滞在

中により多くのメニューを消費する傾向にある。

また、時間に関しては、時期の問題も重要である。国や地域の祝日や週末といった

観光に参加するメンバーがまとまって休める時期には、観光需要が高まる。日本では

年末年始、5 月のゴールデンウィーク、お盆休みなどが該当し、中国や韓国などでは

秋冬（チュソク）や旧正月（春節・ソルラル）などが該当する。長期休暇の取得時期

が国によって異なる場合は、国際観光需要の平準化に寄与するが、国内観光に関して

はオーバーツーリズムの起因ともなる。

（3）サービス商品
観光事業で消費される輸送、宿泊、飲食、観劇などの商品の財の性質はサービスで

あり、需要と消費が同時に存在し、貯蔵することが基本的に困難である。サービス商

品は供給者と需要者が原則として同時間かつ同一空間に存在することが前提となる。

例えば、山岳ガイドは登山道の案内をするときは、お客と同一行程を歩かなければ適

切なガイドができない。ガイドの映像を記録して別時間に再生させるとか、遠隔通信

によって別地点からの通信によって情報を伝えるといった技術開発が進んでいるが、

現在の技術力では同時性を完全に復元させるには至っていない。そのため、観光サー

ビスは貯蔵性が困難な状況であることに変わりはなく、観光客の需要が少ない時、特

に COVID-19 のように観光需要を消滅させるような状況では、維持管理コストを確

保することが困難となることがある。一方、サービス供給の相手は同空間に存在でき

るお客に限られるため、供給能力を無限に拡大させることは不可能である。どうして

もある一定の空間に人が快適に過ごせる人数を対象にしなければサービス水準を確保

できない。そのため観光シーズンなどによって観光客が集中した場合、供給が不可能

になることがある。その際は、近隣観光地と連携した収容能力の拡大、実施時期の分

散、観光サービス提供の中止、オフピーク料金の設定といった対応が必要になること

がある。

（4）情報の非対称性と品質
観光は、非日常空間にて比較的長時間過ごす消費行動である。普段の生活圏から離

れているだけでなく、初めて訪れる土地である場合もあり、需要者である観光客は対

象地域に関する情報を持ち合わせていないことが多い。そのため、観光地の選定から

宿泊先、移動手段、滞在メニューの調査・選択、持参すべき持ち物など、観光を楽し

むための情報を持ち合わせていないことが多い。こうした情報は、旅行会社や OTA

（Online Travel Agent：EC 専門の旅行会社）、SNS、観光事業者の HP やパンフレット、
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観光情報誌、友人・家族関係など様々な媒体やつながりを通じて入手されている。こ

のように、取引を行う際に当事者の一方が他方よりも多くの情報を持っていることで

あることを情報の非対称性という。こうした状況では、情報を多く持ち合わせている

供給事業者の情報内容の正確性を求めるしかなく、需要者側では提供された情報の真

偽を事前に確認することが難しい。また観光サービス商品は、供給と同時に消費され

るものがほとんどのため、天候や時間帯、季節や参加人数など条件によって商品内容

が変わることもある。海洋や山岳地域など危険が予想されるメニューも多数あり、安

全性の確保に関しては現地事情に普段接していない初見の観光客が事前に理解するの

は難しい。どうしても供給者の事業能力を高めることで、初心者にもわかりやすい情

報発信が期待されている。

一方、供給者には、情報の安全性だけでなく、情報の品質の向上も期待される。観

光需要の顧客のニーズは多様化しており、出身地域や年代、性別を意識した情報提供

も必要となる。宗教上の禁忌事項の順守といった情報も必要な場合がある。また、地

域選択に役立つ情報として、地域の歴史、日本の漫画や小説、映画などの芸術文化と

の関連情報など、現地関係者であるがゆえに詳しく提供できる情報に関しても、それ

を持ち合わせていない将来の観光客（需要者）に対して提供していくことが需要喚起

と信頼性向上につながる。

（5）補完財と代替材
観光客は、選定した観光地を中心に観光行動を行う。選定理由は観光客が個別に判

断し、決定要因は多岐にわたると思われる。一方、選定された観光地の隣接地域にも

温泉や景勝地など類似する観光滞在メニューが用意されていることが多い。この結果、

需要側にとっては、自身の嗜好や旅の目的によって選定目的地と周辺地域を巡ること

で満足できる補完関係を形成する場合がある。さらに、一方の観光地を目的地として

選択することで他の観光地への旅行を断念させる。目的地に行くことができない場合

の代わりの観光地として選定されるという代替性を有することもある。補完性の需要

を取り入れることにより、観光地域の広域連携を形成し、観光客が長期滞在できる事

業環境を創出することが可能である。例えば、日本を訪問した外国人観光客が東京で

入国し、東海地方、関西地方のゴールデンルートで観光をして、さらに九州まで足を

延ばして観光して出国するような例である。補完財は連携することで、多様なメニュー

を提供できる利点があるが、各財（選択される地域）の滞在時間が短くなると印象が

薄くなり、個別の満足度を下げる恐れもある。需要者のニーズに合わせた補完財の選

択が重要である。

一方、短期間しか旅行日数を確保できないものの東京を目的地とした海外観光客が、

温泉地を経由してから出国したいと考えた場合に、北海道、関東近県、九州などの日

本各地の温泉地を比較検討し、九州の温泉に行くという選択がされた場合、他の観光
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地は代替材とみなされ需要が消失する。代替材は、サービス財の同時性という特性か

ら不測の事態でサービスが提供できない場合に限られた旅行時間しか有しない観光客

に解決策を与えることができる利点があるが、常に代替材と位置付けられた観光地の

需要は伸びない恐れもあり、状況によって目的地でも代替地にでも選択されるような

財の選択が期待される。

2.3　観光の供給要因
観光産業での取引は、情報の非対称性という特性があるため、供給者と需要者を仲

介する旅行会社が両者に働きかけて需給調整を促すビジネススタイルが主流である。

観光取引の一般的な事業者間の関係は、図 2 のように示せる。

図2　需要者（観光客）と域外市場（供給事業者）との取引関係図２ 需要者（観光客）と域外市場（供給事業者）との取引関係

観光産業の初期のころは、仲介役が観光地の魅力を見定め、需要地（例えば、都市部の労
働者）の需要に合いそうな観光商品の企画を主体的に行っていた。このように需要側が観光
地にサービス提供を求める商品開発手法が発地型観光企画である。例えば、需要側が、温泉
に入りたい、宴会をしたい、社員の慰安のため団体旅行をしたい、などの希望を持っていれ
ば、仲介業者が供給地を巡り、それらの要望に合う旅行商品を販売する。発地型観光では、
都市部で生活する顧客や旅行会社が持ち合わせている情報を基に目的地を設定するため、
情報の非対称性から地域の隠れた観光資源を知らないまま、需要側の要望が充足されれば
立ち去ることが多くみられた。
しかし近年、少子高齢化や働き方改革などライフスタイルの変化などもあり、需要者側の

旅行需要が多様化する時代へと変化していった。またインターネットなどの発達により、各
事業者が個別に情報発信を行えるようになった。こうした観光事業環境の変化により、供給
側が自らの地域の魅力や観光資源を発掘し、それ等を特徴のある観光商品として創り上げ
て需要を喚起する、着地型観光企画が可能となった。ＯＴＡやＳＮＳなどの発達により、観
光サービスを供給する観光地側でも地域の個性を生かした観光プランを提供し、差別化や
高付加価値化を実現できる可能性を持ち始めた。供給側が主体的に観光事業を企画し、供給
していく要因には次の３点が挙げられる。
（１）事業構築
観光需要を喚起あるいは充足できるような事業メニューの存在である。観光は対人サー

ビスが主体であるため、需要者各人の多様な嗜好やニーズを充足させるメニューを供給す
る必要がある。障がいの有無、宗教の違い、年齢など多様な需要は近年急速に広がりを見せ
ており、供給事業者においても専門的知識の取得や対応訓練など高度な職業訓練を必要と

観光客 連携

域外市場

（滞在メニュー）

宿泊

美術館等観光施設

観光ガイド

飲食店

イベント

仲介 供給

出所：山本史門他 「観光経済学」有斐閣 を参照し筆者作成。

仲介事業

（旅行会社・ＯＴＡ）

運輸事業者

（航空・海運・鉄道・

バス・レンタカー）

需要

取引仲介

創出

出所：山本史門他（2022）「観光経済学」有斐閣 p.38 を参照し筆者作成。

観光産業の初期のころは、仲介役が観光地の魅力を見定め、需要地（例えば、都市

部の労働者）の需要に合いそうな観光商品の企画を主体的に行っていた。このように

需要側が観光地にサービス提供を求める商品開発手法が発地型観光企画である。例え

ば、需要側が、温泉に入りたい、宴会をしたい、社員の慰安のため団体旅行をしたい、

などの希望を持っていれば、仲介業者が供給地を巡り、それらの要望に合う旅行商品

を販売する。発地型観光では、都市部で生活する顧客や旅行会社が持ち合わせている

情報を基に目的地を設定するため、情報の非対称性から地域の隠れた観光資源を知ら

ないまま、需要側の要望が充足されれば立ち去ることが多くみられた。

しかし近年、少子高齢化や働き方改革などライフスタイルの変化などもあり、需要

者側の旅行需要が多様化する時代へと変化していった。またインターネットなどの発

達により、各事業者が個別に情報発信を行えるようになった。こうした観光事業環境
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の変化により、供給側が自らの地域の魅力や観光資源を発掘し、それ等を特徴のある

観光商品として創り上げて需要を喚起する、着地型観光企画が可能となった。OTA

や SNS などの発達により、観光サービスを供給する観光地側でも地域の個性を生か

した観光プランを提供し、差別化や高付加価値化を実現できる可能性を持ち始めた。

供給側が主体的に観光事業を企画し、供給していく要因には次の 3 点が挙げられる。

（1）事業構築
観光需要を喚起あるいは充足できるような事業メニューの存在である。観光は対人

サービスが主体であるため、需要者各人の多様な嗜好やニーズを充足させるメニュー

を供給する必要がある。障がいの有無、宗教の違い、年齢など多様な需要は近年急速

に広がりを見せており、供給事業者においても専門的知識の取得や対応訓練など高度

な職業訓練を必要としている。

また、地域の観光資源の魅力を見定め、都市部や海外の需要に合わせていく事業マ

ネジメント力が求められる。従来は仲介業者が企画機能を担っていたので供給業者は

自社の事業運営のみをしていれば事業継続できた。しかし、供給者が主体的に企画を

担っていくとすれば、主体的に地域資源を発掘し、見つけたメニューが市場のニーズ

に合うのか、安定的な供給の仕組みを確保できるのか、などを検討できる事業力を高

める必要がある。地域の住民が素晴らしいと思うものが、都市部の観光需要に合うの

かという問題が常に生じる。仮にニッチな需要を意識した観光メニューであったとし

ても、世界の人口を相手にした市場を対象にすれば購入者は見つかる可能性が高い。

SNS やインターネットなどを通じて、海外も含めた様々な世代の多様な観光需要を

意識した事業戦略の構築が求められる。

（2）労働力確保
対人サービスが基本となるため、従業員の確保は不可欠である。人が活動しなけれ

ばならないサービス分野はほぼすべての事業分野にわたるため、供給体制の維持・拡

大には人員確保が必要となる。宿泊施設、料理提供、観光ガイド、お土産品の販売な

ど、様々な観光事業で人材が必要である。

しかし、人口減少社会を迎え、地方の観光地では従業員となる労働人口が減少し、

高齢化も課題となっている。元気な労働力が減少していく中、限られた労働力の有効

活用が課題となっている。例えば、COVID-19 のように、複数年にわたって需要が消

滅すれば、その産業に従事している労働者の雇用も厳しくなる。特に、子育て世代の

ように世帯収入の確保が必要な労働者は、雇用の消滅は危機的状況となる。需要が消

滅するような時には、関連する他産業への出向などにより雇用を流動できる環境を平

常時から作っていくことが重要となっている。一方、インバウンドの回復による外国

人観光客の上乗せや連休など多くの人が仕事を休む特定の期間によって需要が急拡大

することもある。これまでは、臨時的な労働需要に対し、アルバイトのように一時的
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な雇い入れが期待されていたが、労働力市場が縮小していく中では、未就労労働力が

残っている可能性が低い。需給調整のための臨時的な雇用に関しては、地域産業と連

携して、労働時間に余裕のある人材（観光産業と関連を持つ農林水産業、製造業など

の地域内産業。加えて市町村職員や建設業など基盤部門で働く労働者などで、当該産

業の閑散期に当たるなど時期的に働く余裕のある人材）の副業を推進していかなけれ

ばならない。副業であれば、労働者は給与水準を維持しながら働け、臨時収入を確保

できる。関連産業での就労連携は、相手方産業への理解が促進し、新たな事業連携の

端緒となることも期待できる。外国人労働者など、外部の人材の流入も期待されるが、

査証や言語の問題などもあり他国・地域からの労働移動は依然として容易ではない。

（3）技術革新
ICT 技術などの技術革新は、観光事業で使用する様々な機械や設備の操作性能を

上げ、観光従事者の労働環境改善とサービス向上をもたらした。例えば、域内交通の

主要な担い手となる鉄道やバスなどの輸送機械は、回生発電を活用した購入電力量削

減などによる輸送コストの削減、液晶画面による情報伝達・広告などによる増収を進

め、さらに需要に応じた車両規模や編成を行うなど、減少傾向にある地方の人口規模

でも採算確保を図り事業維持に取り組んでいる。自動運転技術の安全性が高まれば、

運転手を他の仕事に配置転換させて労働力不足に対応できるとともに、営業時間や輸

送本数といった営業編成を地域需要に合わせて変更しやすくなり、通常時の地域住民

の移動手段の確保と観光需要期への柔軟な対応が期待されるようになる。宿泊や観光

施設などの空調設備、売上管理用のパソコンやネットワーク決済システム、山岳や海

上など日常生活圏から離れた観光資源へのツアー実施に際して携行不可欠な通信機器

の整備など様々な機械設備が必要となっている。観光サービス労働には、料理の配膳

や食器洗い、和室での布団の上げ下げなど定型的な重労働分野があり、補助機械やロ

ボットの導入が労働者の就業継続の手助けとなる。さらに、デジタルマッピングや E

スポーツなど、ICT を活用した新たな観光資源も急速に創造されている。これまで

にない観光資源は、従前の観光地とは異なる地域や早朝や夜といった時間帯など新た

な観光スポットを生み出す可能性が高い。

一方、インターネットを活用した新たな事業戦略の策定・運営支援も期待される。

インバウンドを意識した情報発信では、SNS や HP の活用により、供給事業者の多様

な情報発信を可能とした。HP を通じた予約システムを国内外の連携事業者と連動さ

せることで、電子決済を可能とし、国内外の円滑な資金移動を促進する。HP 上の検

索ワードやページビューなどの集計による需要予測など、資源開発のアイデア発掘、

新観光資源の需要予測、観光客の旅行時期の予測など、サービス水準の高度化と供給

体制の構築・運営を効率化させる可能性が高い。これらのビッグデータをデータベー

ス化して分析することができれば、新たな数値目標を用いた事業目標（KPI：重要業
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績評価指標）の設定も可能となってくる。こうした観光事業への支援事業は、小規模

な地方の観光地が単独で運営していくことは非効率的であり、DMO や都市部の専門

業者と連携することで費用逓減と分析精度の向上を同時に実現することが期待できる。

3. コロナ禍の観光事業への影響

2019 年に確認された COVID-19 は、飛沫などによる感染によって急速に世界中に

広がり、WHO によれば 2023 年 11 月までに 7 億 7 千万人強の人が感染し、約 700 万

人が死亡している（1）。流行期間の世界の患者数の推移と、その間に東京都でとられた

主な対策は、図 3 のとおりである。

図3　世界のCOVID-19新規感染者数の推移と東京都の対策

ⒸⒸ

図３

出所： 「コロナウイルス ダッシュボード」
東京都「東京 」
を参照し筆者作成（ 年 月 日最終閲覧）

年 月 日
人

年 月 日
人

年 月 日
人

～
～ ～ ～

～ ～

東京の緊急事態宣言

東京のまん延防止等重点措置

～

～
５類移行感染拡大防止の取組

出所：WHO「コロナウイルス（COVID-19）ダッシュボード」　https://covid19.who.int/
東京都「東京 iCDC」　https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/icdc/furikaeri.files/

zentaiban0728.pdf を参照し筆者作成（2023 年 11 月 5 日最終閲覧）

流行の初期段階では、ワクチンや治療薬がなく、感染者の致死が高かったため感染

拡大のために人との接触を極力抑える対策が取られた。東京では緊急事態宣言やまん

延防止等重点措置として発令され、観光旅行の自粛だけでなく、出勤抑制（テレワー

クの推奨）、飲食店での外食の自粛、アルコール類の販売抑制（飲酒時に飛沫感染の

リスクが高まるため）、手洗い・マスクの着用など様々な対策が取られた。

COVID-19 による世界の死亡者数の合計は、図 4 のように数回のピークを形成した。
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図4　世界のCOVID-19死亡者数の推移

ⒸⒸ

図４

年 月 日
人

年 月 日
人

年 月 日
人

年 月 日
人

出所： コロナウイルス ダッシュボードを参照し筆者作成（ 年 月 日最終閲覧）

年 月 日
人

出所：WHO コロナウイルス（COVID-19）ダッシュボードを参照し筆者作成 
（2023 年 11 月 5 日最終閲覧）

https://covid19.who.int/

COVID-19 が 2019 年（令和元年）から世界的に流行する前は、日本の観光産業は

成長を続けていたが、感染拡大を機に急激に減少した。図 5 によれば、全国の延べ宿

泊者は、国内旅行、インバンドともに急激に減少し、2022 年（令和 4 年）に国内旅

行が回復に向かっているものの、入国者健康確認システム（ERFS）が 2022 年 10 月

に解除されるまで続いた入国制限措置などによりインバウンドの観光客の入国が抑え

られた。

図5　COVID-19前後の日本の旅行需要の推移

ⒸⒸ

図５

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和元年 令和 年 令和 年 令和 年

千人
延べ宿泊者推計（全国）

都道府県計延べ宿泊者 外国人延べ宿泊者数

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」 年（令和 年） 月分（第 次速報値）推移表から筆者作成
出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」2023 年（令和 5 年）8 月分（第 2 次速報値）推移表から

筆者作成

COVID-19 が流行し始めた 2019 年の月別宿泊者数との全国の宿泊者数の対比は、

図 6 と図 7 のとおりである。出入国制限が実施されたインバウンドへの影響が大きい。

― 48 ―

Y-03_齋藤高志（039-066）.indd   48Y-03_齋藤高志（039-066）.indd   48 2024/02/29   8:47:352024/02/29   8:47:35



需要消滅と指摘できる。

図6　全国　延べ宿泊者数2019年同月比推移

ⒸⒸ

図６ 図７

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」 年（令和 年） 月分（第 次速報値）推移表から筆者作成

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

対 年

対 年

対 年

対 年

全国 延べ宿泊者数２０１９年同月比推移

対 年 対 年 対 年 対 年

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

対 年

対 年

対 年

対 年

全国 外国人延べ宿泊者数 ２０１９年同月比推移

対 年 対 年 対 年 対 年

⼊国者健康確認システム
（ERFS）解除出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」2023 年（令和 5 年）

8 月分（第 2 次速報値）推移表から筆者作成

図7　全国　外国人延べ宿泊者数　2019年同月比推移

ⒸⒸ

図６ 図７

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

対 年

対 年

対 年

対 年

全国 延べ宿泊者数２０１９年同月比推移

対 年 対 年 対 年 対 年

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

対 年

対 年

対 年

対 年

全国 外国人延べ宿泊者数 ２０１９年同月比推移

対 年 対 年 対 年 対 年

⼊国者健康確認システム
（ERFS）解除

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」2023 年（令和 5 年）8 月
分（第 2 次速報値）推移表から筆者作成

観光客は 2023 年に入り東京を中心とした主要都市を中心に回復してきているが（図

8 参照）、地方都市（例として図 9 で山形県の推移を参照）では 2019 年の水準に達し

ておらず、依然苦しい状況である。
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図8　東京　延べ宿泊者数　2019年同月比推移

ⒸⒸ

図８

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

対 年

対 年

対 年

対 年

東京 延べ宿泊者数 年同月比推移

対 年 対 年 対 年 対 年

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」 年（令和 年） 月分（第 次速報値）推移表から筆者作成

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」2023 年（令和 5 年）8 月分（第 2 次速報値）推移表から
筆者作成

図9　山形　延べ宿泊者数　2019年同月比推移

ⒸⒸ

図９

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

対 年

対 年

対 年

対 年

山形 延べ宿泊者数 年同月比推移

対 年 対 年 対 年 対 年

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」 年（令和 年） 月分（第 次速報値）推移表から筆者作成

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」2023 年（令和 5 年）8 月分（第 2 次速報値）推移表から
筆者作成

円ドルレートは、COVID-19 の流行前には 109 円程度であったが、2021 年 3 月に

121 円に円安傾向が強まり、2022 年 9 月から 140 円台を推移しており、円安が長期間

続いている（図 10 参照）。円安は製造業などの輸入産業にはプラスの効果をもたらし

たが、石油や原材料の輸入産業には打撃となった。2021 年 1 月から政府は、ガソリ

ン販売価格に石油元売り会社を通じて補助金を投入し店頭価格の引き下げを図った（2）。

観光業については、インバウンドとしては誘客にプラスに作用したが、宿泊施設で使

う電気やガスなどの燃料費や原材料費の値上げにも直面することとなり、コスト負担
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の増大に苦しむこととなった。

図10　東京市場　ドル・円　スポットの推移

図９ 山形 延べ宿泊者数 年同月比推移

円ドルレートは、 の流行前には 円程度であったが、 年 月に 円
に円安傾向が強まり、 年 月から 円台を推移しており、円安が長期間続いている
（図 参照）。円安は製造業などの輸入産業にはプラスの効果をもたらしたが、石油や原
材料の輸入産業には打撃となった。 年 月から政府は、ガソリン販売価格に石油元売
り会社を通じて補助金を投入し店頭価格の引き下げを図った 。観光業については、インバ
ウンドとしては誘客にプラスに作用したが、宿泊施設で使う電気やガスなどの燃料費や原
材料費の値上げにも直面することとなり、コスト負担の増大に苦しむこととなった。

図 東京市場 ドル・円 スポットの推移

出所：日本銀行「主要時系列統計データ表」を参照し、筆者作成

円

出所：日本銀行「主要時系列統計データ表」を参照し、筆者作成

宿泊客の減少やコロナ対策による政府の飲食店利用自粛要請は、サービス産業の中

でも特に飲食業の経営状況を悪化させた。もともと小規模・零細企業が多く、資金力

が不足している企業が多かった。事業形態も企業の規模から多角化させることが難し

く、お客の減少に対して有効な手立ては、従業員のリストラか政府・自治体からの支

援金、金融機関からの無利子融資といった手段に限られていた。2023 年になってコ

ロナ対策が 5 類に移行し、インフルエンザと同様の保険診療に移行したことによって

経済は回復傾向に転じた。合わせて、コロナ対策の無利子融資の返済時期を迎える企

業が増えたが、業績回復が間に合わない企業が多数あったと推測され、飲食業の倒産

件数は高水準で推移している（図 11 参照）。

図11　主なサービス業の倒産月次推移

宿泊客の減少やコロナ対策による政府の飲食店利用自粛要請は、サービス産業の中でも
特に飲食業の経営状況を悪化させた。もともと小規模・零細企業が多く、資金力が不足して
いる企業が多かった。事業形態も企業の規模から多角化させることが難しく、お客の減少に
対して有効な手立ては、従業員のリストラか政府・自治体からの支援金、金融機関からの無
利子融資といった手段に限られていた。 年になってコロナ対策が５類に移行し、イン
フルエンザと同様の保険診療に移行したことによって経済は回復傾向に転じた。合わせて、
コロナ対策の無利子融資の返済時期を迎える企業が増えたが、業績回復が間に合わない企
業が多数あったと推測され、飲食業の倒産件数は高水準で推移している（図 参照）。

図 主なサービス業の倒産月次推移

観光客の回復が十分ではない上に、倒産する事業者も多い状況から、観光業では雇用不安
が収まっておらず、他産業に比べて人手不足感が高まっている。 年 月の日銀短観・
雇用 全規模（実績）では、宿泊・飲食サービス業が最も深刻であり、前年同月比でみて
も指数は悪化している（図 参照）。

観光客の回復が十分ではない上に、倒産する事業者も多い状況から、観光業では雇

用不安が収まっておらず、他産業に比べて人手不足感が高まっている。2023 年 10 月
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の日銀短観・雇用 DI 全規模（実績）では、宿泊・飲食サービス業が最も深刻であり、

前年同月比でみても指数は悪化している（図 12 参照）。

図12　日銀短観　雇用DI 全規模（実績）合計　2022年と2023年対比
2022年9月 2023年9月 増減 2022年9月 2023年9月 増減

全産業 -28 -33 ▲ 5 　素材業種 -20 -21 ▲ 1
製造業 -19 -20 ▲ 1 　加工業種 -17 -19 ▲ 2
　繊維 -9 -19 ▲ 10 非製造業 -34 -42 ▲ 8
　木材・木製品 -25 -19 6 　建設 -50 -54 ▲ 4
　紙・パルプ -28 -24 4 　不動産・物品賃貸 -25 -28 ▲ 3
　化学 -16 -17 ▲ 1 　　不動産 -20 -24 ▲ 4
　石油・石炭製品 -23 -26 ▲ 3 　　物品賃貸 -33 -35 ▲ 2
　窯業・土石製品 -19 -20 ▲ 1 　卸・小売 -26 -35 ▲ 9
　鉄鋼 -31 -27 4 　　卸売 -23 -31 ▲ 8
　非鉄金属 -25 -16 9 　　小売 -30 -42 ▲ 12
　食料品 -21 -26 ▲ 5 　運輸・郵便 -38 -48 ▲ 10
　金属製品 -23 -26 ▲ 3 　情報通信 -32 -34 ▲ 2
　業務用機械 -21 -19 2 　　通信 -20 -22 ▲ 2
　　はん用機械 -23 -17 6 　　情報サービス -42 -49 ▲ 7
　　生産用機械 -21 -22 ▲ 1 　　その他情報通信 -24 -21 3
　　業務用機械 -17 -16 1 　電気・ガス -16 -20 ▲ 4
　電気機械 -15 -8 7 　対事業所サービス -41 -47 ▲ 6
　輸送用機械 -10 -22 ▲ 12 　対個人サービス -37 -51 ▲ 14
　　その他輸送用機械 -17 -31 ▲ 14 　宿泊・飲食サービス -47 -72 ▲ 25
　　自動車 -6 -16 ▲ 10 　砂利採取業 -33 -30 3
　その他製造業 -13 -18 ▲ 5

出所：日本銀行「全国企業短期経済観測調査（短観）（2023 年 9 月調査全容）」p.14 を 
参照し筆者作成

4. 関連先行研究の整理

COVID-19 による感染症拡大防止対策では、対人接触を極力制限する対策が取られ、

日常生活圏からの移動が制限されるなど、観光産業に与えた影響は大きかった。観光

事業は、多様な需要と供給のマッチングが産業活動に変化を与えるため、分析に関し

ても多様な視点からなされている。

浜口（2023）は、観光事業が地域経済の外の需要を取り込む手段であることから、

経済規模の縮小に歯止を立てるために地域外と地域内経済とをつなぐサプライチェー

ンの接続が重要であり、同時にコロナのような外生的なショックを乗り切るための強

靭性を備えることが重要であるとする。COVID-19 の対策のように、急激な需要収縮

に際し、企業は設備稼働率が低下しても回復を期待してできるだけ従業員を保持しよ

うとするため、一時的に過剰な設備と人員を抱え、生産性を著しく低下させる。サプ
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ライチェーンの形成は、製造業でも行われている。リーマンショック（2018）と東日

本大震災（2011）の 2 つの需要消滅に直面した製造業では、大都市部の企業にはショッ

ク前の水準に回復する傾向が強く見られたが、地方圏の企業では落ち込んだ生産性の

回復がみられなかったとする。いずれの企業も需要減に対し短期間で調達先を組み替

え、サプライチェーンを再構築した。この時、近隣の産業集積地域に新たな取引先を

探し、不確実性を減らすために取引先の数を減らす動きがみられた。一方、観光業で

は、COVID-19 の流行前は大都市や著名な観光地が、交通アクセスの良さ、宿泊のキャ

パシティの高さ、買い物の多様性などを兼ね備え、オーバーツーリズムに達するほど

に観光客が増えていた。膨れ上がった観光客を一過性のものとせず、いかにしてリピー

ターに繋げていくかが課題であった。しかし、COVID-19 後は、国内観光にあっては

繰り返し訪れる関係人口としての結びつきの構築が重要と考えられるとする。人込み

を敬遠する意識が強まったコロナ・ショック後は、食や景観、風景、宿泊すること自

体に関心が向き、自然や癒しを求める観光需要が高まっている。観光事業を営む各地

域は、日常生活で体感できる環境を活かし、観光客にとって非日常体験となるような

癒しを提供できるような高付加価値化事業の構築へと「グレート・リセット」が図ら

れようとしている。高付加価値化を図る方法として、生産性の上昇、顧客ニーズの把

握、情報発信でのデジタル化の促進などが重要である。具体的には、都市機能が高ま

るインフラ整備、地域金融機関の機能強化、デジタル人材育成といった市場の失敗を

修正することを目的とした水平的な地域産業政策を地域がデザインし実施することに

焦点があてられるべきとする。以上を踏まえると、小規模な地域では、浜口が指摘す

るような機能をすべて有することは難しいと想定され、ネットワーク形成を意識しな

がら地域で抱えられない機能を都市部と適切につなぎ、地域のコア（独自性）を活か

せる産業部門や機能を発展させることが重要と思われる。

櫻井（2023）は、観光振興は製造業ほどの大きさは持たないものの、特に経済規模

の小さい地域では訪問観光客が交通や宿泊などで多額の金銭を消費し、地域振興の起

爆剤になりうるとする。また、COVID-19 による入国制限のように需要が消失した場

合、観光関連施設が遊休施設になってしまうが、ICT 技術の導入やロボットの活用

などにより一定程度カバーできる可能性があるとする。こうした観光業界への設備投

資に関しては、一国全体としては技術支援等が重要であり、個々の事業者レベルでも、

支払代金の決済システムやインターネットの進展、地場産業の活用など、中長期にわ

たる改善が行われることが必要である。今後観光産業への導入が期待される技術とし

て、産業ロボットや自動走行車、AI の活用、無人売店、顔認証などが挙げられている。

これらの技術導入に伴い、需要がマイナスに転じたインパクトを補うだけでなく、感

染対策のような場合には機械を通じた接客により人的交流を遮断して感染流行の遮断

も期待されると指摘している。今後の観光産業の発展に技術革新が不可欠な点を指摘
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した論文として注目される。

小口他（2022）は、2020 年にインターネットを通じて行った東京を観光目的地と

する若者を対象とした調査によって、観光動機として自然体感動機と緊張緩和動機が

高まったのが明らかになったとした。コロナ感染拡大によって高まったストレスや緊

張の回避を図るため、自然体感や緊張緩和を目的とする 2 つの観光動機が高いとする。

また感染症の蔓延により、人々の旅行や行動が変化し、生理的欲求を満足させるとい

う価値観のプリミティブ（原始化）も発生した。その結果、「ものを食べる（食事）」

旅行目的も上昇していた。例えば、自宅から車で 30 分から 1 時間の距離で行ける程

度の距離で自然体感や食事等を楽しむ旅行（マイクロツーリズム）への注目が高まっ

ていた。COVID-19 の感染拡大防止を社会的に取り組んでいた中で、それでも観光に

対する需要を充足できる供給手段として、新たな観光事業が提供され始めたと指摘し

た。アフターコロナにおいてもこの影響が残るかどうかはこの論文では明らかにされ

ていないが、観光事業の広がりとして注目される。

西尾他（2023）は、観光マーケティングの戦略立案にとってセグメンテーション分

析が重要であるとする。2021 年に行った外国人観光客の日本への旅行目的調査によ

ると、国・地域や世代、性別ごとに異なることが整理された。観光地がインバウンド

の需要回復を目指すとしても、観光客の欲求は多様化しており、全ての外国人観光客

を満足させるメニューはなく、地域が提供できる観光事業と観光目的が合致する外国

人観光客とのマッチングが重要であることを示唆した。観光産業の需給マッチングの

多様化がさらに進み、事業構築が複雑化してきていることが注目される。

横山他（2023）は、COVID-19 対策による外出や対人接触制限により、オンライン

体験ツアーなどの新しい観光サービスが誕生した。直前期までに観光業界では物を購

入することによって得られる経験やサービスの購入そのものに価値を見出す「コト消

費」が重要視され、観光名所を巡る従来のツアー商品に加え、様々な分野を観光資源

とする体験型コンテンツや地方の方々との交流を楽しむニューツーリズムが地域活性

化やビジネスチャンスとして着目された。これにより様々な観光商品が開発された。

例えば、スポーツ、ヘルス、ウェルネスツーリズムなどスポーツや健康に着目した観

光商品。グリーン、エコツーリズムなど自然体験を活用した観光商品。加えて、時間

や場所などが限定されていてその時しか体験できない「トキ消費」では、ファンと一

体となって盛り上がる上映会などの商品。また、ある商品を買って生まれる社会的意

義を重視する「イミ消費」では、震災復興支援、無農薬商品、フェアトレードとスタディ

ツアー、エシカル消費など新たなツーリズムが誕生した。この研究では、オンライン

でのアウトドアツーリズムの価値創造に着目し、Z 世代を対象とした調査を実施した。

アウトドアツーリズムに関するオンラインコンテンツを SNS で視聴すると、観光地

の魅力が伝わり、興味関心が高まることが確認された。関心は男性より女性の方が高く、
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消費可能金額は女性よりも男性の方が高額を支払う傾向が高いと確認された。また地

域への関心が高まることでレクリエーションの価値も高まっていたとしている。情報

発信がリクリエーションや地域の景観価値を高める可能性を持つと指摘していた。本

論では、多様化した観光事業メニューを分析しており、供給側でも専門特化した観光

事業の構築が期待されていることが注目される。また特化した観光メニューはそれを

欲する需要者（観光客）に的確に情報提供されなければ需給のマッチングができない

ため、情報発信の重要性も高まっていることも注目しなければならない。

入江他（2023）は、韓国では COVID-19 対策により GDP が低下し雇用環境を悪化

させ、若年層の失業率を高めた、と指摘する。特に宿泊・飲食店業や卸・小売業での

失業が高い。これらの産業の就業者には若年層が多く、景気回復が遅れるほど若者の

生活不安は長期化する恐れがある。一方、OECD（2022）はコロナ禍による世界の人々

のメンタルヘルス悪化を発表している。これによると不安症状を呈する人の割合を

COVID-19 の流行前後で比較すると、メキシコ（15％→ 50％）、イギリス（19％

→ 39％）、アメリカ（8.2％→ 30.8％）と悪化。うつ症状では、スウェーデン（10.8％

→ 30％）、日本（7.9％→ 17.3％）、アメリカ（6.6％→ 23.5％）と悪化している。

COVID-19 の流行がメンタルヘルス低下に関するリスク要因（経済的不安、失業、恐怖）

を高め、保護要因（社会的つながり、雇用と教育への関与、運動・日常生活・医療サー

ビスへのアクセス）を低下させた、と指摘する。韓国の 2020 年度のうつ症状は

36.8％で 15 カ国の中で最も高い。20 代から 30 代は特に高く、自殺志願者の割合も

22％と高い。コロナブルーといわれている。こうした社会環境変化の中、韓国では国

民的にアウトドア志向（登山、キャンプ）が高まった。徒歩旅行はコロナ後の韓国の

世代合計では減ったが、30 代では増加し（34％→ 38.5％）その中でも済州オルレ（歩

いて巡る道）の訪問者は 2021 年に 2019 年比で 53.9％増と一番人気となった。宗教の

物語をベースとした巡礼路は、熊野古道やサンティエゴなど世界各地にあるが、多く

は COVID-19 の流行後に訪問者数が減少しており、済州オルレの訪問者増加は特徴的

である。増加要因として、非日常体験、自然、運動、気晴らし、グルメなどを指摘す

るが、特にシグネチャーストーリー（物語による愛着喚起）の存在が誘客要因に寄与

したとする。オルレは民間主体で開発・整備され、訪れた多くの人々が幸せ体験を発

信し、それを読んだ人に共感が生まれ、多くの人に共感が広がる「感情伝播」によっ

て、更なる訪問者の発掘につながっている。このようにして情報共有に関しては、オ

ルレ体験者の SNS による情報発信により、将来への不安を抱え自殺に思いを巡らさ

ざるを得ないほど追い詰められた人や、癒しと自己実現を求める若者の心に深く届い

ていると指摘する。本論は、物語を有する観光メニューの提供と、それを体験する観

光客の共感が重要であると指摘した点が注目される。共感は新たな観光客の発掘や観

光設備（オルレ）の整備にも寄与しており、持続可能な観光事業を実現している。
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各論者の研究成果から COVID-19 収束後の観光産業活性化策は次の 2 点に整理で

きる。第 1 に地域観光資源開発の重要性である。例えば、シグネチャーストーリー（物

語）による地域の観光の魅力の情報整理、「コト消費」から「イミ消費」など多様な

需要者の関心を充足できるマーケットイン型観光メニューの開発、ICT 技術やロボッ

トなどの新技術を活用した受け入れ態勢の整備、観光商品の開発では高付加価値化を

意識した企画と運営を行い、観光産業の活性化による雇用の確保や設備再投資循環の

形成などである。第 2 に、情報の分析と効果的な情報発信である。例えば、インター

ネットを活かした国内外の電子決済システムの連動による円滑な資金移動。資金移動

や交通機関の利用状況（乗降客数や移動時間帯）、宿泊施設の利用状況（宿泊客数や

売上高）、お土産物店の売り上げ状況（人気商品や客単価等）などの観光産業に関す

る様々なビックデータを解析するシステムを構築し、地域経済を総体的にとらえた戦

略の構築とそれを踏まえた観光事業を推進する。需給マッチングを進めるため、多様

な国や地域の様々な世代別の関心を意識した効果的な情報発信を行う。以上から観光

産業の活性化のためには、より一層のネットワーク形成と ICT 技術の活用が求めら

れていることが明らかとなった。

この先行研究成果を踏まえ、アフターコロナを見据えて地方都市が観光産業を活性

化させるためにどう取り組むべきか考察する。

5. 地方の観光産業活性化に向けた方向性

5.1　観光産業のバリューチェーン形成
観光は国の光を見る、すなわち国の繁栄の礎となる宝を見て考える、人生修養の一

部として古くからおこなわれてきた。しかし、現代では様々な形態や目的で行われて

いる。特に航空産業の発達で国境を超えた人の移動が活発となり、加えて ICT 技術

の発達で情報の世界同時共有も実現され、人と情報の往来が活発化したことが観光産

業に大きな変化をもたらしている。旅行形態も団体・グループ旅行、学校などでの修

学旅行といった規模の大きな観光団体を編成する場合もあるが、個人・家族旅行へと

小規模化した旅行者も増えている。行先や旅行期間、滞在時の観光メニューも観光客

毎に様々なニーズがある。ビジネスで国内外の取引先訪問に合わせて観光の時間を併

せ持つ観光形態もあり、観光客側の需要は多様である。この多様なニーズにきめ細か

く対応することで、高付加価値化を図る可能性も秘めている。

観光は非日常の生活圏で行うサービスの消費行動であるため、目的地に関する情報

や滞在メニューについて需要者である観光客が知らない場合が多く、需給関係で情報

の非対称性が生じている。そもそも観光目的が未知のものへのめぐり逢いや体験する

ことを目的としている以上、事前に十分な情報を持っていることは少ない。観光客は

― 56 ―

Y-03_齋藤高志（039-066）.indd   56Y-03_齋藤高志（039-066）.indd   56 2024/02/29   8:47:382024/02/29   8:47:38



旅行地選定時だけでなく、旅行中でも情報収集を行って新たな観光メニューを選択す

ることも多く、継続的な情報提供が観光客に適切に行われることが求められる。

観光の消費行動は大きく図 13 のように、行先探し、滞在して楽しむ、帰ってから

思い出すの 3 つの段階によって行われる。第 1 段階は行き先の選定である。有名な景

観や温泉などの名所、テーマパークなどの観光施設、商業施設や飲食店などの名産品

の販売などの情報を得て、行先を選定していく。情報収集は、HP や SNS による情報

を受信して行われることが多い。友人や知人からの口コミ情報は、相手との信頼関係

に支えられ、より安心感を与えながら伝播される。行き先が決まれば、携行品や土産

などを用意して出発する。第 2 段階は現地での観光体験である。歴史、自然、文化、

産業などの地域資源をテーマとした観光施設は観光体験の基本的なメニューである。

観光資源は食事、宿泊施設、温泉、農園や釣り場など様々な地域資源を利用すること

が可能である。テーマパークは映画や小説などの文化的な物語をベースにした体験施

設であり、非日常を日常圏から容易にアクセスできる距離で提供している。アニメ・

ドラマの聖地巡礼、K-pop など様々な文化が日常の生活圏さえも観光地に変貌させる

ことがある。観光客も健常者に限らず、医療の受診が必要な者、障がいを持つ者など

ハンディキャップを有する人も観光を行いたい欲求を持ち、それに対応する供給活動

（ユニバーサルツーリズム）も必要となる。観光客の年代も多様であり、アクティブ

シニア（行動力のある高齢者）、親子、青少年の個人や小グループ、学生の修学旅行、

職場や社会的な地縁（サークル）など様々な結びつきを活かしながら滞在メニューを

選択している。観光産業では、観光客と観光事業者の間に情報の非対称性が存在する

とともに、観光客も未知の事物や風景などとのめぐり逢いや体験を目的としている以

上、事前に十分な情報を持ち合わせていないことが多く、旅行中に新たな情報収集を

しながら旅程を組み立て直すことは頻繁に起こりうる。滞在時メニューは旅行前に決

めるだけでなく滞在中にも決定するなど、判断に必要な情報を観光客の置かれた状況

に合わせていくことがきめ細かいサービスにつながる。第 3 段階は、思い出を楽しむ

振り返り行動である。写真、動画、SNS などの記録媒体を用いて自らの観光体験を

記録し、場合によってはインターネットを通じて広く一般に情報を伝える。現地では

様々なお土産物品を購入し、自分で消費するものもあれば、友人などに渡しながら思

い出を共有していく商品もある。観光地で気に入った産品があれば、アンテナショッ

プ、物産展、EC 通販サイトなどを通じてリピーター購入を期待できる。

これらの振り返り活動だけでなく 3 段階の観光消費行動はすべて個々の事業者ごと

に ICT 技術によって管理され、個別管理されている。一方、観光産業は様々なサー

ビスが相互に補完・代替関係に加え、相乗・波及効果を有しており、複合的なバリュー

チェーンを形成する。可能な限り各事業者のサービス提供情報と観光客側からの需要

者視点に立ったフィードバックが情報共有されることで情報の非対称性が公平かつ正
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確な認識に基づいて解消され、更に新たな観光需要の誘発と関連産業の需要創出につ

ながっていく。

図13　観光消費行動の3段階バリューチェーン

ブシニア（行動力のある高齢者）、親子、青少年の個人や小グループ、学生の修学旅行、職
場や社会的な地縁（サークル）など様々な結びつきを活かしながら滞在メニューを選択して
いる。観光産業では、観光客と観光事業者の間に情報の非対称性が存在するとともに、観光
客も未知の事物や⾵景などとのめぐり逢いや体験を目的としている以上、事前に十分な情
報を持ち合わせていないことが多く、旅行中に新たな情報収集をしながら旅程を組み立て
直すことは頻繁に起こりうる。滞在時メニューは旅行前に決めるだけでなく滞在中にも決
定するなど、判断に必要な情報を観光客の置かれた状況に合わせていくことがきめ細かい
サービスにつながる。第 段階は、思い出を楽しむ振り返り行動である。写真、動画、ＳＮ
Ｓなどの記録媒体を用いて自らの観光体験を記録し、場合によってはインターネットを通
じて広く一般に情報を伝える。現地では様々なお土産物品を購入し、自分で消費するものも
あれば、友人などに渡しながら思い出を共有していく商品もある。観光地で気に入った産品
があれば、アンテナショップ、物産展、ＥＣ通販サイトなどを通じてリピーター購入を期待
できる。
これらの振り返り活動だけでなく 段階の観光消費行動はすべて個々の事業者ごとにＩ

ＣＴ技術によって管理され、個別管理されている。一方、観光産業は様々なサービスが相互
に補完・代替関係に加え、相乗・波及効果を有しており、複合的なバリューチェーンを形成
する。可能な限り各事業者のサービス提供情報と観光客側からの需要者視点に立ったフィ
ードバックが情報共有されることで情報の非対称性が公平かつ正確な認識に基づいて解消
され、更に新たな観光需要の誘発と関連産業の需要創出につながっていく。

図 観光消費行動の 段階バリューチェーン

出所：筆者作成

地方の観光地に観光客を戻す方策
対策で疲弊した日本の地方の観光地に人を戻し観光産業をどう盛り返すのか

は、今後の地域経済活性化を図るうえで域外市場の主な担い手である製造業の活性化と同
じように重要な取り組みである。地域の産業構造はそれぞれ特徴があり全ての地域が観光

行先探し 滞在して楽しむ 帰って思い出す

第 段階 第２段階 第３段階

、

情報の共有 関連商品の供給

出所：筆者作成

5.2　地方の観光地に観光客を戻す方策
COVID-19 対策で疲弊した日本の地方の観光地に人を戻し観光産業をどう盛り返す

のかは、今後の地域経済活性化を図るうえで域外市場の主な担い手である製造業の活

性化と同じように重要な取り組みである。地域の産業構造はそれぞれ特徴があり全て

の地域が観光業に取り組む必要はないが、観光産業は小規模の産業規模でも事業継続

できる可能性があることから、人口減少や高齢化によって域外市場部門の活力が衰え

てきている地域では、観光産業活性化が地域経済回復の端緒となる可能性が高い。も

ちろん観光は地域資源（既存産業の内容や労働人口の規模、自然資源など）の活用が

主目的であるので具体的には地域特性を踏まえて検討しなければならないが、本論で

は検討の方向性となる理論を中心に考察する。

先行研究の検証から、観光資源開発と情報分析と効果的な情報発信が必要と指摘し

た研究成果が明らかとなっていた。より一層のネットワーク形成と ICT 技術の活用

が重要である。そこで、地方の観光産業で取り組みが可能な活性化策についてさらに

考察する。

（1）シグネチャーストーリー（物語による愛着喚起）の活用
観光に非日常性を見出し観光客が訪れるには、目的となる物語が用意されることが

重要である。従前からメニューとして開発されている風光明媚な景色や地域の名物と

される料理、手土産となる物産品がそれに該当する。日本国内には国立公園での自然

の成り立ちと人に営みを物語に変え、それを快適な宿泊施設、体験ツアー、感動と学

びを経験できるインタープリテーション、保護と利用の好循環を生めるルールの策定

（エコツーリズム等）など総合的に生み出す高付加価値観光地の形成を目指す動きも

ある（3）。近年ではディズニーやハリーポッターといった映画・文学作品が背景となる
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物語を提供し、立地場所の個性に関係なく世界各地にテーマパークを開業させている。

BTS など有名な歌手が通った都市や店（4）、スラムダンクなど人気のあった漫画や映

画（5）、愛の不時着などのネット配信番組登場した地域（6）もその作品世界を深く堪能し

たいファンによる「聖地巡礼」によって突然人気観光地に変貌することがある。

物語を軸とした観光ニーズは、図 14 のように整理できる。

図14　物語を軸とした多様な観光ニーズ

ⒸⒸ

図１４

物語
風景
海・山

歴史
建物

感動非日常
文化

学び
体験

健康
安全

出会い

出所：筆者作成

物語の例としては、風景などの自然資源、歴史や建物などの地域が育んだ文化、文

学作品や映画などのコンテンツなどの非日常的な文化、医療サービスや治療・療養な

どの健康を意識したサービス、その土地で生活する人や動物など地域固有の生活者と

の出会い、物語のルーツに近い場所での学びや体験などが挙げられる。地域に赴くこ

とで様々な物語を体験し、深く魅了されることで感動が生まれる。観光客は感動を覚

えたことを深く記憶に刻み込み、良い思い出として人に語り聞かせ、機会があればリ

ピーターとして再び訪れる。再訪の機会がなくとも、地域の応援団として様々な機会

をとらえて地域振興への貢献も期待できる。例えば、震災が起きた時の被災地支援や

平常時は特産品の購入などの端緒として、観光での思い出が役立つことも期待される。

また済州オルレのように人々に共感を生む物語は、観光客の人生を救うことになるか

もしれない。

物語を軸とした観光事業の活性化は、他産業にも正の経済効果をもたらす。地域に

は、観光以外にも産業が存在していることが想定される。それらは地域の中では有名

であっても地域外では知られていないことが多い。また COVID-19 のように感染症

対策があったとしても、製品の供給ができていた産業は市場が形成されていて観光の
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ように突然需要が消滅しにくかったと思われる。こうした産業の特徴を伝え、観光事

業にも波及させる、観光客に商品の良さをアピールし販路拡大を図る、製品の理解者

を増やして新たな後継者を獲得するなどの効果が期待できる（7）。伝統工芸品といった

高付加価値製品で後継者不足の産業や日本酒やワインといった国内消費中心だった産

業では特に需要喚起のためにもインバウンドを視野に入れた産業観光（工場見学や製

品生産体験、商品販売など）との連携が必要となっている（8）。

人口減少社会に突入した地方都市では、そもそも地元産業の力が衰え就業機会が少

ない中、移住者の確保は難しい。基本的に観光客は域外から訪れる旅人であって、地

域に移住を期待することは難しい。仮に活性化事業が奏功し、観光での体験が観光客

にとって上品でよい思い出となれば、観光客と観光地との地域交流の端緒となる可能

性がある。移住の期待が難しい中、観光を契機とした交流人口や 2 拠点居住者の増加

を促し、地域の活力を維持していく必要がある。また、観光客に「また来たい」「地

域で買ったあの土産物を自宅に取り寄せたい。知人に送りたい」と思っていただけれ

ば、地域産業製品の販路拡大につながる。観光の経済波及効果を十分に意識して、一

過性に終わらせない物語を形成することが重要である。

（2）ICT技術を活用したネットワーク形成と受け入れ態勢整備
観光産業の受け入れ・運営体制の維持・構築において、少子高齢化による労働人口

の減少は地域社会の維持に重大な問題を提示している。労働力不足と提供するサービ

スの効率化のために、配膳・清掃・案内業務を行うロボットや ICT 技術を活用した

フロント業務の遠隔集中管理など新たな技術の導入が期待される（9）。観光客の OTA

利用の増大を踏まえ、国内外の予約システムと決済システムの連動も課題である。こ

れまで決済の利便性向上のため、クレジットカードや電子マネーの普及が図られてき

た。しかしインターネット決済の仕様が日本国内と海外では異なるため、インバウン

ド利用では障壁となっている。旅行中は多額の現金を持ち歩くと紛失の恐れもあり、

安全な決済システムを用意することは特に富裕層の誘客促進に寄与する。すでに観光

庁でもデータ仕様の統一化に向けて検討が進められており、早期の普及が望まれる（10）。

航空機、鉄道、バス、タクシーといった移動手段についても ICT 技術の積極的な

導入が期待される。労働者不足に関しては、運行に携わる運転手やパイロット、整備

士などの保安要員の確保が問題となる。作業の可能な部分を AI 解析も含めた電子化

に移行させ、限られた人的資源の効率的な配分を図っていかなければならない。タク

シーに関しては、海外のサイトで予約と料金の決済を済ませ、日本国内では事業者免

許を有しない者がタクシー業務を行うことが問題となっている（11）。母国語でサービ

スを受けられ、決済も日常使用している母国の決済システムを用いて行われることで

観光客の利便性が高まっており、違法状態の解消には至っていない。そもそも許可制

度にしていた趣旨は、交通事故などの運行上の安全確保や決済のトラブル防止であっ
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たと思われるが、既存事業者の人手不足で外国人客への細かなサービス提供が難しい

状況を踏まえると、業界参入にあたっての適正なルールを見直していく時期にあると

思われる。今後、空飛ぶタクシーなど想定していなかった新たな事業形態も誕生する

見込みである。バスなどの定められたルートの運行は、自動運転に転換しやすい。ま

た配車アプリも普及し始めており、スマートフォンを使っての配車申し込みは観光客

だけでなく、地域社会で生活するすべての住民が望むサービスとなりつつある。国内

外のすべての観光客と地域社会で生活する住民の双方が安心して交通サービスが受け

られる仕組みを構築していかなければならない。

このような ICT 技術を活用した受け入れ態勢の構築によって、新たな情報管理・

発信システムを図 15 のように構築することが期待される。

図15　SNS、AI を活用した新たな情報管理・発信システム

ⒸⒸ
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出所：筆者作成

物語を用いた様々な滞在メニューの販売に際し、予約や決済システムに ICT 技術

を活用するのはもちろん、滞在メニューの運営に関しても ICT の導入を検討し、少

人数での効果的な運営態勢を構築していく。宿泊施設、商業施設、交通機関など観光

客を支える観光インフラ事業者の運営においても同様に ICT 技術を活用した事業運

営を図っていく。物語は、地域の中だけでなく、歌や映画など地域の外のクリエーター

達の作品活動から生まれることがあり、そうした国内外の他産業の動向にも配慮して

いく必要がある。情報を収集するだけでなく、時には共同事業（コラボ）を行い、作

品制作者の協力を得ながら受け入れ態勢を積極的に構築していく方がファンの満足度

を高めることを期待できる。これらの事業戦略をネット情報から得るだけでなく、ビッ

クデータ解析を行って流行を追い、地域内産業でのお土産品の開発やイベント開催時

には臨時運行ダイヤの作成や乗り継ぎ交通機関とのダイヤ調整（例えば、鉄道とバス

の発着時間のタイミング合わせ）などを働きかけていくことも必要となる。その役割
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の中心として、DMO（観光地域づくり法人）が期待されるが、地方の DMO にすべ

てに対応できるマルチタイプの人材がそろっているわけではない。ICT 技術に関し

ては、それに特化した企業が多い都市部との連携が不可欠である。そのためにも地域

の観光産業は地域の中に留まるのではなく、域外ネットワークを積極的に活用するよ

うに、他産業との連携を視野に入れながら活動することが求められる。

（3）ネットワーク産業型観光の構築
物語を活用した滞在メニューの構築・運営、ICT 技術を活用した受け入れ態勢の

整備は、いずれもネットワークの形成が必要である。人口が減少し、高齢化が進んで

いる地方社会では、活力の維持にも出来上がった観光メニューの発信にも地域外との

ネットワークが不可欠である。その産業間の関係は、図 16 に示される。

図16　ネットワーク産業型観光の構築図１６

観光産業
（宿泊、ツアー、

施設等）

農林水産業
（滞在メニューの提供）

産業

建 設 業
製 造 業

基盤施設整備

（誘客目標策定と
メンバー支援）

旅行会社
（商品造成）

（物語発信・誘客）

個人
（多様なサービス
提供への期待）

富裕層
（高付加価値へ

の期待）

障がい者
（バリアフリー
への期待）

基盤供給 事業活動 媒介
地域・年代別の
多様な需要者

交通・金融

支援

関連商品開発
販売

発信
出
所

筆
者
作
成

マーケットイン

地域の物語（シグネチャーストーリー）の共有

海外ネットワークとの連携

出所：筆者作成

今後の地域観光産業を運営していくためには、食材等を提供する農林水産業、観光

施設の建設や補修を行う建設業、情報発信やデータ管理・解析を行う ICT 産業から

事業基盤の提供を受ける必要がある。そのうえで、個人客、富裕層、障がい者など多

様な観光客のニーズをくみ取り、観光事業の受け入れ態勢を構築していく。ニーズの

中には、文学や映画などのコンテンツ産業が創出した物語もニーズとなることがある。

海外には日本では思いつかなかった観光サービスや製品の需要が潜んでいるかもしれ

ない。基盤供給産業を支え観光需要を把握し、地域の観光産業の振興役として期待さ

れるのが DMO である。財政的に自立しきれていない DMO も多いが、地域で自立的

に運営できる法人づくりが必要となる。こうして出来上がった観光商品は、旅行会社

― 62 ―

Y-03_齋藤高志（039-066）.indd   62Y-03_齋藤高志（039-066）.indd   62 2024/02/29   8:47:402024/02/29   8:47:40



や OTA などを通じて販売される。また地域の応援団となった元観光客には EC サイ

トや各地域で解される物産展などを通じて特産物を販売していく。心の結びつきが強

くなった地域と個人は、地政学的な安定にも貢献することになる。観光産業の発展は、

将来の産業発展の礎となるのである。

6. おわりに

石川県の加賀市など、電子市民制度を用いて地域外の住民と深い交流を構築しようと

する動きも出てきている（12）。実際に地域に住まない人が市民権を確保すれば、電子市

民が新たにビジネス交流や住民交流に加わるなど、観光事業の端緒は広がりを見せる。

一方、インバウンドの急速な回復で新たに問題となったのがオーバーツーリズム対

策である。観光客の来訪を想定していなかった地域に急激に観光客が増えることで、

交通の輸送能力が不足するなどの問題が生じた。外国人観光客の場合は、日本の生活

習慣や文化との違いから、食べ歩き、写真撮影、買い物時の商品見本の粗雑な取扱い

など、生活者の戸惑いも生じた。マナーの多言語標記や積極的な声掛けなど、多様な

観光需要への対応に向けては細かな配慮も求められている。

さらに、地震や津波、台風など近年多くの災害が発生した日本では、災害時の円滑

な住民と観光客の誘導、一時滞在施設の確保、交通機関の案内といった防災対策も必

要となる。旅行中でも事故や急な体調不良が起こる可能性はある。緊急医療体制と医

療費を国際決済するシステムも構築が必要となる。

こうした複雑な準備活動を地方の小規模経済だけで維持することはもはや不可能と

いえる。地方の観光地では、高齢化してきた地方社会のアクティブシニアを活用し、

例えば観光客と地元滞在のアクティブシニアとの交流機会の創出など、心の満足度を

高める取り組みが期待される。高齢者とはいってもボランティアではなく、事業従事

者としての雇用形態で社会参加していただき、地域経済循環を促していく。その上で

都市部の特化企業との連携を図り、ICT 技術を活用した事業支援を行うべく、地方

都市と都市部との適切な分業態勢を構築していく。観光産業活性化のために取り組む

様々な施策は、結局、地域の日常生活の快適性にもつながっていく。地域住民が安心

して安全に暮らせる地域にこそ観光客は来るのである。

なお、観光産業活性化に取り組んだ各地域の個別の事業検証は今後の課題である。

（追記）

本論執筆後、2024 年 1 月 1 日に令和 6 年能登半島地震が発生した。多くの家屋が

倒壊し、道路、上下水道など基盤施設に甚大な被害が発生している。当該地では輪島

市の朝市や七尾市の和倉温泉など多くの観光事業が営まれており、復旧が困難な状況
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である（2024 年 1 月 21 日現在）。関係者の尽力により、一日も早い復興を願っている。

（1） WHO が発表した『コロナウイルス（COVID-19）ダッシュボード』https://covid19.
who.int/（2023 年 11 月 5 日 最終閲覧）によると、2023 年 11 月 2 日現在、世界中で 7
億 7,167 万 9,618 人の新型コロナウイルス感染症感染者が確認され、そのうち 697 万 7,023
人が死亡と報告されている。

（2） 資源エネルギー庁『燃料油価格激変緩和補助金』を参照。
 https://nenryo-gekihenkanwa.jp/（最終閲覧 2023 年 12 月 16 日）

（3） 環境省（2023 年 08 月 28 日『国立公園における滞在体験の魅力向上のための先端モデ
ル事業対象公園の追加選定について』を参照。

（4） BTS が修業時代に通った韓国のお店やミュージックビデオで撮影された都市や店など。
KONEST『防弾少年団（BTS）ゆかりの地めぐりツアー』参照。

 https://www.konest.com/tour/tour_detail.html?t_id=bts_tour（2023 年 12 月 17 日最終
閲覧）

（5） 秋田や湘南などが有名である。一般社団法人 あきた白神ツーリズム（2023）『スラムダ
ンク聖地巡礼ツアーが人気！ 5 か国語の聖地巡礼マップができました』を参照。（2023
年 12 月 17 日最終閲覧）

 https://akita-shirakami.com/2023/07/07/slamdunk-pilgrimagemaps/
（6） 愛の不時着の作品の中でスイスのブリエンツ湖でロケが行われ、閑静な地域だったの

がファンの巡礼によって突然観光地に変貌した。聯合ニュース『［韓流］「愛の不時着」
ロケ地　スイスの町が人気観光スポットに』を参照。

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220722000500882（2023 年 12 月 17 日最終閲覧）
（7） 国土交通省（2008）『産業観光ガイドライン』は COVID-19 前から産業観光の有効性を

指摘している。
（8） 山形県の高畑ワイナリーなど、高品質のワインを生産する事業者が観光施設も併設させ、

インバウンドも含めた産業観光に取り組んでいる。佐藤 昌子『【特集記事】山形から世
界基準のワイン造りに挑戦し続ける「高畠ワイナリー」｜東北最大規模のワイナリー
でゆっくりと。』を参照。　https://www.visityamagata.jp/topics-takahata-winery/（2023
年 12 月 17 日最終閲覧）

（9） オムロンが提供するシステムなど、多くの導入事例がある。OMRON『オムロン、ホテ
ル向け「遠隔フロントシステム」の提供を開始』https://socialsolution.omron.com/jp/
ja/news/20211018.html（2023 年 12 月 17 日最終閲覧）

（10） 観光庁（2023）『観光 DX 推進のあり方に関する検討会　参考資料』を参照。
（11） 日本経済新聞（2017 年 11 月 24 日）『訪日中国人向け「白タク」横行　摘発なぜ難しい』

を参照。
（12） 加賀市の電子市民制度については、次の HP を参照（最終閲覧 2023 年 12 月 17 日）
 https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/seisaku_senryaku/seisaku_suishin/14/8/ 

6575.htmll
 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000071698.html
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はじめに

　筆者は以前、商館員たちが「ニフォン・カタンゲ」と呼んでいる風習、特に手土産

を持参する行為について紹介した。
（１）
そこでは特に食料・食材について触れ、その傾向

として、食料・食材の多くが、相手宅へ訪問、あるいは訪問を受けた時に渡される手

土産的なものであること、イギリス商館員たちが日本人へ渡す食材では魚類が圧倒的

に多く、日常的に魚肉を多く食していたことが背景にあることを述べた。

　いわゆる獣肉、特に牛や豚を食す習慣がない時代であることから、牛や豚、馬など

が日本人に送られることはほとんどない。しかし、1613 年 10 月に平戸を訪れた村山

等安を接待するために、松浦鎮信（法印）がわざわざ商館を訪れてコックスに肉料理

を求めた例も見受けられた。

　その他にも日常食であるビスケットやパン、あるいは焼き菓子のようなものは領主

層あるいは定宿の宿主に送られる傾向が強かったことを示した。

　さて本稿は、イギリス商館員らが手土産として持参、あるいは贈り物として準備し

た品を『イギリス商館長日記』から抽出し、その傾向を分析することを試みたもので

ある。贈り主として、イギリス商館長リチャード・コックスとイギリス商館として記

されているものをベースにして、誰に何を贈ったのか（何を誰に贈ったのか）を機械

的に整理した。

　一般的に、コックスと幕閣、大名、地元商人との関係については、市場開拓などの

商業をめぐる分析が多いが
（２）
、オランダ商館と違い、まとまった会計帳簿が少ない。イ

ギリス東インド会社が市場開拓のために交易を求め、平戸に商館を置いたのであるか

ら、研究視点が商業に向くことは当然のことであろう。

　いわゆる外交史において、イギリス商館関係の研究が三浦按針を除いてほぼおこな

われていない状況はこの十数年変わっていない。本稿はその点でみれば、政治史でも

商業史でも外交史でもない。あえて書くならば生活文化に類するといえよう。

　『イギリス商館長日記』に記された「贈り物」は、いわゆるプレゼントに相当する

ものだけとは限らず、なかには陣中見舞いや日用品の提供といったものも含まれる。

本来であれば、一件一件精査する必要があるが、まず全体を知ることを優先させ、「贈
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平戸イギリス商館員の贈り物と日本での交流
―『イギリス商館長日記』にみられる贈り物の分析―
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り主と贈り先の関係」をベースにしながら、『イギリス商館長日記』全体からみえる

傾向を示すことを目的とする。なお、データ全体の母数は 3024 件であるが、見落と

しやレコードの重複もみられ、表記統一なども厳密におこなっていないため、あくま

でも現状でわかる傾向である
（３）
。

１．イギリス側が贈り主となった時の贈り先
　

　ここでは、贈り主と贈り先との関係について概観してみる。贈り主も贈り先も多種

多様であり、全てを総覧として提示すると、却って煩雑になるため、次のような原則

でおおまかに分類した。

　まず、イギリス商館関係として、「商館長」・「商館員」、それぞれの家族（妾・親族

などを含む）を「商館員家族」、商館との雇用関係にあると思われる者などを「商館

関連」としてまとめた。オランダ関係は一律にまとめて、中国（明）は華商を「中国

商人」として一括した。南蛮人は商人とそれ以外をわけずに一括した。

　大名家や旗本などは「武家」としてまとめ、用人などの家臣は「武家関連」、松浦

家は当主隆信とそれ以外をわけた。なお、江戸幕府の役人については「役人」として

別立てにし、その家臣は「役人家臣」としてまとめた。

　町に住む人たちは、職人・商人・それ以外にわけられるが、ここでは主に「宿主」

とそれ以外に区分した。

１．１　全体の傾向

　表１は、イギリス商館関係者が贈り主と

なって物を贈った相手の割合である。贈り

先は「武家」「イギリス商館」で 60% 以上

を占める。もっとも商館のなかでのやりと

りは、手土産的なものもあるが、商館員が

日常的に必要としている物品の授受や、商

館から離れた場所で活動している時などの

日用品が含まれており、いわゆる贈答品と

は異なるものがあるので注意が必要である。

たとえば、ウィリアム・アダムスが河内浦

に赴いていた 1615 年 7 月 26 日、コックス

はアダムスへ鉄製道具を送ると共に、豚肉

とパンを同時に渡している。鉄製道具は作

業に必要なものとして、豚肉などは差し入

表１　贈り先の割合
贈り主区分 全体の割合

武家 40.94%
イギリス商館 21.17%
宿主 8.51%
町人 7.66%
中国 6.41%
イギリス 5.81%
オランダ 4.20%
大名 3.05%
南蛮 1.15%
外国 0.35%
芸能 0.35%
商人 0.15%
不明 0.15%
農民 0.05%
(空白) 0.05%
注）『イギリス商館長日記』記載記事より
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れ品である。

１．2　贈り先

　さて、イギリス商館員

が誰に贈り物をしている

のかをみてみよう。『イ

ギリス商館長日記』で

は、イギリス人やオラン

ダ商館員、ポルトガル商

人などへの贈り物が記さ

れているが、まず贈り先

をもう少し細分化したも

のが表 2である。なお、

太文字のパーセンテージ

は全体を 100％とした時

の割合である。さらに内

訳にあるパーセンテージ

は、太文字部をそれぞれ

100％とみた時の割合で

ある。

　幕府役人や大名家、あ

るいは商売での競争相手

でもあるオランダ人や協

力関係の者も少なくない

南蛮商人への贈り物がみ

られる。

　ここで先行研究でも指

摘されていたように、有

力者へ贈り物をすること

で商館の販路を拡大・安

定させることを期待した

ことは言うまでもない。

その事実は次ページ表３

からもうかがえるが、時

期が問題である。幕府役

表2　イギリス商館関係者（贈り主）と贈り先の関係細目
贈り先 割合 贈り先 割合

●商館から 47.35% ●商館長から 46.35%
幕府役人 24.21% 商館関係 10.80%

松浦家一族 15.75% 大名（松浦一族） 10.37%

松浦家家臣 12.90% 商館員 10.04%

町人 8.88% オランダ商館 7.67%

幕府役人関係 7.19% イギリス船員 7.13%

宿主関係 6.13% 松浦家家臣 6.70%

将軍 5.39% 中国商人 6.37%

宿主 4.44% 町人 6.37%

中国商人 2.96% 商館員家族 5.94%

大名関係 2.85% 宿主関係 4.86%

大名 2.75% 商館長関係 4.54%

商館員家族 2.11% 東インド会社 3.67%

僧侶 0.95% 中国商人関係 3.46%

イギリス船員 0.85% 宿主 2.38%

商館関係 0.74% 南蛮商人 2.38%

中国商人関係 0.74% 幕府役人 1.40%

オランダ商館 0.53% 幕府役人関係 1.08%

商館員 0.32% 大名関係 0.86%

オランダ人 0.21% 芸能 0.76%

寺 0.11% イギリス人 0.65%

●商館員から 2.45% 外国人 0.65%

商館長 36.73% オランダ人 0.54%

松浦家一族 18.37% 商人関係者 0.32%

幕府役人 10.20% 日本人か 0.32%

商館長関係 8.16% 外国商人 0.11%

商館員 6.12% 在英 0.11%

宿主 4.08% 僧侶 0.11%

中国商人 4.08% 南蛮人 0.11%

松浦家家臣 4.08% 武家 0.11%

イギリス船員 2.04% 農民 0.11%

オランダ商館 2.04% 将軍関係 0.11%

宿主関係 2.04% ●商館関係から 3.45%
商館員家族 2.04% 商館長 76.09%

●商館員家族から 1.40% 商館 19.57%

商館長 85.71% 商館員 4.35%

商館員 10.71% ※データ件数 2030件

商館 3.57%

注）『イギリス商館長日記』記載記事より
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り主と贈り先の関係」をベースにしながら、『イギリス商館長日記』全体からみえる

傾向を示すことを目的とする。なお、データ全体の母数は 3024 件であるが、見落と

しやレコードの重複もみられ、表記統一なども厳密におこなっていないため、あくま

でも現状でわかる傾向である
（３）
。

１．イギリス側が贈り主となった時の贈り先
　

　ここでは、贈り主と贈り先との関係について概観してみる。贈り主も贈り先も多種

多様であり、全てを総覧として提示すると、却って煩雑になるため、次のような原則

でおおまかに分類した。

　まず、イギリス商館関係として、「商館長」・「商館員」、それぞれの家族（妾・親族

などを含む）を「商館員家族」、商館との雇用関係にあると思われる者などを「商館

関連」としてまとめた。オランダ関係は一律にまとめて、中国（明）は華商を「中国

商人」として一括した。南蛮人は商人とそれ以外をわけずに一括した。

　大名家や旗本などは「武家」としてまとめ、用人などの家臣は「武家関連」、松浦

家は当主隆信とそれ以外をわけた。なお、江戸幕府の役人については「役人」として

別立てにし、その家臣は「役人家臣」としてまとめた。

　町に住む人たちは、職人・商人・それ以外にわけられるが、ここでは主に「宿主」

とそれ以外に区分した。

１．１　全体の傾向

　表１は、イギリス商館関係者が贈り主と

なって物を贈った相手の割合である。贈り

先は「武家」「イギリス商館」で 60% 以上

を占める。もっとも商館のなかでのやりと

りは、手土産的なものもあるが、商館員が

日常的に必要としている物品の授受や、商

館から離れた場所で活動している時などの

日用品が含まれており、いわゆる贈答品と

は異なるものがあるので注意が必要である。

たとえば、ウィリアム・アダムスが河内浦

に赴いていた 1615 年 7 月 26 日、コックス

はアダムスへ鉄製道具を送ると共に、豚肉

とパンを同時に渡している。鉄製道具は作

業に必要なものとして、豚肉などは差し入

表１　贈り先の割合
贈り主区分 全体の割合

武家 40.94%
イギリス商館 21.17%
宿主 8.51%
町人 7.66%
中国 6.41%
イギリス 5.81%
オランダ 4.20%
大名 3.05%
南蛮 1.15%
外国 0.35%
芸能 0.35%
商人 0.15%
不明 0.15%
農民 0.05%
(空白) 0.05%
注）『イギリス商館長日記』記載記事より
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れ品である。

１．2　贈り先

　さて、イギリス商館員

が誰に贈り物をしている

のかをみてみよう。『イ

ギリス商館長日記』で

は、イギリス人やオラン

ダ商館員、ポルトガル商

人などへの贈り物が記さ

れているが、まず贈り先

をもう少し細分化したも

のが表 2である。なお、

太文字のパーセンテージ

は全体を 100％とした時

の割合である。さらに内

訳にあるパーセンテージ

は、太文字部をそれぞれ

100％とみた時の割合で

ある。

　幕府役人や大名家、あ

るいは商売での競争相手

でもあるオランダ人や協

力関係の者も少なくない

南蛮商人への贈り物がみ

られる。

　ここで先行研究でも指

摘されていたように、有

力者へ贈り物をすること

で商館の販路を拡大・安

定させることを期待した

ことは言うまでもない。

その事実は次ページ表３

からもうかがえるが、時

期が問題である。幕府役

表2　イギリス商館関係者（贈り主）と贈り先の関係細目
贈り先 割合 贈り先 割合

●商館から 47.35% ●商館長から 46.35%
幕府役人 24.21% 商館関係 10.80%

松浦家一族 15.75% 大名（松浦一族） 10.37%

松浦家家臣 12.90% 商館員 10.04%

町人 8.88% オランダ商館 7.67%

幕府役人関係 7.19% イギリス船員 7.13%

宿主関係 6.13% 松浦家家臣 6.70%

将軍 5.39% 中国商人 6.37%

宿主 4.44% 町人 6.37%

中国商人 2.96% 商館員家族 5.94%

大名関係 2.85% 宿主関係 4.86%

大名 2.75% 商館長関係 4.54%

商館員家族 2.11% 東インド会社 3.67%

僧侶 0.95% 中国商人関係 3.46%

イギリス船員 0.85% 宿主 2.38%

商館関係 0.74% 南蛮商人 2.38%

中国商人関係 0.74% 幕府役人 1.40%

オランダ商館 0.53% 幕府役人関係 1.08%

商館員 0.32% 大名関係 0.86%

オランダ人 0.21% 芸能 0.76%

寺 0.11% イギリス人 0.65%

●商館員から 2.45% 外国人 0.65%

商館長 36.73% オランダ人 0.54%

松浦家一族 18.37% 商人関係者 0.32%

幕府役人 10.20% 日本人か 0.32%

商館長関係 8.16% 外国商人 0.11%

商館員 6.12% 在英 0.11%

宿主 4.08% 僧侶 0.11%

中国商人 4.08% 南蛮人 0.11%

松浦家家臣 4.08% 武家 0.11%

イギリス船員 2.04% 農民 0.11%

オランダ商館 2.04% 将軍関係 0.11%

宿主関係 2.04% ●商館関係から 3.45%
商館員家族 2.04% 商館長 76.09%

●商館員家族から 1.40% 商館 19.57%

商館長 85.71% 商館員 4.35%

商館員 10.71% ※データ件数 2030件

商館 3.57%

注）『イギリス商館長日記』記載記事より
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人への贈り物は、1621 年の江戸参府にかかる

ものである。イギリス人が “Secretary” と呼

ぶ土井利勝、“Secretary” ではあるが実質的に

“Council” に成り下がったと自覚した本多正純

をはじめ、年寄の酒井忠世、酒井忠利、大目

付の井上正就、勘定頭を務めていた松平正久

（正綱）、さらに江戸の町奉行である米津田政、

そして年寄ではなかったが、年寄並の力を

持っていたとされる伊丹康勝らに高級布など

が渡された。

　この前年、平山常陳事件が起こっている。

朱印船貿易船にスペイン人とポルトガル人が

乗船しており、イギリスとオランダが積み荷を没収するなどイギリス・オランダと南

蛮との間に緊張が走っていた。さらに乗船していたスペイン人が宣教師であったこと

も問題となり、平戸では大きな外交問題となっていた。松浦隆信をはじめ、長崎の奉

行である長谷川権六藤正らの取り調べに対し、商人であると弁明を繰り返したスペイ

ン人に対して、イギリス・オランダ両商館長が協働して行動した時期でもある。いわ

うる英蘭防禦協定が結ばれるのも 1621 年であることを踏まえれば、英蘭による贈り

物は、当時の状況が反映されたものとみることができる。

　コックスらの江戸参府は『日記』上で３回ある。1616 年の参府は、家康死後間も

なく指示された朱印状の返還ならびに新たな朱印状の発給のためであり、先述したよ

うに交易制限が出された時のものである。江戸参府する時、ジョン・セーリスもそう

であるが、必ず将軍家ならびに幕閣への贈り物を事前準備している。

　しかし、コックスはすべての年寄を把握していなかったようである。いわゆる

“Secretary” の本多正純や土井利勝、それ以外の “Council” と呼ばれる年寄とでは贈り

物に差があった。1616 年 9 月３日、本多正純・土井利勝・酒井忠世の３名に同じ贈

り物を準備していたが、翌日、安藤重信がいることを江戸で知り、重信にも先の３名

と同じ贈り物をすべきであるとコックスは述べている。実際には一部変更されている

が、安藤重信を訪問し、贈り物を届けている。

　贈り物の相手は幕閣だけにとどまらず、特に土井利勝用人横田角左衛門に対する配

慮が目立つ。土井との面会の約束を取り付けるためには横田角左衛門の取次なしでは

困難であったからこその贈り物と考えられるが、それは本多正純ら他の幕閣も同様の

はずである
（４）
。本多正純自身が、すでに家康期と立場が変わったことを自覚しているこ

とから、コックスたちと幕府との交渉は、確実に土井利勝らへ移行しつつあったので

あろう。その点では利勝用人への贈り物が多くなることも頷ける。

表３　英蘭商館からの贈り先
贈り先 割合

幕府役人 34.36%
松浦家一族 22.47%
松浦家家臣 16.74%
幕府役人関係 14.98%
将軍 7.93%
大名 2.20%
大名関係 1.32%
注）『イギリス商館長日記』上の記載による
　イギリス・オランダ両商館とも記載され
たもので産出している　
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　長崎関係でみれば、元和年間以後に大きな影響を与えるのが長谷川藤正である。家

康存命の頃から、長崎で起こった問題への対応の際に藤正の名前が出ている。慶長年

間では、南蛮人捕縛事件をめぐり、コックスが平戸領主松浦隆信をはじめ、さまざま

な人脈を通じて問題解決を図った。長谷川藤正もそのなかに入っていたが、藤正とポ

ルトガル人との密接な関係があるとの情報もあり、藤正は解決に向けて動かないとこ

ろがあった。そのようなことから藤正に対する不信は日常的にあったが、藤正は長崎

の荷物を監督する立場であり、礼を尽くさねばならない存在であった。

　家康が死去し、秀忠単独政権期になると、ますます長谷川藤正の力は強くなり、平

戸や長崎で起こる交易上での問題などで、藤正の意向を無視できなくなる。長谷川藤

正への贈り物は、家康期から続いてはいる。その内容は、江戸にいる幕閣や、平戸領

主松浦隆信ほど頻繁に贈答がおこなわれているわけではない。

　その他、前の長崎の奉行である長谷川藤廣や、堺奉行をつとめる長谷川藤継ら、長

谷川一族のなかでは、もっとも贈り物を渡す割合が多く、すべて商館長あるいは商館

から贈っている。

　平戸領主松浦家については、領主隆信が 100 回近い贈答を受けており、布・織物を

中心に、歌詞、香辛料などを得ている。領主であるから必然的な結果といえよう。松

浦一族のなかでは、松浦重忠、松浦信辰への贈り物が比較的多い。これは元和期にお

ける平戸領内での商館員と日本人との争いの際に、重忠や信辰が間に入ったり、審理

する立場にあったことが多かったことによる。そのため、重忠へ贈り物が届けられる

タイミングも、争論などをめぐる時期にあたるようである。

　その他、武家から離れると、イギリス商館ならびにコックス単独の贈り物では、堺

や伏見、大坂の定宿主人、さらに地元町人、平戸や大坂の歌舞伎役者にまでひろがる。

イギリス商館から幕閣らの有力者への贈り物は、朱印状の交付、特許の請願など商館

業務に必要な手続きを円滑に進めるためのもので、１人あたりに渡される贈り物の数

も多くなるため、全体の割合が高くなる点は留意しなければならない。

　定宿では、下関（長門）、鞆の津（備後）、堺、大坂、伏見の定宿主人へ贈り物をし

ており、さらに大坂や伏見などではその家族へも贈り物をしている。定宿については、

書く商館員が懇意にしている主人との付き合いのなかで、贈り物が授受されている。

よく知られているように、1616 年、中国船以外の「黒船」が、平戸と長崎以外での

商売を禁止される制限令が発令された。そのことにより、ヨーロッパの 4か国（スペ

イン・ポルトガル・オランダ・イギリス）はその指示に従うことになった
（５）
。法令上、

スペイン・ポルトガル、そしてイギリスが名指しされ、オランダが入っていないが、

スペイン以下の 4か国が平戸・長崎以外での販売をやめている。イギリス商館の場合、

オランダ商館開設の 4年後に交易を開始したとの遅れがあり、大坂や伏見、さらには

駿府と江戸に商館員を派遣して販路を広げていた。定宿は現地で商売するためにも必
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人への贈り物は、1621 年の江戸参府にかかる

ものである。イギリス人が “Secretary” と呼

ぶ土井利勝、“Secretary” ではあるが実質的に

“Council” に成り下がったと自覚した本多正純

をはじめ、年寄の酒井忠世、酒井忠利、大目

付の井上正就、勘定頭を務めていた松平正久

（正綱）、さらに江戸の町奉行である米津田政、

そして年寄ではなかったが、年寄並の力を

持っていたとされる伊丹康勝らに高級布など

が渡された。

　この前年、平山常陳事件が起こっている。

朱印船貿易船にスペイン人とポルトガル人が

乗船しており、イギリスとオランダが積み荷を没収するなどイギリス・オランダと南

蛮との間に緊張が走っていた。さらに乗船していたスペイン人が宣教師であったこと

も問題となり、平戸では大きな外交問題となっていた。松浦隆信をはじめ、長崎の奉

行である長谷川権六藤正らの取り調べに対し、商人であると弁明を繰り返したスペイ

ン人に対して、イギリス・オランダ両商館長が協働して行動した時期でもある。いわ

うる英蘭防禦協定が結ばれるのも 1621 年であることを踏まえれば、英蘭による贈り

物は、当時の状況が反映されたものとみることができる。

　コックスらの江戸参府は『日記』上で３回ある。1616 年の参府は、家康死後間も

なく指示された朱印状の返還ならびに新たな朱印状の発給のためであり、先述したよ

うに交易制限が出された時のものである。江戸参府する時、ジョン・セーリスもそう

であるが、必ず将軍家ならびに幕閣への贈り物を事前準備している。

　しかし、コックスはすべての年寄を把握していなかったようである。いわゆる

“Secretary” の本多正純や土井利勝、それ以外の “Council” と呼ばれる年寄とでは贈り

物に差があった。1616 年 9 月３日、本多正純・土井利勝・酒井忠世の３名に同じ贈

り物を準備していたが、翌日、安藤重信がいることを江戸で知り、重信にも先の３名

と同じ贈り物をすべきであるとコックスは述べている。実際には一部変更されている

が、安藤重信を訪問し、贈り物を届けている。

　贈り物の相手は幕閣だけにとどまらず、特に土井利勝用人横田角左衛門に対する配

慮が目立つ。土井との面会の約束を取り付けるためには横田角左衛門の取次なしでは

困難であったからこその贈り物と考えられるが、それは本多正純ら他の幕閣も同様の

はずである
（４）
。本多正純自身が、すでに家康期と立場が変わったことを自覚しているこ

とから、コックスたちと幕府との交渉は、確実に土井利勝らへ移行しつつあったので

あろう。その点では利勝用人への贈り物が多くなることも頷ける。

表３　英蘭商館からの贈り先
贈り先 割合

幕府役人 34.36%
松浦家一族 22.47%
松浦家家臣 16.74%
幕府役人関係 14.98%
将軍 7.93%
大名 2.20%
大名関係 1.32%
注）『イギリス商館長日記』上の記載による
　イギリス・オランダ両商館とも記載され
たもので産出している　
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　長崎関係でみれば、元和年間以後に大きな影響を与えるのが長谷川藤正である。家

康存命の頃から、長崎で起こった問題への対応の際に藤正の名前が出ている。慶長年

間では、南蛮人捕縛事件をめぐり、コックスが平戸領主松浦隆信をはじめ、さまざま

な人脈を通じて問題解決を図った。長谷川藤正もそのなかに入っていたが、藤正とポ

ルトガル人との密接な関係があるとの情報もあり、藤正は解決に向けて動かないとこ

ろがあった。そのようなことから藤正に対する不信は日常的にあったが、藤正は長崎

の荷物を監督する立場であり、礼を尽くさねばならない存在であった。

　家康が死去し、秀忠単独政権期になると、ますます長谷川藤正の力は強くなり、平

戸や長崎で起こる交易上での問題などで、藤正の意向を無視できなくなる。長谷川藤

正への贈り物は、家康期から続いてはいる。その内容は、江戸にいる幕閣や、平戸領

主松浦隆信ほど頻繁に贈答がおこなわれているわけではない。

　その他、前の長崎の奉行である長谷川藤廣や、堺奉行をつとめる長谷川藤継ら、長

谷川一族のなかでは、もっとも贈り物を渡す割合が多く、すべて商館長あるいは商館

から贈っている。

　平戸領主松浦家については、領主隆信が 100 回近い贈答を受けており、布・織物を

中心に、歌詞、香辛料などを得ている。領主であるから必然的な結果といえよう。松

浦一族のなかでは、松浦重忠、松浦信辰への贈り物が比較的多い。これは元和期にお

ける平戸領内での商館員と日本人との争いの際に、重忠や信辰が間に入ったり、審理

する立場にあったことが多かったことによる。そのため、重忠へ贈り物が届けられる

タイミングも、争論などをめぐる時期にあたるようである。

　その他、武家から離れると、イギリス商館ならびにコックス単独の贈り物では、堺

や伏見、大坂の定宿主人、さらに地元町人、平戸や大坂の歌舞伎役者にまでひろがる。

イギリス商館から幕閣らの有力者への贈り物は、朱印状の交付、特許の請願など商館

業務に必要な手続きを円滑に進めるためのもので、１人あたりに渡される贈り物の数

も多くなるため、全体の割合が高くなる点は留意しなければならない。

　定宿では、下関（長門）、鞆の津（備後）、堺、大坂、伏見の定宿主人へ贈り物をし

ており、さらに大坂や伏見などではその家族へも贈り物をしている。定宿については、

書く商館員が懇意にしている主人との付き合いのなかで、贈り物が授受されている。

よく知られているように、1616 年、中国船以外の「黒船」が、平戸と長崎以外での

商売を禁止される制限令が発令された。そのことにより、ヨーロッパの 4か国（スペ

イン・ポルトガル・オランダ・イギリス）はその指示に従うことになった
（５）
。法令上、

スペイン・ポルトガル、そしてイギリスが名指しされ、オランダが入っていないが、

スペイン以下の 4か国が平戸・長崎以外での販売をやめている。イギリス商館の場合、

オランダ商館開設の 4年後に交易を開始したとの遅れがあり、大坂や伏見、さらには

駿府と江戸に商館員を派遣して販路を広げていた。定宿は現地で商売するためにも必
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要だった。定宿は参府時の宿にすることだけではなく、1617 年以後も贈り物を続け

るのは、商売の場としても大切な場所であり、相応の装飾品や高級織物などを準備し

ていたのであろう。

　商館から町人への贈り物が３％、コックスから町人への贈り物が２％となっており、

全体からみれば僅かかもしれないが、上位にあることは特徴ともいえよう。この町人

とは長崎や江戸なども含むため、平戸に限らない。また、大坂の平野屋四郎右衛門や、

豪商である茶屋四郎次郎が含まれているため、平民としての町人だけではない点を考

慮にいれなければならない。平野屋藤左衛門（堺）への贈り物が商館の活動後半には

現れなくなるが、伊丹屋孫左衛門（京）など数名への贈り物は継続している。単に商

売できなくなったので付き合いもやめるということではなさそうである。

　なお、定宿主人とその家族、華商や南蛮商人などは除外している。平民としての町

人では、蒔絵師や鉄砲鍛冶などの鍛冶職人、鶏肉商人、大工、油屋などが見られるこ

とから、日常生活上で必要な「つきあい」の対象として、贈り物をしていると思われる。

　　政治関係以外で特徴的な点は、特定の日本人女性への贈り物が多いことであろ

う。たとえば、『イギリス商館長日記』上でマティンガと呼ばれる日本人女性が現れる。

これは日本にいるコックスの妾であり、日本人のなかでは贈答品の数が多い。

２．贈り主としての日本人

　以前紹介した際は、食料品に限定する形であったが、ここでは『イギリス商館長日

記』にみられる全体の状況をみておきたい。コックスの周りには、ジェフリー、ディッ

ク、ハント、ロビン、コ・ジョンなど、日本人でありながら西洋風の名前をつけられ

る人物がおり、名前だけでは判断しきれないところもある。また、アダムスの子ども

のように、日本人である妻との間に生まれた子どもは、単純に日本人である、外国人

であるとの区別は難しい。そのような事例はごく少数であるため、こちらも便宜とし

て、大雑把ではあるが、日本人とそれ以外とに分けていることを、あらかじめ断って

きたい。

２．１　全体の傾向

　さて、『イギリス商館長日記』上に現れる日本人が贈り物を渡した人々の区分と割

合を示したのが表４である。この表も品ごとにカウントした延べ数での計算となるた

め、同時に複数渡した場合も複数回として計算される。『イギリス商館長日記』に書

かれた記事である以上、商館長コックスへの贈り物が群を抜いて多くなるのは当然と

いえる。『イギリス商館長日記』にはオランダ人に対する贈り物についても記されて

Y-04_鍋本先生_元データ.indd   72Y-04_鍋本先生_元データ.indd   72 2024/02/27   10:092024/02/27   10:09

はいるが、イギリス商館同様に、多くの贈り物

の授受があったことは疑うまでもないことで、

次ページの表５はさらに詳細を示したもので

ある。

２．２　贈り主の細目

　全体を俯瞰した上で、仮分類すると次のよう

にまとめられる。

①将軍家

徳川家康、徳川秀忠

②幕府系の役人とその家臣

年寄：安藤重信・伊丹康勝・酒井忠世・土

井利勝と用人・本多正純、所司代：板倉勝

重、金座：後藤庄左衛門、船手：向井正綱・

向井正俊・向井忠勝、大坂城代：松平忠明と家来、堺奉行：長谷川藤継、長崎の

奉行：長谷川藤広・長谷川藤正と用人、長崎代官：末次政直、その他：幕府役人某、

③松浦家一族

松浦隆信、重賀と父、重賢と父、重忠、信実と室、信正、信清、信辰

⑤松浦家家臣

丑之助、久太夫、近藤紹嘉、近藤某、銀座役人、権之助、源右衛門、今井重兵衛、

佐川信利、助右衛門、松浦家縁者、松浦家米奉行人、松浦信実使用人、清助、惣兵衛、

大炊、桃野太郎左衛門、内膳正、南総右衛門、日高勝秀、平助、隣人の武士

⑥大名

五島盛利、寺沢広高、松平忠輝

⑦大名関係

伊達氏通詞、鎌田政統（島津家老）、清助、大村の武士、田平の武士、島津家使節、

島津家重臣

⑧武家関係

大坂の武士某

⑨商館員家族

アンドレア（按針義弟）、アンドレア夫妻、マグダーレナ、三浦按針夫人、三浦

按針夫人の義父、庄次郎

⑩商館関係

コ・ジョンと親族、、ジェフリ、トメの父、ロピン、五郎左衛門と妻、佐吉、皿洗い、

庄左、善左衛門、通詞ミゲルの妻、寅、八右衛門、紋

表４　日本人からの贈り先
行ラベル 割合

商館長 宛 77.16%
商館 宛 11.21%
商館員 宛 6.18%
商館関係 宛 1.58%
イギリス船員 宛 1.44%
オランダ商館 宛 1.44%
中国商人 宛 0.42%
外国人 宛 0.29%
松浦家家臣 宛 0.14%
松浦家一族 宛 0.14%

※データ件数 533件

注）“イギリス商館長日記”上の記載による
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要だった。定宿は参府時の宿にすることだけではなく、1617 年以後も贈り物を続け

るのは、商売の場としても大切な場所であり、相応の装飾品や高級織物などを準備し

ていたのであろう。

　商館から町人への贈り物が３％、コックスから町人への贈り物が２％となっており、

全体からみれば僅かかもしれないが、上位にあることは特徴ともいえよう。この町人

とは長崎や江戸なども含むため、平戸に限らない。また、大坂の平野屋四郎右衛門や、

豪商である茶屋四郎次郎が含まれているため、平民としての町人だけではない点を考

慮にいれなければならない。平野屋藤左衛門（堺）への贈り物が商館の活動後半には

現れなくなるが、伊丹屋孫左衛門（京）など数名への贈り物は継続している。単に商

売できなくなったので付き合いもやめるということではなさそうである。

　なお、定宿主人とその家族、華商や南蛮商人などは除外している。平民としての町

人では、蒔絵師や鉄砲鍛冶などの鍛冶職人、鶏肉商人、大工、油屋などが見られるこ

とから、日常生活上で必要な「つきあい」の対象として、贈り物をしていると思われる。

　　政治関係以外で特徴的な点は、特定の日本人女性への贈り物が多いことであろ

う。たとえば、『イギリス商館長日記』上でマティンガと呼ばれる日本人女性が現れる。

これは日本にいるコックスの妾であり、日本人のなかでは贈答品の数が多い。

２．贈り主としての日本人

　以前紹介した際は、食料品に限定する形であったが、ここでは『イギリス商館長日

記』にみられる全体の状況をみておきたい。コックスの周りには、ジェフリー、ディッ

ク、ハント、ロビン、コ・ジョンなど、日本人でありながら西洋風の名前をつけられ

る人物がおり、名前だけでは判断しきれないところもある。また、アダムスの子ども

のように、日本人である妻との間に生まれた子どもは、単純に日本人である、外国人

であるとの区別は難しい。そのような事例はごく少数であるため、こちらも便宜とし

て、大雑把ではあるが、日本人とそれ以外とに分けていることを、あらかじめ断って

きたい。

２．１　全体の傾向

　さて、『イギリス商館長日記』上に現れる日本人が贈り物を渡した人々の区分と割

合を示したのが表４である。この表も品ごとにカウントした延べ数での計算となるた

め、同時に複数渡した場合も複数回として計算される。『イギリス商館長日記』に書

かれた記事である以上、商館長コックスへの贈り物が群を抜いて多くなるのは当然と

いえる。『イギリス商館長日記』にはオランダ人に対する贈り物についても記されて
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はいるが、イギリス商館同様に、多くの贈り物

の授受があったことは疑うまでもないことで、

次ページの表５はさらに詳細を示したもので

ある。

２．２　贈り主の細目

　全体を俯瞰した上で、仮分類すると次のよう

にまとめられる。

①将軍家

徳川家康、徳川秀忠

②幕府系の役人とその家臣

年寄：安藤重信・伊丹康勝・酒井忠世・土

井利勝と用人・本多正純、所司代：板倉勝

重、金座：後藤庄左衛門、船手：向井正綱・

向井正俊・向井忠勝、大坂城代：松平忠明と家来、堺奉行：長谷川藤継、長崎の

奉行：長谷川藤広・長谷川藤正と用人、長崎代官：末次政直、その他：幕府役人某、

③松浦家一族

松浦隆信、重賀と父、重賢と父、重忠、信実と室、信正、信清、信辰

⑤松浦家家臣

丑之助、久太夫、近藤紹嘉、近藤某、銀座役人、権之助、源右衛門、今井重兵衛、

佐川信利、助右衛門、松浦家縁者、松浦家米奉行人、松浦信実使用人、清助、惣兵衛、

大炊、桃野太郎左衛門、内膳正、南総右衛門、日高勝秀、平助、隣人の武士

⑥大名

五島盛利、寺沢広高、松平忠輝

⑦大名関係

伊達氏通詞、鎌田政統（島津家老）、清助、大村の武士、田平の武士、島津家使節、

島津家重臣

⑧武家関係

大坂の武士某

⑨商館員家族

アンドレア（按針義弟）、アンドレア夫妻、マグダーレナ、三浦按針夫人、三浦

按針夫人の義父、庄次郎

⑩商館関係

コ・ジョンと親族、、ジェフリ、トメの父、ロピン、五郎左衛門と妻、佐吉、皿洗い、

庄左、善左衛門、通詞ミゲルの妻、寅、八右衛門、紋

表４　日本人からの贈り先
行ラベル 割合

商館長 宛 77.16%
商館 宛 11.21%
商館員 宛 6.18%
商館関係 宛 1.58%
イギリス船員 宛 1.44%
オランダ商館 宛 1.44%
中国商人 宛 0.42%
外国人 宛 0.29%
松浦家家臣 宛 0.14%
松浦家一族 宛 0.14%

※データ件数 533件

注）“イギリス商館長日記”上の記載による
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⑪芸能

松浦能役者、歌舞伎山城、庄右衛門（歌舞伎頭）、平戸の歌舞伎

⑫宿主と関係者

宿主：安右衛門（按針）、伊丹屋孫右衛門（京都）、下関宿主、喜右衛門（大坂：

松浦）、久保九右衛門（大坂）、三雲屋（江戸）、松浦の宿主、孫左衛門（伏見）、

対馬、天野屋安左衛門（大坂）、天野屋九郎兵衛（大坂）、備後鞆の津、平野屋藤

左衛門（堺）、又兵衛（大磯）、蘭人用（京都）、五島家家臣宿主、京都、長崎、堺、

名護屋など

表5　日本人贈り主　→　贈り先（細目）
贈り元・贈り先 割合

●商館長 宛 77.12%
　　町人 20.71%
　　宿主 18.66%
　　松浦家家臣 14.74%
　　松浦家一族 12.13%
　　幕府役人 6.72%
　　宿主関係 6.34%
　　商館関係 5.04%
　　商館員家族 3.17%
　　僧侶 2.05%
　　領民 2.05%
　　幕府役人家臣 1.87%
　　芸能 1.49%
　　大名家臣 1.49%
　　不明 0.75%
　　中国商人 0.75%
　　大名 0.56%
　　将軍 0.56%
　　武家（その他） 0.37%
　　中国 0.37%
　　商人 0.19%
●商館 宛 11.22%
　　町人 51.28%
　　松浦家家臣 11.54%
　　商館関係 8.97%
　　松浦家一族 6.41%
　　大名 5.13%
　　大名家臣 5.13%
　　芸能 5.13%
　　宿主 3.85%

　　宿主関係 1.28%
　　商館員家族 1.28%
●商館員 宛 6.19%
　　宿主 37.21%
　　宿主関係 18.60%
　　松浦家一族 13.95%
　　幕府役人 9.30%
　　将軍 6.98%
　　町人 6.98%
　　商館員家族 4.65%
　　商館関係 2.33%
●商館関係 宛 1.58%
　　幕府役人 36.36%
　　宿主 36.36%
　　幕府役人関係 18.18%
　　大名一族（松浦） 9.09%
●オランダ商館 宛 1.44%
　　宿主 40.00%
　　松浦家家臣 30.00%
　　幕府役人 20.00%
　　幕府役人家臣 10.00%
●中国商人 宛 0.43%
　　松浦家一族 66.67%
　　大名関係 33.33%
●明皇帝 宛 0.29%
　　将軍 100.00%
●松浦家一族 宛 0.14%
　　将軍 100.00%
●松浦家家臣 宛 0.14%
　　宿主 100.00%

※データ件数 503件
注）『イギリス商館長日記』記載記事による
見出しの割合は全体に対するパーセンテージ
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⑭僧侶

京都松浦氏金主僧侶、平戸僧侶

⑮主な町人

油屋与右衛門、九左衛門（鍛冶）、弥右衛門（鍛冶）、平戸の金貸、薬草売の女、

靴職人某、三四郎（玄関番親族）、金作（呉服）、日本人裁縫師妻、清左衛門（材木）、

新右衛門（酒）、弥三郎（酒）、久左衛門（二官書記）、新三郎（水夫）、新右衛門

（船頭）、京都の倉庫貸主、伏見の倉庫貸主、山崎弥右衛門（大工）、太右衛門（大

工）、内匠屋隼人（大工？）、日本人剃髪者某、早田五右衛門（鉄炮鍛冶：長崎）、

鉄炮鍛冶某、芳右衛門（鉄砲鍛冶早野父）、越九郎（鶏肉）、麺麭焼職人、釦製造

人、蒔絵師、庄左衛門（蒔絵師）、後藤宗印・高島了悦・高木作右衛門、町田宗（以

上、長崎町年寄）、太兵衛（両替商）、ジョアン留（隣人）、ジョアン留息子、伊

藤与吉（隣人）、佐三郎（隣人）、博多出身の隣人某、隣人、仁右衛門（江戸？）、

江戸商人某、平野屋四郎右衛門（呉服商：大坂）、市郎（大坂商人）、小倉の商人

某、堺商人某、城井久右衛門（暹羅在住商人ヵ）、高比良善兵衛（通詞；長崎）

⑰中国

チシァン、ディクコ（明、大宮）、チムポウ（四官ジャンク船船長）

⑱中国商人

肥後五官、肥後四官、

⑲領民

逸見領民、浦賀領民

⑳不明

とら（ハルナンド愛人）、五島の人某、博多ソーフォ、

町人層に着目してみると、職業がわかるものとして、油屋・鍛冶職人・金貸・薬草売・

靴職人・呉服商・裁縫師・材木商・酒商人・船頭・大工・鉄炮鍛冶・鶏肉商・麺麭焼

職人・釦製造・蒔絵師・町年寄（長崎）・通詞・両替商などがおり、商館隣人として

書かれているものが、ジョアン留・伊藤与吉・佐三郎・博多出身の隣人である。彼ら

とイギリス商館との日常的な付き合いの程度は検討が必要であるが、生活必需品を扱

う者が多いようである。

３．イギリス商館・日本、それぞれの贈り物に挙がる品目

　イギリス商館関係者を贈り主にした品目、日本人を贈り主にした品目について、ま

とめておきたい。どこで産出（製作）されたものか、どこで採取されたものか、サイ

ズ、色などが細かく書かれているが、グループ化を容易にするため、大きなグループ
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⑪芸能

松浦能役者、歌舞伎山城、庄右衛門（歌舞伎頭）、平戸の歌舞伎

⑫宿主と関係者

宿主：安右衛門（按針）、伊丹屋孫右衛門（京都）、下関宿主、喜右衛門（大坂：

松浦）、久保九右衛門（大坂）、三雲屋（江戸）、松浦の宿主、孫左衛門（伏見）、

対馬、天野屋安左衛門（大坂）、天野屋九郎兵衛（大坂）、備後鞆の津、平野屋藤

左衛門（堺）、又兵衛（大磯）、蘭人用（京都）、五島家家臣宿主、京都、長崎、堺、

名護屋など

表5　日本人贈り主　→　贈り先（細目）
贈り元・贈り先 割合

●商館長 宛 77.12%
　　町人 20.71%
　　宿主 18.66%
　　松浦家家臣 14.74%
　　松浦家一族 12.13%
　　幕府役人 6.72%
　　宿主関係 6.34%
　　商館関係 5.04%
　　商館員家族 3.17%
　　僧侶 2.05%
　　領民 2.05%
　　幕府役人家臣 1.87%
　　芸能 1.49%
　　大名家臣 1.49%
　　不明 0.75%
　　中国商人 0.75%
　　大名 0.56%
　　将軍 0.56%
　　武家（その他） 0.37%
　　中国 0.37%
　　商人 0.19%
●商館 宛 11.22%
　　町人 51.28%
　　松浦家家臣 11.54%
　　商館関係 8.97%
　　松浦家一族 6.41%
　　大名 5.13%
　　大名家臣 5.13%
　　芸能 5.13%
　　宿主 3.85%

　　宿主関係 1.28%
　　商館員家族 1.28%
●商館員 宛 6.19%
　　宿主 37.21%
　　宿主関係 18.60%
　　松浦家一族 13.95%
　　幕府役人 9.30%
　　将軍 6.98%
　　町人 6.98%
　　商館員家族 4.65%
　　商館関係 2.33%
●商館関係 宛 1.58%
　　幕府役人 36.36%
　　宿主 36.36%
　　幕府役人関係 18.18%
　　大名一族（松浦） 9.09%
●オランダ商館 宛 1.44%
　　宿主 40.00%
　　松浦家家臣 30.00%
　　幕府役人 20.00%
　　幕府役人家臣 10.00%
●中国商人 宛 0.43%
　　松浦家一族 66.67%
　　大名関係 33.33%
●明皇帝 宛 0.29%
　　将軍 100.00%
●松浦家一族 宛 0.14%
　　将軍 100.00%
●松浦家家臣 宛 0.14%
　　宿主 100.00%

※データ件数 503件
注）『イギリス商館長日記』記載記事による
見出しの割合は全体に対するパーセンテージ
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⑭僧侶

京都松浦氏金主僧侶、平戸僧侶

⑮主な町人

油屋与右衛門、九左衛門（鍛冶）、弥右衛門（鍛冶）、平戸の金貸、薬草売の女、

靴職人某、三四郎（玄関番親族）、金作（呉服）、日本人裁縫師妻、清左衛門（材木）、

新右衛門（酒）、弥三郎（酒）、久左衛門（二官書記）、新三郎（水夫）、新右衛門

（船頭）、京都の倉庫貸主、伏見の倉庫貸主、山崎弥右衛門（大工）、太右衛門（大

工）、内匠屋隼人（大工？）、日本人剃髪者某、早田五右衛門（鉄炮鍛冶：長崎）、

鉄炮鍛冶某、芳右衛門（鉄砲鍛冶早野父）、越九郎（鶏肉）、麺麭焼職人、釦製造

人、蒔絵師、庄左衛門（蒔絵師）、後藤宗印・高島了悦・高木作右衛門、町田宗（以

上、長崎町年寄）、太兵衛（両替商）、ジョアン留（隣人）、ジョアン留息子、伊

藤与吉（隣人）、佐三郎（隣人）、博多出身の隣人某、隣人、仁右衛門（江戸？）、

江戸商人某、平野屋四郎右衛門（呉服商：大坂）、市郎（大坂商人）、小倉の商人

某、堺商人某、城井久右衛門（暹羅在住商人ヵ）、高比良善兵衛（通詞；長崎）

⑰中国

チシァン、ディクコ（明、大宮）、チムポウ（四官ジャンク船船長）

⑱中国商人

肥後五官、肥後四官、

⑲領民

逸見領民、浦賀領民

⑳不明

とら（ハルナンド愛人）、五島の人某、博多ソーフォ、

町人層に着目してみると、職業がわかるものとして、油屋・鍛冶職人・金貸・薬草売・

靴職人・呉服商・裁縫師・材木商・酒商人・船頭・大工・鉄炮鍛冶・鶏肉商・麺麭焼

職人・釦製造・蒔絵師・町年寄（長崎）・通詞・両替商などがおり、商館隣人として

書かれているものが、ジョアン留・伊藤与吉・佐三郎・博多出身の隣人である。彼ら

とイギリス商館との日常的な付き合いの程度は検討が必要であるが、生活必需品を扱

う者が多いようである。

３．イギリス商館・日本、それぞれの贈り物に挙がる品目

　イギリス商館関係者を贈り主にした品目、日本人を贈り主にした品目について、ま

とめておきたい。どこで産出（製作）されたものか、どこで採取されたものか、サイ

ズ、色などが細かく書かれているが、グループ化を容易にするため、大きなグループ
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としてまとめている。また、布や織物などは産地・大きさで価値が変わるものである

が、それを考慮していない。

　表６がそのおおまかな傾向である。全体的に、飲食物（酒含む）が 50%近くを占

めており、布・織物類は 20％、衣料品系が 10%弱と続いている。これを、外国人か

らの贈り物、日本人からの贈り物にわけると、その傾向に違いと特徴が出てくる。こ

のなかから、イギリス商館から日本人、日本人からイギリス商館へと贈られたものの

比率を、後掲の図１にまとめている。

　イギリス商館関係者からの贈り物で最も多いものは「布・織物」であり、世界各地

で生産された布や織物の主な贈り先は、将軍家、幕府役人（含関係者）、松浦家（含一族・

家臣）、各地の宿主と大都市の商人である。「更紗」が贈られる者は大名家臣や幕閣家

臣、宿主などが多く、生糸でも同じ傾向がみられる。なお、「手巾」（お手拭き・ハン

カチ）が渡されるのはほぼ女性である。日本人からイギリス商館関係者へは若干の「布・

織物」類が渡っているが、商館員からの贈答品を別の人に譲るケースであろうか。日

本独自の織物を渡している様子がうかがえない。

　飲食物系統では、日英両者とも「酒類」が多い。酒は日常的に飲まれていることも

あり、必ずしも贈答とは限らない。また、「酒」と書いてあるものの、複数の酒が混

在していると思われる。外国産の酒は全体的に葡萄酒が多い傾向にある。一方、日本

人から渡されるものの多くは日本酒と思われる。なお、外国人同士ではさまざまな酒

が贈られている。町人などへ渡される酒については外国産の酒の名が書いてないこと

から推察すると、地元の清酒になるだろうか。

　肉や魚については、前稿でも触れているので詳細は省くが、改めて比較してみると、

「獣の肉」は基本的にイギリス商館への贈り物、ひいては外国人向けの贈り物になっ

ており、その種類も豊富である。日本人への贈り物としては基本的に利用されていな

い。魚介類は日英ともに主たる贈り物として持参することが多い。

　胡椒などの香辛料、麝香などの香料、そして動物の皮（毛皮）は高級品であることか

ら、日本人へ贈る場合は、領主クラスや茶屋四郎次郎レベルの町人、特別に懇意にして

いるであろう相手へ贈る傾向が強い。たとえば、香辛料では、胡椒は幕閣とその家臣、松

浦家一族とその家臣らで９割近くを占め、丁字もほぼ同じである。香料では、麝香の６

割は宿主へ贈られており、伽羅木は将軍家・幕閣・松浦家一族に限定される。逆に、香辛

料の肉荳蒄（ナツメグ）や肉桂（ニッケイ）はイギリス・オランダ商館、南蛮商人のみに

渡っている。

　以上のように、相手の立場や社会的地位に合わせた贈り物をイギリス商館は考慮に

入れているところが興味深い。
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表6　贈り物の分類（日→英）
品名 割合

●酒類 20.84%
酒 82.84%
諸白（酒） 11.94%
シング酒（酒） 2.99%
ニッパ酒 1.49%
ラック酒 0.75%

●魚貝類 13.53%
魚 50.57%
鮭 16.09%
烏賊 13.79%
鱈 12.64%
アワビ 2.30%
伊勢エビ 1.15%
鯛 1.15%
鯉 1.15%
貝 1.15%

●果実類 12.75%
蜜柑 30.49%
無花果 20.73%
梨 17.07%
果物 12.20%
葡萄 7.32%
真桑瓜（メロン） 6.10%
栗 2.44%
桃の木 2.44%
レモン 1.22%

●肉類 10.58%
鳥肉（鶏） 22.06%
牛肉 13.24%
獣肉（猪，鹿肉） 11.76%
鳥肉（家鴨） 10.29%
鹿肉(獣肉) 8.82%
猪肉 8.82%
豚肉 7.35%
鳥肉（雁） 4.41%
鳥肉（雉子） 4.41%
鳥肉（牝鶏） 2.94%
鳥肉（雛鳥） 1.47%
鳥肉 1.47%
鳥肉（真鴨） 1.47%
山羊肉 1.47%

●道具 10.26%
紙 40.91%
扇 33.33%
燭台 6.06%
鉄炮 4.55%
傘 4.55%
鞍 1.52%
鉢 1.52%
鍋 1.52%
水差 1.52%
門松 1.52%
硯箱 1.52%

手銃 1.52%
●衣料品類 9.80%
帷子 60.32%
着物 20.63%
寝巻 7.94%
足袋 4.76%
履物 3.17%
袷 1.59%
帯 1.59%

●料理 4.82%
提重箱・重箱料理 100.00%

●美術品 4.51%
槍 31.03%
薙刀 20.69%
脇差（短剣） 20.69%
刀 17.24%
槍の矛先 3.45%
屏風 3.45%
甲冑 3.45%

●米加工類 2.18%
餅 100.00%

●卵 1.71%
鶏卵 100.00%

●米穀類 1.09%
米 100.00%

●布・織物 1.09%
琥珀織（海黄） 28.57%
絨毯 14.29%
毛氈 14.29%
手巾 14.29%
サースネット布 14.29%
布 14.29%

●穀物加工類 1.09%
麺麭 85.71%
ビスケット 14.29%

●魚介加工物 0.78%
干魚 100.00%

●食器 0.78%
皿（木皿，深皿） 40.00%
杯 20.00%
盃 20.00%
水呑 20.00%

●海藻類 0.78%
海草 100.00%

●豆類 0.62%
胡桃 100.00%

●調味料 0.62%
塩 50.00%
酢（薔薇醋） 25.00%
サトウキビ（藷） 25.00%

●菓子類 0.47%
金平糖 66.67%
砂糖菓子 33.33%

●動物 0.47%

つぐみ 33.33%
鷦鷯 33.33%
千鳥 33.33%

●香料 0.31%
白檀 50.00%
伽羅木 50.00%

●家具 0.16%
文机（勘定机) 100.00%

●野菜 0.16%
大根 100.00%

●嗜好品 0.16%
煙草 100.00%
飲料 0.16%
茶 100.00%

●工具 0.16%
釘 100.00%

●麺類 0.16%
素麺 100.00%

データ件数 643

表7　贈り物の分類（英→日）
品名 割合

●布・織物 39.77%
羅紗 22.54%
緞孑 12.50%
琥珀織（海黄） 10.04%
ファスティオン布 7.99%
更紗 6.76%
セイ羅紗 4.92%
繻子 4.92%
べイ羅紗 4.30%
麻紗 3.89%
縮緬布 3.48%
呉絽服綸 3.07%
手巾 2.05%
バイラム布 1.43%
バフタ布 1.43%
反物 1.43%
ゼラ布 1.23%
卓子懸(掛)布 1.23%
金巾 1.23%
亜麻布 0.82%
天鵞絨 0.61%
アレジャ布 0.61%
布 0.61%
ダッティー布 0.41%
チャダー布 0.41%
ブーラヌ布 0.20%
フォーク布 0.20%
リンネル布 0.20%
琉球の布 0.20%
緞子 0.20%
バッカー布 0.20%
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としてまとめている。また、布や織物などは産地・大きさで価値が変わるものである

が、それを考慮していない。

　表６がそのおおまかな傾向である。全体的に、飲食物（酒含む）が 50%近くを占

めており、布・織物類は 20％、衣料品系が 10%弱と続いている。これを、外国人か

らの贈り物、日本人からの贈り物にわけると、その傾向に違いと特徴が出てくる。こ

のなかから、イギリス商館から日本人、日本人からイギリス商館へと贈られたものの

比率を、後掲の図１にまとめている。

　イギリス商館関係者からの贈り物で最も多いものは「布・織物」であり、世界各地

で生産された布や織物の主な贈り先は、将軍家、幕府役人（含関係者）、松浦家（含一族・

家臣）、各地の宿主と大都市の商人である。「更紗」が贈られる者は大名家臣や幕閣家

臣、宿主などが多く、生糸でも同じ傾向がみられる。なお、「手巾」（お手拭き・ハン

カチ）が渡されるのはほぼ女性である。日本人からイギリス商館関係者へは若干の「布・

織物」類が渡っているが、商館員からの贈答品を別の人に譲るケースであろうか。日

本独自の織物を渡している様子がうかがえない。

　飲食物系統では、日英両者とも「酒類」が多い。酒は日常的に飲まれていることも

あり、必ずしも贈答とは限らない。また、「酒」と書いてあるものの、複数の酒が混

在していると思われる。外国産の酒は全体的に葡萄酒が多い傾向にある。一方、日本

人から渡されるものの多くは日本酒と思われる。なお、外国人同士ではさまざまな酒

が贈られている。町人などへ渡される酒については外国産の酒の名が書いてないこと

から推察すると、地元の清酒になるだろうか。

　肉や魚については、前稿でも触れているので詳細は省くが、改めて比較してみると、

「獣の肉」は基本的にイギリス商館への贈り物、ひいては外国人向けの贈り物になっ

ており、その種類も豊富である。日本人への贈り物としては基本的に利用されていな

い。魚介類は日英ともに主たる贈り物として持参することが多い。

　胡椒などの香辛料、麝香などの香料、そして動物の皮（毛皮）は高級品であることか

ら、日本人へ贈る場合は、領主クラスや茶屋四郎次郎レベルの町人、特別に懇意にして

いるであろう相手へ贈る傾向が強い。たとえば、香辛料では、胡椒は幕閣とその家臣、松

浦家一族とその家臣らで９割近くを占め、丁字もほぼ同じである。香料では、麝香の６

割は宿主へ贈られており、伽羅木は将軍家・幕閣・松浦家一族に限定される。逆に、香辛

料の肉荳蒄（ナツメグ）や肉桂（ニッケイ）はイギリス・オランダ商館、南蛮商人のみに

渡っている。

　以上のように、相手の立場や社会的地位に合わせた贈り物をイギリス商館は考慮に

入れているところが興味深い。
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表6　贈り物の分類（日→英）
品名 割合

●酒類 20.84%
酒 82.84%
諸白（酒） 11.94%
シング酒（酒） 2.99%
ニッパ酒 1.49%
ラック酒 0.75%

●魚貝類 13.53%
魚 50.57%
鮭 16.09%
烏賊 13.79%
鱈 12.64%
アワビ 2.30%
伊勢エビ 1.15%
鯛 1.15%
鯉 1.15%
貝 1.15%

●果実類 12.75%
蜜柑 30.49%
無花果 20.73%
梨 17.07%
果物 12.20%
葡萄 7.32%
真桑瓜（メロン） 6.10%
栗 2.44%
桃の木 2.44%
レモン 1.22%

●肉類 10.58%
鳥肉（鶏） 22.06%
牛肉 13.24%
獣肉（猪，鹿肉） 11.76%
鳥肉（家鴨） 10.29%
鹿肉(獣肉) 8.82%
猪肉 8.82%
豚肉 7.35%
鳥肉（雁） 4.41%
鳥肉（雉子） 4.41%
鳥肉（牝鶏） 2.94%
鳥肉（雛鳥） 1.47%
鳥肉 1.47%
鳥肉（真鴨） 1.47%
山羊肉 1.47%

●道具 10.26%
紙 40.91%
扇 33.33%
燭台 6.06%
鉄炮 4.55%
傘 4.55%
鞍 1.52%
鉢 1.52%
鍋 1.52%
水差 1.52%
門松 1.52%
硯箱 1.52%

手銃 1.52%
●衣料品類 9.80%
帷子 60.32%
着物 20.63%
寝巻 7.94%
足袋 4.76%
履物 3.17%
袷 1.59%
帯 1.59%

●料理 4.82%
提重箱・重箱料理 100.00%

●美術品 4.51%
槍 31.03%
薙刀 20.69%
脇差（短剣） 20.69%
刀 17.24%
槍の矛先 3.45%
屏風 3.45%
甲冑 3.45%

●米加工類 2.18%
餅 100.00%

●卵 1.71%
鶏卵 100.00%

●米穀類 1.09%
米 100.00%

●布・織物 1.09%
琥珀織（海黄） 28.57%
絨毯 14.29%
毛氈 14.29%
手巾 14.29%
サースネット布 14.29%
布 14.29%

●穀物加工類 1.09%
麺麭 85.71%
ビスケット 14.29%

●魚介加工物 0.78%
干魚 100.00%

●食器 0.78%
皿（木皿，深皿） 40.00%
杯 20.00%
盃 20.00%
水呑 20.00%

●海藻類 0.78%
海草 100.00%

●豆類 0.62%
胡桃 100.00%

●調味料 0.62%
塩 50.00%
酢（薔薇醋） 25.00%
サトウキビ（藷） 25.00%

●菓子類 0.47%
金平糖 66.67%
砂糖菓子 33.33%

●動物 0.47%

つぐみ 33.33%
鷦鷯 33.33%
千鳥 33.33%

●香料 0.31%
白檀 50.00%
伽羅木 50.00%

●家具 0.16%
文机（勘定机) 100.00%

●野菜 0.16%
大根 100.00%

●嗜好品 0.16%
煙草 100.00%
飲料 0.16%
茶 100.00%

●工具 0.16%
釘 100.00%

●麺類 0.16%
素麺 100.00%

データ件数 643

表7　贈り物の分類（英→日）
品名 割合

●布・織物 39.77%
羅紗 22.54%
緞孑 12.50%
琥珀織（海黄） 10.04%
ファスティオン布 7.99%
更紗 6.76%
セイ羅紗 4.92%
繻子 4.92%
べイ羅紗 4.30%
麻紗 3.89%
縮緬布 3.48%
呉絽服綸 3.07%
手巾 2.05%
バイラム布 1.43%
バフタ布 1.43%
反物 1.43%
ゼラ布 1.23%
卓子懸(掛)布 1.23%
金巾 1.23%
亜麻布 0.82%
天鵞絨 0.61%
アレジャ布 0.61%
布 0.61%
ダッティー布 0.41%
チャダー布 0.41%
ブーラヌ布 0.20%
フォーク布 0.20%
リンネル布 0.20%
琉球の布 0.20%
緞子 0.20%
バッカー布 0.20%
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おわりに

　イギリス商館関係の贈答品について、概数ではあるが数量考察を試みた。贈答品の

多くは商館の商品でもあり、その点で商取引との関係、価格の設定などを踏まえて検

ガジャニー布 0.20%
バックショウ布 0.20%
麻布 0.20%
ナプキン 0.20%

●酒類 13.69%
酒 60.71%
葡萄酒 11.31%
シング酒（酒） 9.52%
諸白（酒） 8.93%
アルコール飲料 4.76%
アニス酒 2.98%
蒸溜酒 0.60%
ティント 0.60%
ビール 0.60%

●魚貝類 9.45%
魚 75.00%
鮭 15.52%
鯛 5.17%
鱈 1.72%
烏賊 1.72%
貝 0.86%

●道具 7.09%
薬壺 20.69%
鉄炮 14.94%
紙 12.64%
扇 11.49%
水差 11.49%
蝋 8.05%
手帳 6.90%
小刀 3.45%
鎖 2.30%
瓶 1.15%
鉢 1.15%
蝋燭 1.15%
鍋 1.15%
櫛箱 1.15%
眼鏡 1.15%
水鉢 1.15%

●生糸 3.99%
生糸・絹・白糸 81.63%
撚糸 10.20%
ポール生糸 8.16%

●香辛料 3.75%
胡椒 60.87%
丁子 36.96%

肉荳蒄 2.17%
●皮 2.93%
獣皮 36.11%
兎皮 33.33%
子羊皮 16.67%
虎皮 5.56%
猫皮 5.56%
豹皮 2.78%

●香料 2.77%
麝香 70.59%
伽羅木 26.47%
樟脳 2.94%

●衣料品類 2.53%
着物 32.26%
帯 25.81%
帷子 19.35%
足袋 9.68%
腰帯（飾り腰帯） 6.45%
帽子 3.23%
履物 3.23%

●美術品 2.12%
珊瑚 57.69%
絵画 34.62%
琥珀（琥珀玉） 7.69%

●金属 2.04%
鉛 28.00%
鋼鉄棒 20.00%
銀 20.00%
鋼鉄 20.00%
鯣 8.00%
錫〔の棒〕 4.00%

●菓子類 1.79%
砂糖菓子 90.91%
菓子 9.09%

●食器 1.63%
湯呑 55.00%
皿（木皿，深皿） 30.00%
盃 10.00%
壺 5.00%
家具 0.90%
姿見（鏡） 90.91%
文机（勘定机) 9.09%

●魚介加工物 0.73%
干魚 55.56%
鰹節 33.33%

干鮪 11.11%
●米穀類 0.73%
米 100.00%

●果実類 0.73%
無花果 88.89%
蜜柑 11.11%

●穀物加工類 0.73%
麺麭 66.67%
ビスケット 33.33%

●動物 0.49%
金魚 66.67%
鸚哥（インコ） 16.67%
鸚鵡（オウム） 16.67%

●工具 0.49%
楔（くさび） 83.33%
釘 16.67%

●装飾品 0.24%
金唐革（唐革） 100.00%

●薬 0.16%
蘇木 100.00%

●米加工類 0.16%
餅 100.00%

●料理 0.16%
提重箱・重箱料理 100.00%

●調味料 0.16%
サトウキビ（藷） 100.00%

●肉類 0.16%
鳥肉（鶏） 100.00%

●乳製品 0.08%
チーズ 100.00%

●不明 0.08%
オドニー・ピステル 100.00%

●卵 0.08%
鶏卵 100.00%

●装飾品？ 0.08%
紐 100.00%

●嗜好品 0.08%
煙草 100.00%

●ジャム類 0.08%
マーマレード 100.00%

●海藻類 0.08%
海草 100.00%

※データ件数 1227
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討すべきであるが、贈り物として記載される箇所については、値段が記されていない。

あくまでも贈り物として扱ったからであろうか。本来は販売すべき品であるが、いわ

ゆる見本の形で先方へ渡したものが返ってこないことを見越して結果として贈り物と

なったとみることもできる。売掛での商売で見本を寄越すように言われ、そのまま返

却されない状況が領主との取引で問題視されてもいた。

　個人でおこなう贈答が、純粋に手土産レベルの話であるのか、政治的な駆け引き、

商業活動に関わる駆け引きに使われるのか。時期の違いによる特徴がみられるのか、

検討すべきことは数多く残っている。イギリス商館員たちがもたらす贈り物の効果が

どれほどのものかは、すでに周知のことかもしれない。何を贈り、何をもらうのか。

商館長たちはもちろんのこと、商館長や商館員から珍しい品をもらった人々が何を感

じたのかは記録にはほぼ残っていない。ほぼ毎日のように繰り返されるやりとりのな

かから、日常的に彼らが平戸をはじめとした人々と交流し、生活していたのかを知る

一つの手段となるのではないか。

図１　贈り物からみた日英比較
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おわりに

　イギリス商館関係の贈答品について、概数ではあるが数量考察を試みた。贈答品の

多くは商館の商品でもあり、その点で商取引との関係、価格の設定などを踏まえて検

ガジャニー布 0.20%
バックショウ布 0.20%
麻布 0.20%
ナプキン 0.20%

●酒類 13.69%
酒 60.71%
葡萄酒 11.31%
シング酒（酒） 9.52%
諸白（酒） 8.93%
アルコール飲料 4.76%
アニス酒 2.98%
蒸溜酒 0.60%
ティント 0.60%
ビール 0.60%

●魚貝類 9.45%
魚 75.00%
鮭 15.52%
鯛 5.17%
鱈 1.72%
烏賊 1.72%
貝 0.86%

●道具 7.09%
薬壺 20.69%
鉄炮 14.94%
紙 12.64%
扇 11.49%
水差 11.49%
蝋 8.05%
手帳 6.90%
小刀 3.45%
鎖 2.30%
瓶 1.15%
鉢 1.15%
蝋燭 1.15%
鍋 1.15%
櫛箱 1.15%
眼鏡 1.15%
水鉢 1.15%

●生糸 3.99%
生糸・絹・白糸 81.63%
撚糸 10.20%
ポール生糸 8.16%

●香辛料 3.75%
胡椒 60.87%
丁子 36.96%

肉荳蒄 2.17%
●皮 2.93%
獣皮 36.11%
兎皮 33.33%
子羊皮 16.67%
虎皮 5.56%
猫皮 5.56%
豹皮 2.78%

●香料 2.77%
麝香 70.59%
伽羅木 26.47%
樟脳 2.94%

●衣料品類 2.53%
着物 32.26%
帯 25.81%
帷子 19.35%
足袋 9.68%
腰帯（飾り腰帯） 6.45%
帽子 3.23%
履物 3.23%

●美術品 2.12%
珊瑚 57.69%
絵画 34.62%
琥珀（琥珀玉） 7.69%

●金属 2.04%
鉛 28.00%
鋼鉄棒 20.00%
銀 20.00%
鋼鉄 20.00%
鯣 8.00%
錫〔の棒〕 4.00%

●菓子類 1.79%
砂糖菓子 90.91%
菓子 9.09%

●食器 1.63%
湯呑 55.00%
皿（木皿，深皿） 30.00%
盃 10.00%
壺 5.00%
家具 0.90%
姿見（鏡） 90.91%
文机（勘定机) 9.09%

●魚介加工物 0.73%
干魚 55.56%
鰹節 33.33%

干鮪 11.11%
●米穀類 0.73%
米 100.00%

●果実類 0.73%
無花果 88.89%
蜜柑 11.11%

●穀物加工類 0.73%
麺麭 66.67%
ビスケット 33.33%

●動物 0.49%
金魚 66.67%
鸚哥（インコ） 16.67%
鸚鵡（オウム） 16.67%

●工具 0.49%
楔（くさび） 83.33%
釘 16.67%

●装飾品 0.24%
金唐革（唐革） 100.00%

●薬 0.16%
蘇木 100.00%

●米加工類 0.16%
餅 100.00%

●料理 0.16%
提重箱・重箱料理 100.00%

●調味料 0.16%
サトウキビ（藷） 100.00%

●肉類 0.16%
鳥肉（鶏） 100.00%

●乳製品 0.08%
チーズ 100.00%

●不明 0.08%
オドニー・ピステル 100.00%

●卵 0.08%
鶏卵 100.00%

●装飾品？ 0.08%
紐 100.00%

●嗜好品 0.08%
煙草 100.00%

●ジャム類 0.08%
マーマレード 100.00%

●海藻類 0.08%
海草 100.00%

※データ件数 1227
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討すべきであるが、贈り物として記載される箇所については、値段が記されていない。

あくまでも贈り物として扱ったからであろうか。本来は販売すべき品であるが、いわ

ゆる見本の形で先方へ渡したものが返ってこないことを見越して結果として贈り物と

なったとみることもできる。売掛での商売で見本を寄越すように言われ、そのまま返

却されない状況が領主との取引で問題視されてもいた。

　個人でおこなう贈答が、純粋に手土産レベルの話であるのか、政治的な駆け引き、

商業活動に関わる駆け引きに使われるのか。時期の違いによる特徴がみられるのか、

検討すべきことは数多く残っている。イギリス商館員たちがもたらす贈り物の効果が

どれほどのものかは、すでに周知のことかもしれない。何を贈り、何をもらうのか。

商館長たちはもちろんのこと、商館長や商館員から珍しい品をもらった人々が何を感

じたのかは記録にはほぼ残っていない。ほぼ毎日のように繰り返されるやりとりのな

かから、日常的に彼らが平戸をはじめとした人々と交流し、生活していたのかを知る

一つの手段となるのではないか。

図１　贈り物からみた日英比較
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　幕閣や領主レベルに対する贈り物は、単なる挨拶ではなく、商売が円滑に進むある

いは問題を円滑に解決させることを期待したものである。各地の宿主への贈り物は、

当地における円滑な商売を期待してのものであることは想像に難くない。宿主は重要

な販売元ともいえるからである。1616年夏以後の交易地制限にともない、大坂や伏見、

堺などでの商売ができなくなった。この事態に対して、幕閣に対しては決定の撤回を

もとめて江戸で活動するものの、結果は変わらず、平戸と長崎以外での交易ができな

くなった。であるならば、宿主たちへの贈り物の意味はどう変化するのであろうか。

　『商館長日記』のなかに記される贈り物は、概算だけでも 3000 件を超える数が記さ

れていた。細かい状況を知ることが、十七世紀日英関係の大局を把握する上で重要で

あるかどうかは未知数である。非日常としての争論・事件、政治的行動などは目に見

える形で日本と海外との関係を知ることができるが、わずか 10 年とはいえ、日本で

生活する外国人の生活習慣、日本的な慣習への対応をひもとくことで、生活文化史の

一面をみることができるのではないだろうか。彼らの日常生活を少しでも知るための

素材となれば幸いである。

　
注
（１）拙稿（2022）「平戸イギリス商館員と「ニフォン・カタンゲ」と食料―『リチャード・コッ

クス日記』などにみる交流の姿」『日本大学通信教育部研究紀要』36 号。
（２）山本亮子（2004）「取引記録から観る慶長年間後期のイギリス商館活動について」明治

大学大学院文学研究科『文学研究論集（文学・史学・地理学）第 22 号』。ため、く、最
も詳細にイギリス商館の取引を分析した論文がある。この論文のなかには、コックスが
積極的に贈り物をすることに触れているが、その詳細は紹介していない。

（３）特に断らない限り、本稿で用いる事例は、日本関係海外史料『イギリス商館長日記』
訳文編（東京大学出版会）から抜き出したデータに基づく。なお、表記により記事の重
複が若干みられる。出来る限り原本確認の上調整をおこなったが、同一商品であるか否
かが判別できないものもある。また、日記上、皮の色や生産地などが書かれているもの
もある（たとえば、ロシア産の獣皮であるなど）が、今回のデータ処理では、細分化を
できるだけ避けるために、詳細なデータは省略している。

（４）特許状（朱印状）発給をめぐる問題では土井利勝や本多正純の家を何度も訪問してい
るが、その都度、用人から主人の不在を告げられている。

（５）清水紘一（1978）「元和 2年外国船平戸長崎集中令の一考察」『社会文化史学』第 16 号参照。

付記　本研究は令和五年度日本大学通信教育部個人研究費による成果である。

参考文献
清水紘一（1978）「元和 2年外国船平戸長崎集中令の一考察」『社会文化史学』第 16 号
鍋本由徳（2022）「平戸イギリス商館員と「ニフォン・カタンゲ」と食料―『リチャード・コッ
クス日記』などにみる交流の姿」『日本大学通信教育部研究紀要』36 号

山本亮子（2004）「取引記録から観る慶長年間後期のイギリス商館活動について」明治大学
大学院文学研究科『文学研究論集（文学・史学・地理学）第 22 号』
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2023 年 1 月 9 日から 3 月 24 日まで、日本大学の海外派遣研究員（短期 A）として、

フランスのパリにて研究を行った。研究題目は「メルロ゠ポンティの現象学とフェミ

ニスト理論に関する調査、研究」であり、より具体的にはフェミニスト現象学のフラ

ンスでの研究状況を調査、研究することが目的である。

もともと 2020 年に海外派遣研究員として渡仏を準備していたが、2019 年末からの

新型コロナウィルス感染症の拡大により延期が続き、2023 年にようやく再開されて

初めての派遣だった。

今回より海外派遣研究員の「枠組み」が変わり、これまでとは異なる準備が必要と

なった。このため、出発前まで特に手続きの窓口となった研究事務課の職員のみなさ

んには多大な面倒をかけてしまった。無事に、安全に海外で研究できたことの一つに

は研究事務課をはじめとする職員のみなさんのご尽力がある。

本研究で扱うフェミニスト現象学とは、メルロ゠ポンティの現象学とフェミニスト

理論が建設的な関係にある研究アプローチのひとつである。フェミニスト現象学は、

歴史的にはシモーヌ・ド・ボーヴォワールの『第二の性』が起点とされるが、このア

プローチが制度化されたのはフェミニスト現象学の名のもとに研究が活発化した

1980 年代後半からである。経験を分析の対象の出発点として、そこから経験の一般

的な特徴や、その経験を取り巻く社会通念、規範がどのように生きられているのか、

またどのように乗り越えられているのかを明らかにしようとする点にフェミニスト現

象学の独自性がある。当初はシスジェンダー女性の経験を当人の視点から記述し、考

察することから始まったが、その後はそこに限定されない経験の考察にも検討の範囲

は広がっている。フェミニスト現象学の動向がまとまった形で示された最初の文献と

しては、Fisher, L. and Embree, L.（eds.）, 2000 Feminist Phenomenology, Kluwer 

Academic があり、その後 20 年の動向に関しては Fielding, H. A. and Olkowski, D. 

E.（eds.）, 2017, Feminist Phenomenology Futures, Indiana University Press と、

Shabot, S. C. and Landry, C.（eds.）, 2018, Rethinking Feminist Phenomenology: 

Theoretical and Applied Perspectives, Rowman & Littlefield にまとめられているが、

いずれも英語圏で出版された本である。そこで、これ以降、とりわけフランスにおい

てどのような研究状況になっているのかを調査し、明らかにすることが本研究の目的

であった。

こうしたフェミニスト現象学の動向を調査、研究するにあたって、時間も限られて

令和 4年度海外派遣研究員報告
―フランスでの調査、研究を終えて i

中 澤 　 瞳

〔報　　　告〕

― 81 ―

Y-05_中澤　瞳（081-086）.indd   81Y-05_中澤　瞳（081-086）.indd   81 2024/02/29   8:48:342024/02/29   8:48:34



いたので、フランス国立図書館のフランソワ・ミッテラン館（La Bibliothèque 

nationale de France、François-Mitterrand）での文献調査、およびその読解に作業を

絞って、それを本研究の目的を遂行する基本的な方法とした。図書館内からアクセス

可能なフランスの学術雑誌、例えば Revue Philosophique de Louvain や Alter などの

現象学の専門雑誌、ボーヴォワールらによって創刊された Nouvelles Questions 

Féministes、また Gender, Sexuality and Society（セクシュアリティとジェンダーの

問題に特化したフランス語の査読つきの学術雑誌）などの閲覧を通して、主にフェミ

ニスト現象学の現在の展開、動向を明らかにするために調査、研究を行った。

同時にメルロ゠ポンティの現象学についての文献研究の状況も確認したが、メルロ

゠ポンティの現象学に関する文献研究は現在も継続的に行われているという状況が分

かった。ここ2、3年の間でもいくつかが出版されていたが、直近ではメルロ゠ポンティ

の哲学と政治の関係を扱った Claire Dodeman の La philosophie militante de 

Merleau-Ponty が 2023 年 1 月に出版されていた。その他、講義録の出版、研究書の

出版を含めて、数は多くないものの、メルロ゠ポンティの文献研究はフランスにおい

て継続的に行われていると言ってよいということが分かった。ただし、この文脈にお

いてはフェミニズム的なアプローチの研究は見当たらなかった。

他方、フェミニスト現象学に関する調査、研究の結果としては、フェミニスト現象

学の方法論に関する見直しが行われ、そしてそこから批判的現象学という動向が現れ、

研究が展開されていることが分かった。

フェミニスト現象学の出発点とも言える著作は『第二の性』であるが、この著作が

その後のフェミニズム、ジェンダー理論に与えた影響自体大きいものである。ボーヴォ

ワールによって、メルロ゠ポンティの現象学的身体論は当初から評価されていた。そ

れは社会の中で生きる具体的な人間のあり方を哲学的に探求するために必要なツール

を提供するものとして有用だからである。しかしながら、それ以降フェミニスト達の

目には、メルロ゠ポンティの現象学的身体論は健康な男性的身体を中心に据えた身体

論であるとみなされて批判の対象となっていた。しかしながら、さらにその後メルロ

゠ポンティの現象学的身体論を肯定的に評価する流れが再びできた。それがフェミニ

スト現象学という一つの流れを作り、中でもアイリス・マリオン・ヤングの有名な論

考がその代表的文献のひとつとされている。現象学的身体論に性差という視点を導入

し、男性中心的な身体論において取りこぼされてきた主題を扱ったヤングの諸論考は、

個人の身体に、文字通り身体化された規範を明らかにし、そして規範性への身体的次

元での反省を試みたといえる。

ヤングはフェミニスト現象学者としての仕事を残し、また政治哲学者としての仕事

も多数残した（あるいは政治哲学者としての方が有名かもしれない）。日本でもヤン

グの文献は翻訳がなされているが、ヨーロッパではヤングの政治哲学の文献は、イタ
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リア語、スペイン語、ドイツ語、スウェーデン語などに翻訳されつつも、フランス語

ではまだアクセスできない状態である。したがってフランス語圏の哲学界におけるヤ

ングの仕事の受容は限定的なものであった。この状況を踏まえて、2018 年に Revue 

Philosophique de Louvain という現象学研究の専門雑誌が「アイリス・マリオン・ヤ

ング、社会・政治、そしてフェミスト哲学者と考える」と題し、その欠落を埋めるた

めに特集を行った（Revue Philosophique de Louvain, “Penser avec Iris Marion 

Young, philosophe sociale, politique et féminite”, Tome 116 n4, 2018）。

この特集には、フェミニスト現象学者としてのヤングの研究について言及する二つ

研究論文が掲載されている。Camille Froidevaux-Metterie の論考はフェミニスト現

象学の独創性を評価する論考で、女性が自分自身を認識している身体的経験の詳細な

探求をもとに、生きた身体の概念をジェンダーの概念と結びつけることで、女性の主

体性を消すことなく、性差別的抑圧の構造的性格を認め、むしろその解放的可能性を

回復させたと評している。なお、Froidevaux-Metterie によれば、フランスのフェミ

ニストたちは唯物主義と差異主義に分裂したことによって、ヤングにこれまで関心を

払ってこなかったという経緯があるようで、言語的な問題だけではないところでもヤ

ングの受容に制限があったようである。

もう一つの論考は Marie Garrau の論考で、これはフェミニスト現象学の可能性の

条件を方法論的に問うことで、これまでの分析を拡張するものである。大筋としては、

ヤングの現象学への回帰を促しているが、Garrau の主旨は現象学的アプローチとヤ

ングの距離に関わっている。フェミニスト現象学の古典にもなっているヤングの On 

Female Body Experience: Throwing Like a Girl and Other Essays には、身体化され、

位置づけられた主体に現れるような世界の記述や、主観性という概念の使用などがみ

られ、そこに確かに現象学的方法がヤングに与えた影響を見て取ることができる。し

かし Garrau によればヤング自身、慎重に現象学的方法から距離をとっている。実際、

ヤングは現象学を「厳密な方法」としてではなく、むしろ問題を「検討するための一

つの手段」として考えるべきだと実際に書き記しているからであり、この点を

Garrau は指摘している。

現象学的アプローチという方法論に対する Garrau の関心がより明確に示されてい

るのは、Garrau が編者の一人を務め、2022 年に出版された Expérinces vécues du 

gendre et de la race pour une phénoménologie critique（sous la direction de Marie 

Garrau et Mickaëlle Provost, Editions de la Sorbonne, 2022）である。この序文の中

で Garrau は、生きられた経験の記述を行い、分析する際の現象学の方法論の見直し

を行っている。そこには、ボーヴォワール、バートキー、そしてヤングらのフェミニ

スト現象学（Garrau 自身はフェミニスト現象学という呼称を用いていないが）のこ

れまでの仕事に対して評価を与えつつ、それをさらに展開させるために、現象学的ア
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プロ―チに対してこれまでなされてきた古典的な批判を乗り越える地点を模索してい

る。そこに現われるのが批判的現象学という立場である。批判的現象学は哲学の方法

であり、かつ政治的な活動の企ての方法であるとされるが、ただしこれは Garrau の

オリジナルというよりは、Lisa GuentherとGayle Salamonが提示しているものである。

Guenther によれば、批判的現象学は私たちの世界経験を可能にし、また意味ある

ものにしている準超越論的な社会構造について反省することを通して、古典的な現象

学を超えるのであり、また意味ある経験と存在のためにとっての新しくて解放的な可

能性を生み出すことを目的としている。この見解がどのくらいの妥当性を持つものな

のか、また批判的現象学とフェミニスト現象学とにはどのような隔たりがあると言え

るのかということを明らかにする作業は終えることが派遣期間中ではできなかったが、

もっと慎重に検討すべき点でもあるので、引き続き検討する計画である。

Garrau が指摘するような方法論的な問題だけではなく、フェミニスト現象学には

まだ考えなければならない問題も残されていることが分かった。たとえば、フェミニ

スト現象学が女性という存在を考えるためには、性差だけではなく、人種や、障害な

どの観点を追加的にではなく、初めから考える必要があるのではないかという問題が

ひとつあると思われる。こうした問題に対して、どのようなアプローチが可能かとい

うことについても今後研究を進める予定である。以上のように、今回の調査、研究の

結果、フェミニスト現象学のこれまでの研究は一方で評価されているものの、その方

法論に対しては捉え直しが行われており、その一つが批判的現象学というものに展開

していることが分かった。ここから、この批判的現象学が扱っている問題を検討しつ

つ、今後の自分の研究と繋げたいと考える。

最後に、滞欧期間、パリではフェミニズム関連の展示が美術館などで多く催されて

いたという点にも触れておきたい。これは時期的に 3 月の国際女性の権利の日の影響

もあったのではないかと思う。実際、この日に合わせたデモが行われていた。また映

画の上映などを通じた啓蒙活動もあり、美術館などでの企画展もその一環のように思

われた。鑑賞することができたものを挙げれば、マドレーヌ寺院の門を使ったルイー

ズ・ワイスの功績の無料展示（ワイスは EU 設立にも尽力した女性）、国立近代美術

館（ポンピドゥー・センター）での女性彫刻家ジェルメーヌ・リチエ展（リチエは

20 世紀の美術・彫刻界を代表する一人）、パレ・ド・トーキョーでのミリアム・カー

ンの作品展（カーンは社会問題などを主題に描く画家）、ピカソ美術館でのフェイス・

リングゴールド展（リングゴールドはアフリカ系アメリカ人の女性の画家で、黒人女

性として直面した隔離と差別を作品化している）、ヨーロッパ写真美術館でのザネー

ル・ムホリの回顧展（ムホリは自身をビジュアル・アクティビストと呼び、黒人

LGBTQIA+ コミュニティーの生活を被写体の一つとしている）が挙げられる。その

中でも、規模として最も大きかったのは、2022 年 9 月 28 日から 2023 年 1 月 23 日ま
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で カ ル ナ ヴ ァ レ 美 術 館（ パ リ 歴 史 博 物 館 ） で 開 催 さ れ た PARISIENNES 

CITOYENNES! Engagements pour l’émancipation des femmes （1789-2000）である。

フランスにおける女性のエンパワメントの取り組みを編年体で展示し、その取り組み

がフランス革命時から現在まで続いていることを示すものだった。戦後フランスの

コーナーでは、当然のことながらボーヴォワールが紹介され、『第二の性』の手稿と

ともに、その影響の大きさが解説されていた。短期間にこれだけの量の展示を目にす

る機会を得て、文献によるのとは異なる仕方で学び、知見を深めることができたこと

もこの派遣の成果の一つと考える。

i 本報告は、令和 4 年度海外派遣研究員研究報告書として提出した書類を改稿したものであ
る。
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日本上海史研究会は 1990 年 5 月に古厩忠夫を代表として日本における上海史研究

の発展・普及と中国における上海史研究機関との学術交流を目的として設立された。

2003 年に古厩が逝去すると筆者が代表を務め、創立以来 33 年間にわたる研究会活動

を通じて数多くの国際シンポジウムやワークショップを開催し、上海史に関する多数

の専門書や概説書を刊行して来た。その研究会も 2023 年 3 月末を以って休会するこ

とになった。本稿は日本上海史研究会の 33 年の歩みを整理し、戦後日本の中国研究

における日本上海史研究会のあり方について考えるものである。

1．日本上海史研究会の歩み

前期（1990 ～ 2010 年）
戦前の日本では、上海と密接な関係を反映して一般向けのガイドブックや啓蒙書、

精緻な研究書が出版されていた。そこには上海租界を中心とした歴史や日本との関係

が描かれており、現在に継承すべき知見も多い。戦後の一般向けに書かれた「上海も

の」と呼ばれる書籍を見ると、懐古趣味的なものや「魔都上海」・「中国の中の西洋」

といった陳腐なイメージだけを先行させて読者を惹き付けようとするものが数多く流

布していた。

戦後日本の中国近現代史研究において、1949 年の中国革命勝利の衝撃を受けてア

ヘン戦争に始まる中国の近代史を、帝国主義列強の中国侵略とそれに対する中国人民

の解放闘争の歴史と考える傾向を強めた。それは中国共産党の権力が農村革命に由来

していたこともあり、上海に代表されるような近代都市史研究を著しく軽視させるこ

とになった。上海史の研究は、中国革命史、特に中国共産党の革命闘争史の一環とし

て位置づけられ、上海の都市社会に住む人々の営みを明らかにしようとする視点は希

薄となった。こうした日本の中国近現代史研究は、文化大革命の終焉を契機として大

きく変化した。

中国では 1980 年代の改革開放以降、正統的な革命史観からの一定の自由が認めら

れ上海関係档案（公文書）の開放が進む中で上海都市史研究が飛躍的に進展した。上

海市地方志弁公室編『上海研究論叢』（上海社会科学院出版社、1988 年）が創刊され、

唐振常主編『上海史』（上海人民出版社、1989 年）、張仲礼主編『近代上海城市研究』（上

海人民出版社、1990 年）、熊月之主編『上海通史』（全 15 巻、上海人民出版社、1999 年）

戦後日本における上海史研究について
―日本上海史研究会の活動を中心に―

髙 綱 博 文

〔研究動向〕
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など大著が続々と刊行された。

このような中国側の研究動向に刺激を受けて海外でも上海研究は「上海学」

（Shanghai Studies）と呼ばれて活況を呈するようになった。1990 年には日本におい

ても古厩忠夫を代表として日本上海史研究会が設立され、新たな上海史研究が開始さ

れた。

日本上海史研究会は創立以来、東アジアの「国際都市」上海の歴史について多面的

な研究を積極的に進めてきた。1990 年はちょうど中国においても私たちが交流して

いた復旦大学の黄美真教授を中心として上海研究センターが設立されて、上海研究の

著しい活性化の兆しが見られた。本研究会の活動も上海研究センターとの交流が中心

となり、1991 年に開催された「上海建都 700 年国際学術研討会（シンポジウム）」、

1993 年に「上海開港 150 周年記念国際学術研討会」にも多数の会員が参加し、シン

ポジウム（研討会）の運営に協力するとともに、それぞれ研究報告をおこなった。シ

ンポ報告は『上海研究論叢』第 8 輯、第 9 輯に掲載された。また、黄美真教授のお骨

折りによって日本における上海史研究を紹介した研究会のはじめての論文集『日本学

者論上海史』（復旦大学出版社、1993 年）が出版された。

私たちが日本上海史研究会を設立した動機は、二つあるといってよい。一つは中国

における上海研究の活性化であり、私たちはそれを担っている中国側の研究機関や中

国人研究者と学術交流をするための日本側の受け皿を必要としていたことである。い

ま一つは学術研究で論じられる「上海」と、日本における上海ブームをつくり出した

いわゆる「上海もの」と呼ばれる一般書に描き出された「上海」イメージとのギャッ

プを少しでも埋めたいと考えたからである。

日本上海史研究会は、後者の課題に応えるために私たちの上海史に関する専門研究

をベースとして広く一般読者を対象としたところの二冊の本を出版した。一冊は日本

における上海通史のはじめての試みである高橋孝助・古厩忠夫編『上海史―巨大都市

の形成と人々の営み―』（東方書店、1995 年）であり、いま一冊はその姉妹編である

日本上海史研究会編『上海人物誌』（東方書店、1997 年）である。『上海史』は近年の

内外の研究成果を摂取しつつ、その主眼を上海という都市社会の形成と「上海人」の

形成に置いている。また、開港以後に形成された近代上海を「中国のなかの西洋」と

とらえるのではなく、中国社会と西洋文明との対立・競合・融合を通じて「伝統中国」

でもない西洋でもない独自な上海都市文化が形成されていくプロセスととらえ、私た

ちはそれを「クレオール上海」と呼んだ。『上海人物誌』は、上海で活躍した著名な

人物を通して近代上海の歴史を活写し、上海という都市が持つ多様な性格をできるか

ぎり浮き彫りにすることを狙ったものである。また、広く一般読者を対象とした『上

海―未来と過去の交錯する都市（アジア遊学 33）』（勉誠出版、2001 年）、菊池敏夫・

日本上海史研究会編『上海　職業さまざま』（勉誠出版、2002 年）を出版した。
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日本上海史研究会では、1998 年から 2000 年の 2 年間にわたりトヨタ財団の研究助

成を受けて「上海の日本人コミュニティ、150 年の歴史に関する総合的研究―基礎資

料（データベース）の整理と公開、そして聞き取り調査を中心に―」を課題とする共

同研究をおこなった。本研究会の「上海の日本人コミュニティ」共同研究では、主に

以下のようなことをおこなった。（1）上海に関する日本文文献目録の作成―現在、国

内外の図書館を中心に日本語で書かれた単行本と論文の調査を実施し、「上海関係日

本文文献目録」を作成した。（2）上海日本人居留民関係者の聞き取り調査――本研究

会では史料文献が極めて少ない上海の日本人コミュニティを解明する方法の一つとし

て聞き取り調査を重視し、「上海日本人居留民関係者聞き取り調査記録」を作成した。

（3）上海日本人関係写真史料の収集――戦前の上海関連の写真帖、個人所蔵の写真を

収集・整理し、写真史料集を作成した。これらの研究成果の一部は 2023 年 3 月まで

日本上海史研究会のホームページで公開していたが、休会により現在は閲覧できない。

また、写真史料集は髙綱博文・陳祖恩編『日本僑民在上海』（上海辞書出版社、2000 年）

として刊行した。

次いで、日本上海史研究会は本格的な研究論文集である日本上海史研究会編『上海

－重層するネットワーク』（汲古書院、2000 年）を出版した。本書は 1998 年秋に研究

会事務局を中心に論文集原案が作られ、99 年 3 月に本郷の旅館で研究合宿が開かれ、

論文集の主旨として次のような合意がなされた。

「本書は、近代上海に生きた人々がとり結んだ各種ネットワークを手がかりに『国

際都市』上海を成立させていた多面的で重層的な社会的結合関係の在り様を解明する

ことから、近代上海の都市社会に歴史的にアプローチすることを試みるものである。

近代上海は、人口の上で大多数を占めた中国人と政治的経済的に都市社会の中枢を

握っていた外国人が共存した都市であった。上海の外国人の中において最大の人数を

占めた日本人コミュニティの状態とそれと中国人社会との関係などについては、これ

まで研究が十分進んでいなかった。本書は日中関係における日本人と中国人社会との

相互依存・競存・敵対の関係を『国際都市』上海に即して解明することにも一つの重

点を置くものである。また、日本上海史研究会は創立以来、中国人研究者をはじめと

する外国人研究者の参加を得ながら学術活動を進めてきたが、本書も本研究会が積極

的に推進してきた国際学術交流の一つの成果とする」。

日本上海史研究会の創立以来の共同研究の集大成ともいうべき論文集『上海―重層

するネットワーク』は、次のような 3 つの視点から近代上海史を取り扱っている。1

つ目は「『国際都市』上海と日本・日本人」であり、2 つ目は「ネットワーク論」で

あり、3 つ目は「地域エリートと『公』領域論」である。これら 3 つの視点は、日本

における上海史研究の主要な課題となった。また、その後、研究会はこれら 3 つの視

点に「グレーゾーン」という日本占領下の人々の「抵抗と協力の狭間」という新たな
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視点を加えて日中戦争期における上海に関する共同研究を実施することになった。

1990 年代後半における日本上海史研究会の活動状況を簡単に紹介しておこう。

1996 年 8 月に上海社会科学院主催の「近代中国城市発展史国際学術研討会」が開かれ、

会員が参加し報告を行った。1998 年 7 月に本研究会主催「近代中国の国家と社会―

地域社会・地方エリート・地方行政―」をテーマとする公開シンポジウムを筑波研修

センターにおいて開催し、海外からは上海市档案館から馬長林先生をはじめ 3 名の方、

オレゴン大学の Bryna Goodman 教授を招聘しご報告いただいた。その成果について

は報告集（日本上海史研究会編『中国近代の国家と社会』私家版、1999 年）として

刊行した。2000 年 7 月には「写真・図像・聞き取り史料と新たな上海史研究」とい

うテーマで本研究会主催のシンポジウムを箱根の旅館において開き、上海社会科学院

歴史研究所の熊月之先生などを招聘しご報告いただいた。このシンポジウムによって

非文字史料を使用しての新しい上海史研究の可能性を検証し、その成果は報告集（日

本上海史研究会編『上海史研究の新たな模索―図版・写真・聞き取り史料をめぐって

―』私家版、2000 年）を刊行した。

さて、日本上海史研究会は創立以来、毎年 3～4 回の例会やワークショップやシン

ポジウムの開催による研究会活動を中心に活動し、コロナ禍が猛威を振るったここ数

年はオンラインで例会を行って来た。これまで研究会には上海に関する歴史、政治、

経済、文学、建築などを専攻する日本の研究者を中心として、中国・台湾・韓国・欧

米などの多くの海外研究者が研究会に参加された。研究会は、従来の学会型研究会で

はなく情報化時代に即応したインターネットやホームページを活用したネットワーク

型の新しい研究会のあり方を模索してきた。そのため敢えて会則もつくらず、明確な

会員制もとっておらず、会費の徴収もしていない。会員と非会員の境界はあいまいで

あり、強いて言えば、研究会が取り組んできたさまざまなプロジェクトに参加してい

る方々が会員であると考えて活動を展開してきた。

日本上海史研究会は、2001 年 4 月からは日中歴史研究センターの研究助成を受け

て 3 年間の計画で「日中戦争期の上海に関する歴史研究」というプロジェクトを開始

した。このプロジェクトでは各研究者は、日中戦争期の上海に関する次のような 4 つ

の分野に参加して共同研究を行った。まず、第 1 に日中戦争期の上海の政治分野であ

る。このなかでは「和平」主義・共産主義・民族主義（親日派・抗日派・知日派）な

ど様々な政治イデオロギー問題を検討する。例えば、日本と最も大きな関係をもつ「中

華民国維新政府」、汪精衛「南京国民政府」の関連などを含める。第 2 に日中戦争期

の上海の経済・社会分野では、上海の産業の発展・日本占領期の物資統制、内陸との

貿易関係、上海の民族資本、労働運動などを取り扱う。また、上海地域社会の諸階層

の動きを解明・分析することをも試みる。第 3 の日中戦争期の上海と諸外国の権益に

関する研究分野では共同租界・フランス租界、そして治外法権などの諸外国の権益が
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撤廃され、中国に返還される過程を多様な観点から分析することに焦点を当てる。第

4 に日中戦争期の上海のマスメディアと娯楽分野では 1920 年以後、都市上海の発展

に伴い一大ピークをむかえた新聞・雑誌、映画、ラジオ放送、百貨店などが上海の都

市大衆の消費生活とどのような関連をもちながら発展していったのかなどを究明する

ことにした。

このプロジェクトでは日中戦争期における上海に関する文献史料調査も重要な課題

であり、基礎作業の一環として日本占領期の上海で唯一刊行されていた邦字新聞『大

陸新報』（1939～45 年）のすべてを複写し容易に閲覧できるようにした。また、研究

分担者は外務省外交史料館、防衛庁防衛資料館が所蔵している戦時期の上海関係史料

調査を行った。中国においては上海図書館・上海市档案館などに現存する日本語図書・

新聞・雑誌の状況を調査した。

プロジェクトの一環として 2001 年度・2002 年度に 11 回の研究会を開催し、数多

くの個別研究の報告をしてもらい日中戦争期の上海への歴史認識を深めることができ

た。この日中戦争期の上海に関する共同研究の成果は、2003 年 2 月に逝去された古

厩忠夫にかわり研究会代表になった筆者がとりまとめ髙綱博文編『戦時上海　1937～

1945 年』（研文出版、2005 年）として刊行した。

2002 年 9 月に上海社会科学院歴史研究所と日本上海史研究会との共催で「上海青

年学者国際研討会」を開催した。このシンポジウムの主な目的は若手の上海史研究者

の育成と国際学術交流にあった。上海市近郊の上海国家会計学院に参集した約 40 名

の日中双方の若手研究者による報告と討論が活発に行われた。

このシンポジウムの主要なテーマは「近代上海の社会と文化」であり、上海の交通・

慈善事業・出版・風俗・建築・各種団体などの幅広い研究題目が報告された。多くの

若手の報告者は積極的に档案史料を利用して意欲的な研究報告を行い、これまでの政

治史・経済史研究とは異なる視点から、またかつて見逃されてきた対象を歴史的に分

析しようする報告も見られた。このシンポジウムの成果は、熊月之・髙綱博文主編『透

視老上海―日中青年学人的上海史研究』（上海社会科学院出版社、2004 年）として刊

行された。

それに続いて 2005 年 4 月より日本学術振興会より大型の補助金を得て共同研究プ

ロジェクト「中華人民共和国成立前後における『移民都市』上海の性格とその変容に

関する総合的研究」（基盤研究（B）研究代表・髙綱博文）を開始した。同プロジェク

トは、現在めざましく発展しつつある東アジアの大都市・上海の特性が、近代都市と

しての歩みの中でどのように形成され、変化してきたかを、「移民都市」としての性

格に注目し、東アジアの各地域及び中国国内の他地域との関係に留意しながら空間

的・時間的な広がりの中で明らかにしようとするものであった。われわれは上海の特

性を「クレオール上海」と名付けたが、それが「移民都市」上海を規定する条件の変
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化の中でどのような性格を与えられ、また変化したかを、特に時期的には、中華人民

共和国建国前後にあたる 1940 年代～50 年代に焦点を当てて解明することを目指した。

すなわち、「クレオール上海」として形成されてきた都市社会の特質がどのように変

化したのかを、社会組織・経済システム・中国人のコミュニティ・文化・メディアな

どの側面から解明し、中華人民共和国成立前後の中国都市社会の変化を、具体的に上

海の都市社会の状況に即して多面的且つ総合的に明らかにすることを意図した。

日本上海史研究会は、このプロジェクトの一環として 2005 年 1 月に日本大学で（第

1 回）ワークショップ「中華人民共和国成立前後における中国都市社会の変容」を上

海社会科学院歴史研究所の馬軍先生・周武先生を招聘して開催した。2005 年 9 月に

九段の旅館で研究合宿を行い（第 2 回）ワークショップ「中華人民共和国成立前後に

おける中国都市社会の変容」を開催し、1949 年前後の都市管理システムがどのよう

に形成されてきたのかという問題に焦点を当てた。そこでは戸籍などを含む人々の動

きの管理、食糧の配給を通した食糧管理、職場（単位制度）を中心とした生活全般の

管理の三側面を重視し、都市社会管理システムの形成過程について検討を試みた。

本プロジェクトのまとめとして2007年9月に日本大学において国際シンポジウム「中

華人民共和国成立前後におる都市社会・文化の変容―空間と生活の再編―」を開催し

た。日本上海史研究会が 2005 年から行った共同研究「中華人民共和国成立前後にお

ける『移民都市』上海の性格とその変容に関する総合的研究」の成果は、日本上海史

研究会編『建国前後の上海』（研文出版、2009 年）として刊行された。本書は 2006 年

の国際シンポジウムにおける発表論文を基調として、「クレオール上海」として形成

されてきた近代上海都市社会の特質が中華人民共和国成立前後にあたる 1940 年代～

50 年代にどのように変容したかを、＜生活空間の再編＞、＜経済空間の変容＞、＜

文化の連続と転換＞の側面から多面的且つ総合的に明らかにすることを目指した。ま

た、同プロジェクト研究の一部は岩間一弘編集の『近き在りて』（第 50 号、上海史特集）

においても発表した。

このプロジェクトには下記のような海外の上海史研究者も数多く参加された。熊月

之（上海社会科学院歴史研究所）、馬軍（同）、周武（同）、宋鑽友（同）、張済順（華

東師範大学）、姜進（同）、李培徳（香港大学）、林美莉（中央研究院近代史研究所）、

Christian Henriot（Lumière-Lyon 2 University）、裴京漢（新羅大学）。

後期（2011 ～ 2023 年）
2011 年から日本上海史研究会は『新聞に見る戦時上海の文化総覧―「大陸新報」

文芸文化記事細目』（ゆまに書房、2012 年）の作成に取り組んで来た大陸新報研究会

（2014 年に中日文化協会研究会と改称）と連携して新たな共同研究「戦時上海におけ

るメディア（新聞・雑誌）の総合的研究」を開始した。その目的は戦時期（1937～45
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年）上海において刊行されていた日文・中文・欧文の新聞・雑誌メディアを検証し、

それを踏まえて日本占領下の上海メディアの実態を「多言語横断」・「多領域横断」の

視点から多角的に分析し、それを通じてさまざまなイデオロギーが交錯し、政治的な

矛盾が入り乱れる「グレーゾーン」といわれる戦時上海メディア空間のあり方を文化

ポリティクスの視座から検討することであった。

日本上海史研究会は 2001 年に共同研究「日中戦争期の上海に関する歴史研究」を

実施し、その中で古厩忠夫の問題提起を受けて「侵略と抵抗」または「愛国者と漢奸

（売国奴）」という単純な二分法で到底把握できない戦時上海の「グレーゾーン」問題

に強い関心を寄せていた。研究会は戦時上海に関する共同研究を通じて、さまざまな

イデオロギーが交錯し政治的矛盾が重層化する戦時上海の歴史像を明らかにするため

には、戦時上海のメディア空間のあり方を総合的に考察することが必要であると考え

ていた。また、大陸新報研究会（→中日文化協会研究会）の方でも、日本占領下にあっ

て上海の文化界が複雑な軌跡を描いていく位相を捉えるためにも戦時上海文化の「グ

レーゾーン」をどのように考えるかが課題となっていた。両研究会の連携による「戦

時上海におけるメディア」に関するプロジェクトは、次のような科研費の協力を得て

遂行された。

「戦時上海におけるメディア（新聞・雑誌）の総合的研究」（基盤研究（B）研究代表・

石川照子）、「中日文化協会上海分会と関連文学者・文化人に関する基礎的・総合的研

究」（基盤研究（B）研究代表・竹松良明）、「占領地・植民地における＜グレーゾーン

＞問題の国際比較研究」（基盤研究（C）研究代表・髙綱博文）。その共同研究の一環

として以下のようなワークショップと国際シンポジウムを開催した。

2011 年 11 月に日本大学においてワークショップ「『大陸新報』をめぐって―山本

武利著『朝日新聞の中国侵略』を発条にして―」を開催した。戦時上海で創刊された

国策新聞『大陸新報』については山本武利により実証的研究『朝日新聞と中国侵略』

が上梓されていたが、山本武利・ピーター・オコ―ノ両氏をコメンテーターに招いて

「非「国策」的記事」と「文芸・文化関連記事」について検討を行った。

2012 年 12 月に愛知大学において日本上海史研究会・大陸新報研究会・20 世紀メディ

ア研究所共催、愛知大学東亜同文書院大学記念センター後援でワークショップ「戦時

中国・上海メディア関係史料研究に関する新たな可能性」を開催した。今回のワーク

ショップでは、三研究団体の共同研究の構想についてパネルディスカッションを行い、

さらにそれに関連する研究を報告し、「グレーゾーン」といわれる戦時上海のメディ

ア空間のあり方を検討した。

2013 年 8 月に上海豊田紡織廠記念館において日本上海史研究会主催のワークショッ

プ「近代上海における日本文化を考える」を開催した。上海における日本の歴史工業

遺産を展示する上海豊田紡織廠記念館において、帝国日本にとっての上海、武田泰淳
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と上海、内山完造と上海について報告を踏まえて参加された多くの上海在留日本人の

方々とともに近代上海における日本文化のあり方を考えた。

2014 年 1 月に大阪学院大学において中日文化協会研究会主催、日本上海史研究会

協賛のワークショップ「戦時上海のグレーゾーンと文化的ポリティクス―中日文化協

会上海分会と日中合作映画の考察を通して―」を開催した。中日文化協会上海分会と

日中合作映画についての報告を踏まえて、戦時上海の「グレーゾーン」と文化的ポリ

ティクスについて検討した。

2014 年 8 月に大妻女子大学において日本上海史研究会主催・中日文化協会研究会

協賛のワークショップ「占領地・植民地におけるグレーゾーンを考える―国際比較の

視点から―」を開催した。戦時上海におけるグレーゾーンについては、同年 1 月のワー

クショップにおいて、「グレーゾーン」概念のあり方や「グレーゾーン」という現象

の歴史性が議論になったが、本ワークショップでは占領地や植民地の「グレーゾーン」

問題についての諸報告を踏まえて、国際比較の視点から参加者とともに考えた。

2015 年 10 月に奈良大学において本プロジェクトのまとめとして国際シンポジウム

「戦時上海におけるメディア―文化的ポリティクスの視座から―」を開催した。日本

占領下における上海メディアの実態を、多言語・多領域を横断する文化的ポリティク

スの視座から、中国・アメリカの研究者の協力を得て多角的に検討した。シンポジウ

ムは 2 日間で 17 報告あり、さまざまなイデオロギーや文化表象が交錯し、政治的な

思惑が入り乱れる戦時上海のメディア空間のあり方について議論した。

その国際シンポジウムの研究成果は髙綱博文・石川照子・竹松良明・大橋毅彦編『戦

時上海のメディア―文化的ポリティクスの視座から―』（研文出版、2016 年）として

刊行した。さらに今回の共同研究の成果として、戦時・戦後の上海における「グレー

ゾーン」を主なテーマとした堀井弘一郎・木田隆文編『戦時上海グレーゾーン―溶解

する「抵抗」と「協力」―』（勉誠出版、2017 年）、髙綱博文・堀井弘一郎・木田隆文

編『上海の戦後―人びとの模索・越境・記憶―』（勉誠出版、2019 年）を刊行した。

2．戦後日本の中国研究における日本上海史研究会

33 年間にわたる日本上海史研究会の活動は、同研究会が単独でさまざまなプロジェ

クトに取り組んできた前期（1990～2010 年）と日本近代文学研究者を中心とした大

陸新報研究会（→中日文化協会研究会）と共同して行った「戦時上海のメディア」研

究プロジェクトの後期（2011～2023 年）に二分される。日本上海史研究会の独自な

活動は前期にあると言えるが、それにも「前史」とも言える中国労働運動史研究会が

あったことを記録しておきたい。

中国労働運動史研究会は、1976 年に都立大学の野澤豊ゼミに集まった大学院生に
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より設立され、77 年には機関誌『中国労働運動史研究』を創刊し、16 号まで刊行し

91 年に休会した。同研究会に集まった若手研究者は当時の中国近現代史研究の主流

を占めていた中国共産党とそれに動員されて立ち上がった農民という二つの要素に

よってのみ中国革命を捉える「農民革命論」を批判し、都市と労働者の歴史的役割を

再評価すべきであるとの問題意識を共有していた。1970 年代初頭にこれまでの中国

革命史の一環としての中国労働運動史とは全く質を画する労働者階級形成論や労働運

動史研究が古厩忠夫や小杉修二により発表され、これらの研究に刺激を受けて同研究

会は成立した。中国労働運動史研究会は、大学教員であった古厩を除くと大学院生の

研究サークルというべきものであり、いまだ中国へ自由に渡航し史料調査を行える環

境になく、概ねマルクス労働経済学の影響を受けていた。

中国労働運動史研究会が活動していた 1970 年代から 1980 年代は日本の中国近現代

史研究は大きな転換期を迎え、マルクス主義の歴史観や変革主体の探求といった問題

意識が揺らいでいたが、同研究会は『講座中国近現代史』全 7 巻（東京大学出版会、

1978 年）の編集委員会代表の野澤豊が「講座刊行に当たって」で述べた次のような

言葉がフレームワークとなっていたと言えよう。「直接に生産を担っていた民衆の生

きた姿をとらえようとすること……かかる民衆把握を軸にして、中国近現代史の再検

討がおこなわれねばならないであろう」と。同研究会の創立メンバーである筆者や菊

池敏夫、古山隆志は、同『講座』第 5 巻に論文「中国近代産業労働者の状態」・「補論

　中国労働運動史の研究動向」を執筆したが、近代産業労働者の実態を生産過程に即

して把握し、それを踏まえて労働運動史の分析を深めようとしていた。

一方で同研究会に参加した古厩忠夫の研究は上海労働大衆の実態を近代産業労働者、

商業労働者、手工業労働者、雑業労働者などを諸階層として具体的に捉え、それぞれ

の労働諸団体や労働運動について社会史的に分析を試みたものであり、その後の都市

社会史研究に連動するものであった。古厩は 1980 年代後半に上海において研究する

機会を得て現地の上海史研究者とのネットワークをつくり帰国後の 1990 年に日本上

海史研究会の結成を提唱し、民衆運動史としての労働運動史の研究に行き詰まりを感

じていた同研究会のメンバーは参加することになった。

日本上海史研究会が誕生した当時、1989 年 6 月に天安門事件が発生し、同年 12 月

に米ソのマルタ会談により東西冷戦が終結し、翌年にはソ連が崩壊した世界は一大転

換期を迎えていた。1970 年代後半から多数輩出したところの若手中国研究者はイデ

オロギーから離れ、研究の実証性や客観性を重視するようになった。そして、これま

での革命中心史観からも自由になり、研究分野も多様化し、西洋史や日本史の影響か

ら新しい社会史研究や女性史、地域史、都市史などへと研究領域が拡大し、それに伴

い中小規模の研究会が族生した。本研究会もこうした日本の中国近現代史研究の流れ

の中で生まれた。
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平野健一郎は『戦後日本の中国研究』（平凡社、2011 年）の「はじめに」で、戦後

の中国研究者は戦後直後の中国における激動を眼前にしながら研究を進めてきた第一

世代、1960 年代に中国に関心を持つようになり第一世代と共に文化大革命や中米接

近に翻弄されながらより冷静に中国研究を行うようになった第二世代、中国の改革開

放期に中国に関心を持ち中国へ自由に往来が可能となった第三世代から構成されると

指摘している。日本上海史研究会の 1990 年代には古厩代表、高橋孝助、石島紀之、

上原一慶等の第二世代と髙綱事務局、菊池敏夫、黒山多加志、鈴木将久、孫安石、小

浜正子、石川照子、岩間一弘等の第三世代との協力体制により運営されていたが、

2000 年代に入ると第三世代が研究会の中心になっていった。研究会の第三世代は、

毎年のように上海を訪問し上海図書館や上海市档案館の常連となり、現地の多くの上

海史研究者と知り合い学術交流をした。

前述した通り、日本上海史研究会の創立の目的は、一つは中国側の上海史研究機関

や中国人研究者と学術交流であり、いま一つは学術研究の上海史研究といわゆる「上

海もの」と呼ばれる上海関係一般書籍と架橋することにあった。中国側との学術交流

は日中双方で開催されたシンポジウムに相互に参加すると共に、円高物価高の日本で

苦学されながら日本上海史研究会に常連メンバーとして参加された上海社会科学院歴

史所の陳祖恩先生や甘慧杰先生、そしてワークショップや例会にゲストとして参加さ

れた復旦大学の沈渭濱先生、楊立強先生、上海師範大学の蘇智良先生、上海華東師範

大学の忻平先生、上海史档案館の虞建新先生などとの交流が忘れられない。

中国では 1978 年に改革開放政策が始まったが、1980 年代の上海経済は不振であり、

上海は 1992 年の鄧小平の「南巡講話」以降に高度成長期に突入した。急速な成長で

上海の消費生活、経済の質量とも全国のトップクラスの水準に躍進し、ハイテク、金

融、商業の各分野で最先端の試みが上海に集中し、空前の大衆消費社会的状況が出現

し、1930 年代の「自由都市」上海の繁栄が甦ったような印象を受けた。こうした上

海の活況に引きつけられて 5 万名を超える在留邦人と 1 万社近くの日系企業が上海に

進出し、2010 年の上海万博を頂点として日本においても上海ブームが起きて出版業

界でも「上海もの」が氾濫した。

1990 年代、2000 年代の日本上海史研究会には数多くの日中の研究者が集まり、ト

ヨタ財団や日中歴史研究センターなどから研究助成を受けるようになり、獲得した研

究資金により前述したところの多くのプロジェクトを遂行し、また上海史関係の一般

書・専門書を数多く出版できたのも、上記のような時代背景を抜きには考えられない。

しかし、2000 年代後半から日中関係は度々紛争が起きるようになり、政治・外交に

おいてのみならず、ビジネスや学術交流にも影響を与えるようになり、2010 年 9 月

に発生した尖閣諸島周辺領海内での中国漁船による海上保安庁巡視船への衝突事件の

頃から徐々に上海ブームも下火になっていった。
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日本上海史研究会は、2005 年に開始した大型プロジェクト「中華人民共和国成立

前後における『移民都市』上海の性格とその変容に関する総合的研究」の研究成果を

2009 年に『建国前後の上海』として刊行した。この頃になると研究会を担ってきた

第三世代の研究者の中には「やり尽くされてもうやることのない、久しい上海史研究」

と言って他領域へ関心を転じるものもあり、上海史研究を行う次世代の日本人研究者

の確保も困難となり、研究会としての転機を迎えていた。

こうした中で日本上海史研究会は、単独でプロジェクトを組織するのではなくて大

陸新報研究会と連携して新たな共同研究「戦時上海におけるメディア（新聞・雑誌）

の総合的研究」を開始した。このプロジェクトは歴史学研究者と文学研究者の学際的

な共同研究であったが、本研究会にとっては戦時上海のメディア史という研究分野に

特化した新たな試みであった。日本占領下における上海メディアの実態を、戦時上海

において刊行されていた日本語・中国語・英語の新聞・雑誌等のさまざまなメディア

を分析対象として、「グレーゾーン」という共通の問題関心を抱きつつ、歴史学・文学・

映画史のそれぞれのスタンスから考察を試みた。

「グレーゾーン」とは一般的には二項対立では単純に理解できない領域を指す言葉

であるが、戦時上海の「グレーゾーン」に最初に関心を向けたのは古厩忠夫とポシェッ

ク・フー（Fu,Poshek）であった。このプロジェクトでは「グレーゾーン」概念をど

のように理解するかがたびたび議論されたが、それが戦時上海メディアの複雑で多様

な実態の解明に一定に寄与したと考えられる。歴史研究者は「グレーゾーン」概念を

第一義的には政治的な領域に見られる「支配」に対して「抵抗」か「協力」という二

分法では説明のできない領域と捉える傾向があったが、文学研究者は「グレーゾーン」

概念を政治という領域に限定することなく、より柔軟に広範な社会・文化の領域で捉

えていた。「グレーゾーン」は概念というには曖昧な言葉であるが、異なる専門分野

の研究者が複雑なものを複雑なものとして理解しようとする共通のフレームワークと

して機能したものと言えよう。

2010 年代後半の習近平政権下において、学問研究への締め付けは厳しくなり、档案

館における史料の公開も制限され、特にコロナ禍の影響は対面での研究会の開催や現

地調査も困難とし研究環境は著しく後退した。このような状況の中で日本上海史研究

会はオンラインで例会を行ってきたが、2023 年 3 月にやむなく休会することになった。
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